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Ｑ４―３．自己創設のれん
自己創設のれんの分については、相手勘定

を考えてみた場合に収益認識するのか、或い
は剰余金にそのままチャージするのか、そう
したただの利益認識に近い形というのはいか
がなものかと思います。むしろ、IFRSで絶
えず「時価評価、時価評価」と言いながら、
これだけ外すというのはいかがなものかとい
う捉え方をすることも必要なのではないかと
思いますが、いかがでしょうか。

〔のれんの問題〕
（品川） のれんの問題については、おっしゃ
るように、詰まるところその価値の評価をどう

するかという問題です。評価が可能であれば資
産計上をして、価値が下がれば損金処理をして
いけばいいのですが、その種の評価をどうする
かというのは永遠の課題かと思います。しかし、
会計手法が熟練すればするほど、その評価に対
する評価方法の収斂というか、アプローチも可
能になってくると考えたいと思います。

おわりに

（岩﨑） 長時間にわたりましてご議論いただ
きありがとうございました。これをもちまして
本日午後の討論の部を終了させていただきます。
ご静聴どうもありがとうございました。
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デルから資産負債モデルへの置き換えというこ
とになりますが，その背景として，アメリカの
GAAPにおける収益認識のガイダンスが非常に
複雑であり，100以上のものが錯綜した状況で
あること，IFRSにおいては，第18号（収益）
と第11号（工事契約）の基礎をなす原則につい
て矛盾がある，あるいは曖昧な点があるといっ
たことが挙げられています。

IAS�18�IAS�18�

� ������������(2009)

①

　資産負債モデルと呼ばれる試みは，「顧客と
の契約」に基づく収益認識について，単一の基
準を開発することを目的としています。契約に

　　はしがき　　本稿は，平成22年 2 月18日開
催の税務会計研究会における，横浜国立大学大
学院国際社会科学研究科准教授 吉村政穂氏の
『収益認識基準見直しの方向性と法人税上の論
点』と題する講演内容をとりまとめたものである。

1．はじめに

　ただいまご紹介に与りました吉村です。前回
の税務研究会での報告では，「顧客との契約に
おける収益認識に関する予備的見解」（2008年
12月19日）（以下，「予備的見解」または「DP」
という。）の紹介をし，また，わが国への受容
に際しての参考として，EU共通の課税ベース
（Common Consolidated Corporate Tax Base, 
CCCTB）の議論におけるIFRSの位置付けをご
紹介いたしました1。
　今回は，その後の議論のフォローをした上で，
法人税法がIFRSとしての収益認識基準を受容
した場合に生じ得る問題を検討したいと思いま
す。まずは，前回と重複しますが，予備的見解
による収益認識モデルの転換を，スライド③で
簡単にお示ししています。いわゆる実現稼得モ

収益認識基準見直しの方向性
と法人税法上の論点

横浜国立大学大学院国際社会科学研究科准教授 吉村政穂

1　吉村政穂「収益認識基準の見直しと税務会計との関係──租税立法における会計基準の受容」租税研究718号104
頁（2009）。
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理」（平成21年 9 月 8 日）（以下，「論点整理」
という。）において言及されたものを，配付資
料にまとめています。これらは，昨年の 7月段
階までのものということになっています。

DP��������������������
�����(1/3)
� ��������44��
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④

� �����������IASB���2009
�12���12��
� �������������������������������
����������� ��
������������������������������������
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⑤

　DPでは，履行義務の測定について言及が
あったものの，権利の測定については今後の課
題としていました。例えば，貨幣の時間価値の
影響ですね。対価を収受するタイミングが将来
時点に及ぶのであれば，当然その対価の額には
金利要素が含まれるわけですが，それをどのよ
うに扱うかといった問題です。また，対価の支
払いをなす顧客に係る信用リスクの影響を，ど
のように権利の測定に反映させるのか。ほかに
も，対価の額が確定していることを前提として
DPは書かれていましたが，その対価の額が不

基づいて発生する権利と義務について測定をし
た上で，その正味のポジションをベースとして
収益を認識していくものになっています。そこ
で，履行義務の定義及びその識別ということ，
また，その履行義務が充足されて収益が認識さ
れるのはいつかということが，非常に重要なポ
イントとなってくるかと思います。

������������������

� IASB /FASB
� 2010��2��� ����������������

� 2011���? �������

� ASBJ
� 2009�9� �������

� ���� 2011������

②
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③

2．論点整理

⑴　DP後の暫定合意の論点整理
　予備的見解の内容は，前回取り上げた際に紹
介いたしましたので，ここではそのDP後に暫
定合意されたものをご紹介したいと思います。
　まずは，すでに「収益認識に関する論点の整
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ついて取り上げています。DPで開発されてい
る資産負債モデルは，契約に基づいて生じた権
利と義務をそれぞれ測定して，その正味のポジ
ションをベースとして収益を認識する仕組みな
わけです。それでは，具体的に測定された権利
（契約資産）及び履行義務（契約負債）をどの
ように表示するか，開示するかについての暫定
合意を紹介しています。まず収益の総額・純額
表示について，例えば商社のように企業以外の
第三者が顧客への財やサービスの提供に関与す
る場合に，これを総額ベースで表示するのか，
それとも純額ベースで表示するのかといった点
に関する暫定合意を示しています。

DP��������������������
�����(3/3)�����(3/3)
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⑧

　スライド⑧からは開示です。これは，2010年
1 月になされたIASB会議の資料で，これも，

確定である場合にはどのように評価をするかと
いった問題があります。これらについて，スラ
イド④に紹介しているような暫定合意がなされ
ています。なお，不確実な対価の見積もりにつ
いては，その後，すなわち論点整理で紹介され
た後に，より進んだ議論がなされています
（2009年12月）。スライド⑤は，第193回企業会
計基準委員会（平成22年 1 月15日）の審議資料
として提出されたIASB会議報告から引用して
います。
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⑥

　次に，スライド⑥になります。先ほどは権利
の測定に関する論点でしたが，こちらは「顧客
との契約」に関する論点についての暫定合意で
あります。契約の更新や解約のオプションとい
うものが付されている場合に，それをどのよう
に評価するかという論点です。ここに挙げたよ
うに，過大な費用をかけることなく更新オプ
ションの独立した販売価格が算定できる場合に
は，当該オプションを（独立した）履行義務と
して扱い，その会計処理をすることが合意され
ています。また，契約が複数にわたるが，その
相手方が同一の顧客であるという場合に，それ
らの契約の価格が相互依存的であるときには，
それら複数の契約をまとめて単一の契約ポジ
ションとして会計処理するといったことも暫定
合意されています。
　最後に，スライド⑦以降では，表示と開示に
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⑪

　従って，先ほども申し上げましたように，そ
れぞれの権利及び義務をどのように測定するか
ということが重要な論点になるわけです。特に
履行義務の扱いについては，もちろん契約を締
結した時点において公正価値で評価をされるこ
とになります。
　この際，現在出口価格で評価をすることに
よって，契約を締結した段階で収益を認識する
可能性もあったわけですが，DP及びその後の
議論では，履行義務の測定においては当初取引
価格を採用することとされ，原則として契約締
結段階では収益を認識しないことになっていま
す。また，原則として，その後に再測定を行わ
ないことになっていますので，履行義務の充足
が収益認識にとって重要なタイミング，イベン
トということになろうかと思います。

第195回企業会計基準委員会（平成22年 2 月12
日）に出された審議資料から引用しているもの
です。先ほど申し上げましたように，契約から
生じた権利及び義務が，各期末において開示さ
れることになるわけですが，スライド⑨には，
実際にどのような形で開示がなされるかという
例を引用しています。また，併せてどのような
情報を表示するかといったことも，こちらで示
されています。

� ���IASB���2010�1��(2/2)� ���IASB���2010�1��(2/2)
� (b)������������

� (i)����������������������� (i)����������������������
� (ii)�����������������������
� (iii)����������������������������
��� �������������������������

� (iv)���������������������
� (v)�����������������������������
��������

⑨

　ここまでは，法人税法との関係においては，
やや技術的なところであろうかと思います。

⑵　論点整理・総論
　ここからは，論点整理で取り上げられた問題
などを含めまして，法人税法との関係で重要だ
と私が考えました点を幾つか取り上げたいと思
います。前提として，実現稼得モデルから資産
負債モデルへ転換をすることが何を意味するか
ということです。スライド⑩は，論点整理の総
論部分において取り上げられていた問題です。
　従来の実現稼得モデルは，成果が確実となっ
た時点で，かつグロス・ベースで収益を認識し
ていたわけです。しかしながら，資産負債モデ
ルの下では，各期末日における権利，義務を測
定した上で，その正味契約ポジションが貸借対
照表上計上され，それによって収益を認識する
ことが予定されています。
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されていますので，その履行義務が充足された
時点が非常に重要なポイントとなってくるわけ
です。履行義務の充足，すなわちDPの中では
支配の移転と言い換えられていますが，何を
もって支配の移転と見るのかといった定義の問
題が重要になってまいります。

⑶　契約のセグメントへの分割
　スライド⑫～⑭は，収益認識の単位に関連し
て，2009年10月の会議において取り上げられた，
契約のセグメントへの分割という論点を取り上
げています。建設契約などでも関係してくると
思いますが，こういった履行義務の識別単位に
ついて，個別に販売可能なものの基準で認定を
することになりますと，実務への適用可能性に
ついて疑問が生じると指摘するコメントが多く
あったということであります。例えば，建設会
社にとって，レンガ，板，釘などといった個々
の材料（要素）にまで履行義務を分解し，その
契約対価を，独立販売価格を基としてこれらの
履行義務に配分することは，非常に煩瑣であっ
て現実的ではないといった指摘であります。そ
こで，履行義務のグループをセグメントとして
まとめることがスタッフから提案されたという
ことであります。
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⑫

　具体的にセグメントとしてまとめるための判
断プロセスですが，まず契約を市場で独立して

　このような当初取引価格アプローチを原則と
した履行義務の測定がなされるのであれば，従
来の実現稼得モデルによって提供されていた有
用な収益情報，すなわち事後の実績に照らした
（事前の）予測の改訂を通じたフィードバック
過程は維持されるといった評価が，論点整理に
よってなされています（パラ93）。ここまでが
前置きです。
　この上で，収益認識の単位と時期という問題
が論点として出てきますが，これは，法人税法
との関係で非常に重要であろうかと思います。
契約を締結したと簡単に言いましても， 1本の
契約でありながら，その中身を見ると複数の要
素によって成立しているというケースが生じま
す。例えば，ある財を顧客に引き渡すという契
約内容であったとしても，その財の品質等につ
いて保証をする，あるいはその財に瑕疵があっ
た場合にその返品を受け付ける，といった形で
義務を負うケースです。また，その財を販売す
るにあたって，販売インセンティブとしてポイ
ントを付与するケースがあります。こういった
契約においては，その内容が複数の履行義務に
よって成り立っているのではないかということ
になります。言い換えれば，履行義務をどのよ
うに識別するのかという識別単位の問題が重要
になってきます。
　論点整理及びDPの整理によれば，個別に販
売可能なものか否かで履行義務を識別すること
になっています。もし単一の契約であったとし
ても，その中身として複数の独立した履行義務
が識別される場合には，それぞれの履行義務が
充足された時点，すなわちそれぞれの履行義務
の対象となっている財やサービスに対する支配
の移転時期が，各履行義務に割り当てられる対
価についての収益認識時期になるかと思います。
　また，その収益認識の時期というのも非常に
重要な問題です。先ほど申し上げましたように
履行義務の測定としては，当初取引価格アプ
ローチを採用することになっています。なおか
つ，原則として事後に再測定を行わないことと
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⑭

　具体的には，⒜企業は，財及びサービスが顧
客に移転されたことを測定する最良の方法を選
択しなければならない。そのような方法には生
産高，投入量又は時の経過などを用いる方法が
ある，⒝ 1つのセグメントに対しては 1つの方
法を選定すべきで，選択された方法を契約期間
にわたって一貫して適用しなければならない，
といったことが提唱されています。
　ここまでが総論に関係する話でありますが，
既にここで各論部分とのリンクも出てきている
かと思います。

⑸　論点整理・各論
　論点整理の各論において指摘された論点のう
ち，法人税法との関係では，次のようなものが
重要かと思います。
　 1つ目は，既に話題になっているところであ
りますが，工事契約の収益認識がどのようにな
るのかということです。ここではDPのパラグ
ラフ6.18を引用しています。「提案しているモ
デルは，契約の下で製造されている資産の価値
の増加ではなく，顧客との契約における企業の
正味のポジションの増加に焦点を当てている。
第 4章で議論しているように，企業の建設活動
が顧客に対して連続的に資産を移転する場合
（したがって，連続的に履行義務を充足する場
合），建設段階にある建設型契約に対する収益
認識の現行実務は，両ボードが提案しているモ

販売できる履行義務のグループに分割をするこ
ととされています。その上で，その取引価格を
これらのセグメントに配分する。そして，その
セグメントごとに，セグメントの履行義務が充
足された時点で収益を認識するといった処理が
提案されたということです。

� �������������IASB��
�2009�10��(2/2)�2009�10��(2/2)
� ��������������������

( )������������������ (a)������������������
� (b)���������������������������
��������������������������������������������������������������
������������

� (c)����������������������������
���������� ���� ������������������������������������������
�������������

� (d)����������������������������( )
�����������������������������
������������������������������
���������������������� � ������ ��� � � �

� (e)���������������������������
�����������������������������

⑬

　このようなスタッフの提案に基づきまして，
セグメント概念の導入が暫定的に合意されたと
いうことです（スライド⑬）。⒝契約は市場の
証拠を有するセグメントに分けなければならな
い，⒞契約の分割に際しては，重要性，財及び
サービスの移転時期，及び約束した財及びサー
ビスのマージンなどの要素を考慮して判断を行
わなければならない，といったことが暫定合意
されています。

⑷　セグメント内の収益認識のタイミング
　スライド⑭は，セグメント内での収益認識の
タイミングに触れています。先ほど申し上げま
したように，セグメントの導入は，個々に分解
された履行義務ごとに収益を認識することが現
実的ではないという指摘が背景にあったわけで
すが，セグメントが複数の履行義務から構成さ
れている場合，特に履行義務が連続的に充足さ
れていく場合には，そのセグメント内において
すでに充足された履行義務の金額を決定する方
法が必要だということになります。
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� ������ �����
� ��������������������

� IASB November 2009
�������� �������

� ��������
� ����

� IASB December 2009
� ����������
� ���� ���
� ����������

� IASB January 2010
� ������� ������

� IASB February 2010
� ����ASBJ�IASB�����J

⑯

⑴　支配の意義が問題とされた背景
　先ほど工事契約等について触れましたし，ま
た，そもそも資産負債モデルにおいて重要なポ
イントとなります支配の意義について，IASB
が議論を深めていますので，そちらをご紹介し
たいと思います。
　支配の意義が問題とされた背景ですが，DP
の中では，履行義務の充足は約束した資産を顧
客に移転したときになされると謳われていまし
た。そして，こちらのDPパラ3.19を引用した
ように，顧客が約束された資産を有しているか
どうかは，「支配」によって決まるのだと述べ
ていたわけです。この支配をどのように理解し
たらよいのか，その明確化を求めるコメントが
多く寄せられたということなのです。

����������������(1/4)����������������(1/4)
� DP3.18��������������������������
������������������������� ����������������������������������
������������������������������
����������������…

� 3.19�IASB��FASB�������3.8������������
����������������������������������������������������…

� 3.8�����������������������������
��������������������

��������������������������������
����������������������������IASB��
�����������������������49�(a)��

��������������������������������
����������������������������FASB
����6��������������25���

⑰

デルによって重大な影響を受けることはないだ
ろう。つまり，顧客が建設中の資産を支配して
いる場合，現行実務にはなんら重大な変更はな
いこととなる」と述べられています。ここで抽
象的に言われているもの，特に「顧客が建設中
の資産を支配している場合」というのが，実際
にどのような場合に認められるのかについて，
大きな疑念を惹き起こしています。
　 2つ目に先ほども触れたような複数要素の契
約，また継続的関与をなしている場合の履行義
務の充足などです。
　そして，通常の商品販売の収益認識において，
出荷基準等がどのような扱いを受けることにな
るのかということも問題となりますし，また，
現行の会計基準では特別な処理が認められてい
る割賦販売ですが，このモデルの中に取り込ま
れた後にはどのように処理されるのか（論点整
理・パラ178-183）といった問題が挙げられて
います。
　ここまでが論点整理の紹介となります。

��������������
� �����������������

� DP 6 18������������������������������ DP 6.18�����������������������������
���������������������������������
���������4�����������������������
���������������������������������
������ ���������������������������������������������������������
���������������������������������
���������������������������������
������������������

� ������

� �����

� �������������������

� ���������

� ������������

⑮

3．その後の動向

　その後の動向として，既に触れたものもあり
ますが，支配の定義，また，製品保証や製造物
責任，返還権の取扱いなどについて議論が行わ
れています。
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に支配が移転したと判定する指標を提供する，
またはこの両者の組み合わせによって，支配の
意義を明らかにするよう求めるコメントが多く
あったそうです。
　また，工事契約の扱いに関して，DPに掲げ
られた例では，所有権の移転または財の物理的
占有が重視されるとの印象を与えるものであっ
たというコメントが寄せられています。
　例えば，DPには，「顧客が部分的に完成した
住宅を支配していることを示す 1つの目安は，
その住宅が顧客の土地に建設されていることで
ある。」（DP 4.47）といった記述があります。
もし所有権の移転や物理的占有が重視されるこ
とになってしまいますと，特に長期の工事契約
については，完成基準しか取り得なくなってし
まうではないかといった疑問です。現行の取扱
いを大きく変更するものなのかといった主旨の
コメントが寄せられたと，紹介されています。
　この点，スタッフペーパーは，審議会の意図
としては，顧客が約束した財またはサービスを
受領した時に企業が収益を認識すべきことを強
調する点にあったと述べ，必ずしも所有権の移
転または財の物理的占有という要素のみで支配
が決せられるわけではないのだと説明していま
す。

⑵　支配の意義
　それでは，支配が具体的にどのように定義さ
れ，また，何を指標として判定がなされるのか
に移ります。この点は，例えば2009年 9 月の会
議で議論がなされています。
　支配の定義については，こちらで引用したよ
うに，「財またはサービスの支配とは，その財
またはサービスの使用を指図し，そこからの利
益を収受する企業の現在の能力である」とされ
ています。私が訳したものなので訳として確定
したものではありませんが，こういった定義が
掲げられています。
　また，支配の移転は，顧客の視点から評価す
べきであることが暫定的に合意されているほか，

����������������(2/4)����������������(2/4)
� 4.5���������������3.8��������
��������������������������
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������������������������

���������� �� ������������������������������������
����������������

⑱
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⑲
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� (a)����������������(b)�������
���� ���������������(c)����
�������������������������

� �������

� DP�������������������������
���������������������������
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⑳

　例えば，スライド⑳のようなコメントが寄せ
られたことが，スタッフペーパーの中で紹介さ
れています。
　支配の明確な定義を提供する，もしくは顧客
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います。
　a.当該顧客が対価支払いに係る無条件の義務
を負っていること，b.当該顧客が法的所有権を
有していること，c.当該顧客が物理的な占有を
有していること，そして，d.当該顧客が当該財
またはサービスのデザインまたは機能を指定す
ること，が挙げられています。
　その後の訳もあまりこなれていなくて恐縮で
すが，d.については，「顧客特有（customer-
specific）のデザインまたは機能を有する財ま
たはサービスは，当該企業または他の顧客に
とってはほとんど価値がないものとなろう。例
えば，企業が顧客特有の財を他の顧客に売却す
ることはできないかもしれない。そのため，企
業は，財を作るとともに，当該顧客に対して顧
客特有の財の支配を取得するよう要求する（そ
して現時点までの仕事に対する支払いを求め
る）こととなろう。契約の当初において，当該
企業が指定する一定範囲のオプションから選択
することができる顧客の能力は，典型的には顧
客特有の財またはサービスには該当しないであ
ろう。しかしながら，契約期間を通じて，当該
財またはサービスのデザインまたは機能を変更
することができる顧客の能力は，典型的には顧
客特有の財またはサービスに該当するであろ
う。」といった説明が付け加えられています。
　支配の意義及びその判定する指標については，
以上のような議論がなされているということで
あります。
　これをベースといたしまして，工事契約等を
含めて，その顧客に対して財・サービスを提供
する契約に係る収益が認識されることになるか
と思います。
　スライド㉓枚目は，やはり同じく 9月の
IASBの会議で議論されたものでして，オプ
ションが付されている場合にどうするかという
ことの取り扱いです。

顧客が約束された財の支配を取得したと判断す
るための指標として，以下のようなものを検討
することになっています。
　例えば，当該顧客が当該財の対価の支払いを
する無条件の義務（unconditional obligation）
を負っているかどうか，当該財の法的所有権
（legal title）もしくは物理的な占有（posses-
sion）に注目する，または当該顧客が当該財の
デザインまたは機能を指定（specifies）すると
いった指標が挙げられています。
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㉒

　つい最近ですが，2010年 2 月の会議用資料，
スタッフペーパーで，支配を判定する指標が改
めて取り上げられていましたので，スライド㉒
に，訳を揚げております。a，b，c，dとあり
まして，d.にだけ，ちょっと詳しい訳を付けて

01租税別刷（税務会計報告書用）-吉村.indd   37 2011/11/16   14:15:09



－112－

　スライド㉕を読みますが，製品保証について，
①顧客に製造上の欠陥のカバーを提供する保証
（製品引き渡し時に存在しているが，その時点
で明確でない欠陥を保証するもの）と②顧客に
製品が引き渡された後に生じる欠陥をカバーす
る保証の 2つに分けることが提案されています。
その上で，前者は，独立した履行義務として捉
えられるのではなく，契約で約束した完全に機
能する製品を引き渡せないので，収益を認識す
べきではなく，そのような可能性を見積もって，
その分の収益は認識しないという取扱いをすべ
きであり，後者のみを独立した履行義務として
認識すべきであるという考え方が提示されてい
ます。
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㉕

　これを前提として，次のような内容が，暫定
的に合意されたことが紹介されています。
⒜　欠陥のある資産（製品）を交換すること
が求められる場合には，企業は，そのよう
な資産（製品）に対しては収益を認識しな
い。 
⒝　欠陥のある資産を修理することが求めら
れる場合には，企業は，修理によって交換
することが必要となる構成要素に対応する
部分に対しては，収益を認識しない。 
⒞　製品保証の目的が，製品引渡後に生じた
欠陥をカバーするものである場合には，当
該製品保証は，独立した履行義務を生じさ
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��������������������������
������������������������

� �������

�������������������������
�������������������������
������������

㉓

⑶　履行義務の当初認識以後の再測定
　スライド㉔は，履行義務の当初認識以後の再
測定がいかなる場合になされるかという点に関
する暫定合意です。
　先ほど原則として履行義務の再測定は行われ
ないと申し上げましたが，不利な契約と判定さ
れた場合には履行義務の再測定が行われること
になっています。不利な契約かどうかは，⒜～
⒠のテストにより行うことが暫定的に合意され
たようです。

����������������IASB��
�2009�11���2009�11��

� �����������������������������������
��������������������

� ������������������������������������
�����������

� �������������������������������������
�����
� (a)���������������������������������������
���

� (b)���������������������������������������( )
����������������������������������������
����������������������������������������
����

� (c)��������������������������������������
� � �� � �
( )
��������������������������������������
���������������������������������������
��������������������������������������
��������������������

( )���������������������� ��� ����������� (d)�������������������������������������
������������������

� (e) ��������������������������������������
���������������������������������������

㉔

⑷　製品保証
　また，先ほど複数要素からなる契約に関する
議論を紹介しましたが，製品保証や製造物責任，
返還権などについての議論もご紹介したいと思
います。
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を提示しています。そもそも共同プロジェクト
における提案モデルは顧客との契約に適用され
ることとなっていましたが，それぞれの定義が
次のように記されています。ただし，これを前
提にどういった議論がなされたかというところ
まではまだ公開されていませんので，あくまで
スタッフペーパーではこのように書かれていた
ということです。

IASB FASB���2010�2�16�����IASB-FASB���2010�2�16�����
� ���������������

� ���������������������������
��

�� �� �� �� � � ������� �� ���������������������������
����������������������������
����

�����������

� ��������������� ��������������

� IAS 39������������
� IFRS 4������� IFRS 4������
� IAS 17�����

㉘

　「契約」とは，強制可能な義務を生じさせる
複数の当事者間における合意ということですし，
「顧客」は，企業の通常の活動のアウトプット
を表す資産を得るために当該企業と契約を締結
した当事者ということで定義されていました。
これらについては，明確化の要請を求めるコメ
ントがあったことも言及されているものの，顧
客との契約という定義に該当する場合には，こ
の提案モデルが適用されることを前提として議
論が行われていると思います。しかしながら，
顧客の契約という定義に合致するとしても，他
の基準─例えば金融商品（IAS 39），保険契
約（IFRS 4 ），リース（IAS 17）─との関係
においては，これらの他の基準の方が適用され
ることになります。
　その上で，スタッフペーパーにおいては，特
定の契約類型が対象から外れる，または含まれ
るといった可能性があるのかという論点につい
て，当然ながら工事契約への言及があります。

せるので，これを認識する。そのため，取
引価格の一部を当該履行義務に配分しなけ
ればならない。

　製造物責任や返還権といったものについても，
やはり同じように独立した履行義務として認識
するかどうかといった問題が出てきますので，
スライドの㉖・㉗枚目ではそのことを紹介して
います。

������IASB���2009�12��������IASB���2009�12��
� ����������������������
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�������������������������
���������������������������������

㉖
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� (a)��������������������������
����� ���� �������������������������������������������
�����������refund liability�����������
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� (b)�������������������������
���������������������������
���������������������������������

� (c)�������������������������
������������������������������������������������������
����������������������������
����������������������

�� ��� � � ���� � �� ���� (d)�������������������������
�����������

㉗

⑸　最新の IASB─FASB 会議（2010 年 2
月 16 日）

　ここまでの内容に加えて，最近のものとして，
2月16日に開催されたIASB-FASB会議のため
に用意されたスタッフペーパーの内容を簡単に
紹介したいと思います。
　スタッフペーパーは，提案モデルの適用範囲
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論点が生じるのかを幾つか考えてみました。

����������������

� �������������������������
�������������������������
��

� �������

� ����

� ����

� ��������������������

� ����������

� ���

� ������

㉚

　 1点目に，大きな話としまして，資産負債モ
デルに基づいた収益認識に転換した場合，果た
してそれが法人税法22条 4 項にいう「一般に公
正妥当と認められる会計処理の基準」として認
められるかという疑問が出てくるところではな
いかと思います。
　先ほど触れましたように，資産負債モデルは，
支配の移転があった時点を実質的な収益認識の
タイミングとし，これはそれほど現在の基準と
大きなズレを生じさせないかとは思うのですが，
そのプロセスは，権利及び義務をそれぞれ測定
した上で，正味の契約ポジションを算出すると
いった処理だったわけです。
　このような収益認識の枠組みを法人税法が想
定しているのか，一般的な疑問として出てくる
のではないかと思います。ただし，これは実際
の適用の場面では，あまり大した問題ではない
のかもしれません。

その後どのような議論がなされたかはわかりま
せんが，スタッフペーパーでは，やはり工事契
約を提案モデルの範囲内に収めることを提案し，
特別な基準を提示するといったことはなされて
いません。結局は，連続的な支配の移転という
一般的な枠組みの中で処理されることになろう
かと思います。すなわち，個々の履行義務の充
足に応じて収益が認識されるということです。
　また，場合によっては，先ほどのスライド⑭
で示したように，セグメント内での収益認識の
タイミングと同じように処理されることになる
と私は理解しているのですが，もし間違いがあ
ればご指摘ください。

��������

� ������������������

� ������

� ������������������

� ������������������������������

( ) h d ���� ���� ������� (a) output methods �����������������contract
milestones����������surveys of work�����������
��

� (b) input methods ������������������������
����input methods���������������������
��������������������������������
�����input methods��������������������
�����������������������������

� (c) methods based on the passage of time.� (c) methods based on the passage of time.

㉙

　以上が，現時点までになされている収益認識
基準に関しての議論の紹介ということでありま
す。

4．法人税法上の論点

　以上を前提として2，法人税法上どのような

2　当面は，IFRSの（任意）適用は上場企業の連結財務諸表に限定され，提案モデルがIASB /FASBの最終基準とし
て確定したとしても，法人税法上の取扱いに直接影響を与えるわけではない。しかしながら，収益認識は，IASB/
FASBのMOUに関連するプロジェクト項目（中長期）として，企業会計基準委員会の進めるコンバージェンス項目
に含まれていることに注意が必要である。
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務に対応する収益のみが認識されることになり
ます。
　もっとも，このように認識された収益の額を，
法人税法がどのように評価するのかという問題
が生じます。皆様ご存じのように，平成10年度
税制改正以後，法人税法は引当金の縮減，廃止
という方向で改正を進めてきました。返品調整
引当金（53条）は残っているわけですが，法人
税法の枠組みでは，グロスで契約対価を認識し
た上で，なお負う義務については（債務性）引
当金として処理することを前提としているわけ
です。
　従って，たとえ企業会計上の処理として，財
の引渡しという履行義務に対応する収益のみを
認識するとしても，法人税法の視点から見た評
価としては，グロスで契約対価を受け取った上
でその一定部分を引当金計上したというふうに
評価せざるを得ないのかと思います。そう評価
すべきではない（企業会計上の処理をそのまま
受容すべき）という議論3もあり得るかと思い
ますが，もしこのような基準が個別（単体）財
務諸表にも適用される事態に至った場合，企業
会計・税務会計の関係をどのように捉え直すべ
きか問題になります4。
　私の力不足のため，法人税法上の論点，また
具体的な条文との関係で必要となる改正は，必
ずしもここに挙げたものに尽きるとは思いませ
んが，以上で報告を終わらせていただきます。
ご清聴ありがとうございました。

　 2つ目に，適用範囲の問題があります。現行
法人税法上，（長期）割賦販売（63条）及び工
事契約（64条）については特例が設けられてい
ますが，このいずれの取引も，提案モデルに基
づいて収益認識がなされることになれば，これ
らの特例にも影響を与えることになるかもしれ
ません。その場合に，割賦販売及び工事契約に
関する現行法の定めが，どのように改められる
べきか，検討に値する課題であろうかと思いま
す。
　また 3点目に，複数要素契約としてご紹介し
ましたが， 1つの契約であったとしても，その
中身が 1つの履行義務として識別されるわけで
はない点が，法人税法との関係で問題になるか
と思います。すなわち従来の実現稼得モデルに
おいては，ある取引において製品保証を行う場
合であっても，その契約対価をグロスで認識し
た上で，（製品保証については）引当金を計上
する形で処理がなされています。
　ところが，提案モデルに基づいて処理をする
ことになりますと，製品保証や返還権，ポイン
ト付与といった要素は，そもそも独立した履行
義務として識別され，その履行義務について対
価を配分することになります。そして，その履
行義務が充足されない限りは，その配分された
収益は認識されないわけです。そうしますと，
複数要素契約については，財を引き渡した時点
では，すべての契約対価が収益として認識され
るわけではなく，その財の引渡しという履行義

3　例えば，たとえ一つの契約であったとしても，公正処理基準（22条4項）に従い，「資産の販売」（または譲渡）及
び「役務の提供」（同条2項）に分解した上で，それぞれに係る収益の額を益金の額に算入すべきと解することが考
えられる。
4　研究会の席上，申告調整（別表調整）または連単分離のいずれが望ましいかという点を含めて議論となった。こ
の点については，坂本雅士「会計基準の国際的統合化と確定決算主義」租税研究718号92頁（2009）参照。
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－ 日本公認会計士協会「我が国の収益認識に関
する研究報告（中間報告）－ IAS 第18号「収
益」に照らした考察－ 」（平成21年 7 月）

－ 企業会計基準委員会・審議資料（IASB会議報
告）

【参考文献】

－ 国際会計基準審議会「顧客との契約における
収益認識についての予備的見解」（2008年12
月）

－ 企業会計基準委員会「収益認識に関する論点
の整理」（平成21年 9 月 8 日）
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思っております。

1．国際会計基準

⑴　IAS第 18 号─収益
　それでは 1番目ですが，国際会計基準第18号
「収益」というのが出ております。これは，工
事契約とは直接関係ないのかもわかりませんが，
そもそも収益の包括的な問題を取扱っています
ので，工事契約を考える大前提として必要なの
かなということで，第18号を取り上げました。
　収益の定義というのは，基本的には持分の増
加をもたらす企業の通常の活動過程から生じる
経済的便益の総流入であるといっております。
それから，一般的な収益の認識基準として，第
18号は商品の販売であるとか役務の提供である
とかもろもろのものを取り扱っております。そ
の一般的な収益の認識基準としては，イ経済的
便益が企業に流入する可能性が高いこと，ロ収
益の額を信頼性をもって測定できること，と
なっています。
　この第18号では，特に役務提供の収益認識基
準については，その一般的な収益認識基準のイ，
ロのほかに 2つの要件があります。ハ取引の進
捗度を期末日において信頼性をもって測定でき
ること，それからニ発生した原価及び取引の完
了に要する原価を信頼性をもって測定できるこ
と，この 2つです。このことから，役務提供の
収益認識というのは，工事進行基準が原則に

　　はしがき　　本稿は，平成22年 5 月19日開
催の税務会計研究会における，税理士 成松洋
一氏の『工事契約』と題する講演内容をとりま
とめたものである。尚，当日の配付資料を本文
末尾にまとめて掲載している。

　成松でございます。よろしくお願いいたしま
す。今日は，「工事契約」につきましてご説明
をさせていただきます。その順序といたしまし
て， 1番目に，国際会計基準の第18号と第11号
をみていきます。そして 2番目に，日本の会計
基準がどうなっているかというのをみて， 3番
目に，わが国の法人税がどうなっているかとい
うことを概観いたします。そして最後に国際会
計基準ないしは日本の会計基準と法人税との関
係が今後どのようにあるべきかといったことを，
私見ですが若干述べさせていただくということ
で進めたいと思っております。
　最初にお断りしておきますが，私は会計の専
門家ではありません。税理士でそれも極めて実
務家なものですから，特に国際会計基準の第18
号と第11号の最新の検討状況がどうなっている
のかといったようなところまでフォローできて
いません。そこらのところは，補足するような
こと，あるいは間違っているようなところがあ
りましたら，大学の先生あるいは公認会計士の
先生からご指摘なりご助言をいただければと

工 事 契 約

税理士 成松洋一
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れから，原価加算契約というのは，かかった原
価に一定率のマージンを乗せて請負金額にしま
すとか，あるいは実際の原価の額に固定額を乗
せて請負金額としますというふうな契約だとい
われています。
（工事契約の結合及び分割）
　そして次に，それぞれの工事契約について，
収益や原価の認識だとか収益計上基準を適用す
る場合，基本的には個々の工事契約ごとに個別
に適用していくのが原則になっています。
　これに対して，工事契約の結合と分割という
のがあります。契約は一つ，あるいは複数に
なっているけれども，その事情によっては一つ
の契約を複数の契約に分割し，または複数の契
約を一つに結合するということです。例えば複
数資産の建設が一つの契約で結ばれている場合
に，所定の条件を満たす場合には，それは別々
の契約だということで，収益の認識なり，ある
いは収益の計上を考えていくというふうに，工
事の分割を行います。また，各資産について見
積りが別々に提示されているとか，各資産に係
る契約書について承諾・拒否ができるというよ
うなこと，あるいは別途の交渉が可能であると
か，原価・収益が各資産別に識別可能であると
いったような場合には，一つの契約であっても，
それは個別の契約として取り扱いますというこ
とになっています。
　それから逆に，複数の契約が所定の性格を有
する場合には，これは一つの工事契約とみて，
収益の認識なり計上を考えていきましょうとい
うことです。一連の契約が一括して交渉されて
いるとか，複数の契約が密接に関連しており，
利益率が定められた単一のプロジェクトの一部
であるといったような場合には，それは結合し
て一つの契約とみましょうということになって
おります。
　それから，追加資産の建設の取扱いです。税
務でいいますと，値増金だとかそういうものと
関連してくる問題でしょう。追加資産の建設に
ついては，所定の場合には別個の契約として取

なっているのではないかと考えられます。
　次に，収益の測定をどうするかということで
すが，基本的には収益というのは受け取った，
あるいは将来受け取る予定の対価の公正価値で
測定をするということになっております。そし
て，税とどういう折り合いを付けたらよいのか
問題になってくるのは，対価を公正価値で測定
するという点と，販売契約におきまして，企業
が許容した値引き及び割戻しがある場合には，
これらを考慮して収益の額を決定するというこ
とでしょう。値引きだとか割戻しが予定されて
いれば，そういうものを控除して売上高といい
ますか，収益の額を認識するということだろう
と思います。それから，支払期限が長期の場合
には，収益を現在割引価値額で測定するという
ことになっています。今後，法人税とIFRSの
関係をどう考えるかという場合には，ここらが
一番重要な問題になってくるのではないかと
思っております。

⑵　IAS第 11 号─工事契約
（工事契約の意義）
　それから 2番目に国際会計基準第11号ですが，
これは「工事契約」ということになっておりま
す。工事契約の意義というのは，厳格にいろい
ろ書かれておりますが，大きくいいますと，ま
ず単一の資産の建設請負だということです。例
えば建物であるとか道路であるとか，そういう
単一の資産の建設工事の契約ということです。
それからもう 1つ，設計や技術，機能，そう
いったもろもろのものが相互に関連している，
あるいは相互に依存して複数の資産の組み合わ
せの建設工事のための取り決めです。例えば石
油の精製所であるとか，プラントを請け負いま
すというような複数の資産の建設を請負う契約
ということです。
　そして，工事契約については，固定価格契約
と原価加算契約というのがあります。固定価格
契約というのは，固定価格で「この工事は10億
円」というように請け負っているものです。そ
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じて収益及び費用として認識をするというもの
で，これは工事進行基準を適用するということ
でしょう。
　これに対しまして，工事契約の結果を信頼性
をもって見積もることができないという場合に
は，収益は回収可能性の高い，発生済み工事契
約原価の範囲に限って認識され，そして工事契
約原価は発生した期間に費用として認識すると
いうことです。回収可能性の高い原価部分に
限って，収益として認識をするということで，
これを「工事原価回収基準」というふうに名付
けている本もあります。この基準なんかは，法
人税の上で取り得るのかどうかというのは，一
つの議論になってくるだろうと思います。
（予想される損失の認識）
　それから，予想される損失の認識をどうする
かということです。工事契約総原価が総収益を
超過する可能性が高いときには，即時に見積損
失を認識するということになっています。
　以上が国際会計基準の第18号と第11号の概略
です。これは，検討がまた相当進んでいるよう
ですが，現在公表されている18号と11号の概要
というのは以上のとおりです。

2．日本会計基準

⑴　企業会計原則（昭和 24.7.9 ／企業会計制
度対策調査会）
　続きまして「日本会計基準」をみていきたい
と思います。まず昭和24年 7 月 9 日に出ており
ます，「企業会計原則」です。その中に，「第二，
三，B」というところがありまして，そこで，
売上高というのは，基本的には実現主義の原則
に従って，商品の販売や役務の給付によって実
現したものに限るということになっております。
ただそのただし書きで，長期の未完成請負工事
等については，合理的に収益を見積もり，これ
を当期の損益計算に計上することができるとい
うことです。これは工事進行基準を意味してい
るのだろうと考えられます。

り扱うということです。本体の基本的な契約が
あって，追加工事が出たような場合，当初の工
事契約の資産や一連の資産と大きく異なってい
るときは，それは別々の契約とみましょうとい
うことです。それから，追加資産の価格が当初
の契約価格と無関係に交渉されて，独立的に請
負金額が決まってくるという場合には，別個の
契約とみます。
（工事契約の収益・原価の範囲）
　それから，工事契約の収益・原価の範囲を確
定させ，どのように認識しましょうかというこ
とになります。まず，その工事契約の収益，原
価の範囲を確定する必要があります。そこで，
工事契約収益というのは，契約で合意された当
初の収益です。それと，契約内容の変更だとか
クレーム，報償金のうち，収益となる可能性が
高く，かつ，信頼性をもって測定可能なものが
工事契約の収益になります。
　次に，工事契約原価にはどういうものが入っ
てくるかということですが，これは大ざっぱに
言えば，工事契約に関する直接費と間接費とい
うことになります。工事に直接関連する費用と
して，作業現場の労務費であるとか材料費，各
種の償却費，あるいはレンタル料や技術援助料
といったものが入ります。それから，工事契約
全般に起因する配賦可能な間接費用，保険料で
あるとか直接その工事に関連しない設計・技術
の援助料など，工事間接費が工事契約原価と
なってきます。更に，契約条件により発注者に
個別請求可能なその他の原価ということで，独
立的に発注者に対して「こういう費用がかかっ
たので」ということで請求可能なものがあれば，
そういう原価も工事契約原価に含まれます。
（工事契約の収益・費用の認識）
　続きまして，工事契約の収益・費用の認識基
準，いつ収益・費用を計上するかという問題で
す。これは大きく分けて二つあり，まず工事契
約の結果を信頼性をもって見積もることができ
るという場合には，工事契約に関連した収益及
び原価は，請負業務の期末日現在の進捗度に応
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とは，基本的な考え方は一致しているというこ
とです。
　しかしながら，工事進行基準につきましては，
税法上の解釈は部分完成主義をとっていると
いっています。これは，法人税では現在でもあ
りますが，部分完成基準というのをとっていま
す。それから，工事完成基準につきましては，
厳格な完成引渡主義をとっており，原価確定の
基準を認めていません。企業会計の上では，収
益の計上は原価の確定と対応して行うので，工
事進行基準の適用についても，適正な収益の見
積もりは，仕掛工事原価の確実な計算を基礎と
して行われます。そういうことからすると，法
人税のように部分完成主義をとるとか，あるい
は工事完成基準について極めて厳格な引渡主義
をとるというのはいかがなものかということで，
税法においても継続的に適用されるのであれば，
健全な企業会計の原則を認めることが望ましい
という提言を，この調整意見書では行っており
ます。

⑶　工事契約に関する会計基準（平成
19.12.27 ／企業会計基準委員会）
　それから，日本会計基準におきましては，
「工事契約に関する会計基準」が，平成19年12
月27日に企業会計基準委員会から出ております。
この前に，工事契約に直接関係する会計基準で
はないのですが，平成18年 3 月30日に「ソフト
ウエア取引の収益の会計処理に関する実務上の
取扱い」というのが出ております。これなども，
広い意味では工事契約に関する取扱いだろうと
思います。更にその前には，「研究開発費及び
ソフトウエアの会計処理に関する実務指針」と
いうのが，公認会計士協会から平成11年 3 月31
日に出ております。そういう会計基準が出てお
りますが，今，体系的な工事契約に関する会計
基準というのは，平成19年12月27日に出たもの
といえましょう。
（工事契約の意義）
　そこで，まず工事契約の意義ということです

　それを受けまして，「第二， 三，F」という
ところに，長期の請負工事については，販売費
及び一般管理費を適当な比率で請負工事に配分
して，売上原価・期末棚卸高に算入することが
できるというのがあります。
　そして，「企業会計原則」の注解の注 7で，
長期請負工事の収益の計上につきましては，工
事進行基準あるいは工事完成基準のいずれかを
選択適用することができるということになって
おります。工事進行基準というのは，決算期末
に工事進行程度を見積もりまして，適正な工事
収益率によって工事収益の一部を当期の損益計
算に計上する方法ですといっています。それか
ら，工事完成基準は，工事が完成をし，その引
渡しが完了した日に工事収益を計上するという
ことになっております。企業は，どちらかを選
択適用すればよろしいということです。

⑵　税法と企業会計原則との調整に関する意見
書（昭和 27.6.16 ／企業会計基準審議会）

　この「企業会計原則」が出たあと昭和27年 6
月16日に，「税法と企業会計原則との調整に関
する意見書」というのが出ております。そこで
は，工事進行基準と工事完成基準というのが，
どういう根拠，背景，趣旨でもって認められる
かということ，あるいは具体的にはどういうも
のかということを述べています。工事進行基準
と工事完成基準を理解する上で参考になります
ので，詳細は後で見ておいていただければと思
います。
　そこで，この調整意見書の中で提言をしてい
るわけですが，税法上の取扱いにおいても，工
事進行基準または工事完成基準のいずれかを，
継続的に選択適用することを認めており，原理
的には「企業会計原則」と一致するといってお
ります。後ほど法人税のところで申し上げます
が，昭和25年に法人税基本通達が出ておりまし
て，そこで工事進行基準も認めるということに
なっておりますので，そのことをいっているの
だろうと思います。法人税と「企業会計原則」
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は，工事完成基準を適用するということです。
そこらが，なぜ国際会計基準と日本の会計基準
とが違っているのかというのは，また後で公認
会計士の先生方からでもご指摘をいただければ
と思っております。
　そこで，工事契約の認識基準として，工事の
進捗部分について成果の確実性が認められるか
どうかというのが，収益の計上時期の大きなポ
イントになります。その成果の確実性が認めら
れるためには，どういう要素について信頼性を
もって見積もることができればよいのかという
ことです。この点で，まず，工事収益総額につ
きましては，工事契約に定められた施工者が受
け取る対価の総額が確定をしているということ
です。そのためには，工事の完成が確実に見込
めなければ駄目だということです。完成見込み
がなければ工事の請負対価はもらえないわけで
すから，まず一つのポイントとしては，工事の
完成見込みが確実であることです。
　それから，もう一つのポイントは，工事契約
において対価の定めが具体的にされているとい
うことです。このような観点から，工事収益総
額について信頼性をもって見積もることができ
るか，成果の確実性を判定しましょうというこ
とになっています。
　次に，工事原価総額につきましては，工事契
約において定められた施工者の義務を果たすた
めの支出の総額ということです。この支出の総
額については，工事原価の事前の見積もりと実
績を対比して，適時適切な見直しを行っていっ
て，成果の確実性があるかどうかを考えていく
ということになっております。
　更に工事進行基準を適用する場合には，決算
日における工事の進捗度というのを把握しなけ
ればなりません。それにつきましては，見積総
原価のうちに占める当期の支出した原価の割合
という原価比例法が例示され，そういう方法と
その他物理的な工事の進み具合みたいなもので，
合理的なものであればそういうもので工事進捗
度を測っていくということになっています。

が，工事契約というのは，仕事の完成に対して
対価が支払われる請負契約のうち，土木や建築，
造船といったものや機械装置の製造，それから
基本的な仕様や作業内容を，顧客の指図に基づ
いて行うものということです。受注制作のソフ
トウエアも本会計基準を適用することになって
おり，ソフトウエア開発も工事契約に関する会
計基準を適用するということです。
（工事契約に係る認識の単位）
　それから次に，工事契約に係る認識の単位に
ついては，基本的には工事契約において当事者
間で合意された取引の単位に基づいて判定をし
ます。これは，先ほどの国際会計基準と基本的
には同じ考え方です。また，実質的な取引の単
位を適切に反映していない場合には，複数の契
約を結合し，または取引の一部を分離すると
いっておりますから，これも国際会計基準の工
事契約の結合及び分割と基本的な考え方は同じ
だろうと思います。
　それから，工事収益及び工事原価というのは
工事契約に係る単位の認識ごとに，工事契約に
係る認識基準を適用することによって計上する
ということです。
（工事契約に係る認識の基準）
　そして次に工事契約に係る認識基準というこ
とですが，工事契約に関して，工事の進行途上
においても，その進捗部分について成果の確実
性が認められる場合には工事進行基準を適用し，
この要件を満たさない場合には工事完成基準を
適用するということになっています。これは，
国際会計基準第11号の工事契約の収益・費用の
認識のところで，工事契約の結果を信頼性を
もって見積もることができる場合といったこと
と，基本的な考え方は同じなのかなと思ってお
ります。
　ただ，先ほど申し上げましたように，国際会
計基準の場合には，工事契約の結果を信頼性を
もって見積もることができない場合には，いわ
ゆる「工事原価回収基準」をとるということに
なっておりますが，日本の工事契約会計基準で
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　ちょっと駆け足で申し上げましたが，日本の
「企業会計原則」や工事契約会計基準における
工事契約の取扱いをみてきました。

3．法 人 税

⑴　昭和 25 年法人税基本通達（昭和 25.9.25
／直法 1 -100）

　以上の企業会計の取扱いに対しまして，わが
国の法人税が工事の請負損益の計上基準なり認
識基準をどう考えてきたかということです。
　まず，昭和25年に法人税基本通達，直法
1 -100というのが出ております。そこで，請負
に係る損益というのは，契約の目的となった工
事等が完成し，これの引渡しの時を含む事業年
度の損益とするというのが原則だと定めていま
す。これは，工事完成基準を原則とするという
ことですが，長期の未完成工事等については，
工事などの完成以前の各事業年度において，工
事等の完成程度に応じて，予想される益金を計
上することができるとされています。昭和25年
当時から企業会計と同じように，法人税でも工
事進行基準の適用も認めますというのがいわれ
ております。

⑵　昭和 35 年個別通達（請負による損益の法
人税の取扱について／昭和 35.4.12 ／直法
1 -60）

　そして，それを更に具体化をいたしましたの
が，昭和35年の個別通達ということです。昭和
25年 9 月25日の基本通達の定めを廃止しまして，
個別通達として「請負による損益の法人税の取
扱について」という通達が出ております。これ
が現在の法人税の工事完成基準や工事進行基準
の原形，元になっている取扱いです。
（工事完成基準）
　昭和35年の個別通達におきましては，工事完
成基準というのが原則で，請負による損益につ
いては，物の引渡しを要する請負契約にあって
は目的物の全部を完成して相手方に引き渡した

（工事進行基準の会計処理）
　そして，工事進行基準を適用する場合の会計
処理をどうするかということです。これについ
ては，工事収益総額，工事原価総額及び決算日
における工事進捗度を合理的に見積もりまして，
これに応じて当期の工事収益及び工事原価を損
益計算書に計上するということになります。し
たがって，工事進行基準を適用するためには，
工事の進捗度として原価比例法を採用するとす
れば，工事収益総額と工事原価総額，それから
当期の工事原価というのが必要になってきます
ので，この三つのキーワードといいますか，こ
れを合理的に見積もる必要があります。
　そのようにして，工事進行基準を適用した結
果，工事の進行途上に計上される未収入額は，
金銭債権として取り扱うことになっています。
また後で申し上げますが，これは法人税でも，
平成20年の税制改正において工事進行基準を適
用することによる未収入金は金銭債権として貸
倒引当金の設定対象にしてよいという改正が行
われています。これなんかは，工事契約会計基
準にならい，税務の取扱いを同一にしようとい
うことなのだろうと思います。
（工事完成基準の会計処理）
　それから，工事完成基準の会計処理というこ
とです。工事進捗部分について，成果の確実性
が認められないという場合には工事完成基準が
適用されるわけですが，その場合には，工事が
完成して目的物の引渡しを行った時点で，工事
収益及び工事原価を損益計算書に計上するとい
うことになっています。
（工事契約から損失が見込まれる場合の取扱い）
　最後に，工事契約から損失が見込まれる場合
の処理はどうするかということです。その場合
には，工事損失が見込まれる期の損失として処
理し，工事損失引当金を計上するということに
なっています。これに対して，また後で出てき
ますが，法人税で工事損失引当金の計上ができ
るのかどうかといったような問題がからんでく
るでしょう。
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これは，建設業者等は，その事業年度において
着工した建設工事，すなわち工事期間が 1年以
上であるという長期工事については，工事進行
基準を適用することができることになっていま
す。ただし，部分完成基準が適用される長期建
設工事については，工事進行基準は適用できま
せんということです。それから，赤字工事につ
いても工事進行基準は適用できませんというこ
とに，当時はなっておりました。この点はまた
後で法人税法の改正のところで申し上げますが，
そういうことになっておりました。
　そして，工事進行基準というのは，一定の算
式により計算した金額をその事業年度の益金と
する方法であり，現在の工事進行基準と全く同
じ考え方です。着工事業年度から引渡事業年度
前までは，予想工事利益に予想工事原価に対す
るその事業年度の工事原価の額の割合を乗じた
金額を収益・費用として計上します。そして，
引渡事業年度においては，全体の工事利益から
過年度において計上した工事利益を引いたもの
を収益・費用に計上するということで，現在の
法人税の取扱いと全く同じになっています。
（値増金の益金算入の時期）
　それからもう 1つ，値増金の益金算入時期と
いうのがあります。資材の値上がり等に応じて
値増金を収入することが契約の当初から定めら
れている場合には，建設工事等の目的物を引き
渡したときに収入に計上するということになっ
ております。それ以外の値増金としてネゴをし
まして，その後確定した値増金であれば，それ
は確定したときに益金に算入するということで，
現行の法人税基本通達 2 - 1 - 8 の取扱いと全く
同じものです。

⑶　法人税法
　このように，法人税では，工事契約の収益計
上時期というのは国税庁の通達で取り扱ってき
たのですが，こういう基本的な取扱いを国税庁
の通達でやるというのは問題ではないかという
こともあったのだろうと思います。

事業年度，それから物の引渡しを要しない，例
えば運送契約であるとかの役務提供契約といっ
たものについては，その役務の全部を完了した
日を含む事業年度において収入を計上すること
になっています。これは，現行の法人税基本通
達 2 - 1 - 5 に，全く同じ取扱いが示されており
ます。
（部分完成基準）
　それから，法人税では先ほど「税法と企業会
計原則との調整に関する意見書」のところでも
触れましたが，部分完成基準というのがありま
す。建設請負等について所定の事実がある場合
には，その建設工事等に関連する建設工事等の
全部が完成しないときにおいても，その事業年
度において引き渡した建設工事等の量又は完成
した部分に対応する工事収益は益金の額に算入
することになっています。これは，現行の法人
税基本通達 2 - 1 - 9 に取扱いがあります。
　まず一つは，一つの契約によって同種の建設
工事を多量に請け負ったような場合で，その引
渡量に従って工事代金を収入する旨の特約ある
いは慣習がある場合です。この典型的な例とし
てよく挙げられますのは，建設業者が建売業者
から10棟の建売住宅の請負をして，そして 1棟
を完成するごとに引き渡して代金をもらいます
というような例があります。
　それから， 1個の建設工事等であっても，建
設工事等の一部を完成して，完成した部分を引
き渡した都度その割合に応じて工事代金を収入
する旨の特約あるいは慣習がある場合です。こ
の例としては，10kmの堤防工事や道路工事を
請け負いまして， 1 km完成するごとに相手方
に引き渡して代金をもらいます，ということに
なっていれば，それは部分的に完成して相手方
に引き渡したから益金の額に算入しなさいとい
うことです。昔からの法人税の取扱いで，現在
の法人税基本通達 2 - 1 - 9 に引き継がれていま
す。
（工事進行基準）
　それから，工事進行基準というのがあります。
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うことになりましたので，税務上も工事進行基
準の適用範囲にソフトウエアの開発を追加した
ということでしょう。
　それから長期大規模工事以外の工事，便宜的
に短期小規模工事と言っておきますが，短期小
規模工事につきましては，従来から工事進行基
準を適用するか，工事完成基準を適用するかは
選択で企業の任意ですということになっており
ます。ただ，その短期小規模工事について，工
事進行基準を適用する場合には，赤字工事につ
いては適用できないことになっていたのですが，
平成20年の改正で，短期小規模工事の赤字工事
についても，工事進行基準を適用してよいとい
う改正が行われております。
　それからもう一つ，工事進行基準の方法によ
る未収入金については，売掛債権等として取り
扱うということです。これは，企業会計の工事
契約会計基準で売掛債権として取り扱うという
ことになりましたので，法人税でも同じように
取り扱うということです。
　従来は，法人税基本通達で，工事進行基準の
適用による未収入金については，まだ目的物の
引渡しがされていない，確定した未収入金では
ないので売掛債権として取り扱うことはできな
いので，貸倒引当金の設定対象にならないとい
うのが明文で書かれていました。それが平成20
年の改正で，売掛債権等として取り扱うという
のが法人税法施行令に明文で規定されました。
その結果，一括評価貸倒引当金の計上ができる
ということになっています。
　そして，工事請負金額の対価の額が確定して
いないときは，工事進行基準を適用する場合に
どうなるのかという問題があります。この点，
平成20年の改正で，対価の額が確定していない
ときは見積工事原価を請負対価の額とみなすと
いう改正も行われております。
　以上申し上げましたのが，会計基準として国
際会計基準と日本の会計基準，それから法人税
の工事契約に関する収益計上基準ないしは認識
基準の概要です。

（昭和 40年全文改正）
　そこで，通達ではなくて法人税法などの法令
に定める必要があるのではないかということで
昭和40年に法人税法の全文改正が行われました
ので，その際に現行の法人税法第64条となって
いますが，「長期工事の請負に係る収益及び費
用の帰属事業年度」という条文が入りました。
その場合の工事契約や工事進行基準の意義だと
か範囲といったものは，昭和35年の個別通達と
全く同じです。
（平成 10年改正）
　それから，平成10年に至りまして，長期大規
模工事，すなわち工事期間が 2年以上，請負金
額が50億円以上の工事につきましては，工事進
行基準を強制適用するという改正が行われまし
た。長期大規模工事については，工事進行基準
を強制適用するということですから，赤字工事
については損失が先出しで計上されるというこ
とになりました。
　ただ，長期大規模工事の範囲が，原則工事期
間 2年以上で請負金額50億円以上ということに
なり，工事進行基準を強制適用すると企業に対
するインパクトが大きいということで，その範
囲を100億円とか150億円にするという経過措置
が設けられておりました。
（平成 20年改正）
　そして平成20年には，工事期間が 1年以上で
請負金額が10億円以上と，工事進行基準を強制
適用する長期大規模工事の範囲を拡大いたしま
した。
　それから，従来は工事進行基準の適用範囲に
は「ソフトウエアの開発」は含まれないという
のが法人税基本通達で明文で書かれていたので
すが，平成20年の改正で，工事進行基準の適用
範囲にソフトウエアの開発を含めるということ
になりました。
　これについては，先ほど申し上げましたよう
に，企業会計におきまして，平成19年12月27日
の「工事契約に関する会計基準」で，受注制作
のソフトウエアもこの会計基準を適用するとい
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の監査を受けないような中小企業などは，いい
悪いは別にして，そこらはある意味では自由に
操作ができるのかなということです。
（見積工事原価の範囲と金額算定の困難性）
　それから見積工事原価の範囲と金額算定の困
難性ということです。工事進行基準を適用する
上で，工事収益，請負金額というのが確定して
いない場合というのもないことはないでしょう
が，基本的には工事契約を結んだときには請負
金額はいくらというのは確定しているのがほと
んどだと考えられます。
　実務上難しいのは，見積工事原価をどうする
かによって損益の計上が異なってきますので，
その各事業年度末における見積工事原価として
どこまでのものが認められるのか。では認めら
れても，その金額をどのように算定するのかと
いうのが非常に難しいということです。
　税務調査のときにも，例えば雑費などを工事
原価として見積もっているけれど，これはどう
いったものですか，過大なのではないですか，
というようなことを指摘されるといった話も聞
こえてきます。そういうことで，見積工事原価
の範囲の確定と，それから金額算定が非常に難
しいのではないのかなということです。この点
はそうは言っても，工事進行基準というのはそ
ういう見積りの要素が入らざるを得ないところ
がありますから，永遠の課題といった問題があ
ります。
（外貨建工事の円換算の煩雑性）
　次に，外貨建工事につきましては，円換算を
して請負金額が10億円以上であるかどうかを判
定するということになっております。また，外
貨建工事につきましては，それぞれの事業年度
末において，工事原価の見積額であるとか，当
期に支出した費用・原価をそれぞれ円換算する
ことになります。そうすると，それぞれの事業
年度末ごとに違うレートで換算しなければいけ
ないということで，外貨建ての海外工事の場合
には，そういう円換算の煩雑性みたいなものが
あります。

4．国際会計基準と法人税の関係

⑴　工事進行基準の実務上の諸問題
　最後に大仰な表題になっていますが，国際会
計基準と法人税の関係ということです。まず，
工事進行基準の実務上の諸問題というのを，私
が見聞きしている範囲ですが，考えていきたい
と思います。この点は，企業の方もお見えに
なっておりますので，他にいろいろ問題がある
ということであれば，ご指摘をいただければと
思っております。
（赤字工事だけに工事進行基準を適用すること
の是非）

　工事進行基準の実務上の諸問題の第一は，短
期小規模工事のうち，赤字工事だけに工事進行
基準を適用していいですかということです。平
成20年の税制改正で，短期小規模工事について
工事進行基準を適用する場合には，赤字工事に
ついても対象にできるということになりました。
そこで，例えば短期小規模工事を 5件請け負っ
ていて，そのうち赤字工事が 3件あればその赤
字工事だけについて工事進行基準を適用して，
損失を前倒しで計上するということができるか
という問題です。
　これは，結論的に申し上げれば，短期小規模
工事について，工事進行基準を適用する場合に
は，工事ごとに確定した決算において工事進行
基準の方法により経理するということになって
おりますから，工事進行基準を適用したくない
と思えば，工事進行基準の方法で経理しなけれ
ばよいので，事実上は赤字工事だけに工事進行
基準を適用するということも可能であると言わ
ざるを得ないと思われます。
　ただ，企業会計の上におきましては，そのよ
うに任意に赤字工事だけについて工事進行基準
を適用して，黒字工事については工事完成基準
を適用するというような使い分けはできません
ので，企業会計の側から規制がかかるというこ
とはあるでしょう。公認会計士ないし監査法人
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れから法人税の異同点といいますか対比表みた
いなものを，私なりにまとめました。基本的に
は，工事契約の意義・範囲だとか，工事契約の
結合・分割をしますとか，あるいは収益・原価
の範囲がどうかというのは，それぞれ言葉は
違っておりますが，同じことをいっているのか
なと思われます。もちろん，細かくみていけば
違うところはありますが，基本的には同じよう
なことをいっていると考えられます。
　そこで問題は，収益・費用の認識基準のとこ
ろです。このうち工事進行基準の内容というの
は，国際会計基準も工事契約会計基準も法人税
も基本的には同じなのかなと思います。ただ，
法人税では長期大規模工事は工事進行基準を強
制適用で，短期小規模工事は任意適用だという
ことです。
　この点，国際会計基準と工事契約会計基準は，
所定の要件に適合すれば工事進行基準が強制適
用されるというところが，法人税とは違ってい
るのかなということです。
　それから，工事原価回収基準というのがあり
ますが，これは日本の工事契約会計基準あるい
は法人税にはありません。ただ日本の工事契約
会計基準にはこういう基準の考え方は全く予定
されていないのかなということです。次に，工
事完成基準について，クエスチョンマークを付
けているのですが，国際会計基準では工事完成
基準というのはあり得ないのかどうか。工事原
価回収基準というのが工事完成基準の一つなの
かどうなのか，そこらが疑問としてあります。
法人税には工事完成基準につきましては部分完
成基準というのがあります。
　それから，工事損失の処理については，工事
契約会計基準では工事損失引当金を計上すると
いうことになっておりますが，法人税では工事
損失が出るのであれば，それは工事進行基準あ
るいは工事完成基準の適用によって認識してい
くということで，工事損失引当金を計上すると
いうことは，現在のところ，認められておりま
せん。

（消費税の課税上の問題）
　それから，これは直接的には法人税の関係で
はないのですが，消費税の課税売上げと課税仕
入れの時期の問題というのがあります。現在で
は，工事進行基準を適用している，あるいは工
事完成基準を適用している場合に，建設業者は
いつの売上として消費税を納めるのか，一方，
資材を買ったときにいつ課税仕入れとするのか
というようなことです。
　建設業者が工事請負の収益を課税売上として
消費税の課税対象にする場合，消費税法17条に
おいて，法人税で工事進行基準を適用していれ
ば，工事進行基準で計上される売上金額を課税
売上としてよいということになっております。
ただ，選択的に法人税では工事進行基準を適用
して売上を計上していても，消費税では工事完
成基準で，工事が完成したときに一括して課税
売上とすることもできるということになってい
ます。また一方，課税仕入れにつきましては，
購入した資材等を未成工事支出金として処理し
たとしても，各仕入れ時に仕入税額控除をして
よいということです。
　建物を建てるのを請け負ったために，セメン
トを買いましたとか鉄筋を買いましたら，買う
都度仕入税額控除をするというのが原則です。
すなわち，仕入税額控除が先行するということ
です。しかし，ビルが完成して引き渡したとき
に一括してまとめて仕入税額控除をすることも
できるという取扱いになっております。
　そのように消費税と法人税の取扱いが若干泣
き別れになっているところがあります。また，
法人税で工事進行基準を適用して，消費税の売
上も工事進行基準を適用している途中において
部分的に目的物の引き渡しがあったら，その時
に消費税を納めるべきかどうかといった議論も
あるようです。

⑵　国際会計基準・工事契約会計基準・法人税
の異同点

　次に，国際会計基準と工事契約会計基準，そ
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　また一方では，工事損益をいつ計上するかと
いうのは，大ざっぱに言ってしまいますと，期
間損益であって，いつかは必ず損益計算書に
乗ってくるわけで，逃げていくわけではありま
せん。基本的には会計と税務とで一致させると
いう方向でやるのがよろしいのではないかと考
えます。そういう意味では，会計が工事進行基
準を原則とするというのであれば，税務もそれ
に乗っていけばいいのかなというように個人的
には考えています。
　ただ，そうは言いましても，工事進行基準を
適用する場合には，見積もりの要素というのが
結構入ってまいります。それから，公認会計士
なり監査法人の監査を受けるようなところはよ
ろしいのですが，法人税は中小企業も相手にし
ておりますから，工事進行基準を原則とすると
いうことになってまいりますと，収益の範囲や
確定性の判断基準，原価の範囲，見積方法みた
いなものを今よりももうちょっと明確に詳細に
する必要があるのではないかと考えます。
　それから，原価を見積もるなんていうのはな
かなか難しい問題がありますから，中小企業に
対してどのように配慮するか。現在，工事進行
基準が強制適用される長期大規模工事は10億円
以上，工事期間が 1年以上となっていますが，
それは結果として中小企業への配慮になってい
るのかもわかりませんが，そういう基準がいる
のかどうかということも，今後は検討が必要に
なってくるのかと思います。基本的には，法人
税と企業会計というのは，大ざっぱに言います
と，一致させていいのではないかなと思ってお
ります。私の報告は以上でございます。

⑶　法人税の方向性
（工事損益の測定基準）
　最後に，今後，法人税が国際会計基準あるい
は日本の会計基準との関係や方向性をどのよう
に考えたらよいのかということです。工事損益
の測定基準というのは，基本的には工事契約の
契約金額によるということだろうと考えます。
法人税でも工事金額が確定していない場合には
どうするかという取扱いもありますが，基本的
には契約金額によるのかなということです。
　やはり一番問題になるのは，国際会計基準で
は，将来の補修費やクレーム費などの見積額を
収益から控除すること，あるいは工事代金の回
収が長期にわたる場合には，割引現在価値額で
評価するといったようなことです。こういうこ
とを法人税にそのまま当てはめてよいのかどう
かは，法人税には債務確定基準とか引当金・準
備金という問題もありまして，その辺は慎重に
検討する必要があると思っています。ただ，債
務確定基準とか引当金・準備金も政策の問題な
のだから，それは合わせればよいではないかと
いう考え方もあり得ますが，債務確定基準を法
人税が維持していくとすれば，そこらの調整を
どうするかという問題は，非常に大きな課題と
してあるのかなと思っております。
（工事損益の認識基準）
　それから，工事損益の認識基準，いつ損益と
して計上するかということについては，工事損
益は建設業者にとっては根幹となるものであり，
損益計算書の一番上にくる売上が，法人税と企
業会計で決定的に取扱いが違うというのはやは
り問題だろうと思います。
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　　はしがき　　本稿は，平成22年 6 月16日開
催の税務会計研究会における，立教大学経済学
部准教授 坂本雅士氏の『有形固定資産の会計
と税務─IAS16号を中心に』と題する講演内
容をとりまとめたものである。

1．はじめに

　立教大学の坂本です。私に与えられたテーマ
は「有形固定資産」です。有形固定資産の会計
である IAS16号と日本基準との比較を通して，
今後の IFRS/IAS（以下，併せて IFRS）への
コンバージェンス，あるいはアドプションへの
税務上の対応について論ずることが私に与えら
れた役目だと理解しております。
　報告は，大きく四つのパートに分かれてお
ります。まず，有形固定資産の内容に入る前
に，予備的な考察として，今後の IFRS 導入の
フェーズについて考えてみます。最近の米国証
券取引委員会（SEC）や企業会計審議会の動向
にも触れながら，IFRS をめぐる状況が税務上
の対応へもたらす影響について指摘します。続
きまして，IAS16号を取り上げ，その目的，意
義，範囲等を確認します。 3点目に，IAS16号
を中心とした IFRS と現行の日本基準を比較し
ます。そして，当初認識，当初測定，事後測定
という 3つの視点から，両基準の差異を明らか
にします。最後に，それらの差異項目を中心に，

税務上の対応について検討します。

2．予備的考察 
─IFRS導入フェーズの多様性

　法人税は基本的に法人単位で課税されるため，
課税所得計算と直接に関連するのは個別財務諸
表に適用される会計基準（個別基準）です。任
意適用時には，個別財務諸表に IFRS は適用さ
れないため，個別基準のコンバージェンスが会
社法の計算書類に対して及ぼす影響に税務上
どのように対応するかが問題となります。そ
の際の検討を困難ならしめている要因として，
IFRS が課税所得計算の背景にある価値判断と
は必ずしも整合性を有しないといった点が俎上
に載せられることが多いのですが，それ以前に
IFRS をめぐる状況についてコンセンサスが形
成されているとは言い難いこと，そして今後の
諸情勢の不透明さが挙げられます。
　例えば，中間報告では，コンバージェンスの
継続・加速化について「連結先行」の考え方
が示されています。「先行」という文言からは，
連結財務諸表に適用される会計基準（連結基
準）に引き続き個別基準もコンバージェンスが
進められていくというニュアンスが伝わってき
ますが，その時間軸はもとより対象となる範囲
も曖昧です。税務との関係で考えた場合，個別
基準がどの程度コンバージェンスするかが問題
であり，それにより税務上の対応も種々の方法

有形固定資産の会計と税務
── IAS16号を中心に──

立教大学経済学部准教授 坂本雅士
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論があり得ることとなります。「連結先行」と
は謳っているものの，今後，連結基準と個別基
準との差異が広がっていく可能性や，さらには
連単分離方式へのシフト1さえも否定できませ
ん。その理由としては，個別基準が IFRS へ近
づくほど配当可能額や課税所得の算定に係る問
題が深刻なものとなることに加え，そもそも個
別基準のコンバージェンスは国際的には要請さ
れていないといったこと等が挙げられます。コ
ンバージェンスは国際会計基準審議会（IASB）
の作業計画に整合する形での検討が求められ
ているので，特にMoUプロジェクトに関する
項目はその可能性が高いのではないでしょうか。
なお，個別財務諸表をどうするかは，現在，企
業会計審議会においても検討が進められている
ところです2。こういった動向をみる限り，連
結先行の意義があらためて問われていることは
確かでしょう。
　また，将来的に個別財務諸表に IFRS が適用
されるかどうかも未知数です。もちろん，個別
基準として IFRS を容認あるいは強制した場合
には，税務上の対応の必要性は一層高まるわけ
ですが，中間報告では，今後の個別財務諸表の
取扱いについて，連結基準への強制適用の是非
を判断する際に「幅広い見地から検討を行う必
要がある」と述べるに止まっています。
　なお，強制適用の重要な判断要素とされて
いるアメリカの動向ですが，2010年 2 月24日
付で SECは「コンバージェンスとグローバル
な会計基準への支持声明」（Commission State-
ment in Support of Convergence and Global 
Accounting Standards, Release Nos. 33-9109; 
34-61578）を公表しています。SECは，2011

年に IFRS を強制適用するかどうかの判断を示
すという方針こそ変えなかったものの，当初の
ロードマップ案には盛り込まれていた早期適用
のオプションは撤回されました。
　また，仮に IFRS 導入が決定した場合で
も，実際の適用は当初予定よりも 1年ほど遅れ，
2015年から2016年が想定される等，足踏み状態
が続いています。IASBと米国財務会計基準審
議会（FASB）が会計基準のコンバージェンス
に向けて合意したMoUについても，2010年 6
月 2 日付で公表された共同声明によると，一部
のプロジェクトについては，その完了時期が
2011年下半期に延期されており，今後の行方は
予断を許さないでしょう。
　このように日本への IFRS 導入をめぐっては
多様なフェーズが想定されます。そして，それ
に応じて法人税制への影響や課題も当然に異な
ります。税務上の検討にあたっては，この点を
認識しなければなりません。

3．IAS16号（有形固定資産）

⑴　目的・意義
　まず，IAS16号の目的ですが，「本基準の目
的は，財務諸表の利用者が企業の有形固定資産
に対する投資及び投資変更に関する情報を把握
できるように，有形固定資産の会計処理を規定
することである。主要な論点は，資産の認識，
帳簿価額の算定，並びにそれに関して認識する
減価償却費及び減損損失である」（para.1）と
あります。ここから 3つの論点が浮かび上がり
ます。当初認識，当初測定，事後測定です。な
お，事後測定に係る論点に減損がありますが，

1　現に，2010年 4 月19日付で経済産業省の企業財務委員会・企業会計検討ワーキンググループは「会計基準の国際
的調和を踏まえた我が国経済および企業の持続的な成長に向けた会計・開示制度のあり方について - 企業財務委員
会中間報告 -」を公表し，連単分離方式へのシフトを提言している。
2　2010年 6 月 8 日， 7月 8日， 8月 3日開催の企業会計審議会総会において，「単体財務諸表の会計基準のあり方
（コンバージェンス）について」が議題となっている。その後，審議会での議論を踏まえ， 9月28日付で，財務会計
基準機構は「単体財務諸表に関する検討会議」の設置を公表した。
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減損については次回の研究会において別途取り
上げるので3，今回の報告範囲からは除かせて
いただきます。
　続いて，意義です。「有形固定資産とは，財
貨・用役の生産又は提供に利用する目的，外部
への賃貸目的又は管理目的で企業が保有する有
形資産であり，かつ，一会計期間を超えて利用
すると予測される資産をいう」（para.6）とあ
ります。

⑵　範　囲
　IAS16号の対象となる有形固定資産ですが，
例示されている項目を見ると，「土地，土地・
建物，機械装置，船舶，航空機，自動車，器
具・備品，事務用機器」（para.37）が挙げら
れています。なお，売却目的保有に分類され
た非流動資産（IFRS5号），農業活動に関す
る生物資産（IAS41号），鉱業物及び鉱物，石
油，天然ガス並びにこれらに類似する再生不能
な天然資源の採鉱及び採取（IFRS6号），リー
ス（IAS17号），投資不動産（IAS40号）には，
IAS16号は適用されません（paras.3-5）。

⑶　原則的処理
　ここでは，有形固定資産の会計の原則的処理
を確認していきます。
　まず，当初認識ですが，「有形固定資産は，
当該資産に関連する将来の経済的便益の企業へ
の流入が期待でき，取得原価を信頼性をもって
測定できる場合のみ認識する」（para.7）とあ
ります。なお，この場合の取得原価の構成要素
は，「①購入価格（値引き・割戻し控除後，輸
入関税と還付されない取得税を含む），②直接
付随費用，③解体除去費用，敷地の原状回復費
用，取得時又は特定期間に棚卸資産の生産以外
の目的で当該資産を使用した結果生ずる債務の
当初見積額」（para.16）であり，いわゆる資産

除去債務を含んでいることが確認できます。
　当初認識後は，「原価モデル（取得原価から
減価償却累計額を控除）又は再評価モデル（公
正価値を信頼性をもって測定できる場合に採用
可能，再評価実施日における公正価値からその
後の減価償却累計額・減損損失累計額を控除）
のいずれかを用いる」（paras.29-31）こととな
ります。減価償却については，「金額的に重要
な構成部分は別々に減価償却する」（para.43）
とあり，これはいわゆるコンポーネント・ア
カウンティングのことです。さらに，「企業
が将来の経済的便益を消費するパターンを反
映して，耐用年数にわたって行う」（para.60），
「耐用年数・残存価額・減価償却方法は事業
年度末に見直し，変更は見積もりの変更とす
る」（para.61）と明記されています。減損損失
の具体的処理には触れておらず，これについ
ては IAS36号（資産の減損）に委ねています
（para.63）。なお，「有形固定資産は，処分時又
は将来の経済的便益が期待できなくなったとき
に認識を中止する」（para.67）こととなります。

⑷　原則的処理のまとめ
　以上の原則的処理を，先に挙げた 3つの論点
からまとめると，以下のとおりです。
　まず，当初認識ですが，「将来の経済的便
益の蓋然性（probability）」と「測定の信頼性
（reliability）」を要件としています。
　続いて，当初測定です。取得原価の範囲は，
①購入価格，②直接付随費用，③解体除去費用
等の見積額，の 3つから構成されます。
　最後に，事後測定です。原価モデルは日本基
準と基本的に同じ考え方です。それに対して，
再評価モデルは，資産の種類ごとに固定資産を
公正価値で評価する方法です。この場合に生じ
る再評価前の帳簿価額と差額は，公正価値が大
きい場合には再評価剰余金として，小さい場合

3　減損については，島田眞一［2010］，「固定資産の減損会計と税法の関係」『租税研究』第732号，55－66頁を参照。
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には以前に計上した再評価剰余金を減額し，そ
れがゼロになった以後は損失として処理するこ
ととなります。なお，再評価モデルは，かねて
イギリスで用いられていた方法ですが，事務的
な負担が大きいためEU諸国においてもあまり
使用されないようです。また，減価償却につい
ては，経済的便益を消費するパターンの反映，
コンポーネント・アカウンティングの採用等，
日本基準と大きな差がみられます。

4．IFRSと日本基準の比較

⑴　当初認識
　IAS16号が，「将来の経済的便益の蓋然性」
と「測定の信頼性」を認識の要件としているの
に対し，日本基準には明示的な認識規準は存
在していません。ただし，企業会計原則には，
「貸借対照表に記載する資産の価額は，原則と
して，当該資産の取得原価を基礎として計上さ
れなければならない」（企業会計原則第三・五）
とあり，これは客観的な測定を要件としている
点で共通しているとも考えられます。

⑵　当初測定
　日本基準でも，購入価格に付随費用を加算
し，そこから値引き・割戻しを控除します。従
来は資産除去債務が含まれておらず，この点
が IAS16号と日本基準の大きな差異となって
いました。しかし，2010年 4 月 1 日以後に開始
する会計年度から，「資産除去債務に関する会
計基準」（企業会計基準第18号）の適用が義務
付けられることとなり，取得原価はおおむね
IAS16号と同様となっています。付言すると，
従来も有形固定資産の除去に関する規定が全く
なかったというわけではなく，連続意見書には，
「解体，撤去，処分等のために費用を要すると
きには，これを売却価格又は利用価格から控
除した額をもって残存価額とする」（「連続意見
書第三」第一・四）とあります。しかしながら，
金額の合理的な見積もりが困難である等の理由

から実際にはほとんど適用されていなかったの
ではないでしょうか。なお，現存する主要な差
異として，以下の二点が挙げられます。
　まず，有形固定資産の取得に関する登録免許
税や不動産取得税等の還付されない取得税の取
扱いです。すでに述べたとおり，IAS16号では
これらの税目は取得原価を構成するのに対して，
日本基準では費用計上も認められています。実
務上は，税務上のメリットを享受するために費
用処理し，取得原価には算入していないケース
が多いようです。
　次に，有形固定資産を取得するための借入金
の利子の取扱いです。IAS23号（借入費用）で
は，「適格資産（qualifying assets）の取得，建
設及び製造に直接起因する借入費用は当該資産
の取得原価に含めなければならない」（para.8）
とあります。ここで適格資産とは，意図した使
用又は販売が可能となるまでに相当の期間を
必要とする資産を指し，具体例として棚卸資
産，製造プラント，発電設備，無形資産，投資
不動産が挙げられています（paras.5，7）。な
お，特定の適格資産を取得する目的で借入を
行った場合には資産化する借入費用を容易に
識別できますが，借入を一括して行い，その一
部を建設の資金繰りに充当するといった場合に
は，資産化する借入費用の識別が困難になると
予想されます。この場合には，当該資産に対す
る支出額に資産化率を乗ずることにより，資産
化適格借入費用額を算定します。なお，資産化
率は，当期中の借入金残高（特定借入金を除
く）に対応する借入費用の加重平均によります
（para.14）。他方，日本基準でも，固定資産の
自己建設に係る借入に関する利息のうち，建設
完了までに発生したものを資産計上することが
可能です（「連続意見書第三」第一・四）。ただ
し，実務上はほとんどの企業が費用処理してい
ること，そして自己建設以外の借入金の利子に
ついては取得価額へ算入できないこと等を勘案
すると，実際には差異があると考えられます。
　なお，IAS16号では，有形固定資産の取得形
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態として，購入以外に自家建設，交換，贈与等
を定めています。報告時間の都合もありますの
で，ごく簡単にいくつかご紹介します。
　まず，自家建設資産の取得原価ですが，購入
資産と同様の原則を適用して決定されます。通
常の事業活動における販売を目的として資産を
製造している場合には，原価計算上，内部利益
は控除されます。また，自家建設中に発生した
廃棄原材料・労務費その他異常な額の原価は，
当該資産の取得原価に含めません（para.22）。
他方，日本基準では，「固定資産を自家建設し
た場合には，適正な原価計算基準に従って製造
原価を計算し，これに基づいて取得原価を計算
する」（「連続意見書第三」第一・四）とされて
います。
　もうひとつ，交換による取得のケースです。
原則として公正価値で測定しますが，交換取引
が経済的実質を欠いている場合，あるいは受入
資産又は引渡資産（asset given up）の公正価
値が信頼性をもって測定されていない場合には
帳簿価額で測定することとなります（para.24）。
日本基準では，「自己所有の固定資産と交換に
固定資産を取得した場合には，交換に供された
自己資産の適正な簿価をもって取得原価とす
る」（「連続意見書第三」第一・四）とされてい
ます。

⑶　事後測定
　IAS16号では当初認識後の再測定（期末評
価）にあたり，原価モデルの他に再評価モデル
を選択でき，この点が日本基準と異なっていま
す。また，減価償却をみると，IAS16号が経済
的便益を消費するパターンの反映，コンポーネ
ント・アカウンティングの採用等を謳っている
のに対して，日本では税法基準による会計処理
が企業実務として定着しており，両基準には大
きな差異があります。以後，この二つに焦点を
当てて報告いたします。
①　期末評価

　原価モデルでは，有形固定資産は取得原価か

ら減価償却累計額・減損損失累計額を控除した
価額で評価します（para.30）。これは取得原価
に基づく期末評価であり，企業会計原則におい
ても「有形固定資産については，その取得原価
から減価償却累計額を控除した価額をもって貸
借対照表価額とする」（第三・五・D）とあり，
原価モデルが用いられています。
　再評価モデルでは，資産の当初認識後，公正
価値を信頼性をもって測定できる有形固定資産
について再評価実施日における公正価値から
減価償却累計額・減損損失累計額を控除した
価額で評価します（para.31）。なお，公正価値
とは通常，査定により決定される市場価値の
ことであり，市場価値が存在しない場合には現
在割引価値等を用いて算定することとなりま
す。また，公正価値の変動が大きい場合には毎
年，再評価を実施し，それ以外の場合にも三年
から五年ごとの再評価が必要とされています
（paras.32-34）。これに対して，日本基準では，
会社更生や合併等の特殊なケースを除き，資産
の再評価は認められていません。
②　減価償却
1）耐用年数

　IAS16号では，「耐用年数は，資産ごとに使
用が見込まれる期間に設定しなければならな
い」（para.57）と規定されています。日本基準
をみると，連続意見書には「固定資産の耐用年
数は，物質的減価と機能的減価の双方を考慮し
て決定されねばならない」（「連続意見書第三」
第一・八）とあります。先程も触れましたが，
日本の会計実務では税法上の耐用年数表を利用
する場合がほとんどです。法人税法では，「減
価償却資産の耐用年数に関する省令」が定めら
れていますが，IAS16号における「使用が見込
まれる期間」と必ずしも一致しているわけでは
ありません。

2）残存価額
　IAS16号では，「残存価額とは，耐用年数
到来時に見積処分費用を控除した後に当該資
産から受領できると見積もられた価額をい
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う」（para.6）とあります。なお，残存価額に
ついては，「実務上は重要ではない場合が多く，
よって減価償却費の計上にあたっては重視され
ない」（para.53）との記述があり，ここから残
存価額をゼロにすることもできると考えられま
す。他方，日本基準では，「残存価額は，固定
資産の耐用年数到来時において予想される当該
資産の売却価格又は利用価格である」（「連続意
見書第三」第一・四）とあります。なお，法人
税法では2007年度税制改正により，2007年 4 月
1 日以降に取得した有形固定資産は残存価額を
備忘価額（ 1円）まで償却できるように変更さ
れました（法令48の 2 ）。よって，当該資産に
ついては IAS16号とほぼ同等といえるでしょ
う。

3）償却方法
　IAS16号では，「減価償却方法は企業が将来
の経済的便益を消費するパターンを反映しなけ
ればならない」（para. 60）とあり，具体的な
方法として定額法，定率法，生産高比例法が
挙げられています（para. 62）。それに対して，
日本基準では「一定の減価償却方法によって，
その取得原価を各事業年度に配分」（企業会計
原則第三・五）することが求められており，減
価償却の計算方法としては定額法，定率法，級
数法，生産高比例法が挙げられています（同注
解20）。そこには「経済的便益の消費パターン
を反映させる」という思考は存在していません。
なお，法人税法では，減価償却資産の種類別に
納税者が選定しうる償却方法（定額法，定率法，
生産高比例法，リース期間定額法等）を定めて
います（法令48，48の 2 ）。

4）コンポーネント・アカウンティング
　コンポーネント・アカウンティングとは，有
形固定資産の個々の資産について重要な構成要
素（コンポーネント）ごとに残存価額，耐用年
数，償却方法が異なるべきものとして別途減価
償却計算を行うことをいいます。例えば，航空
機については機体とエンジンはそれぞれ別個
に減価償却します。この場合には所有であるか

ファイナンス・リースであるかは問いません
（para.44）。他方，日本にはこれに該当する規
定はなく一括して償却することとなります。

5）事業年度ごとの見直し
　IAS16号は，少なくとも事業年度ごとに耐用
年数，残存価額，償却方法の見直しを実施する
ことを求めています。特に償却方法については，
資産に具現化される将来の経済的便益の予測消
費パターンに大きな変更があった場合には，当
該パターンを反映するように償却方法を変更
しなければなりません（paras.51，61）。なお，
これら見直しの結果は，会計上の見積りの変更
として扱われるわけですが，IAS 8 号（会計方
針，会計上の見積りの変更及び誤謬）には，見
積りの変更はその性質上，過年度に関連するも
のではなく，また，誤謬の訂正でもないため，
将来に向けてのみ会計処理し遡及修正を行わな
いと規定されています（paras.34，36）。これ
に対して，日本基準では減価償却方法の定期的
な見直しについては触れられていません。

5．IFRS導入と税務法制

⑴　検討に当たり
　税務上の対応を検討するに当たって留意しな
ければならないことは，IFRS の影響がどこま
で個別基準に及ぶかにより，その対応の方法論
や課題は当然に異なるということです。最初に
ご報告しましたとおり，IFRS 導入をめぐって
は多様なフェーズが想定されますが，個別基準
との関係で考えた場合，「連単分離」と「個別
財務諸表への強制適用」が両極として考えられ
ます。コンバージェンスの場合には，その範囲
が狭いほど法人税法の解釈や立法に対する影響
が小さくなるのに対し，IFRS を適用した場合
には任意・強制を問わず検討すべき課題は山積
するでしょう。その理由として，公正価値評価
やプリンシプル・ベースといった特徴を有す
IFRS が，適正かつ公平な課税の実現を求めて
いる法人税法と相容れない状況があることに加
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えて，次の二点を指摘しておきたいと思います。
　まず，個別の項目ごとにみると，税務との関
わりが大きい論点が必ずしもコンバージェンス
の対象にはなっていなかったことが挙げられま
す。報告で取り上げた有形固定資産はその典型
です。周知のとおり，日本では税法基準による
会計処理が企業実務として定着し，監査上もこ
れを容認しているので（監査・保証実務委員会
報告第81号「減価償却に関する当面の監査上の
取扱い」），個別基準として IFRS が適用された
場合には大きな変更となります。裏から言うと，
これまでは個別基準と IFRS との差異があった
としても，それがコンバージェンスの対象とな
らなければ税務上の検討は必要なかったという
ことです。
　また，憲法の租税法律主義の原則からの問題
も忘れてはいけません。課税要件を法律で規定
せずに，企業会計あるいは会社法会計に委ねて
いることが租税法律主義，特にその内容である
課税要件法定主義や課税要件明確主義に反する
というのがこの批判の趣旨ですが，IFRS が課
税所得計算の基礎となった場合には，その疑義
は一層深まるでしょう。金融商品取引法では，
IFRS そのものではなく，いわゆるエンドース
メントの手続きを経た指定国際会計基準による
財務諸表の作成を認めていますが，原則として
カーブアウト条項が想定されておらず，公表期
日による差こそあれ，内容的には IFRS と指定
国際会計基準は一致します。結果として，外国
の民間団体である IASBが設定する IFRS に課
税要件の決定を委ねることになるからです。

⑵　コンバージェンスへの対応
　有形固定資産に係る項目でコンバージェンス
の対象となったものとして，資産除去債務が挙
げられます。企業会計基準第18号によると，原
則的処理として，法令等により計上が義務付
けられる将来の有形固定資産の解体，撤去等の
費用については，取得・認識時点で資産・負債
に両建て計上し，減価償却により費用計上を行

うこととなります。ここで留意すべきは，コン
バージェンスしたからといって IFRS との差異
が完全になくなったわけではないということで
す。例えば，適用要件ですが，日本基準では法
律上の義務及びそれに準ずるものとされている
のに対して IFRS では資産除去債務の存在可能
性が50％を超えることを要件としています。そ
れ以外にも，割引率，資産除去債務の見直し，
時の経過による調整費等の損益計算書上の表示
等について内容が相違しています。
　それでは，税制がどのような対応を採ってい
るかというと，法人税法では，資産除去債務を
見積もり，減価償却資産の帳簿価格に加算して
償却することを認めていません。債務が確定し
ていないため，損金算入を認めないというわけ
です。見積もった場合には，減価償却費相当額
及び資産除去債務について認識される利息費用
を加算する申告調整が必要となり，その後，除
去した事業年度において減算することとなりま
す。なお，従来から特定のケースでは資産除去
債務を引当金で計上し，税務上もこれを認めて
いました。例えば，電力業における原子力発電
施設の解体に伴う債務（電子力発電施設解体引
当金）やポリ塩化ビフェニル（PCB）やアスベ
ストの除去費用に伴う債務（PCB処理引当金，
環境対策引当金）等です。こういったものの中
には，今後は資産除去債務として計上されるも
のもあるでしょう。ただし，有形固定資産の除
去が企業の自発的な計画のみによって行われる
場合には，先に触れた資産除去債務の適用要件
に該当しないこととなるので，引き続き引当金
による処理が行われると考えられます。
　今後，コンバージェンスの対象が広がるか，
あるいは個別基準に IFRS が適用された場合に
は，これまで用いてきた税法基準をそのまま
使用することができなくなる可能性がありま
す。会計基準と税法規定との差異が顕在化し多
くの問題が生ずるでしょう。減価償却を例に考
えてみると，従来どおり税法上の耐用年数を用
いようとするならば，それが IFRS の「使用が
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見込まれる期間」と整合しているかどうかを検
証しなければなりません。償却方法について
も IFRS に照らして妥当であること，すなわち
「経済的便益の消費パターンを反映」している
ことを証明しなければなりません。細かい話で
すが，税法では，2007年 3 月31日以前に取得し
た有形固定資産は，帳簿価額が取得原価の 5％
に達するまではそれまでの償却方法で償却し，
残りの 5％についてはその後 5年間で 1年に達
するまで均等償却することとなっています。こ
のような税務上の償却方法は IFRS では認めら
れないのです。

6．結びに代えて

　減価償却に係る論点として，損金経理要件の
見直しが指摘されることがあります。最後に，
この点に触れて報告の結びにかえさせていただ
きます。
　かねて損金経理要件には批判が多かったわけ
ですが，IFRS 導入を機にあらためてその矛先
が向けられた観があります。損金経理は，外部
取引を伴わないために裁量の余地のある内部計
算や性格の曖昧な支出に係る金額を，法人の意
思表示に従って確定させる必要から要請されて
います。その結果，企業会計は税法の影響を強
く受けることとなり，これは「逆基準性」ない
し「企業会計に対する税法の介入」として人口
に膾炙してきました。この点，最近の論考をみ
ても気脈を通じるものがあります。

4　詳しくは，日本公認会計士協会［2010］，「租税調査会研究報告第20号 会計基準のコンバージェンスと確定決算主
義」を参照。

　例えば，日本公認会計士協会は，損金経理要
件の廃止を含めた弾力的な見直しを提言してい
ます4。ここでは，「損金経理要件の問題点（逆
基準性及び税務メリットの放棄）」という項目
を掲げ，減価償却を例に，逆基準性による財務
諸表への影響と IFRS ベースの連結財務諸表へ
組み替える際の連結修正仕訳やダブル・スタン
ダードの問題をあげています。
　要するに，税務上のメリットを享受するため
に税法基準により償却費を計上すると財務諸表
の適正性が損なわれ，かつ企業負担が増加する
等の事態が生じ，他方，会計基準により減価償
却を行うと損金算入額が小さくなる場合がある
ので，損金経理要件を外し，申告調整を認める
べきという主張です。
　このような論調に対しては，税法の立場から
は，法人税法が損金算入限度額一杯の償却を奨
励しているわけではなく，また，各企業が実態
に見合った償却をすることを税法が妨げている
わけではないので，基本的には法人の判断の自
主性の問題であるとの見解が示されてきたとこ
ろです。この点，従来の議論と然して代わり映
えしないともいえます。損金経理に係る問題も，
詰まるところ IFRS の影響がどこまで個別基準
に及ぶかによるわけですが，むしろ検討すべき
は，のれんや評価損益の処理の視点からだとい
えるでしょう。
　時間になりましたので，以上を持ちまして私
の報告とさせていただきます。ありがとうござ
いました。
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　　はしがき　　本稿は，平成22年 7 月15日開
催の税務会計研究会における日本公認会計士協
会業務本部長・公認会計士 島田眞一氏の『固
定資産の減損会計と税法の関係』と題する講演
内容をとりまとめたものである。

1．減損会計の誕生の背景

　現代産業というのは，固定資産に多額な投資
を行い，それを使って収益を上げ，長期間にわ
たって投下資本を回収して利益を計上していく
というものです。しかし，技術進歩が激しく消
費者ニーズが多様化する厳しい市場競争の中で，
必ずしも，企業が固定資産に投下した多額の資
本のすべてを収益から回収できるわけではあり
ません。当初の見通しと大きく狂い，予想した
収益が予想外に下回り，投下資本の回収が大幅
に困難となる場合も少なくありません。固定資
産の収益性が大幅に低下したときに，当初の収
益性が見込めなくなった，すなわち，収益性が
著しく低下した固定資産の回収可能性を固定資
産の帳簿価額に反映させる会計処理が固定資産
の減損会計です。減損会計は，取得原価で計上
された固定資産の帳簿価額を減額するという会
計処理で，金融商品における時価会計とは異な
ります。
　固定資産の帳簿価額に収益性の著しい低下を
反映させる減損会計基準は，米国で誕生しまし

た。戦後の世界経済を席巻した米国経済も，
1960年代後半から徐々に悪化していきます。敗
戦から復興した日本や西ドイツ等の製品が米国
市場に進出し，米国メーカーを追い詰めていき
ます。1970年代に入って，為替相場が固定相場
制から変動相場制に移行し，ドル安が進行する
中で輸入物資が大幅に値上がりし，かつ，オイ
ルショックによる油価の高騰により，インフレ
経済に突入します。ご存じのように 1ドル360
円から百数十円へ大幅なドル安となり，米国経
済は，インフレと企業倒産が同時進行するとい
う，スタグフレーションに突入します。
　こういう厳しい経済環境の中で米国企業は
M&A時代を迎え，経営者の交代が日常茶飯事
になります。業績不振の事業を引き継いだ新経
営者は，経営者の交代時において前経営者の責
任に帰属する損失を清算してフレッシュ・ス
タートするという会計処理が生まれてきます。
有価証券の場合には，市場価格がありますから
評価損の処理は比較的客観的で容易ですが，固
定資産が抱える含み損等を適正に処理するとい
うのはなかなか難しいものです。著しく収益性
の低下した固定資産をそのまま計上して経営を
引き継ぐわけにはいきません。
　新しい経営者の中には，事業を引き継いだ後
短期間のうちに業績が急回復したとみせるよう，
すなわち，短期間のうちに過大な利益計上を可
能にするために，固定資産の抱える減損を実際
以上に過大に計上するケースが見受けられるよ

日本公認会計士協会業務本部長
公認会計士 島田眞一

固定資産の減損会計と税法の関係
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うになりました。これはまずいということで，
収益性の低下した固定資産の減損処理基準を明
確化する必要が生じました。減損会計基準は，
1988年頃から米国の会計基準設定主体である財
務会計基準審議会（FASB）で検討されてきま
した。1995年に FASB第121号「長期性資産の
減損及び処分予定の長期性資産の会計処理」が
公表され，1995年12月から適用となります。英
国においては1998年に減損会計基準が公表され
ております。
　国際会計基準（IAS）においても減損会計が
開発されます。国際会計基準委員会（IASC）
は，これは主要国の公認会計士団体で構成され
ている民間の会計基準設定主体ですが，1998年
7 月に証券監督者国際機構（IOSCO）の要請
を受けて，コア・スタンダードとして40数個の
会計基準を策定します。その中に IAS 第36号
「資産の減損」という固定資産の減損会計基準
が含まれております。このように，固定資産の
減損会計は，企業リスクの最大の負担者である
投資家や債権者の意思決定に非常に有用な会計
基準であるということで，1990年代の中頃から
整備されてきます。日本では2002年に減損会計
が企業会計審議会で公表されたのですが，強制
適用されたのが2005年です。強制適用までに，
3年間の経過期間が設けられました。
　減損会計は固定資産の収益性の低下を反映す
るための基準ですが，当該基準における資産概
念は，従来の取得原価主義会計における資産概
念とは，大きく転換しております。取得原価主
義会計では，固定資産は取得価額で計上し，減
価償却により取得原価を耐用年数にわたり，毎
期，収益に対応させて費用配分します。貸借対
照表の固定資産計上額は，投下資本の未回収残
高を計上するということです。ある意味では，
将来の収益に負担される，すなわち，将来にわ
たって費用配分する繰越費用残高であるという
資産概念です。
　しかし，米国企業は，1980年以降は，厳しい
経済情勢の下，その存続・発展が不透明な厳し

い市場競争の中にありました。現在元気な企業
も，もしかしたら数年後には倒産する可能性も
あります。こうした経済情勢下において，投資
家や債権者が投資又は融資する会社の将来性を
判断する場合には，貸借対照表の固定資産計上
額（固定資産の帳簿価額）に対する見方が大き
く変わってきます。固定資産の貸借対照表価額
は，過去いくらで取得したかではなく，将来に
わたり，キャッシュ・フローをいかに多く稼ぐ
力を有しているか，すなわち，資産の収益性を
表示する価額が投資・融資の判断に有用となっ
てきたのです。経済が成長経済からリスク経済
に転換する中で，資産概念が大きく転換してき
たわけです。
　IFRS での資産概念は，企業が支配し，かつ
将来の経済的便益が当該企業に流入すると期待
される資源といっており，その流入可能性が高
く，かつ，信頼性をもって測定できる価値をバ
ランスシートに計上することだと定義されてい
ます。資産概念が，1980年から90年代にかけて，
投下資本の未回収残高から，資産の収益性を反
映する概念に転換していきます。固定資産の減
損会計基準というのは，結局，投資の失敗の先
送りを容認しないということで，現代企業に資
金提供する投資家や債権者にとって有用かつ不
可欠な投資情報になります。
　我が国に目を向けますと，前後一貫して成長
してきた経済が1990年代に入ってバブルが崩壊
し，長期の構造的不況に突入し，企業資産が膨
大な含み損を抱える状況となりました。各企業
とも土地を含め相当な額の不動産を持っていた
わけですから，この含み損が表面化することは，
企業の財政状態に極めて大きな影響を及ぼすわ
けです。会計ビッグバンという看板の下でいろ
いろな会計基準が公表されてきましたが，固定
資産に係る減損会計基準の強制適用は，平成17
年 4 月 1 日からです。ある意味，金融ビッグバ
ンの最後の場面で公表され，適用されました。
そのことは，この会計基準が，日本の企業に
とって非常に影響の大きい会計基準だったとい
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うことを暗示しております。
　私は，退職給付会計とこの減損会計基準が我
が国企業に及ぼした影響が非常に大きかったと
理解しております。

2．わが国の減損会計基準の概要

　日本経済では，ご存じのように，戦後一貫し
て，成長経済の下，インフレで地価が上昇する
という土地神話の世界で展開されてきました。
しかし，バブル崩壊後は，長期的な構造不況の
中で土地を含む資産が膨大な含み損を抱え，バ
ランスシート不況といわれました。日本企業の
財務体質の健全性とか会計基準の信頼性という
ものが国際的に信頼感を失ったということです。
バブルがはじけた後，約10年間，固定資産の減
損会計が存在しませんでしたから，土地等の固
定資産の含み損をどのように会計処理するのか
という問題がありました。現実には都市部にあ
る土地を販売用不動産（棚卸資産）に切り替え
て評価減をするとか，あるいは，米国市場に上
場している会社は，米国基準を使って減損処理
を先取りするケースもありました。
　以下，平成17年 4 月 1 日から強制適用された
我が国の減損会計基準の概要を説明します。

⑴　減損会計基準の適用資産
　固定資産に係る減損会計は，ご存じのように
固定資産を対象にしています。企業が所有する
すべての資産に減損が生じますが，金融商品会
計基準，研究開発費の会計基準や税効果会計基
準等には，それぞれ，金融商品，研究開発費及
び繰延税金資産に係る減損の規定があります。
したがって，固定資産の減損会計基準は，減損
規定がある資産を除いた資産が対象とされてお
ります。

⑵　減損会計の手続
　減損会計の手続については，ご存じの方も多
いことでしょうし，失礼だとは思いますが，税

法との関係を展開するためにまとめさせていた
だきました。固定資産の減損会計は，次の 5つ
の手続を踏んで適用されます。
　最初の手続が，まず「資産のグルーピング」
です。固定資産の収益性の低下を判断するため
には，資産が生み出す将来キャッシュ・フロー
を見積もる必要があります。将来キャッシュ・
フローは単独の資産により生み出されることも
ありますが，通常は，資産グループにより生み
出されます。
　そこで，将来キャッシュ・フローを形成する
資産のグルーピングをどのように行うかが重要
です。会計基準では，キャッシュ・フローを生
み出す最小単位の資産グループでもってグルー
ピングすることが要求されております。資産の
グルーピングが必要以上に拡大すると，減損す
べき資産グループの減損が拡大された資産グ
ループを構成する他の資産の収益性と相殺され，
適正な減損会計が行えません。資産のグルーピ
ングは減損会計の基本となります。
　それから 2番目として，資産グループに収益
性が低下している兆候があるかどうかを判断し
ます。減損の認識という会計手続を踏む前に，
「減損の兆候」があるかどうかをチェックする
プロセスが設けられております。減損の兆候の
プロセスを設けることで，明らかに収益性が低
下している固定資産に限定して減損会計を適用
し，減損会計における複雑な見積計算の事務負
担を軽減しようということが狙いです。
　会計基準には，具体的な兆候が例示されてい
ます。これはあくまで例示です。営業損失とか
キャッシュ・フローが当期を含めて 3年連続し
てマイナスであるとか，あるいは，事業の廃止
や再編などで当初予定していなかった処分や用
途変更があるとか，稼働率が著しく低下したと
か，遊休状態になっているという兆候が例示さ
れています。また，市場環境の著しい悪化，技
術革新や法律上の規制強化等が挙げられており
ます。土地等の市場価格が大幅に下落した，例
えば，地価が少なくとも50％以上下落した場合
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も減損の兆候があるとされております。
　兆候がある資産又は資産グループに関し，第
3の手続として，「減損の認識」に入ります。
減損の認識においては，その資産グループが生
み出す「割引前将来キャッシュ・フロー」を見
積もるという作業が必要となります。この割引
前将来キャッシュ・フローの数値と固定資産の
帳簿価額を比較し，帳簿価額が大きければ減損
を認識することになります。資料ではこの関係
を図式化しております（本誌・掲載省略）。
　割引前将来キャッシュ・フローの見積りとは，
キャッシュ・フローの流入額と流出額を相殺し
たネットのキャッシュ・フローを見積もるとい
うことです。収益として流入するキャッシュ・
フローと費用として流出するキャッシュ・フ
ローの差額としてのネットのキャッシュ・フ
ローを見積もることになりますので，固定資産
の減損会計は，見積要素のウエイトが高い会計
基準であります。
　減損の認識をした場合には，次に「減損の測
定」に入ります。減損の測定においては，回収
可能価額と帳簿価額を比較することになります。
回収可能価額とは，割引前の将来キャッシュ・
フローの見積額を利子率で割り引いて現在価値
に直した価額，あるいは，土地等については，
それを売却した場合に想定される公正な売却価
額から見積処分費用を控除した正味売却価額を
いいます。これは，機械，建物，工場敷地等で
構成される資産グループについて，当該資産グ
ループを継続して使用することにより稼ぐネッ
トのキャッシュ・フローを見積もり，それを現
在価値に割り引くという作業となります。帳簿
価額よりも回収可能価額が低ければその差額が
減損損失になります。
　最後に，その減損額は，資産グループを構成
する各資産に比例配分し簿価から控除します。
比例配分は構成資産の簿価でもいいし時価でも
いいのですが，減損額の総額は特別損失として
処理します。減損損失額の控除後の簿価を対象
にその後の減価償却が行われます。

3．わが国の減損会計と IFRSとの
比較

　日本基準と IFRS の違いについてまとめてお
ります。減損の対象資産はあまり違いませんが，
減損の兆候の例示には若干相違があります。
IFRS の場合は，当該企業の株式の市場価格の
総額が貸借対照表の純資産額よりも小さいとき
には，減損の兆候があるとされております。我
が国では，株価が低迷している今日，これに該
当する企業が少なくありません。あるいは，市
場金利の割引率が高くなりますと現在価値であ
る回収可能価額が低くなりますので，減損の認
識・測定に影響してきます。このような外的情
報が例示に挙がっているということが IFRS と
日本基準で違います。
　減損テストの実施時期は，我が国の会計基準
では，減損の兆候がある時点で認識・測定し，
減損処理を行いますが，IFRS では，のれんや
耐用年数の不確定な無形資産を除き，期末での
テストが要求されております。この点が我が国
の基準と IFRS とは違います。
　我が国の減損の認識は，割引前のキャッ
シュ・フローと帳簿価額を比較しますが，
IFRS では回収可能価額と帳簿価額を比較し，
減損の認識と測定を同時に行うことになります。
日本基準では，割引前将来キャッシュ・フロー
で減損の認識の作業を行い，その後，割引後の
キャッシュ・フローである現在価値と正味売却
価額のうちの高い方の価額と帳簿価額とを比較
し，減損の測定を行うという手続となります。
我が国会計基準と IFRS では，割引前将来
キャッシュ・フローの計算という手続が我が国
の会計に入っているという点が異なっておりま
す。この結果，IFRS では減損が認識・測定さ
れる資産グループについても，日本基準では，
減損の測定までいく必要がないケースも出てき
ます。
　固定資産の減損テストは，日本では減損の兆
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候がある段階で行いますが，IFRS では決算期
末に行うということになっております。
　キャッシュ・フローの見積期間は，日本の場
合，20年か，あるいは，その資産グループの主
要な資産の残存期間のどちらか短い期間となり
ますが，IFRS は 5 年を基本としております。
IFRS でも 5年を超えた見積期間でキャッ
シュ・フローを見積もることはありますが，そ
の場合には，その妥当性や合理性について説明
する責任があります。経営者には慎重な見積り
が要求されますので，大体，キャッシュ・フ
ローの見積額が将来にわたってフラットか下が
るというぐらいの保守的な見積りが想定されて
います。 6年， 7年後のキャッシュ・フローの
見積額が上昇するようなことは事実上なされて
いないようです。
　収益性が好転している場合には，IFRS は減
損の戻入れが強制されております。収益性が上
昇することは，その分だけ将来キャッシュ・フ
ローを生み出す力が向上したわけですから，元
の簿価に戻そうということです。日本基準と米
国基準では，減損を測定した段階で資産価値が
下がったのだから，下がった資産価値で一旦売
却して再度購入したという前提で簿価を切り替
え，戻入れは認めておりません。

4．わが国における減損会計の意義

⑴　投資家等への有用な情報提供
　減損会計の意義は，資本提供者である投資家
や債権者の投資・融資判断にとって，非常に有
益であると考えております。日本の減損会計基
準が一連の会計ビッグバンの最後の段階で導入
されたのは，工業立国である日本企業の総資産
に占める土地・機械設備等の固定資産の割合が
非常に高く，バブル経済崩壊後に抱えた含み損
が膨大だったことから，その導入に慎重であっ
たということです。企業会計審議会は，ある意
味で，減損会計基準の導入時期については，金
融商品会計基準や退職給付会計基準等の実務へ

の定着等を考慮し調整しながら判断してきたと
いえます。
　いずれにしても，投資家・債権者等への有用
な財務情報の提供という面からは，我が国会計
基準は，これでもって，一応，当時の国際水準
並みになったといえます。

⑵　企業経営への影響
　この会計基準の企業経営に与えたインパクト
は非常に大きいものがあります。まず第 1に，
「損失の先送り経営」ができなくなったという
ことです。成長経済の時代はインフレ経済です
から，すべての資産が含み益を持ちます。営業
成績が悪化してくると，含み益を抱えた資産を
売って売却益を実現し不景気を乗り切るという
ことができたのです。逆にデフレ経済になると
資産は含み損を抱えますが，取得原価主義の下
では，損失の先送り経営が可能でした。しかし
固定資産の減損会計の導入により，それができ
なくなったということです。
　企業への 2番目の影響は，経営者にキャッ
シュ・フロー経営の重要性を認識させたという
ことです。企業は，多額の固定資産投資を行う
場合には，当然，将来キャッシュ・フローを見
積もり設備投資計画を策定することになります。
減損会計基準には，その発想が全面的に導入さ
れています。減損会計基準の発想は，我が国の
企業経営にもキャッシュ・フロー経営の意識を
高めたということです。特に，日本企業は，成
長経済の下，メィンバンクや親会社が資金繰り
の面倒をみてくれておりましたので，経営戦略
において，資金繰りはあまり危惧される要因で
はありませんでした。今や金の切れ目は会社の
倒産というぐらいの厳しい情勢です。金融機関
は，営業不振の企業には簡単に資金繰りの面倒
を見てくれませんし，親会社も自分の資金繰り
が精いっぱいだということですから，そういう
意味で，リスク経済において，キャッシュ・フ
ローが会社経営に極めて重要であるという意識
を植え付けた会計基準でもあります。
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　それから，従来は，売上高も総資産額も資産
の運用額も，大きいことはいいことだという，
事業規模拡大の発想が中心でした。
　第 3に，この会計基準の導入により，事業の
効率性，すなわち，ROAとか ROEという観
点から，アメリカと同様に，投資家の投資情報
として，事業の効率性が非常に重要視されてい
ます。効率的な事業運営という観点からは，大
きいことが必ずしもいいことではないという発
想がこの基準に入ってきております。そういう
意味で，減損会計基準は，選択と集中という経
営思想が日本に導入される基盤になったともい
えます。

5．収益性が低下した固定資産に関
する従来の会計処理

　従来，収益性が低下した固定資産をどのよう
に会計処理していたのかといいますと，「臨時
償却」と「臨時損失」として行われておりまし
た。昭和24年 7 月に我が国で企業会計原則が公
表されました。これは，貸借対照表原則として，
固定資産は取得原価で計上し取得原価を減価償
却により費用配分しなさい，減価償却費は，経
済的耐用年数にわたり定率法とか定額法という
一定の償却方法で計算し，各事業年度に配分し
なさいというものです。それ以上のことは，記
載されておりません。
　そこで，昭和35年 6 月に連続意見書第三「固
定資産の減価償却について」が公表されており
ます。そこで，臨時償却と臨時損失について述
べられており，これが会計実務の中で定着して
きました。固定資産が機能的に著しく減価した
場合に「臨時償却」を行い，過去分を含め一度
にまとめて「前期損益修正項目」という科目名
で，損失処理しなさいということです。他方，
災害とか事故等の偶発的な物理的な損失につい
ては，「臨時損失」して損失処理することが，
昭和35年に公表された連続意見書に明記されて
おります。

⑴　臨時償却（固定資産の機能的減価に対応し
た処理）
　臨時償却というのは，結局，取得原価主義会
計の下，機能的減価が生じたので過去の減価償
却計算による期間配分処理が必ずしも適切では
なかったことから，過去の償却不足額を修正す
るという処理です。その意味で，臨時償却は過
去志向の償却なのです。減損会計というのは将
来の収益の低下への対応ですから，将来志向の
会計処理です。その意味では，臨時償却と減損
会計の基本的な考え方が違います。しかし，そ
のような理屈を言っても現実の減価償却性資産
に係る会計の実務において，両者を「これを過
去だ」あるいは「将来だ」というように厳密に
区分することは簡単ではありません。こうした
認識はずっとありました。
　ただ，臨時償却では，その対象は建物とか機
械等であって非償却資産である土地は対象とな
りませんが，減損会計では，土地も対象となり
ます。

⑵　臨時損失（固定資産の物理的減価に対応し
た処理）
　臨時損失とは，偶然な事故や災害などによる
固定資産の物質的減価を意味します。現在の会
社計算規則 5条「資産の評価」の第 3項二号に
規定があります。そこでは，事業年度末日にお
いて予測することができない減損が生じた資産
の評価は，そのときの取得原価から相当の減額
をした額と規定されております。会社計算規則
のこの規定は，物質的減価と解釈されておりま
す。地震や火災等により発生する臨時損失は，
会計上は，発生年度において特別損失として計
上することになります。

⑶　土地の評価減に対する会計処理
　問題は土地なのです。取得原価主義会計の下
では，土地の時価が下落したからといって取得
原価を引き下げるという会計処理は行われてき
ませんでした。
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　まず，「販売用不動産の強制評価減」につい
て説明します。販売用不動産である土地は棚卸
資産ですから，本当は強制評価減の対象になる
はずだったのです。しかし，土地の時価の算定
が一般的に困難だということを理由に，従来，
日本は棚卸資産である土地について，地価が大
幅に下落したからといって強制評価減は行って
こなかったのです。現実に，戦後，地価は一貫
して上がっていましたから，一時的な下落は
あっても回復してきましたので，評価減をする
必要性がなかったということだと思います。
　しかし，1990年代に入ってバブルがはじけ，
土地が大暴落すると，棚卸資産である土地が膨
大な含み損を抱えることになります。構造的な
長期不況に突入し，地価の回復は期待できない
情勢となりました。こうした状況を踏まえて，
平成12年 7 月に日本公認会計士協会が「監査委
員会報告第69号」を公表し，販売用不動産も棚
卸資産なのだから，時価が取得原価よりも著し
く低下し，かつ，取得原価まで回復すると見込
まれない場合には強制評価減をしなさいと，監
査人である公認会計士を指導することになりま
した。これは，企業会計原則に従うと当然なこ
とです。著しくというのは50％以上下落してい
る，そして回復可能性があると認められない場
合はという要件の下で，初めて，土地への評価
減の会計処理が行われるようになりました。
　もう 1つは，土地再評価法の制定です。銀行
法では，国内金融機関には 4％の自己資本比率
が要求されていますが，長期の構造的経済不況
の下で，回収困難な膨大な企業貸付金を抱える
ことになりました。多額な貸付金に貸倒損が多
発する中で，膨大な額の貸倒引当金の計上が余
儀なくされ，金融機関の自己資本比率が著しく
低下してきました。金融機関の自己資本比率を
引き上げるための施策として土地の再評価に関
する法律が制定され，平成10年 3 月から適用さ
れたのです。土地再評価法は，金融機関だけで
はなくて，商法特例法適用会社にも適用され，
一度限りの評価替えに限定した上で，土地の含

み益の貸借対照表の資本の部への計上を認めた
のです。ただ，この法律は，保有するすべての
土地に再評価を求めており，評価益のある土地
だけに法律を適用し，評価損のある土地は再評
価しないという選択は認めておりません。再評
価の結果の評価差額金は，ご存じのように損益
計算書を通さないで，税効果会計基準を適用し
た結果発生した繰延税金資産・負債を控除した
後の金額を，貸借対照表の資本の部に計上する
こととされました。これは，金融機関の自己資
本比率の低下への救済策として，アメリカが
1989年に行ったことであります。
　土地再評価法を適用している会社は，すべて
の土地に適用が要求されましたから，評価損を
有する土地と評価益を有する土地，双方一括し
て処理したということです。したがって，含み
損を抱えている土地の評価損が吐き出された
ケースも少なくなく，土地再評価法が，前倒し
で土地の減損処理を行う役割を果たしてきた面
もあります。

6．税務における固定資産の減損の
取扱い

　企業会計原則は，会計の理論規範として，戦
後の我が国の企業会計の発展に大きな貢献をし
てきたのですが，実務規範としては，具体性を
欠いていました。その結果，会計実務には，具
体的な処理を規定した税務の影響が非常に大き
かったといえます。会計ビッグバン以降もいろ
いろな会計基準が公表されてきたのですが，特
に，固定資産に関する会計基準については，減
損会計が入るまではほとんど整備されていない
という状況でありました。ですから，減価償却
方法とか耐用年数とか残存価額については，企
業会計は，法人税に全面的に依存してきたとい
うことです。
　税法の規定する固定資産の減損に関連する取
扱いとして，①資産評価損の損金算入，②陳腐
化償却，及び③減価償却の耐用年数の短縮，の
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3 つの処理を取り上げてみました。

⑴　資産評価損の損金算入（法人税法第33条
第 1項～第 4項）

　皆様もご存じのように，法人税法第33条第 2
項には，資産の評価損の損金算入は認めないと
いう原則が規定されておりますが，一定の要件
に該当する場合は，次のとおり，施行令第68条
イ～ホに該当する場合に限定して，すなわち，
厳しい条件の下に物理的な減価についての損金
算入を認めております。
　＜ 法人税法第33条第 2項（施行令68条第 1項
3号）＞

　次の要件に該当する場合には，固定資産の物
質的減価として損金性を認めている。これは，
企業会計における固定資産の臨時損失に相当す
ると考えられる。
　イ．資産が災害により著しく損傷したこと
　ロ．資産が 1年以上遊休状態にあること
　ハ ．本来の用途に使用できないため他の用途

に使用されたこと
　ニ．所在場所の状況が著しく変化したこと
　ホ．イからホまでに準ずる特別な事実　
　法人税法第33条の 3項， 4項は，会社更生法
とか民事再生法に基づく評価替えについて，減
損の損金算入を認める規定であります。その他
これに準ずる場合として，基本通達 9 - 1 -16に
おいて，止むを得ない事情ということで， 1年
以上事業の用に供されないケースも減損の事由
の 1つに掲げております。

⑵　陳腐化償却（法人税法施行令第60条の2）
　陳腐化償却というのは，企業会計における臨
時償却に該当すると考えられます。税法で規定
する耐用年数は標準的な年数ですから，特定の
企業における機械の使用状況とは一致しない
ケースが生じます。当該資産に係る税法で規定
する使用可能耐用年数が10％以上短くなる場合
は，所轄国税局長の承認を得て，既に所得金額
の計算上損金の額に算入された償却額を修正し，

過去の償却不足額について損金扱いを認める制
度です。過去の償却不足を修正するということ
で，これは会計上の臨時償却に該当すると考え
ます。

⑶　減価償却の耐用年数の短縮（法人税法施行
令第57条）
　法定耐用年数というのは標準的な年数ですか
ら，稼働率を考慮して，法令の定める短縮事由
に該当した場合には，耐用年数の短縮を認める
という制度です。耐用年数が10％以上短くなる
場合には，所轄国税局長の承認を受け，当該承
認の日の属する事業年度以後において短縮した
耐用年数の適用を認めるというものです。将来
に向けての法定耐用年数の短縮ですので，将来
を見積もるという観点からは，減損会計と考え
方を共有しております。
　また，以上⑴，⑵及び⑶のほか，有姿除却の
取扱いが通達で示されております。

7．減損会計基準と税法の取扱いと
の相違点

　税法上の「資産評価損の損益算入」及び「陳
腐化償却」は，資産の過年度の減価を修正する
もので，会計上の臨時損失及び臨時償却に該当
するものと考えられます。減損会計基準は，固
定資産の収益性の著しい低下を反映するもので
あり，従来の会計処理である臨時損失及び臨時
償却をまとめて減損会計の対象としております。
また，税法上の「減価償却の耐用年数の短縮」
は，当事業年度を含む将来に向けての減価償却
の見積修正であり，収益性の著しい低下を固定
資産の帳簿価額に反映するという減損会計基準
の考え方を共有しております。
　ただ，減損会計は固定資産のうちの土地を含
んでおりますが，税法における「陳腐化償却」
や「減価償却の耐用年数の短縮」は，土地を対
象としておりません。「資産評価損の算入」に
おいては，税法の場合も土地を対象にしており
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ますが，この評価損の損金算入は適用条件が限
定列挙され，厳しいものになっています。土地
の資産評価損の損金算入は適用対象なのですが，
単に時価が下落したというのは適用要件に該当
しないという形で運営されています。そういう
意味では，土地を対象としていても，減損会計
とは運用が相当に違うように思います。

8．税務上の取扱いに対する監査の
対応

⑴　日本公認会計士協会監査第一委員会報告第
3号（昭和38年 7 月 2 日公表）

　税務に準拠した会計実務への会計監査の対応
について，日本公認会計士協会から監査第一委
員会報告第 3号「減価償却に関する会計処理及
び監査上の取扱い」が昭和38年 7 月 2 日に公表
されております。
　固定資産の減価償却に関係する我が国の会計
実務は，税法規定をそのまま適用しているとい
うのが実情です。監査第一委員会報告第 3号は，
こうした会計慣行を踏まえて，会計監査上は，
税法処理が不合理でない限り，税法に基づいた
処理を妥当な会計処理として取り扱うと述べて
おります。この第 3号は，会計上の正規の減価
償却は，一般に公正妥当と認められる減価償却
の基準に基づいて，会社の実態を踏まえて自主
的に行うべきものであるという，会計基準の本
来の原理原則を謳いながら，事実上，法人税が
規定する普通償却限度額，租税特別措置法によ
る特別償却，あるいは，臨時償却を受け入れる
形で，監査上の取扱いを明らかにしています。
　第 3号では，法人税法による普通償却限度額
は，不合理と認められる事情のない限り，当面，
監査上妥当なものとして扱うということにして
おります。それから，特別償却は，正規の減価
償却に該当しない，いわゆる利益性準備金だと
いうことで，これは，監査上は，減価償却に該
当しません。ただ，割増償却については不合理
でない限りということで，監査上妥当な取扱い

として認めております。臨時償却というのは，
機能的原因等により耐用年数及び残存価額を修
正するために行うということで，これは特別損
失で処理しなさいということが第 3号で述べら
れております。監査においては，事実上，税務
の取扱いをそのまま認めたということになりま
す。

⑵　日本公認会計士協会の監査・保証実務委員
会報告第81号（平成19年 4 月25日公表）
　ところで，平成19年 4 月25日に，監査・保証
実務委員会報告第81号「減価償却に関する当面
の監査上の取扱い」が協会から公表されており
ます。これは，皆さまご存じのように，平成19
年の税制改正において取得原価の 5％が残存価
額という規定もなくなり，ゼロまで償却できる
こととなりました。また，いわゆる250％定率
法という加速的な償却方法が税法に取り入れら
れました。監査・保証実務委員会報告第81号は，
これらの税法の取扱いを会計監査上どう取り扱
うのかということを明確にするために公表され
ました。この第81号は，昭和37年に公表された
第 3号をそのまま引き継ぐ形で整理され，その
上で，平成19年税法改正を取り入れたものです
ので，第81号の公表に伴い，従来の第 3号が廃
止されております。
　第81号は，普通限度額や臨時償却というもの
は第 3号と同じような取扱いを示し，特別償却
に関しては，正規の減価償却に該当しないとい
う考え方を踏襲しております。その上で，平成
19年の減価償却計算の規定に係る減価償却方法
（250%定率償却）については，従来から税法基
準の減価償却方法を継続適用している場合は，
税法改正に合わせて変更したときは，正当な理
由による会計方針の変更として取り扱うという
ことになっております。今まで税法で処理して
こなかった会社が，税法改正に合わせて会計処
理を変更する場合は，妥当な会計処理とは認め
ないとしております。税法の取扱いに準拠して
従来から会計処理してきている会社が，改正税
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法の取扱いに合わせて変更することは，監査に
おいては，妥当な変更であるという現実的な取
扱いが行われております。

9．臨時償却及び臨時損失と減損会
計基準等との関係

⑴　減損会計基準との関係
　臨時償却と臨時損失というのは，当期を含む
会計上の過去の会計処理の修正ですが，平成14
年 8 月に企業会計審議会から公表された減損会
計基準では，臨時償却や臨時損失と減損会計基
準の関係について述べられております。そこで
は，臨時償却や臨時損失は，いわゆる将来
キャッシュ・フローを見込んで表示するという，
資産価値の修正表示ではなくて，取得原価主義
の下で行われてきた帳簿価額の臨時的な減額で
あり，過去の修正だと書いてあります。
　減損会計基準では，資産の収益性の低下によ
り投資額の回収が見込めなくなった状況を資産
の減損だとし，一定の条件下での回収可能性を
反映させるように帳簿価額を減損処理するもの
と記載されております。結局，減損会計基準の
基本的な考え方を読んでみますと，回収可能性
を見込めない固定資産の減価の中に，従来の臨
時償却や臨時損失を包含する形で減損会計を適
用すると記載されております。そういう意味で
は，臨時償却，臨時損失も，広い意味では，収
益性の低下要因として減損会計に包含されてお
ります。
　しかし，現実の会計実務をみますと，減損会
計も臨時償却・臨時損失も収益性の低下という
観点からは同一ですが，減損会計は資産グルー
プで判断します。他方，臨時損失や臨時償却は
個別の固定資産を対象に処理するものですので，
必ずしも適用対象が同一の会計基準ではなく，
場合によっては，臨時償却とか臨時損失が先行
して会計処理される場合，あるいは，減損処理
が先行して行われる場合もあります。そういう
意味では，臨時償却と臨時損失という会計処理

と減損会計基準に基づく会計処理はそのまま並
存するケースもあると考えております。

⑵　企業会計基準第24号「会計上の変更及び
誤謬の訂正に関する会計基準」との関係
　平成21年12月 4 日，企業会計基準第24号「会
計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」
が公表され，平成23年 4 月 1 日以後開始する事
業年度から適用されることになります。ご存じ
のように，企業会計基準第24号では，訂正処理
について，「会計上の変更」と「誤謬の訂正」
に区分し，その上で，「会計上の変更」を「会
計方針の変更」，「表示方法の変更」及び「会計
上の見積り」の 3つのケースに分け，「誤謬の
訂正」を合わせて，訂正処理を 4区分して説明
しております。「会計方針の変更」，「誤謬の訂
正」，「表示方法の変更」の訂正は，過去に遡及
して訂正し，「会計上の見積り」は，将来に向
けて訂正するのであって，過去には遡及しない
としております。減損会計基準と訂正処理との
関係では，減価償却方法（定率法，定額法等）
との関係にポイントがあります。
　国際会計基準においては，減価償却方法は，
資産の将来の経済的便益，いわゆる将来キャッ
シュ・フローが企業によって消費されると予測
されるパターンを反映するとして，会計上の見
積りとして取り扱われます。したがって，定率
法から定額法へ，あるいは，その逆の変更は，
会計上の見積りの変更として，過去に遡及して
修正するのではなく，当期を含む将来の事業年
度に向けて修正することになります。
　我が国では，耐用年数や残存価額は会計上の
見積りでありますが，従来から，減価償却方法
は会計方針であり，例えば，定率法から定額法
への変更は会計方針の変更として取り扱われて
おりました。しかし，会計方針を変更しても，
我が国の従来の会計基準では，過去に遡及する
修正は要求されていませんでしたので，過年度
損益修正損益として一括処理されてきました。
企業会計基準第24号は，固定資産の耐用年数の
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変更等に関する臨時償却は，国際会計基準との
コンバージェンスの観点を踏まえて，過去の償
却不足の修正か将来生じる除却損の前倒し的な
処理かが必ずしも明確に区分することができな
いことが多いことから，過去の償却不足を
キャッチアップするという臨時償却の会計処理
を廃止しております。そして，当期以降の費用
配分に影響させる方法（いわゆる当期以降のプ
ロスペクティブ方式）のみを容認すると記載し
てあります。
　したがって，企業会計基準第24号は，固定資
産の償却方法は会計方針ではあるが，その変更
と会計上の見積りの変更と区別することが困難
な場合の取扱いとして，見積りの変更として取
り扱うこととされております。
　そこで，平成23年 4 月以降は，この臨時償却
という会計処理はなくなり，将来の見積りの変
更という処理が採用されることになります。他
方，臨時損失は過去の損失ですから，臨時損失
は残ります。そこで，従来，損益計算書の特別
損益に前期損益修正損益の科目が設けられてい
たのですが，会計方針の変更や誤謬は遡及して
適用されますし，過年度分の修正は何期遡及し
て行うかを別にすれば，開示する以前の修正は，
開示する最も古い財務諸表の期首利益剰余金に
反映するという形で，当期は当期分だけを修正
するということです。また，減価償却にかかる
償却方法，耐用年数及び残存価額の変更は，見
積りの変更であり，当期を含む将来に向かって
修正されることになりますので，従来存在した
前期損益修正益とか前期損益修正損という科目
は削除するという方向で財務諸表等規則の改正
が検討されているようです。

10．減損会計基準に基づく減損処理
と税法の関係

　ここで疑問になるのは，今お話したように，
臨時償却というのは陳腐化償却に該当するとな
ると，税法に基づいて行う陳腐化償却は過去の

修正になります。これは，会計処理上では将来
の見積りの変更ということになって，税法と会
計上の取扱いがどうなっているのかというのは
よくわからないのです。会社法上は，当期分し
か決算書類の開示が要求されていませんから，
過年度遡及修正分は当期の期首利益剰余金に反
映されることになると思います。配当可能額の
計算は貸借対照表に基づいて算定しますので，
期首利益剰余金には過年度遡及修正分が反映さ
れており，配当可能額の計算上は問題ないのか
なと思います。
　最後に，減損会計基準に基づく減損処理と税
法の関係を取りまとめてみたいと思います。結
論としては，減損会計は，随所に経営者の合理
的な見積りが入ってきます。まず，将来キャッ
シュ・フローを見積もるために資産グループを
設定する必要があります。資産グループは業種
業態によって一様ではありませんので，その決
定には経営者の判断が極めて大きくなります。
それから，資産グループの減損の兆候も，税法
で導入するとなると相当に限定的な規定が必要
となりますが，会計基準では，これは例示とし
て示されており，減損の兆候も非常にあいまい
な面があります。
　それから，減損の認識になると，収益性を示
す将来キャッシュ・フローの流入額と費用とし
て支払う将来キャッシュ・フロー流出額の双方
を見積もり，その差額を算出し，収益力を判断
することになります。これも，企業の事業計画
等に基づく経営者の判断に全面的に依存するた
め，客観性とか検証可能性の確保は相当に困難
です。それから，減損測定に際しては，将来
キャッシュ・フロー見積額を現在価値に直すた
めに使用する「割引率」をどうするかという判
断が入ってきます。このように，減損会計の 4
つの手続のすべてにおいて，経営者の合理的な
判断が介入するウエイトの大きな会計基準とい
うことです。
　租税というのは国家の財源を確保するために，
法令に基づいて国民の財産から強制的に徴収す
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るわけですから，課税所得計算においては，公
平性，客観性，検証可能性及び安定性が不可欠
だと思います。そのために，損金になる費用と
いうのは債務確定性が要求されております。こ
の債務確定性の最大の意義というのは，費用に
算入するためには債務としての確定性がないと
いけないということです。例えば，減価償却と
か引当金等の将来の見積りに基づく内部取引に
ついては，税法も極力恣意性を排除して課税の
公平性，安定性を図るということから，厳格な
別段の定めを置くという形で対応していると思
います。減損会計基準は，経営者の見積要素が
あまりに多く，かつ，影響も大きいことを考え
ると，別段の規定で対応できる限界を超えたも
のと考えられます。
　固定資産の減損会計が提供する情報は，投資
家や債権者等の資本提供者が「これに投資しよ
うか，融資しようか。この会社は将来倒産しな
いで，うまく存続して発展していくかどう
か？」を判断する上で極めて有用な情報なので

す。確かに，税法が要求する客観性，公平性や
検証可能性等に欠けますが，投資判断という観
点からみると，取得原価で計上して多額な含み
損を抱えている財務情報よりも相当に有用であ
ることには間違いありません。一方，客観性，
公平性や検証可能性を重視する税法の観点から
みますと，あまりにも経営者の見積りへの依存
度が大きすぎると思います。そういう意味では
数多くの会計基準が公表されておりますが，固
定資産の減損会計は，最も税務になじみにくい
会計基準であると考えます。
　税法上は，固定資産の減損に対しては，従来
のような減価償却性資産の耐用年数の短縮とか
評価損の損金算入，陳腐化償却という形で対応
していくことになるのではないかと考えます。
　最後に，税法上の陳腐化償却と会計処理の関
係が，あまり議論はされていないようです。税
金面では陳腐化償却と会計処理の関係を整理し
なければいけないなということを感じながら，
今回の報告を終わらせていただきます。
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　本基準は，また，無形資産の帳簿価額の測定
方法を明確にするとともに，無形資産に関する
特定の開示も求める。

⑵　除外資産等（IAS38・2）
　本基準は，次の①～④の資産等については適
用しない。
①　他の基準の適用範囲内の無形資産
②　IAS32号「金融商品－表示」で定義され
ている金融資産
③　探査及び評価資産の認識及び測定
（IFRS6号「鉱物資源の探査及び評価」）
④　鉱業権及び鉱物，石油，天然ガス及び類
似する天然資源の開発及び採掘のための支
出

⑶　特殊な形態の無形資産の適用除外
（IAS38・3）
　上記⑵①で除外する他の基準には，次の①～
⑧がある。
①　企業が事業の通常の過程で販売するため
に所有する無形資産（IAS2号「棚卸資産」，
IAS11号「工事契約」）
②　繰延税金資産（IAS12号「法人所得税」）
③　リース取引（IAS17号「リース」）
④　従業員給付から生じる資産（IAS19号
「従業員給付」）
⑤　金融資産（IAS39号）。一部の金融資産
に関する認識及び測定は，IAS27号「連結

　　はしがき　　本稿は，平成22年 8 月19日開
催の税務会計研究会における税理士 多田雄司
氏の『無形資産』と題する講演内容をとりまと
めたものである。

はじめに

　本日は，無形資産について報告させていただ
きます。無形資産の会計基準は，現行の日本の
会計基準には直接対応するものはありません。
ただし，企業会計基準委員会（ASBJ）におい
ては，平成21年12月18日付けで「無形資産に関
する論点の整理」（論点整理）を出して，国内
基準の策定をめざしています。
　そこで，本日は，国際財務報告基準（IFRS）
で規定する無形資産（IAS38号）の主要な内容
を確認し，併せて現行の日本の会計基準及び論
点整理を比較することにより，IFRSと日本の
基準との差異を確認したいと思います。

1．IAS38号が取り扱う範囲

⑴　目　的（IAS38・1）
　本基準の目的は，他の基準で別途取り扱って
いない無形資産に関する会計処理を定めること
である。
　本基準は，特定の要件を満たす場合にのみ，
企業に無形資産の認識を求める。

無 形 資 産

税理士 多田雄司
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及び個別財務諸表」，IAS28号「関連会社
に対する投資」，IAS31号「ジョイント・
ベンチャーに対する持分」の範囲に含まれ
る。

⑥　企業結合で取得したのれん（IFRS3号
「企業結合」）

⑦　保険契約に基づく保険者の契約上の権利
から生じる繰延新契約費及び無形資産
（IFRS4号「保険契約」）。ただし，IFRS4
号は繰延新契約費については，特定の開示
要求を示しているが，無形資産については
定めていない。したがって，それらの無形
資産に対しては，本基準の開示要求を適用
する。

⑧　売却目的保有に分類される（又は，売却
目的保有に分類された処分グループに含ま
れる）非流動の無形資産（IFRS5号「売却
目的で保有する非流動資産及び非継続事
業」）。

⑷　IAS38 号の対象とする支出（IAS38・5）
　広告，教育・訓練，開業準備，研究及び開発
活動に関する支出を適用の対象とする。

⑸　日本基準
　現在，日本においては，無形資産について，
包括的に取り扱った基準は存在しません。ただ
し，関連する会計基準等には，次のものがあり
ます。
①　企業会計原則
②　連続意見書第三  有形固定資産の減価償
却について 

③　連続意見書第五  繰延資産について
④　研究開発費等に係る会計基準
⑤　企業結合に関する会計基準
⑥　繰延資産の会計処理に関する当面の取扱
い（企業会計基準委員会実務対応報告19号，
平成18年 8 月11日）
⑦　財務諸表等の用語，様式及び作成方法に
関する規則（財務諸表等規則）

⑹　IAS38 号と日本基準との差異
　IAS38号では繰延資産の概念を持っていませ
ん。ただし，開業準備，開発費はIAS38号の範
囲内とされているので，日本基準における繰延
資産の一部はIAS38号に含まれます。
　また，日本基準では費用として処理する研究
開発費もIAS38号に含まれます。
　企業結合から生ずるのれんについては，
IFRS3号で取り扱いますので，IAS38号では対
象外とされます。日本基準においても企業結合
に関する会計基準によります。

2．無形資産の定義

⑴　資産（IAS38・8）
　IAS38号では 8項で幾つかをまとめて定義し
ています。まず，無形資産の定義を確認します
が，その前に資産について定義しています。
　資産とは，次の①，②の条件を満たす資源を
いう。
①　過去の事象の結果として企業が支配して
いる
②　将来の経済的便益が企業へ流入すること
が期待される

⑵　無形資産（IAS38・8）
　無形資産は，上記の資産の定義を前提として，
さらに「物質的実体のない識別可能な非貨幣性
資産をいう」と規定しています。
　つまり，①識別可能性，②企業による支配，
③将来の経済的便益の要件を満たしたものが，
無形資産になります。

⑶　識別可能性
　①はのれんとの区別を規定しており，②で識
別が可能な場合として 2つのケースを示してい
ます。
①　のれんとの区別（IAS38・11）
　　無形資産の定義は，それをのれんと区別
するため，無形資産が識別可能であること
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を要求している。
　　企業結合で認識されるのれんは，企業結
合で取得した他の資産で個別に識別されず，
独立して認識できない資産から生じる将来
の経済的便益を表す資産である。

　　将来の経済的便益は，取得した識別可能
な資産相互のシナジーから，あるいは個別
には財務諸表での認識に適格ではない資産
から，生じる可能性がある。

②　識別可能な場合（IAS38・12）
　　資産は，次のいずれかの場合には識別可
能である。
イ．分離可能である場合。すなわち，企業
から分離又は分割でき，かつ，企業にそ
うする意図があるかどうかに関係なく，
個別に又は関連する契約ごとに，識別可
能な資産又は負債と一緒に売却，譲渡，
ライセンス，賃借又は交換ができる場合

ロ．契約又はその他の法的権利から生じて
いる場合（それらの権利が譲渡可能かど
うか又は企業若しくは他の権利及び義務
から分離可能かどうかに関係なく）

　イ．については，資産としての独立性が
あり，明確に資産価値，財産価値があると
考えられるような状況ということだと思い
ます。
　ロ．については，民事取引上，具体的に
取引されるとか，何らかの法的な保護が受
けられるような状態になっているというこ
とでしょうか。

　　こういう状態になったら，識別可能であ
るということです。

⑷　企業による支配
　企業は，対象となる資源から生ずる将来の経
済的便益を獲得する力を有し，かつ，それらの
便益を他者が利用することを制限できる場合に，
資産を支配している（IAS38・13）。
　上記の定義は 2つのことを言っていますが，
その意味するところは 1つだと思います。将来

の何らかの利益を獲得するものを，その企業が
持っているということです。
　無形資産から生じる将来の経済的便益を企業
が支配できる能力は，通常，法廷において行使
可能な法的権利に起因する。法的権利がない場
合は，支配の立証はより困難となる。しかしな
がら，企業は他の方法で将来の経済的便益を支
配できるかもしれないので，権利の法的強制力
は支配のための必要条件ではない（IAS38・
13）。
　この項の前段は，将来の経済的便益が法的権
利に裏付けられているものは，企業が支配して
いる状態であると言っており，常識的な判断基
準を規定しています。ただし，後段では，法的
権利による基準は，支配要件としては絶対的な
ものではないということを言っています。
　さらに，市場の知識及び技術的知識は，将来
の経済的便益の源泉になることもあるとし，そ
れらの知識が著作権，取引制限契約（許可され
る場合）のような法的権利により，又は従業員
の守秘義務により保護される場合は，企業はそ
れらの便益を支配している（IAS38・14）とし
ています。
　ただし，熟練した職員のチーム及び訓練から
生じると期待される将来の経済的便益に対する
企業の支配力は，通常，これらの事項が無形資
産の定義を満たすと考えるのには十分ではない
（IAS38・15）としています。特殊な経営上又
は技術上の能力も無形資産の定義を満たすこと
は少ないとしながらも，その使用及びそれから
予想される将来の経済的便益の入手が法的権利
により保護されている場合は，支配要件を満た
す（同項）としています。
　顧客関係，顧客の企業に対する忠実性も，顧
客との関係を保全する法的権利や，顧客との関
係や顧客の企業に対する忠実性を支配する他の
方法がなければ，原則として支配を有しない
（IAS38・16）としています。
　このように，理論的には法的権利は支配のた
めの必要条件ではないと考えることができます。
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しかし，実務においては，支配していることの
証拠として法的権利を根拠とすることが多いの
ではないかと思います。

⑸　将来の経済的便益
　無形資産から生じる将来の経済的便益には，
製品又はサービスの売上収益，費用節減又は企
業による資産の使用によってもたらされるその
他の利益が含まれる。
　例えば，製造工程における知的資産の使用は，
将来の収入の増加よりもむしろ将来の製造原価
の減少になる可能性がある（IAS38・17）。
　企業が支出した金額が，その時点において，
消費して終わってしまうのではなく，上記の規
定にもあるように，将来の収益獲得や費用の節
減につながると考えることができる場合に，資
産又は無形資産と考える要件の 1つとしていま
す。

⑹　日本基準における定義
　日本基準では，無形資産そのものの定義は存
在しません。しかし，企業会計原則では，営業
権，特許権，地上権，商標権等は，無形固定資
産に属するものとするとしています（同原則第
三 4⑴B）。
　また，財務諸表等規則においては，①のれん，
②特許権，③借地権，④地上権，⑤商標権，⑥
実用新案権，⑦意匠権，⑧鉱業権，⑨漁業権，
⑩入漁権，⑪ソフトウエア，⑫リース資産（財
務諸表提出会社がファイナンス・リース取引に
おけるリース物件の借主である資産であって，
そのリース物件が②から⑪まで及び⑬に掲げる
ものである場合に限る。），⑬その他の無形資産
で流動資産又は投資たる資産に属しないものは，
無形固定資産に属するものとしています（同規
則27）。

⑺　論点整理
　次は，論点整理とIAS38号を比較する形で考
えることにします。既に述べたように日本基準

では，資産及び無形資産の定義を置いておりま
せん。
　ただし，資産については，討議資料財務会計
の概念フレームワーク（ASBJ，2006年12月）
では，過去の取引または事象の結果として，報
告主体が支配している経済的資源をいうとして
います。ここでいう支配とは，所有権の有無に
かかわらず，報告主体が経済的資源を利用し，
そこから生み出される便益を享受できる状態を
いいます。さらに，経済的資源とは，キャッ
シュの獲得に貢献する便益の源泉をいい，実物
財に限らず，金融資産及びそれらとの同等物を
含みます。
　この経済資源は，市場での処分可能性を有す
る場合もあれば，そうでない場合もあります
（同フレームワーク 3章 4項及び脚注⑵）。
　この討議資料財務会計の概念フレームワーク
は，国際会計基準審議会と米国財務会計基準審
議会との協議を見守るという理由で公開草案に
至らない討議資料という形での公表にとどめて
いますが，IAS38号 8 項における資産の定義を
ほぼ踏襲するものになっています。
　次は論点整理ですが，無形資産の会計処理及
び開示に関する会計基準を整備するにあたり，
特に考慮すべき論点を整理し，関係者からの意
見を募集することを目的としているものです
（論点整理 1）。この論点整理では，無形資産
の会計基準を検討するにあたっては，まず対象
となる無形資産の定義を明らかにする必要があ
るとしています（論点整理 9）。
　論点整理17では，資産の本質は「経済的便益
の源泉たる経済的資源」であり，そのような経
済的資源を企業が支配していることが必要と考
えられている。経済的便益は，具体的には，直
接又は間接のキャッシュ・インフローの増加，
キャッシュ・アウトフローの減少又はそれらの
組み合わせであると考えられるとしています。
　無形資産とのれんの区別に関しては，独立し
て識別可能であり，その性格が明らかな無形資
産と企業結合時の取得原価のうち，識別可能資
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産及び負債に配分した後の差額であるのれんと
を区別することには意味があると考えられる。
そして，その観点から，本論点整理における無
形資産の定義においても，識別可能性の要素を
含め，のれんを除外することが考えられるとし
ています（論点整理23）。
　識別可能性については，IAS38号でいう分離
可能は，取得した無形資産を個別に又は関連す
る契約や識別可能資産及び負債とともに，被取
得企業から分離又は区別して，売却，譲渡，ラ
イセンス化，賃貸又は交換等が可能な状態をい
うと考えられます。また，法的権利から生じる
というのは，取得した無形資産が契約，法令又
は類似の手段によって法的に譲渡される権利か
ら生じている状態をいうと考えられるとしてい
ます（論点整理25・26）。
　無形資産の定義において識別可能性を求める
趣旨を踏まえると，このような判断規準には，
一定の合理性があると考えられる。そのため，
我が国でも，識別可能性について，国際的な会
計基準と同様の判断規準を示すこと，具体的に
は分離可能であること又は法的権利から生じる
ものであることを示すことが考えられるとして
います（論点整理27）。
　このような点を指摘して，今後の方向性とし
て，無形資産の定義としては，例えば「識別可
能な資産のうち物理的実体のないものであって，
金融資産でないもの」とすることが考えられる
としています（論点整理28）。

3．認識及び測定

⑴　認識要件
　IAS38の18項では，無形資産としてある項目
を認識するには，企業は，その項目が次の双方
に合致することを立証する必要があると規定し
ています。
①　無形資産の定義
②　認識規準

　この定めは，無形資産を取得するか又は無形

資産を内部で生成するための，当初生じた原価
及びその後の追加，取替え又はサービスのため
に生じた原価に対して適用します。
　したがって，ある支出が無形資産の定義を満
たすとともに，これから確認する認識規準を満
たした場合に無形資産を認識します。
　無形資産の取得の仕方としては，他からの取
得，企業結合による取得，政府補助金による取
得，資産の交換による取得，自己創設による取
得があります（IAS38・19）。

⑵　事後的な支出
　取得した無形資産の当初認識後に生じた支出
又は自己創設無形資産の完成後に生じた支出
（事後的な支出）については，次のように規定
しています（IAS38・20）。
①　多くの場合，無形資産の性質は，追加を
要しないか又は交換を要しないような資産
である。
②　ほとんどの事後的な支出は，無形資産の
定義及び本基準の認識規準を満たさない。
③　すでにある無形資産に包含される，期待
される将来の経済的便益の維持のためのも
のであることが多い。
④　事後的な支出を，企業結合全体に対して
ではなく，特定の無形資産に対して直接配
分することはたいてい困難である。

　したがって，事後的な支出を資産の帳簿価額
として認識することは稀である。
　なお，ブランド，新聞の名称，出版物のタイ
トル，顧客リスト及び実質的にそれらに類似し
た項目に対する事後的な支出（外部から取得し
たか内部で創設したかにかかわらず）は，つね
に発生時に純損益に認識される。これは，その
ような支出が，事業全体を開発するための支出
から区分することができない（同項）ことによ
る。
　このように，事後的な支出については，無形
資産に追加計上することを完全否定はしていま
せんが，例外的な場合に限るとしています。
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⑶　無形資産の認識基準（IAS38・21）
　IAS38の21項は，認識基準の考え方を示して
います。具体的には，無形資産は次の①，②の
要件を満たす場合に，かつ，その場合にのみ，
認識しなければならないとしています。
①　資産に起因する期待される将来の経済的
便益が企業に流入する可能性が高いこと

②　資産の取得原価を信頼性をもって測定す
ることができること

⑷　認識の前提条件
　企業は，期待される将来の経済的便益の発生
可能性を査定するにあたり，資産の耐用年数に
わたって存在するであろう一連の経済状況に関
する経営者の最善の見積りを表す合理的で支持
し得る前提を基礎としなければならない
（IAS38・22）。
　また，資産の使用に起因する将来の経済的便
益の流入の確実性の程度を評価するため，企業
は，資産の当初認識の時点における入手可能な
証拠に基づき，外部証拠により重点をおいた判
断を用いる（IAS38・23）。
　上記の規定は，上記⑶①の要件を満たすこと
をはっきりした証拠でもってこれを示す必要が
あるとしています。

⑸　無形資産の測定
　無形資産は，取得原価で当初測定しなければ
ならない（IAS38・24）。
　取得時の取得原価は，その時点の時価を表し
ていると考えられますので，当然の規定である
と思います。ただし，IAS38号は，認識後の測
定の仕方として，原価モデルのほか，再評価モ
デルを用意しています。

⑹　日本基準
　認識基準については，日本基準に明文の規定
はありません。
　ただし，ソフトウェアに関しては，次の規定
があります。

①　市場販売目的のソフトウェアに係る会計
処理（研究開発費等会計基準四 2）

　　市場販売目的のソフトウェアである製品
マスターの制作費は，研究開発費に該当す
る部分を除き，資産として計上しなければ
ならない。ただし，製品マスターの機能維
持に要した費用は，資産として計上しては
ならない。
②　自社利用のソフトウェアに係る会計処理
（研究開発費等会計基準四 3）
　　ソフトウェアを用いて外部へ業務処理等
のサービスを提供する契約等が締結されて
いる場合のように，その提供により将来の
収益獲得が確実であると認められる場合に
は，適正な原価を集計した上，当該ソフト
ウェアの制作費用を資産として計上しなけ
ればならない。
　　社内利用のソフトウェアについては，完
成品を購入した場合のように，その利用に
より将来の収益獲得又は費用削減が確実で
あると認められる場合には，当該ソフト
ウェアの取得に要した費用を資産として計
上しなければならない。
　　機械装置等に組み込まれているソフト
ウェアについては，当該機械装置等に含め
て処理する。

⑺　論点整理
①　経済的便益をもたらす蓋然性の要件（論
点整理36）
　　無形資産として認識するためには，それ
が将来の経済的便益に結びつくことについ
て，一定程度の発生の可能性が必要と考え
られる。そのため，無形資産の認識要件の
1つとして，IAS38号で求められているの
と同様に「経済的便益をもたらす蓋然性」
の要件を求めることが適切であると考えら
れる。
　　判断規準を数値等で示すことは困難であ
るが，誤解を招くような情報提供を行わな
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いという趣旨から，その場合の蓋然性の程
度は，ある程度高い水準になると考えられ
る。

②　信頼性のある取得原価（論点整理37）
　　有用な財務情報の提供を行うという目的
からは，提供される情報は信頼に足るもの
であることが当然に求められる。信頼性を
もって取得原価を測定することができると
いうことを無形資産の認識要件とすること
には合理性があり，我が国で無形資産の会
計基準を検討する上でも，このような要件
を求めることが考えられる。

③　今後の方向性（論点整理38）
　　無形資産を認識するために，国際財務報
告基準や米国会計基準で要求されている要
件には，いずれも合理性があると考えられ
る。よって，我が国で無形資産の会計基準
を検討する上では，国際的な会計基準と同
様に，「識別可能な資産のうち物理的実体
のないものであって，金融資産でないも
の」（論点整理28）の定義の充足に加えて，
無形資産の認識要件として，以下の 2項目
を定めることが考えられる。
イ．将来の経済的便益をもたらす蓋然性が
高いこと（経済的便益をもたらす蓋然
性）

ロ．取得原価について信頼性をもって測定
できること（取得原価の測定可能性）

　①～③の記述は，先ほど確認したIAS38号の
8項，21項に規定する資産，無形資産，無形資
産の認識基準の内容に近いものです。日本独自
の基準ではなく，コンバージェンスの方向性が
示されています。

4．個別の取得

⑴　個別取得のための支払価格
　通常，無形資産を個別に取得するために企業
が支払う価格は，資産に包含される，期待され
る将来の経済的便益が企業に流入する可能性に

関する期待を反映している。言い換えれば，た
とえその流入の時期又は金額に関して不確実性
があるとしても，企業は経済的便益の流入があ
ると期待している。
　したがって，「資産に起因する，期待される
将来の経済的便益が企業に流入する可能性が高
いこと」という発生可能性の認識規準
（IAS38・21⒜）は，個別に取得する無形資産
については，常に満たされているとみなされる
（IAS38・25）。
　加えて，個別に取得した無形資産の原価は，
通常，信頼性をもって測定できる。購入対価が
現金又は他の貨幣性資産の形態である場合，こ
れは特に明白である（IAS38・26）。
　無形資産の代表的な取得形態である個別取得
については，その権利者に対する支払行為を
もって取得と考えることができるとしています。
つまり，支払行為をもって無形資産の認識基準
を満たすとしています。当然，取得するものが
無形資産であることが前提になります。

⑵　取得原価（IAS38・27）
　個別に取得した無形資産の原価は，以下から
構成される。
①　購入価格（輸入関税や返還されない購入
税を含み，取引による値引やリべートを控
除後）
②　意図する利用のために資産を準備するた
めに直接起因する原価

⑶　直接配分可能な原価（IAS38・28）
　直接配分可能な原価の例は，次のとおりであ
る。
①　当該資産を作業環境に適応させることか
ら直接生じる従業員給付（IAS19号にて定
義されている）の原価
②　当該資産を作業環境に適応させることか
ら直接生じる専門家報酬
③　当該資産が適切に機能するか否かをテス
トする原価
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⑷　原価に含めない支出（IAS38・29）
　無形資産の原価の一部ではない支出の例は，
次のとおりである。
①　新製品又はサービスを導入するための原
価（広告・販売促進活動の原価を含む）

②　新たな地域における又は新たな顧客層に
関わる事業を行うための原価（職員の訓練
のための原価を含む）

③　管理費及び全般的な間接費

⑸　日本基準
　無形固定資産の取得原価については，直接的
な規定はありません。しかし，取得については，
次の有形固定資産の規定に準じて取り扱うもの
と考えられます（連続意見書第三）。
①　固定資産を購入によって取得した場合に
は，購入代金に買入手数料，運送費，荷役
費，据付費，試運転費等の付随費用を加え
て取得原価とする。但し，正当な理由があ
る場合には，付随費用の一部又は全部を加
算しない額をもって取得原価とすることが
できる。

②　購入に際しては値引又は割戻を受けたと
きには，これを購入代金から控除する。

⑹　論点整理
①　検討事項（論点整理41）
　　取得したものを無形資産として認識すべ
きか否かは，それが無形資産の定義に該当
するか否か，該当するとした場合に，それ
が無形資産の認識要件を満たすか否かによ
り判断することになる。

　　無形資産の定義と無形資産の認識要件が
充足した場合に無形資産として認識すると
いう上記の考え方は，当然の原理原則を述
べたものです。

②　定義の充足─識別可能性（論点整理43）
　　企業が第三者から無形資産を買い入れて
取得する場合については，識別可能な無形
資産だけがそのような取引の対象となると

考えられ，実際に分離して譲渡がなされる
以上，識別可能性があることについては自
明であると考えられる。
　　上記の考え方は，IAS38号の25項の考え
方と同様の考え方に立っていると思われま
す。経済的便益をもたらす蓋然性（論点整
理44）の記述も同様です。
③　測定可能性（論点整理45）
　　当該無形資産の取得原価は，それを取得
する取引において実際に当該企業が支出し
た対価の額であり，その測定可能性につい
ても特に問題はないものと考えられる。
④　今後の方向性（論点整理46）
　　企業が外部から個別に買い入れた場合，
通常は無形資産としての認識に必要なすべ
ての条件を満たすことになるものと考えら
れる。
　　なお，研究活動の成果を買い入れる場合
などについては，企業結合により取得した
場合又は自己創設により取得した場合との
関係も踏まえ，引き続き検討していくこと
が考えられる。

5．研究・開発投資

　ここからは，研究，開発投資と無形資産の関
係について考えます。まず，定義から確認しま
す。

⑴　IFRS（IAS38・8）
①　研　究
　　研究とは，新規の科学的又は技術的な知
識及び理解を得る目的で実施される基礎的
及び計画的調査をいう。
②　開　発
　　開発とは，商業ベースの生産又は使用の
開始前における新規の又は大幅に改良され
た材料，装置，製品，工程，システム又は
サービスによる生産のための計画又は設計
への研究成果又は他の知識の応用をいう。
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　IFRSでは，研究と開発では会計処理が異な
ります。したがって，その境界を確認すること
が重要になります。研究の範囲は調査の段階ま
でです。これに対し，開発は研究成果又は他の
知識の応用ということになります。

⑵　日本基準（研究開発費等に係る会計基準一
1）
①　研　究
　　研究とは，新しい知識の発見を目的とし
た計画的な調査及び探究をいう。

②　開　発
　　開発とは，新しい製品・サービス・生産
方法（以下，「製品等」という。）について
の計画若しくは設計又は既存の製品等を著
しく改良するための計画若しくは設計とし
て，研究の成果その他の知識を具体化する
ことをいう。

　日本基準では，研究でも開発でも費用処理に
なるので，開発の定義が重要になります。研究
の成果その他の知識を具体化するまでを開発と
していますが，IFRSの定義と大きく違わない
と考えられます。

⑶　「研究局面」，「開発局面」の分類
　IAS38号は，自己創設のれんを認めていませ
ん（IAS38・48）。これに対し，自己創設無形
資産は認めています（IAS38・57他）。
　この場合，自己創設無形資産について，資産
認識の要件を満たすか否かの判定が困難な場合
があるので，企業は，無形資産の認識及び当初
測定に関する一般的な定めに従うとともに，
IAS38号52項から67項の定め及び指針を，すべ
ての自己創設無形資産に適用する（IAS38・
51）としています。
　そして，自己創設無形資産が認識規準を満た
すか否かを判定するため，企業は資産の創出過
程を研究局面と開発局面に分類します。上記⑴
のとおり「研究」と「開発」の用語は定義され
ていますが，「研究局面」及び「開発局面」の

用語は，それらより広範な意味をもつ
（IAS38・52）としています。
　この研究局面と開発局面の用語については，
定義を設けていませんが，次の⑷以降にあるよ
うに，「内部プロジェクトの研究局面」，「内部
プロジェクトの開発局面」と「内部プロジェク
ト」との組み合わせて使われています。
　さらに，無形資産を創出するための内部プロ
ジェクトについて，企業が開発局面と研究局面
とを区別することができない場合は，企業はそ
のプロジェクトの支出のすべてを研究局面にお
いて発生したものとして処理する（IAS38・
53）としています。

⑷　研究，研究局面における処理
　研究（又は内部プロジェクトの研究局面）か
ら生じた無形資産は，認識してはならない。研
究（又は内部プロジェクトの研究局面）に関す
る支出は，発生時に費用として認識しなければ
ならない（IAS38・54）。
　内部プロジェクトの研究局面においては，企
業は，将来の経済的便益を創出する可能性の高
い無形資産の存在を立証することはできない。
したがって，この局面での支出は，いかなる場
合も，発生時に費用として認識する（IAS38 
・55）。
　研究，研究局面においては，費用処理をする
ので，企業はこれまでの処理と変わりません。

⑸　研究活動の例（IAS38・56）
　研究活動の例として，次のものが挙げられる。
①　新知識の入手を目的とする活動
②　研究成果又は他の知識の応用の調査，評
価及び最終的選択
③　材料，装置，製品，工程，システム又は
サービスに関する代替的手法の調査
④　新規の又は改良された材料，装置，製品，
工程，システム又はサービスに関する有望
な代替的手法等についての定式化，設計，
評価及び最終的選択
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⑹　開発，開発局面から生じた無形資産
　開発（又は内部プロジェクトの開発局面）か
ら生じた無形資産は，企業が次のすべてを立証
できる場合に限り，認識しなければならない
（IAS38・57）。
①　使用又は売却できるように無形資産を完
成させることの技術上の実行可能性

②　無形資産を完成させ，さらにそれを使用
又は売却するという企業の意図

③　無形資産を使用又は売却できる能力
④　無形資産が蓋然性の高い将来の経済的便
益を創出する方法。とりわけ，企業は，無
形資産による産出物又は無形資産それ自体
の市場の存在，あるいは無形資産を内部で
使用する予定である場合には，無形資産が
企業の事業に役立つことを立証しなければ
ならない。

⑤　無形資産の開発を完成させ，さらにそれ
を使用又は売却するために必要となる適切
な技術上，財務上及びその他の資源の利用
可能性

⑥　開発期間中の無形資産に起因する支出を，
信頼性をもって測定できる能力

　①は技術上の実行可能性，②は完成・使用・
売却意図，③は完成させた無形資産についての
使用・売却能力，④は無形資産から経済的便益
が生ずる証明，⑤は無形資産を完成・使用・売
却するために必要な資源の調達能力，⑥は無形
資産の取得価額に含める金額の測定能力のこと
です。
　以上， 6つの条件をすべてを満たす必要があ
りますが，企業は新しい技術，新製品などを生
み出すために行っていますので，これらの条件
のハードルは高くないと思います。
　なお，IAS38号の58項では，内部プロジェク
トの開発局面で，企業は，いくつかの例では，
無形資産を識別することができ，かつ資産が将
来の経済的便益を創出する可能性が高いことを
立証できます。
　これは，プロジェクトの開発局面は研究局面

よりも進んだものであるからであると規定して
います。

⑺　開発活動の例（IAS38・59）
　開発活動の例として，次のものが挙げられる。
①　生産又は使用する以前の試作品及び模型
に関する設計，建設及びテスト
②　新規の技術を含む工具，治具，鋳型及び
金型の設計
③　事業上生産を行うには十分な採算性のな
い規模での実験工場の設計，建設及び操業
④　新規の又は改良された材料，装置，製品，
工程，システム又はサービスに関して選択
した代替的手法等についての設計，建設及
びテスト

　④については，研究活動の例（上記⑸④）と
比較することができます。研究活動が，「有望
な代替的手法等についての定式化，設計，評価
及び最終的選択」であるのに対し，開発活動は，
「選択した代替的手法等についての設計，建設
及びテスト」という表現になっています。複数
の代替的手法等がある場合には最終選択の段階
までが研究活動になり，選択した代替的手法等
について実用化に向けての活動が開発活動にな
ります。

⑻　減損基準による将来の経済的便益の査定
　無形資産が将来の経済的便益を創出する可能
性の高さを立証するため，企業は，IAS36号
「資産の減損」における原則に基づき資産から
受領することになる将来の経済的便益を査定す
る。資産が将来他の資産と一体となってのみ経
済的便益を創出する場合は，企業は，IAS36号
の資金生成単位の考え方を採用する（IAS38・
60）。
　無形資産は，①識別可能性，②企業による支
配，③将来の経済的便益の要件を満たす必要が
ありますが，開発局面における将来の経済的便
益の判断には，資産の減損基準の考え方に基づ
くことを規定しています。
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⑼　無形資産を完成させる資源の入手可能性の
証明

　無形資産を完成させ，使用し，それから便益
を入手するのに必要となる資源の入手可能性は
例えば，必要とする技術上，財務上及びその他
の資源を示す事業計画，及びこれらの資源を確
保する企業の能力により，立証することができ
る。
　いくつかの事例においては，企業は，融資先
から当該計画への融資承諾書を受領して外部資
金の利用可能性を立証する（IAS38・61）。
　上記⑹⑤の要件を満たすことを証明する方法
を規定したものです。

⑽　内部で創出される無形資産の取得原価計上
の信頼性（IAS38・62）

　企業の原価計算システムにより，著作権又は
ライセンスを保護するため，あるいはコン
ピューターのソフトウェアを開発するために生
じる給料及びその他の支出のような内部で創出
される無形資産の取得原価を信頼性をもって測
定できることは多い。

⑾　内部で創出されるブランド等
　内部で創出されるブランド，題字，出版表題，
顧客名簿及び実質的にこれらに類似する項目は
無形資産として認識してはならない（IAS38 
・63）。
　内部で創出されるブランド，題字，出版表題，
顧客名簿及び実質的にこれらに類似する項目に
関する支出は，事業を全体として発展させる原
価と区別することは不可能である。したがって
そのような項目は，無形固定資産として認識さ
れない（IAS38・64）。

⑿　日本基準と論点整理
①　研究開発費に係る会計処理（研究開発費
等会計基準三）

　　研究開発費は，すべて発生時に費用とし
て処理しなければならない。

　　なお，ソフトウェア制作費のうち，研究
開発に該当する部分も研究開発費として費
用処理する。
②　検討（論点整理66）
　　開発のための支出を無形資産として認識
することの是非について検討する。
　　具体的には，無形資産の定義を構成する
要素としての識別可能性と，無形資産の認
識のための 2つの要件にそれぞれ照らして
検討する。
③　定義の充足─識別可能性（論点整理67）
　　法律上の権利又は分離して譲渡可能であ
る場合には識別可能であるという規準を当
てはめた場合，研究開発の成果については，
識別可能性の判断が難しいのではないかと
いう見方もある。しかし，原価計算のため
に必要な管理を行うことができるなど，開
発のプロジェクトとして取り組んでいるも
のであれば，通常当該開発のための支出は
識別可能なものとして考えられる。
④　開発のための支出の無形資産計上の可否
　　無形資産の認識要件を満たす開発のため
の支出については，無形資産としての計上
を求めるべきとの考え方がある。一方，こ
れまでの我が国の会計基準の考え方のよう
に，特に市場における客観的な取引を経て
いない自己創設による開発活動の途中段階
の成果の取得の場合には，経済的便益をも
たらす蓋然性の要件を，検証可能性をもっ
て客観的に判断することが困難であり，比
較可能性を損なう等の弊害の方が大きいた
め，一律に発生時の費用処理としておく方
が望ましいとの考え方もある。研究開発費
論点整理に寄せられた主なコメントでも，
開発費の一部について資産計上を求める場
合には，その範囲を明確にするよう判断規
準を求めるなど，この点についての懸念が
指摘されていた（論点整理68）。
　　社内開発費を資産として認識する場合に
は，国際財務報告基準と同様に，経済的便
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益の蓋然性の要件や測定可能性の要件を具
体的に確保するため，追加的な要件を定め
ることが考えられる（論点整理71）。

⑤　測定可能性（論点整理72）
　　原価計算のために必要な管理がなされて
いる限り，研究や開発の成果（途中段階の
ものを含む）について，信頼性をもってそ
の取得原価を測定することは可能であると
考えられる。

⑥　今後の方向性
　　研究開発に係る支出を，研究に係る支出
と開発に係る支出とに分けた場合，研究に
係る支出は費用とすることでよいと考えら
れる。

　　一方，開発に係る支出を資産計上するか
否かについては，それが無形資産の定義に
該当し，認識要件を満たす以上は資産計上
すべきであるという見方がある一方で，そ
もそも経済的便益をもたらす蓋然性の要件
を判断するのが困難ではないかという点や，
その運用において資産計上すべきか否かの
判断に企業間でばらつきが生じるのではな
いかという点から従来通り支出時の費用と
すべきであるという見方もある（論点整理
73）。

　　このように両論ある状況ではあるものの，
国際財務報告基準とのコンバージェンスの
観点を踏まえると，無形資産の定義に該当
し，認識要件を満たす限り，開発に係る支
出も資産計上することが考えられる。

　　なお，その場合，資産計上される開発に
係る支出の範囲を明らかにするために
IAS38号57項の要件等を設けることが考え
られる（論点整理74）。

　日本基準を制定する場合の最大の論点が開発
に係る支出の取扱いです。もし，日本基準にお
いて一律に発生時の費用処理の方法を採用し，
連結財務諸表諸表はIAS38号による場合は，日
本基準による個別財務諸表との乖離が大きくな
るので，上記の論点整理74で示された方向に向

かうのではないかと思います。

6．自己創設無形固定資産の取得原価

⑴　取得原価
　自己創設無形資産の取得原価（IAS38・24）
は，無形資産が認識規準（IAS38・21・22・
57）を最初に満たした日以降に発生する支出の
合計である。
　IAS38号71項は，過去に費用として認識した
支出を戻し入れることを禁止している
（IAS38・65）。
　無形項目に関する支出は，その発生時に費用
として認識し（IAS38・68），後日，無形資産
の取得原価の一部として認識してはならない
（IAS38・71）とされています。無形資産の取
得原価には，上記のとおり，その認識基準を満
たした日以降に発生したものに限り，算入しま
す。

⑵　直接配分可能な原価の例（IAS38・66）
　自己創設無形資産の取得原価は，その資産の
生成，製造及びその資産を経営者が意図する方
法により操業可能とするための準備に必要な直
接配分可能な原価のすべてから構成されます。
　直接配分可能な原価の例として，次のものが
挙げられる。
①　無形資産を創出する上で使用又は消費し
た材料及びサービスに関する原価
②　無形資産の創出から生じる従業員給付
（IAS19号で定義されている）の原価
③　法的権利を登録するための手数料
④　無形資産を創出するために用いられる特
許及びライセンスの償却

　IAS23号は，自己創設無形資産の原価の要素
として利息を認識するための要件を定めている。

⑶　自己創設無形資産の取得原価に含めない支
出（IAS38・67）
　以下は，自己創設無形資産の取得原価の構成
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要素ではない。
①　販売，管理及びその他一般の間接的支出。
ただし，この支出が資産の使用のための準
備に直接起因する場合を除く。

②　識別された非能率ロス及び資産が計画し
た稼働に至るまでに発生した当初の操業損
失

③　資産の操業に必要な職員の訓練に関する
支出

⑷　論点整理
①　欧州企業に対する調査（論点整理81）
　　当委員会が調査した範囲では，国際財務
報告基準を適用する欧州企業において，実
務上計上されている自己創設無形資産は，
開発費，ソフトウェア，ウェブサイト費用
程度に留まっている。

②　検討（論点整理86）
　　潜在的に広い範囲に及ぶ当該無形資産に
ついて，それぞれの形態に応じ異なる認識
要件を個別に定めるよりも，国際財務報告
基準と同様に，IAS38号54項・57項の分類
により，社内開発費と区分せずに自己創設
無形資産の認識要件等を定める方が合理的
であると考えられる。

③　今後の方向性（論点整理88）
　　無形資産の会計基準全体の整合性を図る
観点から，また，国際財務報告基準とのコ
ンバージェンスの観点から，自己創設無形
資産を計上するにあたっては，一般的な無
形資産の定義及び認識要件に加えて，社内
開発費もそれ以外の自己創設無形資産も同
じ枠組みで計上すべき範囲を特定し，認識
要件を定めることが考えられる。

7．認識後の測定

⑴　無形資産認識後の原価モデルか再評価モデ
ルかの選択

　企業は，原価モデルか，又は再評価モデルの

いずれかを，会計方針として選択しなければな
らない。無形資産を再評価モデルを用いて会計
処理する場合，同じ区分のその他すベての資産
もまた，それらの資産に活発な市場がない場合
を除き，同じ方式を用いて会計処理しなければ
ならない（IAS38・72）。
　同一の種類の無形資産とは，企業の業務にお
いて同様の特性のある，また同様に使用される
資産のグループである。同一の種類の無形資産
の範囲にある項目は，資産の選択的再評価や異
なる時点の取得原価及び価値が混在する金額で
の財務諸表の表示を避けるため，同時に再評価
される（IAS38・73）。
　活発な市場とは，次のすべての状況が存在す
る市場をいう（IAS38・8）。
①　市場内で取引される物品は同質である
②　自発的な買手と売手を通常いつでも見つ
けることができる
③　価格が公表されている

⑵　原価モデル（IAS38・74）
　当初認識の後，無形資産は，取得原価から償
却累計額及び減損損失累計額を控除して計上し
なければならない。

⑶　再評価モデル（IAS38・75）
　当初認識の後，無形資産は，再評価日の公正
価値から再評価日以降の償却累計額及び減損損
失累計額を控除した，再評価額で認識しなけれ
ばならない。本基準の下での再評価の目的上，
公正価値は活発な市場を参照して決定しなけれ
ばならない。
　また，再評価は，報告期間の末日における当
該資産の帳簿価額が，公正価値と大きく異なら
ないよう，十分な規則性をもって行わなければ
ならない。

⑷　今後の方向性（論点整理 121）
　無形資産の当初認識後の測定において，再評
価モデルを選択肢の 1つとして認める必要性は
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高くないと考えられる。したがって，当初認識
後の測定方法は，再評価モデルの選択を採用せ
ず，取得原価を基礎とすることが考えられる。
　IAS38号では，無形資産を認識した後，原価
モデルか再評価モデルかを選択することになっ
ています。
　再評価モデルは我が国ではなじみが薄い手法
ですが，選択適用とされているので，上記の論
点整理121においても再評価モデルは採用しな
い方向で考えています。

8．耐用年数

⑴　耐用年数
　企業は，無形資産の耐用年数が確定できるか
又は確定できないかを査定し，もし有限であれ
ば，その耐用年数の期間，又は製品あるいは構
成する同様の単位の数を検討する。関連するす
べての要因の分析に基づいて，無形資産が，企
業に対して正味のキャッシュ・インフローをも
たらすと期待される期間について予見可能な限
度がない場合，企業は，当該無形資産の耐用年
数は確定できないものとみなさなければならな
い（IAS38・88）。
　無形資産の会計処理は，耐用年数を基礎とす
る。耐用年数を確定できる無形資産は償却し，
耐用年数を確定できない無形資産は償却しない
（IAS38・89）。

⑵　耐用年数が確定できないこと（IAS38・
91）

　「確定できないこと」とは「無限」を意味す
るものではない。無形資産の耐用年数は，その
資産の耐用年数の見積時に査定した性能基準に
見合うような，資産を維持するために必要な将
来の維持支出の水準のみを反映している。無形
資産の耐用年数を確定できないという結論は，
資産の性能を維持するために必要な支出を超過
するような，将来の支出の計画に依存するもの
であってはならない。

⑶　論点整理，今後の方向性
①　耐用年数を確定できない無形資産の範囲
（論点整理157）
　　無形資産が正味キャッシュ・インフロー
を伴う期間に予見可能な限度がないといえ
るか否かはその判断が難しいため，耐用年
数を確定できない無形資産を特定するため
の規準等を追加的に定めるか否かが論点に
なると考えられる。
②　今後の方向性
　　無形資産は，原則として償却を行うこと
とするが，耐用年数を確定できないと判断
される限りにおいては償却を行わないこと
が考えられる。ただし，そのような場合で
あっても，償却期間の上限を定めるなどし
て償却を行うべきであるという考え方もあ
ることに考慮して引き続き検討を行う（論
点整理159）。
　　また，単純に耐用年数の見積りが困難で
あるとの理由では，耐用年数を確定できな
いものとはならない点を誤解のないように
示す必要があることを踏まえ，「企業経営
に関連する法的，経済的又はその他の要因
の分析の結果，正味キャッシュ・インフ
ローを伴う期間に予見可能な限度がない場
合」などの耐用年数を確定できない無形資
産である場合の追加的な規準を定めること
が考えられる（論点整理160）。

　IAS38号では，耐用年数を見積もることがで
きないことがあることを前提に規定を定めてい
ます。
　一方，我が国においては，借地権，電話加入
権など特定の無形資産を除いて資産の価値は有
限であるという前提がありました。
　しかし，IFRSとのコンバージェンスの視点
から耐用年数が確定できない場合の取扱いを定
めておく必要があります。上記の今後の方向性
では，IAS38号に合わせる取扱いと一定の期間
を設定して償却するという考え方が併記されて
います。
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9．繰延資産

⑴　IFRS
　我が国の繰延資産に類似する支出は，無形資
産等として取り扱われるますが，繰延資産とい
う区分は設けていません。

⑵　日本基準
①　企業会計原則第三 1 D
　　将来の期間に影響する特定の費用は，次
期以後の期間に配分して処理するため，経
過的に貸借対照表の資産の部に記載するこ
とができる。

②　将来の期間に影響する特定の費用につい
て（貸借対照表原則一のD及び四の（一）
のC）（企業会計原則注解（注15））

　　「将来の期間に影響する特定の費用」と
は，すでに代価の支払が完了し又は支払義
務が確定し，これに対応する役務の提供を
受けたにもかかわらず，その効果が将来に
わたって発現するものと期待される費用を
いう。

　　これらの費用は，その効果が及ぶ数期間
に合理的に配分するため，経過的に貸借対
照表上繰延資産として計上することができ
る。 

　　なお，天災等により固定資産又は企業の
営業活動に必須の手段たる資産の上に生じ
た損失が，その期の純利益又は当期未処分
利益から当期の処分予定額を控除した金額
をもって負担しえない程度に巨額であって
特に法令をもって認められた場合には，こ
れを経過的に貸借対照表の資産の部に記載
して繰延経理することができる。

③　繰延資産の会計処理に関する当面の取扱
い（企業会計基準委員会実務対応報告19
号）

　　繰延資産の考え方については，企業会計
原則注解（注15）に示されている考え方

（すでに代価の支払が完了し又は支払義務
が確定し，これに対応する役務の提供を受
けたにもかかわらず，その効果が将来にわ
たって発現するものと期待される費用）を
踏襲することとし，株式交付費，社債発行
費等（新株予約権の発行に係る費用を含む），
創立費，開業費，開発費を繰延資産として
取り扱っている。

⑶　繰延資産項目の比較
　日本基準とIFRSを比較すると，次のように
なります。

項　目 日本基準 IFRS
① 株式交
付費

② 社債発
行費等

繰延資産 金融商品
の取引コ
スト

IAS32号「金融商
品：表示」，
IAS39号「金融商
品：認識及び測
定」

③創立費
④開業費

繰延資産 発生時の
費用

IAS38号

⑤開発費 繰延資産 無形資産，
発生時の
費用

IAS38号

⑷　検討，今後の方向性
①　論点整理192
　　このように，我が国の会計基準で繰延資
産として計上可能とされているような項目
について，国際的な会計基準においては，
無形資産等の問題として取り扱われている。
　　具体的には，将来の経済的便益が期待さ
れる支出が無形資産の定義に該当し，認識
要件を満たす場合には，資産としての計上
が求められ，それ以外の場合には費用とし
て処理することが求められているのみであ
り，繰延資産等の資産区分は設けられてい
ない。
②　論点整理193
　　無形資産の会計基準の整備に伴い，繰延
資産の位置づけについても再検討が必要に
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なるが，その際には，資産計上を行うか否
かを任意で選択できる繰延資産に関する取
扱いは，企業間の比較可能性を阻害する可
能性があること，国際的な会計基準とのコ
ンバージェンスの要請が一層高まっている
こと，現在の我が国の会計実務においても，
繰延資産の総資産に占める比率は低いもの
に留まっていること等の要因を総合的に勘
案する必要があると考えられる。

　　仮に繰延資産という資産区分を設けない
こととした場合には，これまで繰延資産と
されてきた各支出について，新たに開発さ
れることとなる無形資産の会計基準や，そ
の他の会計基準の定めに従って会計処理及
び開示が行われることになるものと考えら
れる。

③　論点整理194
　　その場合には，これまで繰延資産として
取り扱われてきた項目のうち，開発費とし

て取り扱われてきたものの一部については，
無形資産の認識要件を満たす可能性がある
と考えられる。また，創立費や開業費につ
いては，通常は費用処理されることになる
と考えられるが，その一部が商標権等に転
化するということも考えられ得ることから，
その部分については無形資産の認識要件を
満たす可能性はある。
　　なお，株式交付費や社債発行費等につい
ては，金融商品等に係る取引コストとして，
金融商品に関する会計基準等において取り
扱うことが考えられる。
④　今後の方向性（論点整理195）
　　上記の検討で掲げた要因を総合的に勘案
すると，今後，無形資産についての会計基
準が整備される場合には，国際的な会計基
準とのコンバージェンスの観点から，繰延
資産実務対応報告を廃止することが考えら
れる。
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　　はしがき　　本稿は，平成22年12月16日開
催の税務会計研究会における，公認会計士 小
川一夫氏の『関連会社に対する投資及び投資不
動産』と題する講演内容をとりまとめたもので
ある。尚，当日の配付資料を，本文末尾にまと
めて掲載している。

　先ほど品川先生から今日私のいただいている
テーマは特に税法とあまり関係ないのではない
かというお話があり，私もそんなふうにちょっ
と思っていたところです。もともとこの研究会
の趣旨というのは IFRS がもし個別財務諸表に
導入になったときに課税上それをどう取り扱う
かということだと思います。
　そういう観点から申し上げますと，今日の 2
つのテーマというのは，評価損益の話というこ
とになろうかと思います。「評価損益は税務上
無関係，原価で終わり」ということにしてしま
いますと， 1分や 2分でセミナーは終わってし
まうのです。
　私も特にこれが専門というわけではないです
が，このテーマをいただいて検討しますと，仮
に IFRS が個別財務諸表に導入になっても，税
務としてはちょっと受け入れられないねとい
うことで，逆に IFRS の内容を検討することに
よってそれはそのまま税務ではちょっと受け入
れは無理ではないかということの参考にすれば，

セミナーの意味があろうかと思います。ただ闇
雲に評価損益は全部認められないというのでは
なくて，税務上課税の公平だとか，或いは客観
性だとか，そういう点から言っても無理ではな
いかというような展開になろうかと思いますの
で，そういう趣旨でご説明したいと思っていま
す。

Ⅰ　投資不動産

　この 3月から，上場企業等，日本では賃貸等
不動産と言っていますが，投資不動産の開示制
度が導入になりましたので，実際に開示された
会社の有価証券報告書から読み取れる点なども
お話ししながら，まず，「投資不動産」の方か
らご説明したいと思っています。 2部ある資料
の内，〈資料Ⅰ〉の「投資不動産」という方を
開いていただけますでしょうか。
　蛇足ながら，意外と日本の賃貸用の駐車場と
かを経営している会社というのは 3月決算がな
くて，この決算では 1社しかピックアップして
いません。今朝の日経新聞にも駐車場を経営し
ている会社が最大の利益を達成したといった
記事が出ていましたけれども，決算が割とずれ
ているところが多くて，そういった意味で駐車
場等はあまりフォローしておりませんが，不動
産会社は大手の 3社をフォローしていますので，
まず，〈資料Ⅰ〉から逐次見ていただきながら
進めたいと思います。

関連会社に対する投資及び投資不動産

公認会計士 小川一夫
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1 ．IFRS と日本基準
　まず，〈資料Ⅰ－①〉のところです。ご案内
のように IFRS の方は投資不動産ということ
で IAS の40号で規定しておりまして，日本基
準は企業会計基準の20号「賃貸等不動産の時価
等の開示に関する会計基準」です。この基準に
よって開示することになっております。
　なぜ日本が「賃貸等不動産」の用語を用いて
いるかという説明があります。財務諸表規則の
33号に「投資不動産」という既に使われている
語があるために「投資不動産」が使えないの
です。従って，「賃貸等不動産」にしていると
いうことです。だったら，財規を直せばいいの
ではないかという感じもしないわけではあり
ません。別の用語を使っているために非常にや
やこしいことになっているのですが，内容とし
てはほとんど一緒の話です。微妙な違いはあり
ますが，内容は同じですね。ですから，今日は
ちょっと言葉があっちに行ったり，こっちに
行ったりするかもしれませんが，その辺はご容
赦ください。両方は基本的に同じと考えていた
だいて結構だと思います。
　まず IFRS と日本基準の根本的な違いという
か，考え方で分かれているのが IFRS の方は開
示だけの基準ではなくて，会計処理の基準等も
含まれている点です。
　これが180度違う話かというと必ずしもそう
ではなくて，後で申し上げますが，IFRS の基
準の中で取得原価をそのまま計上する方法を原
価モデルと言っています。それを用いると結局
は日本と同じになるわけです。
　IFRS も原価で計上した場合には日本と同じ
ように公正価値の注記の開示が求められます。
いわゆる時価の開示を求めています。従って，
日本基準が今の IFRS の基準と外れるかという
と必ずしもそうではなくて，IFRS の原価モデ
ルの基準によった処理と平仄が合っているとい
うことになっております。
　IFRS は従来は，IAS の時代もそうですが，
このやり方もいいし，このやり方もいいという，

いろいろなチョイスを認めていたのですが，一
本化にする方向にあります。後で詳しく申し上
げますが，IFRS の 2 つの基準を統合していく
動きも予想できるところなのです。そうなると，
もし仮に IFRS が公正価値基準になると，日本
は原価基準によっていますので，日本はまたコ
ンバージェンスで動かさなければいけないとい
う事態も予測できるところだと思います。

2 ．IAS の目的
　次は大した話ではなくて，IAS がなぜ投資
不動産という概念を使っているかというと，こ
れは基本的には有形固定資産なわけです。ただ，
有形固定資産と投資不動産はキャッシュフロー
の流れが違うのではないかというのがキーポイ
ントです。これを別の言い方をしますと，事業
用の資産とそのほかの資産というのを分けると
いうことです。
　皆さんには釈迦に説法でしょうが，あまり詳
しくない方々は IFRS は時価基準であるという
話をよくなさるようです。しかし，有形固定資
産は堂々と帳簿価格で計上していますので，単
純に時価というわけではありません。結局，事
業用資産というのは何も時価によらないで，金
融資産とか，投資不動産の中の公正価値モデル
なんかを使えば，それが初めて時価になるわけ
で，いきなり IFRS になった途端に時価関係に
なるなんていう単純な話ではないと思っていま
す。ですから，ここの投資不動産を別にしたと
いう問題は，キャッシュフローの流れが違うね
ということから分けているということです。

3 ．投資不動産の定義
　投資不動産はかなり大ざっぱな言い方をしま
すと，賃貸したり，或いは将来売却でもうける
ような目的で保有する不動産です。これは不動
産ということですから，土地も，建物も入ると
いうことだと思います。
　ちょっと小さな字で IAS の16号の有形固定
資産のところに「賃貸目的の資産」と書いてあ
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るのですが，ここは先ほど来申し上げているよ
うに不動産以外で事業用に使っている賃貸を
言っているのではないかという解説になってい
ますので，IAS の16号で言っている賃貸用と
こちらの投資不動産は全く違う話です。有形固
定資産の方の定義は先ほど申し上げたように事
業用資産ですから，その違いというのも重要か
なと思っています。
　IAS の基準と日本の基準はほとんど一緒で，
賃貸収益又はキャピタルゲインを得るために
持っている資産ということになっています。若
干違うのはオペレーティングリースで，不動産
賃借権なんかも投資不動産に入れているという
のが IAS です。
　ちょっとここから離れますが，この間の 3月
決算で問題になったのは，これと別なのですが，
金融商品の時価会計というのが起こったのです。
そのときに敷金を金融資産で注記をどうするか
という話がありました。よく考えると，こちら
の投資不動産と敷金とか何かがオーバーラップ
するような感じもありまして，これから不動産
関係の方なんかは興味深い点かなとは思ってい
ますが，一般の会社は今のところ関係ないとい
うことだと思います。
　それから，将来用途未定の土地とか，この辺
は日本も IAS も同じ基準で投資不動産に含ま
れるということです。建設中のものも含まれま
す。
　次の〈資料Ⅰ－②〉を開いていただきます。
若干マニアックなのですが，日本の基準の中に
は不動産信託なんかも含まれているけれども，
IAS は規定がありません。なぜ日本の不動産
信託がもてはやされているかというと，土地を
信託しておいて信託証券の売り買いをしてしま
えば，実際には土地が動いているのですが，不
動産取得税がかからないから，便法として実際
の土地を動かす代わりに信託受益権で譲渡して
いるという状態なんかを多分見て，こういう規
定を作っていると思います。
　あとは若干細かい話です。自己使用と投資を

分けなければならないのですが，これは「経営
者の意向が入って，かなり曖昧」というような
コメントもあります。これは先ほどから申し上
げているように投資不動産を時価評価というか，
公正価値評価するときなんかは税務は使えない
というのの 1つの反論になるのではないかと思
います。結局，経営者の恣意的な問題で評価損
益が出たり，出なかったりということになると，
税務上の客観性とか，中立性とか，その辺のと
ころにかなり引っかかってくるからです。
　会計上は「キャッシュフローが違うのだから
いいですね」ということは言えると思いますが，
税務はそのまま利用できないという 1つの反論
になってくるのではないか。IFRS の基準でも
実際にみんなコメントがあって，現実に結構苦
労しているのではないかという節もうかがえま
すので，税務の即 IFRS の基準を取れないだろ
うという 1つの反論になってくるのではないか
と思っています。
　私は次あたりが非常に気になったところなの
です。 3月決算のときに実際に自分の判断に迷
うようなところだったので，ここで取り上げて
いますが，複数用途に関するものです。往々に
して 1棟のビルを自家使用と賃貸用で使ってい
る例があって，この分は自家使用なんていうこ
とで簡単に分けられるのかという話です。日本
が簡単に考えているのは「開示だけだから，あ
まり堅苦しいことを言わないでいいんじゃない
の」というような感じで規定を作っているので
す。
　ただ，時価評価等になりますと結構大事な問
題になります。日本は割とイージーに考えてい
まして，〈資料Ⅰ－②〉の下 3分の 1のところ
にある日本基準は原則区分なのですが，賃貸等
不動産部分が少ない場合は自己使用に含めるこ
とができます。それから，把握が困難な場合は，
自己使用を含め，注記できます。
　そこで実例を見ていただきたいのですが，
〈資料Ⅰ－④〉のところです。今まさに申し上
げている三菱地所さんですが，その 3列目のと
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ころに「賃貸不動産」とその下に「賃貸不動産
として使用される部分を含む」と書いてあるわ
けです。上の「賃貸不動産」は明らかに賃貸な
のですが，よくわからなくて，一緒に使ってい
るようなのは，先ほどの基準の中で一緒に含め
ていいという規定がありますので，含めて書い
ているということです。この辺のところがいず
れ公正価値基準等になったときには結構重要な
点になってくると思います。
　それから，〈資料Ⅰ－②〉のもう 1つのテー
マは，日本の基準は先ほど申し上げたように
開示の基準なので，割と簡単に考えていまして，
とにかく賃貸しているものは全部賃貸等不動産
というようなことで割り切ってしまっているの
です。ところが，実は賃貸といってもいろいろ
な問題があるわけです。私も理由づけはあまり
わからないのですが，〈資料Ⅰ－②〉の一番下
のところに「賃貸している不動産はすべて賃貸
等不動産」であるけれど，自ら運営するホテル
やゴルフ場は賃貸ではないと言っているのです。
この辺がなぜこうなったかあまりよくわからな
いのです。
　IFRS の基準の，付随的サービスが重要とい
うことは，それは事業だから，単に貸している
のではないということで，そういうものについ
ては自己使用と考えると IFRS はきちっと書い
ているのです。確か解説もそうでしたが，日本
は割り切らないで，貸しているものはとにかく
「賃貸等不動産」でいいというようなことにし
ています。ただ，例外としてホテル，ゴルフ場
を除くということです。これは IFRS で言って
いる付随的サービスが重要なのとあまり違わな
いではないかという感じがするのですが，こん
な規定の作り方にしております。
　ここで私は「ホテル・ゴルフ場等」と書いて
ある，「等」の中にどんなものが入るかという
のが気になりました。先ほど申し上げた駐車場
なんかはどうしているのか。駐車場は賃貸なの
ですが，〈資料Ⅰ－④〉にまた実例があります。
同頁の下から 2つ目にトラストパークさんとい

う駐車場を経営されている会社があります。備
考に書いてありますように，有価証券報告書を
よく読みますと，設備の状況のところに「駐車
場」というカテゴリがありまして，BVで1.6で
す。これは単位が10億円ですから，16億円が注
記になっているのです。この賃貸等不動産の開
示の中で1.6の BVで，FVが1.5と注記してい
るわけです。この会社さんは「ホテル・ゴルフ
場等」と同じに考えているということです。要
するに，駐車場なのだけど，ホテルやゴルフ場
と同じで，IFRS の言い方をすると，実際に自
分がオペレーションしているという感じになっ
ています。

4 ．IAS の会計処理
　この後が投資不動産の重要なテーマなのです
が，〈資料Ⅰ－③〉です。IAS の会計処理は先
ほど来申し上げているように当初の認識は一緒
です。当初は取得価格で継続するのは日本基準
も IFRS も一緒なのですが，事後測定のところ
です。 1年たったりしたときにどうなるかとい
うと，IFRS では現在 2つのチョイスがあると
いうことです。
　それが公正価値モデルと原価モデルというこ
とになっています。大事なところは，事後測定
の原価モデルに括弧があって，「後日，使用で
きる選択肢を再検討」という項目があります。
要するに，原価モデルをどうするかというのは
再検討するよという感じです。いろいろな解説
書を読みますと，原価モデルはいずれなくなる
のではないかというような解説もあります。
　なぜ原価モデルを認めたかというと，IFRS
を世界的に導入するために東欧諸国の統合の問
題があったのです。東欧諸国というのは，よく
わかりませんが，企業会計がまだプアで，とて
もではないけど，時価評価なんか無理ではない
のということです。だから，時間稼ぎで，もう
ちょっと成熟するまではいいのではないかとい
うことです。解説する人によるとそんなことも
ありまして，この原価モデルが果たしていつま
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で続くかは今のところわからないのです。原価
モデルがなくなるというような書き方をしてい
る人もいますし，東欧が成熟するまでというの
も説得力があるので，ひょっとしたら公正価値
モデルに IFRS はなるかもしれないということ
です。
　もし公正価値モデルになって，日本がコン
バージェンスをして，個別財務諸表，公正価値
モデルになると税はどうなるという話になって
くると思います。公正価値モデルというのは簡
単に言うと時価評価の増減を，アンダーライン
を引いていますが，純損益に含めるということ
です。前回ありましたように，その他包括利益
ではなくて，純損益ですから，利益にどんどん
入ってくるという話です。
　〈資料Ⅰ－③〉の下から 3分の 1ちょっとの
ところに設例が書いてありますが，これはもの
すごくラフな設例なのです。これは資産の種類
が書いていなくて，建物と一応考えていただき
ます。期首に取得価格100で建物を買いました。
1年の末にその時価，公正価値が90になったと
いうときの仕訳です。 1年目の仕訳は評価損10
を落として，建物10を落とすというのが公正価
値モデルらしいのです。公正価値モデルという
のは時価で評価するだけというので割と簡単に
考えていたのですが，仕訳はこういうことなの
です。これをよく見ていただくとわかるように，
減価償却というのが全然なくなってしまってい
るのです。
　つまり，10年の耐用年数を考えると，減価償
却分だけ下がったら評価損益で出すという感じ
です。だから，荒っぽいといえば荒っぽくて，
期間損益はどうなってしまうのかという感じで
す。ですから，先ほど申し上げたように，これ
がこのまま本当に導入になって課税上耐えられ
るような話なのかなという点が非常に気になる
ところです。
　また〈資料Ⅰ－④〉の実例をちょっとご覧い
ただきます。一番上の三菱地所さん，これは
実際に有価証券報告書で開示されているもの

なのですが，三菱さんの賃貸不動産のBVが 2
兆6,000億円で，公正価値が 4兆5,000億円です。
2兆円にちょっと欠けるぐらいが含み益という
感じです。ほかに，三井不動産さんや，住友不
動産さんについても書いてあります。
　問題は，この公正価値というのをどうやって
出したかという話なのですが，ここに出ている
2兆円にちょっと欠けるぐらいの内容は，建物
の含み益ではないかと言及している学者の方も
いらっしゃいます。
　建物の含み益はどうやって出したかというと，
将来のキャッシュフローをディスカウント・
キャッシュフローか何かで出しているというこ
となのです。どういうことかというと，将来の
キャッシュフローはイコール将来の賃貸の利益
です。賃貸の利益を全部公正価値で取り込んで
しまうのかという話になってしまうわけです。
私が考えただけなので，皆さんの異論もおあり
かも知れません。
　公正価値モデルなんかになってしまったら，
将来の利益を全部取り込んでしまうことになり
ますが，これは税務に受け入れられるのは無理
だし，ある意味では将来の仮説です。先ほど冒
頭で申し上げたように，これは税務ではとても
ではないけど，受け入れられない 1つの根拠に
なってくるのではないかと気がしています。
　〈資料Ⅰ－③〉に戻っていただきます。公正
価値モデルというのはそういう面で即税務に取
り入れるのは別だという感じです。何回か前の
研究会における有形固定資産のところで，再評
価モデルというのが出てきたかもしれません。
再評価モデルと公正価値モデルというのは同じ
固定資産なので，似ているかなと思ったら違い
ますね。再評価モデルというのは，例えば建物
を再評価して，再評価した額を償却していくわ
けで，これとは違うのですね。私は同じ固定資
産だから再評価モデルも公正価値モデルも同じ
ようなものの話かなと思っていたら違うわけで，
これは明らかに今幾らという話ですね。ですか
ら，ちょっと誤解があるのです。
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　再評価モデルの方は含み益をその他包括利益
に入れる考えなので，そこも違っています。そ
の他包括利益に入れて，評価益を出したら包括
利益になって，減価償却費が多くなるというこ
とです。ところが，公正価値モデルは，減価償
却費とかの概念がなくなってしまっています。
減価償却はやはりあるのだという方がいらっ
しゃるかもしれませんが，私の調べた範囲では
こうなってしまうのです。
　最後の〈資料Ⅰ－④〉にそのまま行っていた
だいて， 1つだけ言い忘れていたのがホテルで
す。ホテルは賃貸なのですが，賃貸等不動産
に入れないでいいというので，実際のニュー
オータニさんの決算書の開示が参考になります。
ニューオータニさんの建物が220億円，土地が
1,170億円あるのですが，賃貸不動産の開示の
中では53億円しか開示がありませんので，ホテ
ルは開示していないということです。ニュー
オータニさんは，ホテルは自分のもので自己所
有と同じに扱って開示していないということに
なります。
　この表で整理しますと，駐車場は開示してい
ないし，ホテルも開示していないということで
す。ゴルフ場は上場しているところがあるかど
うかわからないので調べていません。ホテルは
会計基準の注記でも賃貸不動産に入れられて開
示になっていますのでいいのですが，これから
駐車場とか際どいところをどうしていくか。ま
してや公正価値モデルになったときにこの区分
が結構難しいところがあるので，どうなってい
くか興味のあるところです。以上です。

Ⅱ　関係会社に対する投資

1 ．関連会社投資
　これもこの研究会のテーマの結論めいたこと
からいいますと，関係会社としての持分法を
使っているということを税務上どう取り扱うか
ということになると思います。仮に個別財務諸
表上の関係会社株式を持分法上で処理したとき

に税務はどうするのかという話になると思いま
すが，これは簡単に考えてしまえば二重課税に
なるのではないか。要するに，投資先で利益が
出たネットを持分法というのは吸い上げて上げ
ていくわけですから，これは幾ら何でも二重課
税になるから，はじめから話にならないのでは
ないかという感じはするのですが，また後で皆
さんから「いや，そうではない」という話が出
るかもしれません。私がちょっと考えたときは
「これはあまり真剣に考えてもしょうがないか
な」という感じがしたのですが，またご議論が
あればと思います。
　この関係会社の投資については，この研究会
のまさにテーマとなっているような点で非常に
面白い点がありますので，そこを丁寧にご説明
したいと思いますが，取りあえず関係会社投資
についての IFRS の基準を簡単にご説明したい
と思います。ここからは，《資料Ⅱ》の「関係
会社に対する投資」という方をご覧下さい。
　まず，《資料Ⅱ－①》の対象となる事業体で
す。これはパートナーシップへの投資を含むと
いうことで，組合等も含むということになって
います。私も実務をやっていると微妙なケース
にぶつかりますが，例えば匿名組合なんかに出
資した場合です。ご案内のように匿名組合とい
うのは誰か胴元というか，営業主がいて，どこ
かの部分が分けて，そこに出資を受けるわけで
す。そうすると，簡単に子会社とかと言っても，
全体としては別の主体があるわけです。これ
はAという会社の中の一部です。そうすると，
何とくっつけるのという話になります。その営
業主全部というのはものすごい大きい会社かも
しれないし，事業体が分かれているわけではな
いので，悩ましい問題が実際は起こってきます。
　同頁の⑵「議決権比率と適用となる基準」
のところは日本の基準とほとんど一緒なので
すが，〈資料Ⅰ－⑤〉を開けていただきます
と，日本の基準のダイジェストを載せてありま
す。IFRS の基準は20％できちっと書いてあっ
て，そのほかは重要な影響があるか，ないかと
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いうことにしているのですが，日本は15％とい
うようなことを書いていまして，連結の場合は
40％という書き方で具体的な数字を入れ込んで
いるということです。
　《資料Ⅱ－①》に戻っていただきまして，真
ん中の表です。ほとんど日本と数字以外の考え
方は一緒だと思います。関係会社ですから，連
結と違います。連結は支配という考えを取って
いますが，関係会社ですから，重要な影響があ
るか，ないかということです。重要な影響とい
うのは役員会の出席や配当，そういうときに重
要な影響があるということです。これもほとん
ど日本の基準と変わりない処理だと思います。

2 ．個別財務諸表
　この辺は皆さんご案内のとおりで，大した話
ではないですが，《資料Ⅱ－②》を開いていた
だけますか。ここからが先ほど私が申し上げた
この研究会の趣旨にもマッチするのではないか
という条項なのですが，個別財務諸表という項
目があります。これは IFRS の連結の基準にも
あるのですが，この関係会社の基準もありまし
て，個別財務諸表という概念を置いているので
す。個別財務諸表というのはわれわれが考えて
いる個別財務諸表というのではなくて，IFRS
で考えている個別財務諸表というのがあるので
す。
　どこが違うかというと，個別財務諸表とい
う IFRS で定義している財務諸表というのはあ
くまで連結財務諸表を作っている会社がプラ
スで作るのを個別財務諸表と言っているので
す。ですから，連結財務諸表を作っていない会
社が個別に作ったのは個別財務諸表ではないと
いうことになってしまうのです。要するに，連
結を作っていない会社は個別財務諸表の中でも
IFRS の基準的なものを入れ込んでいなければ
いけないということです。例えば日本でもかな
りあるのでしょうが，連結財務諸表を作ってい
ない会社の個別財務諸表というのはここで言っ
ている財務諸表ではなくなってしまうのです。

　われわれが考えている個別財務諸表という定
義ではなくて，右の欄に記載してある財務諸表
に追加して作成されている場合をいうのです。
ですから，連結財務諸表が作成されている場合
とか，投資が持分法で会計処理されているもの
とか，ジョイントベンチャーなんかが比例連結
されている場合の決算書がある場合には個別財
務諸表という概念が起こるということです。個
別財務諸表については持分法が適用されないと
なっているのです。
　ですから，もし皆さんの会社が IFRS で連結
を全部作るということになって，日本の基準の
連結と別なところで個別財務諸表を作った場合
には IFRS では持分法は要らないとなっている
のです。ということは連単分離になって，コ
ンバージェンスを仮にしても，日本の個別財
務諸表は引っ張らなくていいわけです。これ
は IFRS の基準ですから，コンバージェンスを
やっても個別財務諸表は持分法を取らないで，
そのまま原価法を取れるということになるので
す。
　日本のコンバーシェンス，個別をどうするか
という話もありますが，IFRS の基準だけで行
くと，個別財務諸表という概念についてはコン
バージェンスしないということです。これも
コンバージェンスです。IFRS の基準ですから，
こういう個別財務諸表という議論もコンバー
ジェンスだと思いますので，取らなくていいと
いうことです。ただ，別の連結財務諸表なんか
を作っているときに限るということになってい
ます。これは結構面白い話だなと思っています。

3 ．持分法
　次は持分法の会計処理についてです。これは
皆さんご案内だと思いますが，日本の基準と違
うようなところだけご説明したいと思います。
下から 3分の 1ぐらいのところに表が書いてあ
りますが，これは持分の考え方です。
　まず当初の原価があって，それに先ほど申し
上げたように投資先企業の純利益の投資会社の
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持分を足すということです。それから，今度は
受け取った配当分を引くということです。最後
に，ここが大事なのですが，その他包括利益の
持分分も足します。ですから，その他包括利益
に入ったときにはそれを足しておくということ
になります。
　皆さんは日本と同じではないのと思われるか
もしれませんが，大きな違いがあります。どこ
かというと，のれんの話が全然出てこないので
す。日本は当初原価の中にはのれんが入ってい
ます。ですから，のれんの償却というのが調整
の項目で出てくるのですが，IFRS はのれんの
償却とかは入っていません。これは何も関係会
社の話ではなくて，実は連結の話なのです。連
結はのれんの償却をしませんので，のれんの話
が出てきません。
　次の《資料Ⅱ－③》に書いてありますが，の
れんは投資に含めただけになっています。負の
のれん，つまり，投資先の会社の純資産の持分
よりも安く買ったときはそのときの純利益に出
します。要するに，バーゲン・パーチェスで，
負ののれんとして純利益を出します。正ののれ
んは投資に入ったままで，償却なしという考え
です。ですから，これは日本と大きく違います。
のれんの処理は，連結の処理に引っ張られてい
るのですが，大きく違います。
　 3番は優先株の配当です。簡単に済ませてい
きますと，優先株の配当は配当があったものと
した利益です。実際に配当を払っていなくても，
配当があったものとした利益の分の持分分だけ
を足していきます。これは日本も一緒です。
　債務超過の場合も投資額で終わりと，投資し
た額よりも先には行かないということです。こ
れも日本とほとんど一緒です。要するに，マイ
ナスまでは行かないということです。ただ，長
期貸付とかがあれば，そこの分については貸倒
引当金を取ったりするから，実質的には投資以
上に損は出る可能性がありますが，それは投資
した貸付金とかがあるからで，そうでなければ
一応マイナスは行かないということです。将来

はわかりませんが，連結の場合は，マイナス分
は親会社が負担することになっています。
　今度は受取配当です。受取配当を受け取った
ときには投資の額からマイナスします。これは
なぜかというと，投資の額が利益の分だけ膨ら
んでいるのだから，その利益を実際にもらった
ら，膨らんでいる分を借方，現金，貸方，関係
会社株式というふうにマイナスしていくという
ことだと思います。

4 ．重要な影響力の喪失
　ここも同じです。四角で囲っているところは
大事なところで，持分法によっている投資額と
いうのは公正価値ではないです。計算上最初の
投資に利益を足していっていますが，それイ
コール公正価値ではありません。それを売った
ときに公正価値と違いがあれば，それは純損益
です。持分法でいうと時価評価しているように
思いますが，そうではありません。
　ですから，持分法の方が税務上もし評価損益
を計上するとしたらなじむのです。計算はき
ちっと行きます。ただ，それには二重課税とい
う問題がありますので，その調整をどうするか
というのがあります。二重課税でない部分とい
うのが出てきたら，そのときはひょっとしたら
そのまま取れるのかなという感じはしていま
す。あくまで投資先の企業の利益の分ではない
ところから増える何かがあれば，そのまま個別
財務諸表につながって，課税の対象になります。
もっとも，先ほど申し上げた個別財務諸表とい
うのを IFRS で言っているように厳格に言えば
持分法は取れず，持分法自体がなくなるのです
が，もし持分法を用いた場合には，税務上必ず
しも neglect できるとも限らないと思っていま
す。

5 ．関連会社の FS
　ここは大事なところなのです。私は実務を
やっていると非常にこういうところが重要なの
ですが，IFRS の基準は投資先企業との決算期
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の差は 3カ月しか認めていません。日本は前の
決算日でいいことになっているのです。ですか
ら，この辺は実際にこれから起こってくると結
構大変だねということです。頭の中で考えると，
決算書なんて簡単に入手できるのですが，これ
に関しては，そうは行かないのです。ましてや
本当の決算書だったらいいのですが， 3カ月
たってから作ってよと言われてもなかなか難し

い話なのです。

6 ．日本基準の概略
　最後に《資料Ⅱ》の④頁から⑥頁にかけては
日本の基準のダイジェストになります
　ちょうど時間も過ぎましたので，以上で終わ
りに致します。
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〈資料Ⅰ－①〉
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〈資料Ⅰ－②〉
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〈資料Ⅰ－③〉
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〈資料Ⅰ－④〉
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〈資料Ⅰ－⑤〉

��������
���������������
�
���
� ������������������������������� �����

�

������
� ��������������������������������������

�������� �����

�

� � � � ���������� �����

�� ����������
�� �������������������
�� �������������

� ����������������������
�����

�� ����������
�� ��������������� � �
�� �������������

���������������������������������

�������� ������
�� �������������

�� �����

�������������
� �����������������������������

���� �����

��������
������������������������� ��� ��� ����������

�������� ������

������������������������������ ��� ��� �����

��������� ��������� ������

�
�

06租税別刷（税務会計報告書用）-小川.indd   189 2011/11/16   20:17:16



－185－

《資料Ⅱ－①》
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《資料Ⅱ－②》
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《資料Ⅱ－③》
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《資料Ⅱ－④》
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《資料Ⅱ－⑤》
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《資料Ⅱ－⑥》
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　ただし，IAS 第19号の修正作業は続いてお
り，2008年 3 月27日には，ディスカッション・
ペーパー「IAS 第19号『従業員給付』の改訂に
係る予備的見解」が公表され，関係機関や専門
家に意見が求められた。その結果，2010年 4 月
29日付で，国際会計基準審議会から，公開草案
「確定給付制度－ IAS 第19号の改訂」（以下，
「2010年公開草案」という。）が公表されている
（この2010年公開草案には，IFRIC 第14号の解
釈指針が吸収統合されているため，同草案が基
準化された場合には，IFRIC 第14号は廃止さ
れる。）。国際会計基準審議会としては，2011年
6 月までに2010年公開草案を基準化する予定で
あるといわれてはいるが，改訂の発効日はまだ
決定されていない（改訂基準の発効日は，2013
年 1 月 1 日より早いということはないといわれ
ている。）。そこで，本稿では，2010年公開草案
により提案されている IAS 第19号の主要改訂
内容については，該当項目のつど，補足するこ
とにしたい。
　まず，主要な用語の定義を整理することから
はじめよう（以下，必要に応じて，IAS 第19
号における該当項号をかっこ書きすることにす
る。）。
　基本となる IAS 第19号に定める「従業員給
付」とは，「従業員が提供した勤務と交換に，
企業が与えるあらゆる形態の対価をいう」（ 7
項）と定義されており，具体的には，①短期従
業員給付，②退職後給付，③その他の長期従業

　　はしがき　　本稿は，平成23年 1 月20日開
催の税務会計研究会における，横浜国立大学大
学院国際社会科学研究科教授 岩﨑政明氏の
『長期及び短期の従業員給付の会計と税務処理』
と題する講演内容をとりまとめたものである。

Ⅰ．はじめに

　本稿は，従業員に対する諸給付（すなわち，
通常は12カ月以内に支給される短期従業員給付
と退職後給付を典型とする長期従業員給付等）
に関する国際会計基準の取扱いを，わが国の会
計基準及び法人税法等の取扱いとの関係で，比
較検討することを目的とするものである。
　従業員に対する諸給付に関する国際会計基準
としては，現在のところ，IAS 第19号「従業
員給付」（全161項と付録）と，この解釈指針で
ある，IFRIC 第14号「IAS 第19号－確定給付
資産の上限，最低積立要件及びそれらの相互関
係」がある。IAS 第19号は，1998年 2 月に国
際会計基準委員会（IASC）により公表され，
1999年 1 月 1 日以後に開始する事業年度から発
効した。その後，国際会計基準審議会（IASB）
により，何度かの修正が行われているが，本稿
で取り上げる IAS 第19号の内容は，2009年12
月31日までに公表された修正を取り込み，現時
点で有効な基準である（以下，「IAS 基準」と
いう。）。

長期及び短期の従業員給付の
会計と税務処理

横浜国立大学大学院国際社会科学研究科教授 岩﨑政明
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員給付，④解雇給付が含まれる（ただし，2010
年公開草案によれば，退職後給付とその他の長
期従業員給付の区別は廃止され，両者を一体と
して「長期従業員給付」と区分する改訂が行わ
れる予定である。）。ここにいう「給付」の内容
は，金銭にかかわらず，様々なフリンジベネ
フィット，有給休暇，利益分配などのいわゆる
経済的利益が広く含まれる。
　以下においては，退職後給付を典型とする長
期従業員給付を中心としながら，各種従業員給
付について，IAS 基準と，日本の退職給付会
計基準（以下，「日本基準」という。）及び法人
税法等の規定（以下，「税務基準」という。）と
の間で違いがある部分を整理することにする。
なお，退職給付信託についてはふれないことと
する。
　ここにいう「日本基準」としては，「退職給
付に係る会計基準」，「退職給付会計に関する実
務指針（中間報告）」，「退職給付会計に関する
実務指針（中間報告）の改正について」，「退職
給付制度間の移行等に関する会計処理」及び
「退職給付に係る会計基準の一部改正」がある。
また，「税務基準」としては法人税法第 2編第
1章第 1節第 2款（22条 3 項）所定の「損金」
に算入される，使用人に対する給与 ･賞与・退
職給与等の金額及び同法第 2編第 1章第 1節第
4款第 3目（34条ないし36条）所定の「役員の
給与等」に関する諸規定があげられる。

Ⅱ．従業員給付に係る会計処理： 
IAS 基準と日本基準

1 ．退職後給付の種類
　IAS 第19号によれば，退職後給付の種類と
しては，「確定拠出制度」と「確定給付制度」
とが定められている。

2 ．確定拠出制度（ 7項 〈定義規定〉，25項，
43-47項）

　「確定拠出制度」とは，退職後給付のうち，

企業が一定の掛金額を，従業員（加入者）が個
別に契約している事業体（基金等）に支払うこ
ととされているもので，企業としては，当該掛
金額の負担以外には債務（法的債務 ･推定的債
務）を負わないものをいう。日本における「確
定拠出年金」（いわゆる企業型），「中小企業退
職金共済」等がこれに該当する。
　確定拠出給付の会計処理（IAS 基準）は，
日本基準における確定拠出年金（いわゆる企業
型）の会計処理と同じで，企業が拠出金を拠出
すべき時期に費用計上することとされている。
法人税法上も，当該拠出金額は当該事業年度に
おける損金に算入される。

3 . 1 　確定給付制度（ 7項 〈定義規定〉，27項，
48項以降）
　「確定給付制度」とは，確定拠出制度以外の
退職後給付制度をいう（なお，確定給付に係る
会計基準は，2010年公開草案により大幅な改訂
が加えられる予定である。以下，該当項目につ
き，改訂内容を補足する。）。日本における「退
職一時金」「厚生年金基金」「適格退職年金」
「確定給付企業年金」などがこれに該当する。
　確定給付制度の会計上の特色は，①将来の退
職給付のうち当期の負担に属すると割引計算さ
れる金額を「確定給付制度債務」（日本基準に
おける「退職給付債務」）として，当期の退職
給付費用と認識すること，及び②「確定給付制
度債務」（日本基準における「退職給付債務」）
から「制度資産」（日本基準における「年金資
産」）を控除した額を確定給付制度負債（日本
基準における「退職給付引当金」）として貸借
対照表に計上することにある。この計上にあた
り，当期においてはまだ費用処理されていない
未確定の金額があるときには，「未認識」の項
目により貸借対照表に表示することとされてい
る。
　確定給付制度は，確定給付制度負債（退職給
付引当金）の計上が必要となる点で，確定拠出
給付制度とは大きく異なる。
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　なお，2010年公開草案によれば，この確定給
付制度負債について，その主要因を明らかにす
るために，勤務費用，財務費用，再測定の 3つ
の構成要素に分解する必要があるとされている
が，その貸借対照表への表示までは求められな
かった。

3 . 2 　確定給付制度債務（IAS基準）と退職
給付債務（日本基準）の差異

　確定給付制度債務の計算の手順は，①将来の
退職給付見積額を算定し，②当該見積額を見積
勤務期間に応じて各年度分に按分したうえ，③
按分額についての割引現在価値を算定する，と
いうことになる。この計算の手順については，
IAS 基準も日本基準も同じである。
　しかし，按分の方法について，IAS 基準で
は，資産負債アプローチの考え方が採用されて
いるため，原則が給付算定式方式（支給倍率方
式），例外が定額方式とされているのに対し，
日本基準では，発生主義アプローチが採用され
てきたため，原則が期間定額方式，例外が給与
基準，支給倍率基準等となっており，原則と例
外が逆転している。日本基準については，これ
を調整する必要がある。

3 . 3 　制度資産（IAS基準）と年金資産（日
本基準）との差異

　制度資産とは，長期の従業員給付基金が保有
している資産や適格な保険証券等の資産をいい，

この点では，IAS 基準も日本基準も違いはな
い（ただし，2010年公開草案によれば，制度資
産がどのように投資されているかの情報につい
て，開示義務までは課されなかったものの，注
記をする必要があるとされている。）。
　制度資産の評価についても，いずれの基準で
も，原則が期末日現在の公正価値（市場価格）
による評価，例外として市場価格が不明の場合
に，割引将来キャッシュフローの見積額による
評価が採用される。
　このように制度資産の種類や評価方法につい
ては，IAS 基準と日本基準に差異はないが，
日本基準により算定された具体的金額が IAS
基準に合致すると認められるかどうかは，実務
上は，慎重に検討する必要があるといわれてい
る。
　負の確定給付制度負債（すなわち，「前払年
金費用」）の資産計上について，日本基準には
制限がないが，IAS 基準では，資産計上に一
定の制限が設けられている（アセット ･シーリ
ングと呼ぶ）。

3 . 4 　確定給付制度債務（IAS基準）と退職
給付債務（日本基準）との割引率の差異
　割引率については，IAS 基準における原則
は，期末日現在の優良社債の市場利回り，例外
として，社債に関する取引市場がない国のよう
な場合に，国債の市場利回りを用いることとさ
れている。
　日本基準においては，以前は，このような制
限がなかったため，しばしば，安定性の高い長
期債権（多くの場合，国債）の利回りや，社債
利回りを利用するときでも一定期間の平均利回
りが利用されてきたようであるが，現在の日本
基準ではすでに IAS 基準と同程度の内容に
なっている。

3 . 5 　数理計算上の差損益，未認識の損益等
について
　数理計算上の差異は，事前の保険数理上の仮

制度資産（年金資産）
の公正価値

確定給付制度債務（退
職給付債務）の割引現
在価値

未認識の数理計算上の
差損
未認識の過去勤務費用

未認識の数理計算上の
差益
未認識の負の過去勤務
費用確定給付制度負債（退

職給付引当金）

　（貸借対照表例）

租税04-岩さき.indd   55 2011/11/16   14:30:57



－194－

定と実際の結果との間に生ずる差異のことをい
い（遅延認識ともいう。），最終的には，実績に
よる修正が必要となる。
　期間中の処理方法としては，IAS 基準では，
回廊モデル（前期末現在における未認識の数理
計算上の差異の正味累積額が，①前報告期間の
期末日における確定給付制度債務の現在価値の
10％，又は②前報告期間の期末日における制度
資産の公正価値の10％のいずれか大きい方の金
額（これを「回廊」という）を超過する場合に
超過額を従業員の予想平均残存勤務期間で按分
し，収益又は費用として認識する方法），期間
償却モデル（数理計算上の差異の正味累積額を
従業員の予想平均残存勤務期間で按分し，収益
又は費用として認識する方法），一括償却モデ
ル（数理計算上の差異の正味累積額を発生した
期間に一括認識する方法）の 3つの方法が定め
られている。償却のタイミングは，回廊モデル
だけ差異発生の翌期から，他の 2つのモデルは
差異発生の期からとなっている。
　しかしながら，2010年公開草案においては，
上記回廊モデルによる遅延認識を廃止し，制度
資産の価値と確定給付制度債務の変動のすべて
について，それらが発生した期間において即時
認識しなければならないとされている。その理
由としては，①財務諸表に計上される金額が目
的適合的なものとなり，わかりやすいこと，②
選択肢の削除によって比較可能性が高まること
が示されている。
　日本基準では，数理計算上の差異の発生額を
平均勤務期間内の一定の年数で按分した額を償
却することとされ，その償却するタイミングは
発生の翌期からの償却も可能とされてきた。
IAS 基準において，回廊モデルが廃止される
とするならば，遅延認識の点では IAS 基準と
日本基準との差異は小さくなる。残される差異
は，償却のタイミングで，日本基準としては，
翌期からの償却を廃止し，期間中の即時償却に
統一する必要が生ずることになる。
　また，IAS 基準では，未認識（未確定）の

過去勤務費用については，発生時から退職後給
付の受給権が確定するまでの平均期間にわたっ
て定額法により費用認識し，これに対して，退
職後給付の受給権が確定している場合には，即
時費用認識することとされてきた。
　しかしながら，2010年公開草案によれば，上
記の取扱いを改め，権利が未認識（未確定）の
過去勤務費用についても，関連する制度変更が
生じた時点で，即時認識することとし，要する
に，確定・未確定による区別を廃止することと
している。
　日本基準では，平均勤務期間内の一定年数で
按分計算し，費用と認識することができること
になっている点で IAS 基準とは差異があった
が，2010年公開草案のように期間中の即時認識
に一本化されれば，親和性が高まるといえよう。

3 . 6 　簡便法について
　日本基準では，従業員数の比較的少ない小規
模企業等に対して，退職給付会計の原則法を適
用することは相当の事務負担になることを考慮
して，簡便法が設けられているが，IAS 基準
には，このような負担軽減措置は定められてい
ない。この点は，実務上，極めて大きな違いで
ある。

4 ．短期従業員給付の会計処理（ 7項 〈定義規
定〉，8 -23項）
　短期従業員給付とは，「従業員が関連する勤
務を提供した期間の末日後12カ月以内に決済の
期限が到来する従業員給付（解雇給付を除く）
をいう」と定義され（ 7項），具体的には，①
賃金，給料及び社会保障のための掛金，②短期
有給休暇（年次有給休暇，有給疾病休暇等），
③利益分配及び賞与，④現在の従業員に対する
非貨幣性給付（医療給付，住宅，自動車及び無
償又は補助金つきの財又はサービス等）が含ま
れる（ 8項）。
　特に有給休暇費用は，従業員において有給休
暇取得の権利が生じた時点で認識され，期末に
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おいて休暇が消化されていない分があったとし
ても，当該有給分については将来の債務として
認識される。ただし，未消化休暇分については，
取り消されてしまう労働契約になっている場合
には，消化について未確定な分については，消
化率を考慮して費用として認識する必要がある
とされている。
　IAS 基準では，企業がこれらの短期従業員
給付を付与したとき，費用計上することとされ
ているが，これに対し，2010年公開草案によれ
ば，短期従業員給付の金額を決済する期限につ
いて，上記 7項における「決済の期限が到来す
る」日を，「決済されると見込まれる」日に変
更するとの提案がなされている。この結果，公
開草案どおり，基準の改訂がなされた場合には，
現在よりも多くの場合において，数理計算上の
仮定を用いて会計処理をしなければならなくな
ると予想される。
　IAS 基準との対比において，日本基準の
もっとも異なる点は，有給休暇に対して費用を
認識することになっていないことである。日本
においては，未消化の有給休暇について買取の
慣行はないので，このようにキャッシュ・アウ
トを伴わない費用計上を行うことには疑問があ
る。それにもかかわらず，IAS 基準に準じた
会計処理をするとするならば，未消化の有給休
暇については，未払金を見積計上するしかない
かもしれない。この点については，税務会計研
究会においても多くの議論が行われたが，結論
は出なかった。

5 ．その他の長期従業員給付の会計処理（ 7項
〈定義規定〉，126-131項）

　IAS 基準によれば，その他の長期従業員給
付とは，「従業員が関連する勤務を提供した期
間の末日後12か月以内に決済の期限が到来しな
い従業員給付（退職後給付及び解雇給付を除
く）をいう」と定義され（ 7項），具体的には，
①長期勤務休暇又は研究休暇のような長期有給
休暇，②記念日又はその他の長期勤務給付，③

長期障害給付，④従業員が関連する勤務を提供
した期間の末日後12カ月以上後に支払うべき利
益分配及び賞与，⑤稼得された期間の末日から
12カ月以上後に支払う繰延報償などが含まれる
（126項）。
　しかしながら，2010年公開草案によれば，そ
の他の長期従業員給付は前述した「退職後給
付」と合体して，一つのカテゴリーとする提案
がなされている。すなわち，前述した短期従業
員給付とされる期限を超えて支払われる従業員
給付をすべて「長期従業員給付」とするという
ことである。それゆえ，長期従業員給付の認識
及び測定の主要な方法は，退職後給付について
論述してきたことが妥当することになる。
　なお，日本基準においては，長期有給休暇に
ついて費用を認識することになっていないので
短期有給休暇の会計処理に係る問題と同様，
IAS 基準との間で大きな差異がある。

6 ．解雇費用（ 7項 〈定義規定〉，132-143項）
　解雇費用とは，①通常の退職日前に従業員の
雇用を終了するという企業の決定，又は②当該
給付を見返りに自発的退職を受け入れるという
従業員の決定のいずれかの結果として支払うべ
き従業員給付をいう（ 7項）。
　解雇費用においては，根拠とされたいずれか
の決定が撤回される可能性が低い場合には，直
ちに費用として認識される。

Ⅲ．従業員給付に係る税務処理： 
税務基準

1 ．長期及び短期の従業員給付の損金性
　わが国の法人税法による取扱においては，
IAS 基準にいわゆる使用人・役員に対する①
短期従業員給付（税務基準における給与 ･賞与
の額），②退職後給付（税務基準における退職
手当 ･一時恩給その他の退職により一時に受け
る給与及びこれらの性質を有する給与），③そ
の他の長期従業員給付（税務基準における賞
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与），④解雇給付（税務基準における賞与又は
退職手当）の金額については，IAS 基準が法
人税法22条 4 項に規定する「一般に公正妥当と
認められる会計処理の基準」として認められる
ならば，法人税法に「別段の定めがあるものを
除き」，損金に算入することが認められるであ
ろうと思われる。
　しかしながら，問題は法人税法における「別
段の定め」との関係にある。上記の各種従業員
給付の損金算入が認められるためには，まず，
同法22条 3 項の解釈基準とされる，いわゆる債
務確定基準を満たさなければならない。さらに
使用人賞与の損金算入時期については，同法施
行令72条の 3所定の特別な定めも満たさなけれ
ばならない。そうすると，IAS 基準どおりに
会計上処理すると，それが税務基準を満たす場
合はかなり少ないのではないかという指摘があ
る。この点は，税務会計研究会において，品川
芳宣座長が強調された問題点であるが，一般論
としては，そのとおりであろうと思われる。た
だし，2010年公開草案において，従業員給付に
ついては，会計期間中の即時認識・即時償却が
原則とされるものが多くなっていることから，
その限りでは，損金算入も認められるのではあ
るまいか。

2 ．短期従業員給付に関する問題点
　短期従業員給付のうち，有給休暇等のように，
IAS 基準によって，新たに企業側で費用計上
することとした場合，当該金額は従業員に対す
る給与と解されることになるため，給与所得の
源泉徴収義務を負うことにならないかという問
題点がある。
　この点については，前述したように，有給休
暇の買取という慣行がない状況においては，従
業員側にキャッシュ・インがないことから，所
得税法36条所定の「収入すべき金額」にそもそ
も該当せず，給与所得にもならないと解されよ
う。
　また，その他のフリンジ・ベネフィットのう

ち，従業員側にキャッシュ・インがあるもので
あっても，所得税法 9条所定の非課税所得に含
まれる部分の金額については，仮に法人の側で
従業員給付として損金に算入したとしても，所
得税の源泉徴収義務が生ずるものではないと解
される。そのほか，所得税法36条所定の「収入
すべき金額」に含まないことと解することによ
り，所得税を課税しないこととされている経済
的利益が，所得税基本通達36-21から同36-35の
2 までに，多数列挙されている。
　こうした実質的には非課税所得とされるべき
経済的利益を通達により定めることの当否は別
論として，このような取扱いの結果，
IAS 基準において短期従業員給付に含まれる
様々なフリンジ・ベネフィットについても，企
業側では所得税の源泉徴収義務を負わないもの
が多いと解される。

3 ．退職後給付ないし長期従業員給付に関する
問題点
　退職後給付ないし長期従業員給付に関する法
人税法の処理については，注意が必要である。
　それは，退職後給付のうち，確定給付制度に
おいては，IAS 基準でも日本基準でも確定給
付制度負債（退職給付引当金）の計上が必要と
なるが，法人税法上は，平成15年 3 月31日以降
最初に終了する事業年度から，退職給与引当金
制度が廃止され，退職給付費用も損金算入が認
められなくなっているからである（ただし，経
過措置が設けられている。法人税法附則 8条 ･
平成14年法律第79号。）。
　ただし，IAS 基準における「確定給付制度」
に相当する，①確定給付企業年金の掛金につい
ては，拠出時に損金算入されることとされ（法
人税法施行令135条），②厚生年金の保険料又は
厚生年金基金の掛金・徴収金については，掛金
等の計算期間の末日の属する事業年度の損金算
入が認められる（法人税基本通達 9 - 3 - 2 ）。
　また，特に役員給与（役員に対する報酬 ･賞
与 ･退職手当を含む）については，法人税法上，
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①定期同額給与，②事前確定届出給与，又は③
利益連動給与のいずれかの要件に該当する給付
だけが損金算入可能とされており（法人税法34
条 1 項 1 号ないし 3号），そのほか，役員退職
給与については，「不相当に高額」と認定され
た部分の金額は損金に算入されない（同法34条
1 項本文かっこ書き，同条 2項）ことに留意が
必要となる。

Ⅳ．おわりに

　以上に整理してきたように，長期及び短期の
従業員給付の会計処理については，国際会計基
準（IAS 第19号）と日本基準とではほとんど
同じ取扱いとなりそうである。それゆえ，前述
した若干の差異について留意すれば，日本基準
から IAS 基準への調整は比較的容易に達成で
きるのではないかと思われる。
　しかし，法人税法においては，退職給与引当
金制度が廃止されたため，退職後給付のうち，
「確定給付制度」の会計処理は，申告にあたり，
相当に修正を余儀なくされる。今後は，退職後
給付を「確定拠出制度」の方に移行する企業が
多くなってくるかもしれないが，その際には会

計処理についても移行措置の検討が必要になる
と思われる。

　＜参照文献＞
 IASC 財団・企業会計基準委員会編／公益財
団法人税務会計基準機構監訳『国際財務報告
基準（IFRS）2010』（中央経済社，2010年）
PART A 451-498頁（IAS 第19号）。

 有限責任監査法人トーマツ年金会計サービス
ライン編『退職給付会計～日本基準から IFRS
へ』（清文社，2010年）。

 新日本有限責任監査法人編『会計実務ライブ
ラリー 6　退職給付会計の実務』（中央経済社，
2010年）。

 金子誠一＝湯浅一生＝泉本小夜子＝中根正文
＝逆瀬重郎「座談会『退職給付に関する会計
基準の見直し』」季刊会計基準29号（2010年 6
月号）39頁。

 前田啓「『退職給付に関する会計基準（案）』
及び同適用指針（案）の解説」季刊企業会計
29号（2010年 6 月号）57頁。

 中根正文「IASB公開草案『確定給付制度：
IAS 第19号の修正提案』の概要」季刊会計基
準29号（2010年 6 月号）67頁。
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　　はしがき　　本稿は，平成23年 5 月11日開
催の税務会計研究会における，筑波大学大学院
ビジネス科学研究科教授 弥永真生氏の『引当
金，偶発負債及び偶発資産─国際会計基準
（IAS）第37号』と題する講演内容をとりまと
めたものである。

　久しぶりに研究会に伺うことができて，非常
にありがたいことだと思います。今日いただい
たテーマは「引当金，偶発負債及び偶発資産」
です。国際会計基準第37号を取り上げておりま
す。実はこの国際会計基準第37号は改定の予定
だったのですが，現在はしばらく先送りという
ことになっておりますので，取りあえず，現在
の状況についてご報告させていただきます。

1．引 当 金

　まず国際会計基準第37号が定める会計処理は，
最初に載せておきました〔表〕のような状況に
なっていると思います。すなわち発生の可能性
がほぼ確実，或いは可能性が高い（more likely 
than not）という要件を満たす場合には引当金
を計上し，それ以外の場合については，ほとん
ど可能性がない場合を除いては偶発負債の開示
をします。逆に資産の方については，ほぼ確実
な場合は未収収益，可能性が高いときは偶発資

産の開示，そして可能性が高くない50％以下の
場合には開示は認められないということになっ
ています。

発生可能性 債　務 資　産
ほぼ確実
（95%以上）

引 当 金

未収収益

可能性が高い
（50%超から
95%）　　　

偶発資産の開示

確率は低いが
可能性はある

偶発負債の開示
開示は

認められないほとんど
可能性がない

開示は
要求されない

　〔表〕

　国際会計基準第37号の定めのうち，中核的な
ものはこの引当金についての規定です。国際会
計基準第37号では「現在の債務であり，これを
決済するために，経済的便益を有する資源が流
出する可能性が高いため，負債として認識され
るもの」と位置付けられています。そして信頼
性をもって見積もることが可能であることが要
件とされていますが，ただ，私に見えている日
本の実務と違い，国際会計基準では信頼性を
もって見積もることが不可能だというのは非常
に例外的な場合と位置付けられています。
　そして引当金を認識しなければならないのは，
3つの要件を満たした場合です。すなわち，①
企業が過去の事象の結果として現在の（法的又

引当金，偶発負債及び偶発資産
─国際会計基準（IAS）第37号─

筑波大学大学院ビジネス科学研究科教授 弥永真生
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は推定的）債務を負っていること，②当該債務
を決済するために経済的便益を有する資源の流
出が生じる可能性が高いこと，さらに③として
当該債務の金額について信頼できる見積もりが
可能であること，この 3つの要件を満たす場合
には，引当金を認識しなければならないとされ
ています。
　まず第 1の要件である過去の事象の結果とし
て現在の（法的又は推定的）債務を負っている
ということですが，この過去の事象がどういう
ものなのか，そして現在の債務がどういうもの
なのか，そして法的又は推定的という要件はど
ういうものなのかということが議論されます。
法的債務というのは，ここでは契約，法令の規
定又は法令の適用により発生した債務をいい，
推定的債務とは経験により確立された実務慣行，
公表されている方針又は極めて明確な最近の文
書によって，企業が外部に対し一定の責務を負
うことを表明しており，その結果，当該企業が
責務を果たすであろうという妥当な期待を外部
の者に抱かせていることから発生した債務をい
うとされています。わが国の場合にこれを当て
はめると，通信販売などをおこなっている場合
に，以前は通信販売についてはクーリングオフ
という制度は特定商取引法の下では強制されて
いませんでした。しかし，実際には，多くの一
流と申しますか大手の通信販売業者というのは，
クーリングオフを一定期間認めていたというこ
とがあります。現在は「クーリングオフに応じ
ない」ということを書いておかないとクーリン
グオフの対象になるように法律は変わりました
が，以前は全く法律上要求されている義務では
ありませんでした。そういう状況の下でも，
クーリングオフを認めていた通信販売業者は，
引当金を設定する必要があったのではないかと
思います。
　それから次に「過去の事象の結果として」と
いう要件です。過去の事象の結果，現在の債務
が発生したかどうかは，通常は明確に判断でき
るけれども，ただ訴訟のような場合には必ずし

もそれを明確に判断できないとされています。
そして，例えば専門家の意見など利用可能な証
拠を考慮した上で，過去の事象が現在の債務を
発生させている場合には，報告期間の末日時点
で現在の債務が存在している可能性が高いとさ
れています。
　さらに，国際会計基準との関係では，企業は
債務の相手方が誰であるかを識別する必要はな
いとされているところも 1つのポイントです。
他方で，経営者又は会社の機関の決定により影
響を受ける人々に対し，報告期間の末日前に十
分に詳細な内容を伝達されていない限り，単に
経営者又は会社の機関が決定しただけでは推定
的債務は発生しないとされています。
　それから， 2番目の要件である可能性が高い
（probable）という要件はここでは50％超とい
うことなので，わが国における，発生の可能性
が高いという要件についての解釈よりはかなり
低い閾値を採用しているのではないかと思われ
ます。それと同時に，この国際会計基準の下で
は，類似の債務が数多く存在している場合には，
それらの債務全体を考慮して判断すべきだとさ
れていて，保証など一定の類型の債務について，
個々の項目について資源が流出する可能性は
50％を大きく下回ったとしても，保証債務全体
でとらえたときには確率が大きくなり，その確
率は50％超となることがあるといわれています。
その意味では，わが国で本当に保証債務という
ものについて国際会計基準を当てはめた場合に
きちんと引当金が設定されているかというと，
必ずしもそうではないようにも思われます。
　次に③のところで，先ほど申しましたように，
信頼できる見積もりが債務の金額について可能
であるという要件が課されていますが，この国
際会計基準では信頼性をもって見積もることが
できないことを理由として引当金が認識されな
いことは極めてまれであるといわれています。
その辺りも，わが国の場合はしばしば信頼でき
る見積もりができないという理由で引当金を設
定しないことがありますが，国際会計基準の下
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ではそれはなかなか説明するのが難しい場合も
あると思います。
　逆に，引当金を認識してはいけない場合とい
うのが 2つ挙がっています。将来の営業損失に
ついては引当金を認識してはいけないとされて
います。他方，企業が契約上見込まれる経済的
便益の受取額を超過している不利な契約を締結
しているときには，その債務を引当金として認
識し測定しなければなりません。つまり将来の
営業損失については計上してはいけないけれど
も，不利な契約に基づく債務は認識・測定が必
要だとされています。

2．偶発事象

⑴　偶発負債
　他方，偶発負債，偶発資産の認識については，
偶発資産，偶発負債の認識を禁止する一方で，
偶発負債についても，偶発資産についても開示
を求めています。前記の〔表〕にあるように，
偶発資産と偶発負債とでは，発生の可能性が違
うところで実は線が引かれているというところ
に 1つの特徴があります。
　偶発負債は，過去の事象から発生し得る債務
のうち，企業の完全な支配下にない将来の 1つ
又は複数の不確実な事象の発生の有無によって
のみ，その存在が確認される債務とされます。
すなわち過去の事象から発生し得る債務だけれ
ども，しかしそれは実は将来の事象の発生にか
かっているというものです。或いは，過去の事
象から発生した現在の債務なのだけれども，し
かし経済的便益を有する資源の流出が必要とさ
れる可能性が高くない50％以下である場合，或
いは債務の金額が十分な信頼性をもって測定で
きない場合のどちらかの場合には引当金は認識
されないので，偶発負債とされます。
　この金融保証契約，日本でいう典型的な保証
契約ですが，これは実は公正価値で当初認識さ
れ，その後は最善の見積額か，当初認識額から
必要に応じて収益についての IAS18号に従っ

て認識された償却累計額を控除して算定された
額か，いずれか高い方の額で当該債務を測定す
るとされています。ただし，保険契約に当たる
として保険契約として，会計処理されている場
合には，保険契約としての会計処理で構わない
ことになっています。
　ただ，通常の場合には当初一定の対価を受け
取って保証を行っているというケースについて
は，その受取保証料が公正価値と一致すること
が一般的だという前提に立っています。無償で
保証するケースについていうと，実際，日本の
会計基準の下では認識されないことが一般的で
すが，果たして国際会計基準の下ではそれでい
いかという問題は実はあるはずです。保険契約
公開草案では，金融保証契約として締結されて
いる契約は，全部，保険契約に関する IFRS の
範囲に含めることを提案していたのですが，今
年の 3月 1日及び 2日の理事会では現状を維持
するという暫定的合意がされました。というこ
とは現在と同じように保険契約として扱ってい
る場合には保険契約として，そうではない場合
には公正価値で当初認識をしてそのあとは37号
によって見積もるか，或いは当初，後半の方は
実際に受け取った保証料から徐々に減らしてい
くというケースが典型的ですが，そのいずれか
高い方で債務を測定することになるというのが
維持されることになっています。
　従って，金融保証契約は一般的には偶発債務
ではないという位置付けになっています。偶発
負債という場合には，財務上の影響の見積額，
不確実性の内容，そして補てんの可能性の開示
が求められ，開示不能であるとしてこれらの情
報を開示しない場合にはその旨を記載しなけれ
ばならないということにされています。

⑵　偶発資産
　これに対して，偶発資産の方は，過去の事象
から発生し得る資産のうち，企業が完全に支配
していない将来の 1つ又は複数の不確実な事象
の発生の有無によってのみ，その存在が確認さ
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れる資産ということです。ここで挙げられてい
るのは，裁判上請求しているような請求権です。
損害賠償請求などをしているケースが典型的だ
と思われます。企業に経済的便益の流入の可能
性をもたらす計画外又は予想外の事象から発生
するものとされていますが，ここでは実は経済
的便益の流入の可能性が高い場合には偶発資産
の開示が要求されています。そして収益の実現
がほぼ確実であるという段階で，初めて資産と
して貸借対照表上認識されるとされています。
こちらも偶発資産の場合は開示が要求されてい
ますが，ただ，そこでは念のためということだ
と思いますが，偶発資産の開示に当たっては収
益発生の可能性があるとの誤解を与えないよう
にしなければならないとされています。

3．測　定

　次に，引当金の測定については税引前の金額
で測定されるとされていて，支出の最善の見積
もりでなければなりません。さらに，その支出
の最善の見積もりというのは，実は債務を決済
するために又は債務を第三者に移転するために，
企業が合理的に支払うであろう金額とされてい
て，保証債務など複数の同種の債務について引
当金を設定する場合には期待値の使用が推奨さ
れており，単一の債務の測定においては最も起
こり得る可能性の高い見積値というものが定め
られていることになっています。そして引当金
は，各報告期間の末日時点で見直し，その時点
における最善の見積もりを反映しなければなり
ません。

4．リストラクチャリング引当金

　これは重要だと考えているからだと思います
が，わざわざリストラクチャリング引当金とい
うものについて，第37号は規定を置いています。
リストラクチャリング費用は，先ほどの①～③
という認識要件を満たしている場合に限り，認

識されます。リストラクチャリングというのは，
法的債務を当初の段階で生じさせるわけでは必
ずしもないので，そこで推定的債務がどういう
場合に発生するのかということについてわざわ
ざ規定しています。もちろんリストラクチャリ
ング引当金というものとの関係でいうと，労働
法上払わなければいけない金額というのはある
ので，法的債務がリストラクチャリングから生
じないわけでありませんが，しかし，ここでは
特に推定的債務というものが非常に重要になっ
てきます。どういう場合に発生するのかという
ことがポイントになってきますが，ここでは，
企業はリストラクチャリングについて重要な部
分について明確な詳細な正式な計画を有してい
るということ，それから企業がリストラクチャ
リング計画を開始することによって，又はリス
トラクチャリングによって影響を受ける人々に
その主要な内容を公表することによって企業が
リストラクチャリングを実行するであろうとい
う妥当な期待を，影響を受ける人々に引き起こ
しているということを要件としています。
　そしてこのリストラクチャリング引当金につ
いては，その測定との関係でいいますと，この
支出の中にはリストラクチャリングに必然的に
伴うものであって，企業の継続的活動とは関係
ないものだけが引当金の対象になります。そし
て引当金の対象にならないものとしては，雇用
を継続する従業員の再教育又は配置転換費用，
マーケティング費用，新しいシステム及び流通
ネットワークへの投資といったものは含まれな
いものとして例示されています。

5．修繕引当金

　さらに，わが国の会計基準は従来の会計基準
とかなり大きく違うのは，修繕引当金というと
ころだろうと思います。わが国ではかつて，少
なくとも企業会計原則注解注18などはこの修繕
引当金を例示していますが，国際会計基準の下
では自己所有の資産について修繕及び保守引当
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金を認識することは許容されないとされていま
す。すなわち企業の将来の行為とは関係なく存
在する債務についてのみ引当金を認識します。
すなわち，将来の支出を企業が回避することが
できるような場合というのは，現在の債務はな
いという考え方に立っています。

6．今後の動向

　現在は検討が停止されてしまっていますが，
昨年 1月 5日に公表された公開草案では，この
認識要件の中で蓋然性要件（probable）という
要件を取り除くという提案がなされていました。
それからもう 1つ，測定に関して若干の変更を
加えることを考えていました。そこでは，企業
が債務から解放されるために合理的に支払う額
というものについて，債務を履行するために必
要な資源の現在価値の見積もり，債務をキャン
セルために必要な支出額，債務を第三者に移転
するために必要な支出額，この 3つのうちの最
も少ない額で測定するというものでした。さら
に現在の国際会計基準第37号は，割引現在価値
というものを当然に使うことを要求しているわ
けではありませんが，この公開草案では割引現
在価値というものが使われることを前提に規定
が置かれています。しかも複数のシナリオとい
うものを想定して算定します。すなわち資源の
予想流出額の割引現在価値は，計算された将来
の複数のキャッシュ・フローを発生確率で加重
平均するというわけですから，まさに 1つのシ
ナリオではなくて複数のシナリオを置いて，そ
こで予想キャッシュ・フローを考え，その予想
キャッシュ・フローに発生確率を掛けて計算し
ます。
　さらにこのような割引現在価値計算をすると
いうことは，資源の実際の流出額が予測と異な
るリスクをはらんでいるので，そこでどういう
方法で調整するかということが，ここに挙げら
れています。将来の支出額の見積もりを調整す
る，或いは割引率を調整する，或いはリスク調

整額を加算するという方法で，そのリスクを考
慮に入れることを要求しようとしていました。
　しかし，特にこの蓋然性要件を外すことにつ
いてはかなり反対の意見も寄せられたようです。
実際に今後の国際会計基準審議会がどういう会
計基準を作るのか，今のところ必ずしも明確で
はありません。

7．日本の会計基準

⑴　企業会計原則注解注18
　次に，私よりも先生方の方がはるかによくご
存じのわが国の基準です。企業会計原則注解注
18というのは，将来の特定の費用又は損失で
あって，その発生が当期以前の事象に起因し，
発生の可能性が高く，その金額を合理的に見積
もることができるという要件を課しています。
実際，これらの要件との関係では，どの程度が
ここでいう発生の可能性が高いのかとかそう
いったような問題は実はあります。

⑵　日本公認会計士協会の実務指針等
　若干変更されているかもしれませんが，日本
公認会計士協会の実務指針で「債務保証及び保
証類似行為の会計処理及び表示に関する監査上
の取扱い」によると，発生の可能性が高いとき
には引当金を設定します。見積もりが不可能な
ときにはその場合であっても注記することにし
ており，ある程度予想される場合には引当金は
計上せず，ただし注記する，情報開示をします。
低い場合には注記をするだけというような，大
ざっぱにいうとこういう分け方をしています。
おそらく国際会計基準第37号の下ではある程度
予想される場合というのがこの probable とい
う要件を満たすのではないかと思われるので，
この真ん中辺りのところが国際会計基準とわが
国の会計基準の間の実際上の差をもたらすので
はないかと推測されるところです。
　それから日本公認会計士協会の金融商品会計
実務指針とでは，金融資産又は負債の消滅の認
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識の結果生じるものを除き，時価評価を行わず
監査委員会報告第61号に従い従来と同様に処理
すると書いています。結局認識しないというこ
とを広く認めています。そして，金融資産又は
負債の消滅の認識の結果生じた保証債務は，原
則として発生時の時価をもって認識するが，そ
の後の時価評価は行わず，損失を被る可能性が
高くなったときには債務保証損失引当金を計上
するとされています。これは国際会計基準第37
号でいうと，引当金は毎報告期間末日において
見直す，そしてその時点における最善見積もり
を反映するように調整しなければならないとさ
れているので，この金融商品会計実務指針とい
うのは国際会計基準第37号とは違う決め方をし
ていると思われます。
　その次の業種別委員会報告44号は銀行と金融
機関を対象とするものです。債務保証契約の時
価の算定についてどうやって算定するかという
ことについて， 1つの例を示しています。これ
は皆さんもよくご存じのように，金融機関につ
いては，わが国でも保証債務をオンバランスし
ている実務が行われています。支払承諾と支払
承諾見返という勘定を使って保証債務に基づく
負債を認識し，支払承諾見返については貸倒引
当金に相当するものを設定するという形で処理
されています。少なくとも私が知っている限り
では，日本公認会計士協会或いは有力な会計学
の先生方は，銀行における支払承諾についての
この会計処理には20年前には反対していたと思
います。しかし，この会計処理は，現在も残っ
ています。国際会計基準の視点からすると，む
しろオンバランスしなければならない範囲が，
保証債務，金融保証契約については広がるので
はないかと思われます。

⑶　企業会計基準員会「引当金に関する論点の
整理」（平成21年 9月 8日）

　それから，私が説明する必要もないと思いま
すが，企業会計基準委員会が引当金に関する論
点整理というものを公表しています。この背景

には当然ながら国際会計基準審議会の公開草案
がありましたが，向こうが動かないということ
がわかったので，企業会計基準委員会は，この
点についてはもう最近は完全に検討していない
という状況になっています。

8．会 社 法

⑴　平成17年改正前商法
　最後に，会社法の話を少しだけさせていただ
きます。会社法と実は企業会計の考え方といい
ますか，特に企業会計原則注解注18の考え方と
の間には若干差があります。特に平成17年改正
前商法の下では，商法施行規則43条の引当金と
いうものがありました。これは古くは商法287
条の 2の引当金といわれていたものです。平成
17年会社法直前の段階では商法施行規則43条で
すが，そこでは「特定の支出又は損失に備える
ための引当金は，その営業年度の費用又は損失
とすることを相当とする額に限り，貸借対照表
の負債の部に計上することができる」と書かれ
ていました。実はこれは法的債務性のある引当
金，法的債務に基づいて計上されている引当金
というのは当然負債の部に計上されなければい
けないという前提の下で，しかし債務性がない，
要するに誰かに対して債務を負っているわけで
はないもの，典型的にいうと，修繕引当金みた
いなものをもし公正なる会計慣行が計上するこ
とを認め，或いは要求するのであれば，商法上
もそれを負債の部に載せていいといっていたわ
けです。
　もう少し突っ込んで言うと，実は平成17年度
改正前商法，商法施行規則の下では，債務性の
ない引当金というのは，本来は他の法的債務性
のある負債とは分けて考えるべきだと考えられ
ていたので，その結果，実は商法施行規則43条
の引当金，古くは商法287条の 2の引当金とわ
ざわざ注記しなければいけませんでした。つま
り，負債の部に計上されているけれど，これは
実は商法287条の 2の引当金です，或いは商法

租税08-弥永.indd   165 2011/11/16   14:32:00



－205－

施行規則43条の引当金ですと書いて，その情報
を見る人がこれは法的債務性がないのだという
ことがわかるようにしてやる必要があると長く
考えられていました。しかも，それといわば裏
返し的と申しますか，パラレルな発想に基づい
て置かれていたのが，この商法施行規則85条で
す。「保証債務，手形遡求義務，重要な係争事
件に係る損害賠償義務その他これらに準ずる債
務は，注記しなければならない。ただし，負債
の部に計上するものは，この限りではない」と
書かれていました。ということは，ここに挙
がっているのは全部法的債務ですから，これら
は負債として計上するのが本来は適当ですが，
しかし例外的に負債として計上しなくてもいい，
ただし，そのときには注記しろという趣旨でし
た。つまり法的債務はすべて負債の部に載るの
が原則だけれども，保証債務や手形遡求義務な
どについては，いわば求償権や自分の持ってい
る遡求権といったものと見合っているので，主
たる債務者なり約束手形の振出人，為替手形の
引受人の資力が十分であれば，仮にその遡求義
務を履行しても，或いは保証債務を履行しても
求償できるから，そこで同じ金額が資産と負債
の部に載るから一緒の相殺表示ができるのだと，
例えば昭和37年当時の法務省参事官で後に最高
裁の判事になられた味村さんなどは書かれてい
ました。商法は，保証債務は発生の可能性が低
いから載せなくていいという発想に立っていた
わけではありません。
　さらに，大隅健一郎先生という非常に有名な
京都大学の商法の先生，後に最高裁の裁判官に
なられましたが，この方も発生の可能性という
ものは認識するかしないかというところで考慮
するのではなくて，測定，従来，商法の研究者
は評価といっていましたが，評価のレベルで考
慮されるべきだという考え方を示されていまし
た。発生の可能性が低ければ，それだけ載せる
金額を低くすればいいのだという考え方が結構
有力であったということは指摘できると思いま
す。

　そして先ほど申しましたように，商法の考え
方からすれば，逆に保証債務というのは本来負
債として計上すべきなので，むしろ銀行みたい
に支払承諾という負債勘定を計上した方が穏当
なのではないかと考えていたぐらいです。しか
し会社法になってこの商法施行規則43条に相当
する規定はなくなりましたので，一般に公正妥
当と認められる企業会計の慣行に委ねられてい
ると考えられています。従って，企業会計原則
注解注18や或いは日本公認会計士協会の実務指
針などが一般に公正妥当と認められる企業会計
の慣行をなしていると考えられるので，現在の
会社法の下では保証債務を必ず貸借対照表上の
負債の部に計上するのが原則だという解釈では，
おそらく，なくなっているとは思います。

⑵　会 社 法
　ただ会社法の解釈として，計上することは許
されるということは間違いないと思います。以
前よりは計上しなければならないという議論は
弱くなったと思いますが，計上することは許さ
れます。すなわち発生の可能性が高いという要
件を非常に強く読んで，実際に計上しない，計
上してはいけないという発想は多分商法の観点
からはありません。
　実はここが唯一残っているところですが，会
社計算規則と財務諸表等規則とが定めている内
容は注記についてのルールがほんの少しだけ違
うのです。財務諸表等規則は「偶発債務（債務
の保証・・・）がある場合には，その内容及び
金額を注記しなければならない」と書かれてい
るのです。ところが，会社計算規則は以前の商
法施行規則43条を踏襲していまして，かっこ書
きが付いています。「負債の部に計上したもの
を除く」とわざわざ書いています。ですから，
おそらく財務諸表等規則の解釈としては，負債
の部に計上しようがしまいが，おそらく債務の
保証額というのは注記しなければいけないと考
えざるを得ないような気がします。
　他方，会社計算規則は，注記するか負債の部
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に計上するか，どちらかを会社は選べるという
発想に立っているように思われます。その意味
では，会社法の下ではこういったものについて
引当金を計上することはできないということに
は，まだなりません。しかし，しなければいけ
ないかというと，これは一般に公正妥当と認め
られる企業会計の慣行に従って判断されること
になると思います。
　ただ，国際会計基準が日本に入ってくると，
先ほど申しましたように，認識要件としての蓋
然性要件が異なると思います。すなわち，おそ
らく日本の従来の暗黙の前提にされていた発生
の可能性が高いというのはどれぐらいなのか，

実務家の先生方の方がよくご存じだと思います
が，日本の場合はよほど高くないと引当金は設
定していないように思います。他方，国際会計
基準の下ではmore likely than not という要件
が課されているので，この辺りは大きく違って
います。
　実際に同等性評価のときにはあまり問題にな
らなかったのですが，私から見ると，引当金に
ついてのルールなどは，国際会計基準と日本の
会計基準は同等といえないのではないかという
気もしないわけではありません。非常に雑ぱく
な報告ですが，私の報告は以上にいたしたいと
思います。
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思っております。その際は，時価評価差額に関
して企業の選択次第でリサイクリングの手続き
が行わなくてもよいことになったことの影響に
焦点を当てるつもりです。
　この論点に関わる日米欧の基準書等につきま
しては，該当のスライドに記されているとおり
です。

2．主要な論点⑵⑶

　第 2の主要論点は，金融負債の評価です。
IASBはいまのところ，金融負債には公正価値
評価を求めておりませんが，企業が望んだ場合
にそれを容認するという動きを見せています。
金融負債の公正価値は，市場金利水準の変化だ
けでなく発行主体の信用リスクの変化によって
も変化します。金融負債を継続的な公正価値評
価の対象とすれば，上記の変化に伴って損益が
計上されます。このうち後者，すなわち発行主
体の信用リスクの変化に伴う損益をどう扱うべ
きかは以前から論じられてきた難しい問題であ
り，IASBがこの問題についてどのようなスタ
ンスを採っているのかを後ほど解説したいと考
えています。
　第 3の主要論点としては，金銭債権の減損の
在り方に関する会計基準の見直しが挙げられま
す。これはしばしば「発生損失アプローチ対予
想損失アプローチ」として語られている論点で
す。そこでは，将来に予想される貸倒れをどの

　　はしがき　　本稿は，平成22年10月22日開
催の税務会計研究会における，早稲田大学大学
院会計研究科教授 米山正樹氏の『金融商品』
と題する講演内容をとりまとめたものである。
尚，当日の配付資料を本文末尾にまとめて添付
している。

　ご紹介いただきました米山でございます。座
長から私に与えられたテーマは，金融商品会計
に関する国際的な動向を解説せよということで
ございました。IASBによる金融商品会計関連
のプロジェクトは，内容が固まったものからい
まだ固まっていないものまで様々ですが，ここ
ではその概要をできるだけ網羅的にご紹介した
後，今後の方向性が既に明らかとなっている問
題を中心に解説をしていきたいと思っておりま
す。

1．主要な論点⑴

　第 1の主要論点は，金融商品に関する保有目
的別分類の見直しです。従来は日米欧で保有目
的別分類の在り方がほぼ一致していたのですが，
IFRS 9 号は現行のIFRS基準とは異なる分類，
すなわち現行の日本基準とは異なる分類を要求
しています。後ほどIFRS 9 号の概要と，それ
が適用されたことの影響を考えていきたいと

金 融 商 品

早稲田大学大学院会計研究科教授 米山正樹
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よび関連会社株式の他には，売買目的有価証券，
満期保有目的の債券，そしていずれにも該当し
ないものとしてその他有価証券のカテゴリーが
設けられています。
　それぞれのカテゴリーに求められる会計処理
については，簡単な解説にとどめます。まず売
買目的有価証券については，継続的な時価評価
を行った上で，時価評価差額を純利益に含める
ことになっております。満期保有目的の債券に
ついては，満期保有という目的にてらして時価
での継続的な再評価は行わず，償却原価法に
よって評価することとされています。また，子
会社株式と関連会社株式についても，その保有
目的が時価評価にはなじまないということから，
減損処理は適用されるものの基本的には取得原
価で評価することとされています。また，連結
財務諸表上，関連会社株式等には持分法が適用
されますが，これも時価の系統というよりは取
得原価の系統に属する評価方法と位置付けるこ
とができます。
　最後は政策投資株式を典型例とするその他有
価証券です。これは売買目的有価証券と子会社
株式や関連会社株式との中間的な性質を有して
いる銘柄と位置づけられています。随時換金可
能とはいえないが，子会社株式や関連会社株式
のように，売却すると現在のビジネス・モデル
を維持できないという意味でまったく売れない
わけでもないという保有目的にてらして，継続
的な時価評価を行うけれども時価評価差額の損
益認識は行わないという扱いになっています。

⑵　IASBと FASBの基本的なスタンス
　先ほど申しましたとおり，少なくともこれま
では，語法の上でのテクニカルな違いこそあれ，
金融商品の分類方法について欧米と大きな違い
はなかったと考えられますが，近年IASBと
FASBはこの点でスタンスを変えてきました。
両ボードの中長期的な目標が全面的な時価会計
の適用をつうじた会計処理の簡素化にあること
はよく知られていますが，急にそこに移行する

程度確たる事実の裏付けが得られた段階で見込
むのかが問われています。

3．主要な論点⑷⑸

　第 4の主要論点は，ヘッジ会計の見直しです。
そこでの基本的なコンセプトは「簡素化」です。
簡素化の方向性は既に 2年前から表明されてい
ますが，議論はいまだ十分には煮詰まっていな
いようです。ここではヘッジ会計を見直す旨の
方針が明らかにされており，簡素化をスローガ
ンとして議論が進んでいる事実だけをお伝えす
ることにとどめたいと思います。
　第 5の主要論点は，金融資産と金融負債の相
殺です。この論点もアジェンダには含められて
いるものの，いまのところ具体的な議論は進ん
でいないようでありますので，近々何らかの動
きがあるかもしれないということのみお伝えし，
これ以降この論点については割愛したいと思っ
ております。

4．主要な論点⑹

　第 6の主要論点は通常「公正価値ヒエラル
キー」と呼ばれているものです。公正価値につ
いては客観的な市場価格を参照できる場合もあ
る反面，それをかなり主観的に見積もらなけれ
ばならない場合もございます。その場合に，ど
ういう手法によって見積もったのか，手法の違
いに応じて公正価値をレベル分けする形で会計
基準の整備が進んでおります。どのような形で
のレベル分けが求められているのかを後ほど解
説いたします。

5．保有目的別分類

⑴　金融商品に関する会計基準
　日本の現行基準は，子会社株式や関連会社株
式まで含めますと，金融商品を 4つのカテゴ
リーに区分するように求めています。子会社お
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実も違ってくるはずです。それは要するに，保
有目的に応じて評価基準を使い分け，また時価
評価差額を純利益に反映させるタイミングも使
い分けることを意味します。
　より具体的には，もともと事実上唯一の市場
における時価の上昇が期待されているような銘
柄であれば，時価で再評価し，時価評価差額を
損益算入することをつうじて「期待の事実への
転化」が生じたかどうか，投資のリスクから解
放された成果がどれだけ生じたのかを把握する
ことができます。しかしその理屈からすれば，
必ずしも時価の値上がりが主要な関心事とはい
えない銘柄についてまで時価評価を行う必要は
ないことになります。混合属性会計が採用され
てきたのは，ここで述べたような理由によると
考えられます。
　このような長所の一方で，混合属性会計は短
所，あるいは問題点を抱えていることも広く知
られています。投資の目的にてらしてみると，
本来なら継続的な時価評価と，時価評価差額の
損益算入が求められる銘柄（すなわち売買目的
有価証券に区分すべき銘柄）について，経営者
の巧妙な「言い訳」のもとで，時価評価差額の
損益算入が求められないカテゴリー（例えばそ
の他有価証券）に区分されてしまうおそれは，
まさしく，保有目的にてらして複数の評価基準
を使い分けることに起因する問題点と考えられ
ます。
　また，全面時価会計のもとでは，特別な手続
をとるまでもなく，ヘッジの事実は自動的に会
計数値に反映されてしまいますが，混合属性会
計のもとでは，ヘッジ対象とヘッジ手段に適用
される評価基準が一致している保証はありませ
ん。そのような場合には，対象と手段について
評価基準を揃えるための特殊なヘッジ会計が必
要となってきます。ヘッジ会計の適用に際して
は，ヘッジの関係が成立している場合としてい
ない場合を，適切に区分しなければなりません
が，そこにも，経営者による裁量の余地が生ま
れます。裁量を悪用した利益操作を防ぐために

のは影響も大き過ぎるという配慮から，さしあ
たっては，現行の混合属性会計を維持しながら，
段階的に簡素化を進めていこう，というのが，
IASBやFASBの思惑であろうと推察されます。
　また，IASBは経営者による利益操作の余地
を嫌う組織であることも知られています。ここ
で金融商品の分類先がより多く準備されていれ
ばそれだけ，時価評価の要否，時価評価差額を
純利益に算入することの要否などの点で，より
複雑な利益操作が可能となってしまいます。分
類先の削減という形をとる「簡素化」は，
IASBが一貫して強調してきた利益操作の排除
という目的にも資するという理解があるようで
す。
　ここで述べたような事情から，IASBは
IFRS 9 号において，金融商品の 3分類（子会
社株式および関連会社株式を除いた場合は 2分
類）を採用しています。そこでは日本の現行基
準でいう「その他有価証券」に相当する区分が
廃止され，金融商品は「償却原価で評価される
もの」と「（原則として）継続的に時価評価し，
時価評価差額を損益算入するもの」に分けられ
ることとなりました。

⑶　混合属性会計の長所と短所
　先に述べたとおり，保有目的に応じた評価基
準の使い分けを旨とする現行の金融商品会計基
準は，混合属性会計と呼ばれています。分類先
の削減は，この混合属性会計が抱えている問題
への反省にもとづく対応策といえますが，問題
点を抱えながらも採用されてきたのは，混合属
性会計には，以下のような長所があると考えら
れてきたからです。すなわち，混合属性会計の
長所は，一般に，経営者の意図に適う形で投資
の成果を把握できる点にあると考えられてきま
した。
　たとえ金融商品としての外形が共通している
としても，金融商品の保有目的は大きく異なり
ます。保有目的が違えば，どれだけの投資成果
が確定したのかを確かめるために着目すべき事
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論することが許されるのかどうかは議論が分か
れるところですが，仮にそれを許容する場合，
先に確定したIASBの基準書と今後確定するで
あろうFASBの公開草案との間には，具体的な
会計処理の次元では小さくない違いがみられま
す。
　IFRS 9 号に固有の特徴としては，第 1に，
おおざっぱに言って満期まで債券を保有するこ
とに合理性を見出せるようなビジネス・モデル
を持つ企業について，その「満期まで保有され
る債券」を（時価ではなく）償却原価で評価す
るように求めている点が挙げられます。これは
一見当然のことのように思われるかもしれませ
んが，後に言及するFASBの提案では，満期保
有の債券についても継続的な時価評価が求めら
れていますから，償却原価による評価を求めて
いるのは対照的な特徴といえます。
　IFRS 9 号に固有の特徴としては，第 2に，
おおざっぱに言って旧来その他有価証券に含ま
れていた政策投資株式などについて，時価評価
差額を日本でいう純資産直入項目（包括利益の
開示が求められている場合における「その他包
括利益」）に含める処理の選択適用を認めてい
る点が挙げられます。日本でいう売買目的有価
証券については，継続的な時価評価と時価評価
差額の損益算入が強制されていますが，その他
有価証券に相当する銘柄については，企業が望
めば，時価評差額を損益に反映させない処理も
認められるのです。
　ここまでの説明だけからすると，IASBの容
認規定は，要するに日本の現行会計基準におけ
る「その他有価証券」の会計処理そのものでは
ないか，と思われるかもしれません。しかし
IFRS 9 号は，いったん純資産直入した項目
（「その他包括利益」として処理した項目）に
ついて，いわゆるリサイクリングの手続を禁止
しています。つまりいったん純資産直入した項
目について，それを純利益に反映される途は
（永久に）絶たれることになります。この点は
日米欧の現行基準と決定的に違っています。

は，非常に複雑なヘッジの要件を定めなければ
ならなくなります。これも従来から混合属性会
計の短所として指摘されてきましたことのひと
つです。
　昨今は，混合属性会計の長所と比べて短所が
生み出す問題の深刻さに関する懸念が強まって
きたといえるかもしれません。

⑷　IASB基準書と FASB公開草案の共通点
　既に少し結論を先取りしてしまいましたが，
混合属性会計が抱えている問題を解消するため，
金融商品の保有目的に関する分類を簡素化すべ
し，という流れの中でIASBとFASBが分類基
準をどう変更したのか（変更しようとしている
のか）をここでお話します。
　まずは変更内容に関する共通点ですが，
IASBとFASBはともに，日本でいう「その他
有価証券」のカテゴリーを廃止しています。そ
の結果，すべての持分証券を時価評価し，時価
評価差額を（原則として）すべて損益算入する
ことになっています。
　他方の負債証券についても，やはり継続的な
時価評価の対象となりますが，一定の要件を満
たしたものについては償却原価法の考え方に適
う会計処理が求められます。「償却原価法を支
える考え方」をどう尊重するのかという点で，
IASBとFASBに違いがみられるものの，基本
的な考え方を尊重している点において，IASB
とFASBは共通しているとみて差し支えないで
しょう。

⑸　IASB基準書に固有の特徴
　ここまでは「金融商品に関する保有目的区分
の簡素化」に関するIASBとFASBの共通点を
概観してきましたが，基本理念の次元では共通
しているはずの両ボードも，より具体的な会計
処理の次元では意見統一が図れなかったようで
す。IASBが既に基準書を確定させているのに
対し，FASBの提案は公開草案にとどまってい
ますので，本来これらを共通の土俵に乗せて議
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要素に含められるようになった事実を見過ごす
わけにはいきません。会計基準を変更した
FASBやIASBは，そのことをつうじて期間利
益に与えられる意味がどう変わったのか，新た
な意味が付与された期間利益は投資家らにとっ
て有用なものなのか，などについてより積極的
な説明を行う責任を負っていると考えられます。
　第 2の検討課題は，IASBが，金融商品に関
する時価評価差額の一部について，リサイクリ
ングの手続を禁止したことと関わっています。
リサイクリングは，私どもがしばしば使う専門
用語でいうクリーン・サープラスの関係を保つ
ために必須の手続です。その手続をとらない場
合，純利益（の累積額）と貸借対照表上の財産
の増減との相違が永久に解消されないこととな
ります。そのようなシステムに移行する場合，
失われた情報が生じてくるわけですが，そのこ
とによってどのような問題が引き起こされうる
のか，という点に関する検討はほとんどなされ
ていないようです。この問題の検討も必須のこ
とと考えられます。

6．金銭債権の減損

　続いて金銭債権の減損処理を採り上げます。
先ほども簡単に申し上げましたが，現在金銭債
権の減損処理は発生損失アプローチにもとづい
ていると考えられています。その特徴は，金銭
債権の創設に際して将来における貸倒れが見込
まれるとしても，客観的な事実の裏付けが得ら
れるまではそれを受取利息の配分計算に反映し
ない点に求められます。これは損失を慎重に認
識する方法ですので，実際に予想通りの貸倒れ
が生じてしまったときには，これまで過大に計
上してきた受取利息を取り消す必要から，簿価
を大きく切り下げることが求められます。発生
損失アプローチのもとでは，ここで述べたよう
に，損益のブレが大きくなってしまいます。
　これに対し，いま新たに提案されている方法
は，期待損失アプローチと呼ばれています。こ

⑹　FASB公開草案に固有の特徴
　一方のFASBの公開草案では，より広範な時
価評価が求められています。その事実はいわゆ
る満期保有の債券についても公正価値による継
続的な再評価が求められている点に現れていま
す。ただ満期保有目的の債券に関する時価評価
差額のすべてが純利益に算入されるわけではあ
りません。FASBの公開草案は，満期保有目的
の債券に関する時価評価差額のうち，償却原価
を適用した場合に計上される損益（すなわち時
の経過に伴って計上される受取利息）を純利益
に算入し，それを超えた部分についてはその他
包括利益に含めるよう求めています。現行の日
本基準にひきつけていうなら純資産直入が求め
られています。
　なおFASBは，満期保有目的の債券に生じた
時価評価差額でその他包括利益に含めた（すな
わち純資産直入した）部分については，それが
実現したときに（当該債券が売却あるいは資金
回収をつうじて消滅したときに）純利益に振り
替えるように求めています。つまりリサイクリ
ングの手続をつうじてその他包括利益が最終的
には期間利益に含まれることとなります。現行
基準でいうその他有価証券に関して，IASBが
計上を認めている「その他包括利益としての時
価評価差額」とは，対照的な会計処理が求めら
れているわけです。

⑺　IASB基準書とFASB公開草案に関する論点
　保有目的別分類のあり方に関して，今後検討
すべき論点を，ここでは以下の 2点に集約して
います。
　第 1の検討課題は，従来「その他有価証券」
とされてきた銘柄に関して，時価評価差額を純
利益に反映させることの意味です。「その他有
価証券」に相当する分類先が失われれば，恣意
的な分類をつうじた利益操作の余地が失われる
のは事実です。ただ，その代償として，従来は
純利益の構成要素とみなされてこなかった時価
評価差額が，特別な説明もなく，純利益の構成
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益）が生じることとなります。自社の倒産可能
性が高まれば高まるほど多額の評価益が計上さ
れてしまうことから，この問題は以前より「負
債の時価評価に関するパラドックス」などと呼
ばれてきました。
　金融負債の公正価値評価は推進したいが，こ
こで述べた「パラドックス」は回避したいと考
えたIASBの公開草案では，結局，公正価値評
価された負債に関する評価差額のうち，自社の
信用リスクが悪化したことに伴って生じたと考
えられる部分は純利益に反映させず，その他包
括利益に含めることを容認する旨の提案がなさ
れています。
　この問題に関する主要な検討課題は，公正価
値で評価した金融負債に関する評価差額のうち
信用リスクの悪化に伴う部分を純利益には含め
ず，その他包括利益として処理し，リサイクリ
ングの手続を行わないことの合理性にあると考
えられます。保有目的別分類基準の見直しに関
連づけて先に説明したとおり，リサイクリング
の手続は貸借対照表と損益計算書の連繋関係を
保つためには不可欠です。従来一貫して尊重さ
れてきた連繋関係が損なわれる場合，はたして
どのような問題が引き起こされるのかは，慎重
に検討しなければならないでしょう。

8．公正価値ヒエラルキー

⑴　趣　旨
　最後の論点は公正価値ヒエラルキーです。先
に述べたとおり，IASBやFASBはできるだけ
多くの資産や負債にまで公正価値評価の範囲を
広げたいと考えていますが，このような方針に
沿って適用範囲を広げていくと，客観的な市場
が存在しない資産や負債も公正価値評価の対象
となります。そこでは，場合によっては，かな
り主観的な見積もりが要求されることになりま
す。そのように主観的にしか見積もれなかった
公正価値と，市場価格にもとづく公正価値とで
は，同じ呼称を用いたとしても，情報の中身が

のアプローチは客観的な事実の裏付けというも
のを待たずに，予想される貸倒損失を考慮して
求めた低めの金利を用いて，受取利息を最初か
ら控えめに配分する点が特徴的です。貸倒れが
最初から見込まれているのであれば，その事実
を早めに織り込んで受取利息を計算した方が，
投資家にとって有用な情報が提供されるのでは
ないか，という考え方がこのアプローチを支え
ているものと思われます。
　この新たなアプローチによれば，かりに予想
どおりの貸倒れが生じてしまったとしても，そ
れはあらかじめ低めの金利に織り込まれている
事実ですので，発生損失アプローチを採用した
場合のような大きな損失を貸倒れの発生年度に
計上する必要は生じません。
　発生損失アプローチから期待損失アプローチ
への移行を求めているIASBに対しては，コメ
ントレターをつうじて，貸倒れに関する損失を
信頼しうる形で見積もるのは困難ではないか，
という疑問が寄せられているようです。見積も
りの信頼性を確保できるかどうかが，期待損失
アプローチに移行できるかどうかの鍵を握って
いるといえるでしょう。

7．負債の公正価値評価と信用リスク

　先にも述べたように，IASBは今のところ金
融負債には継続的な公正価値評価を求めていま
せん。長期的には強制されるかもしれませんが，
今は時期尚早ということなのかもしれません。
ただし一定の条件を満たした金融負債について
は，継続的な公正価値評価を容認する旨の提案
をしています。
　金融負債の公正価値評価については，金融資
産とは異なる固有の問題の存在が知られていま
す。それは，発行主体である自社の業績が悪化
すると，投資家の自社に対する評価が悪化し，
発行した負債の時価は下落します。その結果，
その負債を公正価値評価すれば，業績の悪化を
理由として負債の発行主体に利益（負債の評価
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討の余地が残されています。主観的な見積もり
が強いられるようなものにまで「公正価値」の
レッテルを貼れば，少なくとも外見上，公正価
値評価の適用範囲が広がるのはたしかです。た
だ，それはあくまでも外形を整えただけのこと
であって，そのような形式的操作によって，投
資家により良い情報が提供されるようになると
は思えません。むしろ今後は，かなり主観的に
見積もった公正価値の情報や，その変動差額で
とらえた損益の情報が，なぜ投資家の意思決定
に有用な情報となりうるのかを検討する必要が
あると考えられます。

9．全体の総括

　この報告ではこれまで，いくのかの検討課題
を列挙してきましたが，なかでもとりわけ重要
な検討課題は，金融商品の保有目的別分類にあ
ると考えられます。IFRS 9 号の公表により，
IASBは，自身が理想とする全面時価会計に一
歩近づいたと考えられます。ただ，全面時価会
計にも混合属性会計とは異なる問題点が指摘さ
れています。混合属性会計が問題を抱えている
というだけの理由で全面時価会計を支持するの
は，少し短絡的という印象を免れません。「は
じめに全面時価会計ありき」ではなく，公正価
値による評価がなぜ，どのような資産や負債に
ついて合理的と考えられるのかに関する論拠を
明らかにする必要を強く感じます。以上で報告
を終わります。

異なっていると考えられます。また，こうした
ことから，見積もりの手法に応じて公正価値を
区分する必要が唱えられるようになったと考え
られます。

⑵　階層化の基本原則
　公正価値を階層化する際の基本原則は，
FASBとIASBで共通しています。まず，ある
金融資産や金融負債について市場価格が判明し
ている場合は，それを公正価値とみることにな
ります。これは，レベル 1の公正価値と呼ばれ
ます。
　次いで，問題の資産や負債自体の市場価格は
明らかでないものの，類似した資産や負債の市
場価格が明らかな場合は，類似資産や類似負債
の市場価格を「観察可能なインプット」として
用いながら，公正価値を推定することになりま
す。これが，レベル 2の公正価値です。
　最後に，以上のような形で公正価値を見積も
ることができず，「観察不能なインプット」へ
の依存度が高い，主観的な見積もりが強いられ
る場合の公正価値は，レベル 3と呼ばれます。
　以上から明らかなように，FASBやIASBの
いう公正価値は，かなり主観的に見積もったも
のも含む，幅広い概念といえます。

⑶　公正価値ヒエラルキーに関する論点
　直前に述べたように，FASBやIASBが公正
価値を広く定義しているのは事実ですが，その
ような定義が最善かどうかについては，なお検
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　　はしがき　　本稿は，平成22年11月18日開
催の税務会計研究会における新創監査法人統括
代表社員（日本公認会計士協会常務理事）柳沢
義一氏及び慶應義塾大学商学部教授 伊藤 眞氏
による『外国為替レート変動の影響』の講演内
容をとりまとめたものである。

　（柳澤）　では，最初に私の方から少しお話さ
せていただきます。本日のテーマについては，
本来私の担当ではあるのですが，実はこれにつ
きましては，専門外と言うことでありまして，
伊藤先生にお願いした次第です。
　先に，伊藤先生をご紹介しますと，先生はも
ともと公認会計士でありまして，われわれの仲
間です。トーマツのパートナーを務められ，実
務経験も豊富におありです。会計士協会では会
計制度委員会の委員長など，会計面でのいろい
ろな役職に就かれた後，現在は，慶應義塾大学
で教えておられます。又，われわれが IFRS を
研究するにあたって頼りにさせていただいてお
ります。

1．IFRS導入をにらんで JICPAの 
取り組みの一例

　伊藤先生に講義をいただく前に，私の方でも，

簡単な資料をご用意致しましたのでご覧下さい
（資料①・②／本稿末尾に掲載）。これについて
簡単に申し上げますと，IFRS の導入をにらん
で，JICPA，会計士協の取り組みの一例という
ことです。
　特に大手 4法人は別に問題ないのですけれど
も，大手 4法人以外の中堅・中小事務所はそれ
でも上場企業約1,000を監査しているのです。
そうすると，約4,000社のうち1,000社が大手 4
法人ではないとなったときに，この1,000社が
みんなふらふらしても困るということです。平
均すると，どの事務所も，私のところでもそう
なのですが，上場企業は10社未満， 5社未満と
いうのが多くて，数社程度をやっている事務所
が多いのです。そういう事務所を主に中心に支
援していこうということが会計士協の取り組み
としてあります。資料①の 1頁目にはそのよう
なことを書いてあります。
　ここでは，会員からの声として，IFRS が追
い切れていないとか，クライアントからもっと
わかりやすく紹介してほしい，IFRS 対応にあ
たってのツールが欲しい，或いは個別問題を議
論できる場が欲しいといった声が寄せられてい
ます。解釈をしてはいけないなどとヨーロッパ
が言っているものですから，みんな口を閉ざし
てしまうのですが，本音ベースで言えば，議論
しないということではすまないわけです。
　かつて定率法が駄目などと言っていたのが，

外国為替レート変動の影響

慶應義塾大学商学部教授
公認会計士

伊藤　眞

新創監査法人統括代表社員
日本公認会計士協会常務理事

柳澤義一
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今や定率法はオーケーになってきましたし，多
分耐用年数もこのまま行けば税法の耐用年数で
もいいのではないかというような話にもなって
きています。やはり個別の議論をしないことに
は前に進まないということもありますし，そう
した議論の場が欲しいということで，われわれ
も何とかしたいと思っています。
　施策としては，資料 1頁目の《施策》の 2行
目に，中小監査事務所連絡協議会とあります。
全国の上場企業を監査している約200の事務所
の連絡会があり，その200の事務所でネット
ワークを作って，IFRS の研究をしています。
　それから，同じ頁の下の方にありますけれど
も，非上場の問題，税務との問題，これらは，
われわれもすごく気にしています。非上場会社
に対してどういう影響があるのか。それから，
もちろん税務との調整はどうなるのだというこ
とは非常に気になるところです。

2．日本公認会計士協会における 
IFRS支援（トピック）

　資料①の 2頁目に会計士協会が行っている
IFRS 支援とあります。これは主に会員向けが
中心になっているのですが，会員向けというこ
とは会員を通じて各企業にそのサービスができ
るということになっています。
　特に下から 2番目の IFRS 相談窓口について
は，協会の中に「IFRS デスク」というのがあ
ります。専門員が何人もおりまして，そこに質
問すると答えてくれるというものです。といっ
ても，今のところ紋切り型の，あまり突っ込ん
だところのない回答なのですが。その他 e-
ラーニング教材というのもあります。
　会計士協会のホームページには IFRS コー
ナーがありますが，そこが多分一番充実してい
るのではないかと思います。最新の情報が満載
ですし，研修教材などもかなり用意されており
ますので，ご利用いただければと思います。
　それから，一番下に IFRS for SMEs とあり

ますが，これは中小企業向けの IFRS というこ
とです。実は先週マレーシアで開催された
IFAC（国際会計士連盟）の総会に行ってきた
のですけれども，海外ではこの IFRS for 
SMEs という中小企業向けの IFRS というのが
かなり注目されています。というのは，国内基
準を持たない国にしてみると IFRS しかないの
です。かといって，IFRS では難しすぎるので
す。そうなると IFRS for SMEs というのが国
内基準に代わるということです。
　イギリスは，この IFRS for SMEs を国内基
準にするということを決めたようです。イギリ
スのASB，設定主体の議長は「イギリスは
IFRS と IFRS for SMEs とその下にある中小企
業向けのFRSSE という三本立てで行くのだ」
といった話をしておりました。ということで，
この IFRS for SMEs については会計士協会の
方で翻訳作業を進めています。

3．勘定科目別の IFRS主要論点 
　（科目マッピング表）

　資料②－1とある表は会員向けに配っている
ものです。今日のテーマとは特に関係ないので
すが，何が IFRS はわかりづらいかといいます
と，基準書が勘定科目の体系に並んでいないの
です。ばらばらに並んでいるわけです。そうな
ると，われわれ古い人間は現金勘定から始まら
ないとどうも基準書というのは気持ち悪いとい
うことで，日本の勘定科目に置き換えて，それ
に対応する基準書は何かということを並び替え
た表です。
　一番右側に典型論点というのがあって，これ
を作っています。非常に好評で，企業の方から
も「これはわかりやすいね」と評価をいただい
ています。貸借対照表から 2頁目， 3頁目の損
益計算書に至るまで，勘定科目体系と IFRS の
基準書とそれに対応する主な論点ということで
す。とりあえず概略をざっくりつかむにはこん
な表を見るといいのかなということです。
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4．IFRSの全体像（日本基準との差異 
の簡易一覧表）

　資料②－2では，IFRS の基準書に IAS1号か
らずっと順番に最後の IFRS9号まで並べてい
まして，その概要と現時点の差がどのぐらいあ
るか。「◎はかなり差がある」という話なので
すが，「△はそれほどでもない」ということで
す。この辺はちょっと主観でやっていますので，
見解がばらばらだと思いますが，日本の基準改
正の動向，IFRS の改正の動向というのでここ
にコメントを入れてあるということです。
　資料②－1が勘定科目体系でしたら，こちら
は基準書の体系に従ってサマリーを作ったとい
うことで，これをほとんど毎月のようにアップ
デートしているのが現状です。これらを会員に
配りながら，会計士の特に中堅・中小事務所の
人たちの虎の巻といいますか，手引きみたいに
して配っておりますので，ご紹介させていただ
きました。

5．未就職者の動向

　それから，もう 1つ，これは全く今日の会合
に関係なくて，申し訳ありませんが，日本公認
会計士協会から，公認会計士試験合格者採用の
ご提案のパンフレットをお配りしております。
　実はこの間の15日に公認会計士試験合格者が
発表されまして，1,923人と，去年よりもむし
ろ多くなってしまったのですけれども，1,900
人台の合格者が出てしまったのです。それに対
して監査法人の実需が800人から900人といわれ
ており，1,000人ぐらいの優秀な若手の会計士
試験に受かった連中が実はあぶれていまして，
非常に気の毒なことになっています。本当にみ
んなまじめに勉強して，試験に受かった連中で
す。金融庁ともこれは日々相談し，むしろ金融
庁の施策として一般企業に広く会計インフラの
一環として採用していくという方向を金融庁も

強く押し出しておりまして，そのために会計士
協会がこれを作りました。
　私はこの未就職者担当の対策の担当なもので
すから，このパンフレットを全上場企業に郵送
させていただいているはずです。「JICPAキャ
リアナビ」という専用の求人求職サイトまで作
りましたので，今日来られる企業の方々で，自
分の部下として 2～ 3人使いたいねというのが
あれば，ぜひ採用していただくと，実務の経験
はなくても，少なくとも会計士試験に受かって
いますから，会計の素養はあります。ある種試
験合格者というのは純粋なので，皆さまのよう
な大企業に入って，IFRS の勉強をしながら実
務を経験したいというのであれば，一番やりが
いのある仕事だと思っていますので，ぜひとも
これを機に，皆様の会社でもご検討いただけれ
ばありがたいということです。
　それでは，本題に入ります。伊藤先生，お願
いします。

◇　　◇　　◇

　（伊藤）　ご紹介にあずかりました伊藤でござ
います。今日は「IAS21外国為替レートの変動
の影響」について，私の理解した範囲で解説し
てみたいと思います。

1．目的及び論点

　この基準の目的ですが，まず，外貨建取引と
在外営業活動体，言い換えれば日本でいう在外
支店と在外子会社を企業の財務諸表に含めるた
めの方法です。この財務諸表には，海外支店も
対象になっていますので，連結財務諸表だけで
はなく単体の財務諸表もここには含まれていま
す。この財務諸表に含めるための方法と財務諸
表を報告通貨に換算する方法を規定することで
す。
　論点ですが，その換算をするときにいかなる
為替レートを用いるべきか。それから，その為
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替レートの変動の影響をどのように報告するか。
純損益に計上するのか，その他の包括利益に計
上するのかという点を扱っています。

2．範　囲

　範囲ですが，IAS39金融商品の認識と測定の
範囲内となるデリバティブ取引は対象外です。
まず，⒜は，為替デリバティブ取引及び在外営
業活動体への正味投資額のヘッジとありますが，
これは IAS39の対象になっていますので，こ
のデリバティブ取引と正味投資額のヘッジ取引
及びその残高については扱っていません。それ
以外の外貨建による取引及び残高の会計処理を
扱っているという位置づけになっています。
　⒝は，企業の財務諸表に連結，比例連結，又
は持分法によって含められた在外営業活動体の
業績と財政状態の換算です。連結と比例連結，
それから，持分法も全部含めて連結財務諸表に
なるわけですが，持分法のみ適用した場合と在
外支店である在外営業活動体を換算して組み込
んだ場合には連結財務諸表にならないので，こ
こでは財務諸表という表現を使っていると考え
られます。
　それから，⒞は，企業の業績と財政状態の表
示通貨への換算です。機能通貨で財務諸表を作
るわけですが，機能通貨とは異なる表示通貨，
いかなる表示通貨でも構わないのですが，企業
が選定した表示通貨で財務諸表を表示すること
ができるという扱いになっています。

3．定　義

　用語の定義は，ほとんどは日本の基準と同じ
だと考えていいと思いますが，日本基準にはな
いものに「機能通貨」という概念があります。
機能通貨とは，企業が営業活動を行う主たる経
済環境の通貨をいいます。従って，外国通貨は，
企業の機能通貨以外の通貨をいうという定義に
なっています。

　日本の外貨建基準の場合は円で財務諸表を作
るという大前提がありますので，一応日本の企
業の機能通貨は円だということです。在外子会
社，或いは在外支店の機能通貨はそれぞれ検討
するということになるわけです。この機能通貨
の概念が日本基準にはありません。機能通貨は
経済実態から見た概念ですが，在外支店，在外
子会社というのは法的形式から分類した概念で
す。
　そういう意味でコンバージェンスをするとき
にどういうふうにするのかという論点はあると
思います。日本基準では在外支店の財務諸表は
本店と同じようになる会計処理をします。テン
ポラル法で換算をするということになります。
これは多分税務との整合性の観点から日本基準
ができているのではないかと推察しています。
したがって，テンポラル法で換算をしたくなけ
れば現地法人を作ればよいのです。そうするこ
とによって，原則として実務上は対応ができる
と考えています。
　それから，在外営業活動体とは，その活動が
報告企業と異なる国又は通貨に基盤を置いてい
るか，又は行われている報告企業の子会社，関
連会社，ジョイント・ベンチャー，又は支店を
いうとされ，支店もここに入っています。
　それから，貨幣性項目です。ここに書いてあ
る定義は保有している通貨単位及び固定，又は
決定可能な通貨単位で受領，又は支払うことに
なる資産及び負債をいいます。日本では外貨建
ての金銭債権債務ですが，これには定期預金を
含むというような扱いになっています。
　それから，もう 1つ日本基準と違うところで
すが，在外営業活動体に対する正味投資額の範
囲が日本より広いということです。ここでは当
該営業活動体の純資産に占める報告企業の持分
の額をいうという定義がされていますが，後で
もう少し詳しいご説明をします。
　表示通貨とは財務諸表が表示される通貨をい
います。日本では円で通常連結財務諸表を作ら
れていますが，表示通貨はドルでもいいですし，
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どのような通貨で表示してもいいという扱いに
IAS21ではなっています。

4．機能通貨（補足的説明）

　企業が営業活動を行う主要な経済環境とは通
常その企業が主に現金を獲得し，支出する環境
をいいます。
　機能通貨を決定するために次の要因を考慮し
ます。 1つは通貨ですが，まず，財，又はサー
ビスの販売価格に大きな影響を与える通貨です。
販売価格が表示され，そして，決済される通貨
です。それから，競争力，或いは規制が財，又
はサービスの販売価格を主に決定する国の通貨
です。これは売上・収益の観点からのものです
が，もう 1つは，購入の観点から，財，又は
サービスを提供するための労働，原材料及びそ
の他の原価に主に影響を与える通貨です。まず，
これが第一順位です。
　次の要因で機能通貨の証拠を提供するかもし
れないとして挙がっていますのが財務活動によ
り資金が創出される通貨です。或いは営業活動
からの受取金額が通常留保される通貨です。保
持される通貨という観点です。
　通常営業活動というのは最初に話した売上の
通貨です。これと留保される通貨は通常は同じ
はずですが，違うこともあり得るかもしれない
ということです。

5．機能通貨（追加的要因）と機能 
通貨の変更

　次は機能通貨決定のための追加的要因です。
この機能通貨の概念が入る前には，在外営業活
動体の活動が報告企業の延長線上にあるのか。
それとも独立性を持っているのかという分類を
していました。国際会計基準の IAS21が改正
されたときに，アメリカの機能通貨という用語
を使いたくなかったということがあったのかも
しれません。2003年の改正で，機能通貨という

用語を取り入れました。
　在外営業活動体の機能通貨が報告企業の機能
通貨と同じかどうかを決定するため，その活動
が重要な程度の独立性を持って営まれているか
どうか。或いは報告企業の拡張として営まれて
いるかどうか。この観点から検討してください
ということです。ここには昔の表現が残ってい
ます。
　それから，報告企業との取引がその在外営業
活動体の活動に占める割合が高いのか，低いの
か。低ければ独立性があるだろうということだ
と思います。その活動からのキャッシュ・フ
ローが報告企業のキャッシュ・フローに直接影
響を与え，すぐ報告企業に送金できるかどうか。
在外の営業活動体は単にスルーするだけだとい
うような感じです。そういうものは報告企業の
延長線上にあると考えるのだと思います。
　それから，在外営業活動体の活動からの
キャッシュ・フローが報告企業からの資金なし
に現在ある債務と近い将来予測される債務の返
済に十分かどうか。報告企業からの資金援助が
必要かどうかというような観点も検討してくだ
さい。これも独立性があるかどうか，というこ
とです。
　このような指標が絡み合って機能通貨が明ら
かとならない場合には経営者は基本となる取引，
事象及び状態の経済的効果を最も忠実に表す機
能通貨を決定するために判断力を行使すること
が求められています。このアプローチの一部と
して財務活動，報告企業からの独立性の指標を
検討する前に販売と購入の通貨という主要な指
標を優先的に検討するということで，また最初
に戻ります。主要な経済環境，すなわち主に獲
得し支出する通貨，言い換えれば，収益サイク
ルで使われている通貨，購入サイクルで使われ
ている通貨を検討しなさいという位置づけに
なっています。
　機能通貨は，企業に関連する基本的な取引，
事象及び状態を反映します。従って，一度決定
した場合にはその機能通貨は基本的な取引，事
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象及び状態に変化がない限り変更しないという
ことになっています。

6．機能通貨の決定

　IAS21を適用する場合には，在外子会社と在
外支店という在外営業活動体の機能通貨が何か，
検討する必要があります。単純な場合はよいの
ですが，例えば，ユーロ圏内にある在外営業活
動体が，主要部品を円建で仕入れ，製品を製造
し，ドル建てで売り上げている場合，どの通貨
が機能通貨か決定することはなかなか難しいと
思います。収益の通貨であるドルを事業維持に
使用するのであればドルかもしれませんし，入
金したドルをユーロに替え運転資金とし，製造
プロセスの相対的比重が高ければ，ユーロにな
るかもしれません。あるいは製造プロセスの付
加価値が低く，余剰資金を日本に送金するので
あれば，円になるかもしれません。報告企業が，
在外営業活動体をどのように位置付けて活動さ
せているかが，一つの判断する際のポイントに
なるかもしれません。機能通貨の決定とその後
の取引価格の設定方法によっては，移転価格の
問題も生じる可能性があります。

7．機能通貨が超インフレ経済の通貨
である場合の会計処理

　それから，もう 1つですが，機能通貨が超イ
ンフレ経済の通貨である場合にはその企業の財
務諸表は IAS29の「超インフレ経済下におけ
る財務報告」に従って修正再表示をしなさいと
なっています。この基準書に従って決定した機
能通貨以外の通貨，例えば親会社の機能通貨を
機能通貨として採用することによって IAS29
に従った修正再表示を避けることはできません。
　昔メキシコに監査に行ったことがあるのです
が，例えばアメリカの子会社がメキシコにあり
まして，当時はメキシコペソが超インフレ経済
下にありました。そのアメリカの企業の子会社

はドル建てで決算をしていました。その場合に
はドルの為替相場にメキシコペソのインフレが
反映されているだろうという前提でドルで記録
していますので，超インフレ経済下のインフレ
修正をする必要がないという扱いだったのです
が，それは認めませんよというのがこの趣旨で
す。

8．在外営業活動体に対する正味投資
額（補足説明）

　企業は在外営業活動体からの未収金，又は未
払金である貨幣性項目を保有していることがあ
ります。その決済が計画されず，決済が予見で
きる将来において発生しそうにない項目は実質
的にその企業の在外営業活動体に対する正味投
資額の一部だと考えます。これは連結上，下記
12.（32項と33項）の在外営業活動体に対する
純投資の一部分を構成する貨幣性項目の処理に
従って会計処理を行います。すなわち，その換
算損益をその他の包括利益，そして為替換算調
整勘定に計上することになります。
　その貨幣性項目には長期債権，或いは借入金
を含むかもしれません。しかし，それらは営業
上の未収金，未払金を含みません。売掛金，買
掛金，営業債権債務は含まれないということで
す。
　なお，個別財務諸表上は，この換算損益は純
損益に計上します。

9．貨幣性項目（補足説明）

　次に，貨幣項目の本質的な特徴は固定，又は
決定可能な数の通貨単位を受け取る権利，又は
引き渡す義務です。例えばということで，年金，
その他の従業員債務とか，現金で支払われる引
当金，負債として認識された現金配当を含むと
いう例が載っています。同様に，受け取るか，
もしくは引き渡す，公正価値が固定又は決定可
能な数量の通貨単位に等しくなるようにその数
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量が変動する企業の自己の持分金融商品すなわ
ち自己株式，又はその金額が変動する資産を受
け取る，もしくは引き渡す契約も貨幣性項目で
す。
　自己株式を引き渡す，あるいは受け取るとい
う場合ですが，例えば100円という債権がある
とします。自己株式の株価というのは変動する
のですが，その100円に合うように数量を調整
して，100円という価値の自己株式を与える，
或いは引き取るというものは貨幣性項目として
扱っています。IAS32号に資本と負債との定義
がありまして，その決済手段として使う持分金
融商品，最近の翻訳では資本性金融商品という
訳語もありますが，これについては負債として
扱うということです。ここが少しわかりにくい
ところです。
　もう 1つの，又はその金額が変動する資産を
受け取る，もしくは引き渡す契約も，例えば，
金地金で100円の価値のものを渡しますと言っ
たときに，その金地金は相場商品で変動します
から，その日に100円となる量だけ渡す，或い
は受け取るというものも貨幣性項目だと解釈で
きます。
　逆に非貨幣性項目の本質的特徴は固定，又は
決定可能な数量の貨幣単位を受け取る権利，又
は引き渡す義務がないことです。これは最初の
定義を逆に言っただけなのですけれども，こう
いうような補足説明がございます。

10．外貨建取引の機能通貨での報告

　次に実際の会計処理に入ります。外貨建取引
の機能通貨での報告です。当初認識ですが，こ
れは日本では取引発生時の会計処理という表現
になっていますが，外貨建取引は機能通貨によ
る当初認識においては取引日における機能通貨
とその外貨間の直物為替相場を外貨額に適用し
て機能通貨で計上します。これは日本基準と全
く同じです。機能通貨を円貨と言い換えれば，
これは同じです。

　実務上の理由から取引時の実際のレートに近
似するレート，例えば 1週間，又は 1カ月間の
平均レートが，その期間に発生した外貨建取引
すべてに，用いられることもよくあります。し
かし，為替レートが著しく変動している場合に
は一定期間の平均レートの使用は不適切である
と書かれています。あくまでも忠実に表現する
ということで，著しく変動していない場合は平
均レートを使っていいですよという扱いになっ
ています。
　日本基準の方は外貨建基準の注解に書かれて
いるのですけれども，その前月，或いは前週の
平均，或いはその前月若しくは前週の末日又は
当月又は当週の初日の直物レートで換算するこ
とを妨げないという実務上の扱いになっている
わけですが，この IAS21がいう平均レートは
あくまでも取引をしているときの期間に対応す
る平均レートですので，日本基準の実務的な前
月，或いは前週の平均レート等は認められてい
ないと考えられます。このようなレートがわが
国の実務でどの程度用いられているのかわかり
ません。
　次に，当初認識後の報告期間の末日における
報告ですが，日本では決算時の処理という表現
になっています。この報告期間の末日において
外貨建の貨幣性項目は決算日レートを用いて換
算します。それから，外貨建の取得原価によっ
て測定されている非貨幣性項目は取引日の為替
レートを用いて換算します。 3つ目が外貨建の
公正価値で測定されている非貨幣性項目は公正
価値が決定された日の為替レートで換算します。
　例えば公正価値測定による固定資産の場合で
す。これは有形，無形があるわけです。それか
ら，正味実現可能価格による棚卸資産，そして，
減損損失認識後の資産です。こういうものはそ
の公正価値なり，正味実現可能価格によって測
定した日の為替レートで換算します。その測定
を決算日に行った場合にはその決算日レートで
換算します。ここも基本的な考え方は日本基準
と同じと考えてよろしいと思います。決算日に
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公正価値で測定する固定資産というのは，原則
として日本ではないですけれども，それを除い
て同じだとと思います（かつて，時限立法で土
地再評価法に基づきすべての土地を時価で計上
することが認められていました）。
　日本基準では決算日前後に著しく為替相場が
変動した場合には，決算日の前後一定期間の直
物為替相場に基づいて算出された平均相場を用
いることができるという実務上の取り扱いがあ
るわけですけれども，それは認められません。
あくまでも決算日レートしかないというのが
IAS21の位置づけです。日本でも一定期間の平
均レートを使用するケースは少ないと思います。

11．複数の為替レートがある場合と 
通貨の交換性が一時的に欠けてい 
る場合

　これは実務上の観点から，複数の為替レート

が利用可能な場合にはそのキャッシュ・フロー
が測定日に発生した場合にその取引による将来
キャッシュ・フロー，又は残高が決済されてい
たであろうレートを使用することになっていま
す。日本基準にはこういうものはありませんが，
税務通達に複数のレートがある場合には通常決
済等の取引を行っている場所の為替レートを使
うという規定があります。
　それから， 2つの通貨の交換性が一時的に欠
けている場合にはその後に交換が可能となると
きの最初のレートを使用するという規定があり
ます。日本ではこのようなケースは例外的なも
のだと思います。

12．為替差額の認識

　貨幣性項目の決済，又は貨幣性項目を当期中
の当初認識，又は過去の財務諸表において換算
したレートと異なるレートで換算することに
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よって生じる為替差額は在外営業活動体への正
味の投資額の一部を構成する貨幣性項目の場合
を除き，発生する期間の純損益に認識して，損
益に計上します。外貨建項目のヘッジ取引があ
る場合には IAS39を適用するという扱いに
なっていまして，この IAS21では先ほどお話
ししましたようにヘッジ取引は記載されていま
せん。
　それから，非貨幣性項目に係る利得，又は損
失がその他の包括利益に認識される場合にはそ
の利得，又は損失の為替部分はその他の包括利
益に認識します。逆に非貨幣性項目に係る利得，
又は損失が純損益に認識される場合にはその利
得，又は損失の為替部分は純損益に認識します。
こういう非貨幣性項目に係る利得，又は損失に
付随する為替差額はその利得又は損失の計上区
分に対応して同じように処理をするということ
が30項で規定されております。

13．在外営業活動体に対する報告 
企業の正味投資額の一部を構成 
する貨幣性項目について生じる 
為替差額

　在外営業活動体に対する報告企業の正味投資
額の一部を構成する貨幣性項目について生じる
為替差額ですが，まず報告企業の個別財務諸表
上，又は該当する在外営業活動体の個別財務諸
表ではこういうものは純損益に認識します。例
えば報告企業で円の貸付金の場合には在外営業
活動体の方がドルの機能通貨の場合は在外事業
体の記録では外貨建の借入金になります。その
正味純投資については個別財務諸表では在外営
業活動体の方で純損益に計上するという扱いに
なります。
　報告企業の方の外貨では，例えばドルで長期
の貸付を行っているとします。在外営業体はド
ルで借りて，ドルが機能通貨だといった場合に
は報告企業の方の換算で差額が出てきます。報
告企業の個別財務諸表上それは純損益に認識し

ます。しかし，この在外営業活動体と報告企業
を含む財務諸表は当該在外営業活動体が子会社
の場合には連結財務諸表になるわけですが，こ
こにおいてその為替差額はその他の包括利益に
認識することになります。
　ですから，親会社が在外営業活動体にドル建
で貸している場合，それを換算した結果生じる
損益はその他の包括利益，為替換算調整勘定に
計上します。在外営業活動体が親会社から円建
で借りているといった場合にはその在外営業活
動体で発生した為替差額をその他の包括利益を
通して為替換算調整勘定に認識するという扱い
になります。その正味投資額を処分したときに
資本から純損益に振り替えるという扱いになっ
てます。
　その報告企業と在外営業活動体の機能通貨と
異なる第 3の通貨を使った場合には両方で為替
差損益が発生するわけですが，その場合には連
結上はその両者から発生した為替差額をその他
の包括利益に計上するということになります。
日本基準の場合，親子会社間の金銭債権債務の
換算は，親会社の換算レートに合わせるという
ような表現になっています。それは通常の相殺
消去のためで，こういう正味投資額の一部を構
成する貨幣性項目というものは日本基準にはあ
りません。

14．機能通貨以外の通貨で帳簿と記録
を保管する場合と機能通貨の変更

　ここからある意味ではわが国の在外支店なり，
在外子会社の財務諸表の換算に対応する関係に
なると思います。これは 2つのテーマを扱って
います。まず機能通貨以外の通貨で帳簿と記録
を保管する場合の処理，それから，経済実態が
変わって，機能通貨を変更した場合の処理につ
いて扱っております。
　まず企業が機能通貨以外の通貨で帳簿と記録
を保管する場合，財務諸表を作成するときにす
べての金額は今ご説明した10から12（20項から
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26項）の処理方法に従って機能通貨に換算しま
す。これは当初から機能通貨で換算していた場
合に生じる金額と同一の金額を作り出します。
日本基準の場合は在外支店（なお，IAS21では，
在外支店であっても機能通貨が円ではない場合
もあり得ます。この場合には，当該機能通貨で
財務諸表を作成することになります。）の扱い
がこれに該当します。現地の通貨で記録してい
て，それを本店の円に換算する，いわゆるテン
ポラル法がこれに該当します。この在外営業活
動体の機能通貨が報告企業の機能通貨と同一の
場合の会計処理はこのようになると解釈できま
す。
　日本基準では在外支店の損益項目について，
特例として決算日レートで換算することが認め
れていますが，IAS21では平均レートしか認め
られていません。
　機能通貨の変更もあり得ます。経済実体が変
化した場合に機能通貨を変更します。その場合
はその変更の日から将来に向けて新しい機能通
貨に適用される換算手続きを適用します。企業
はその変更日における為替レートを使用して，
すべての項目を新しい機能通貨に換算します。
換算の結果，生じる非貨幣性項目の金額は取得
原価として扱われます。ここがちょっと特異な
ところです。海外でいろいろ事業展開をしてい
る場合に在外営業活動体で機能通貨が変化する
ということもあり得ると考えられているわけで
す。

15．機能通貨以外の表示通貨の使用

　表示通貨については機能通貨以外の通貨を採
用することができます。2000年頃にヨーロッパ
の企業が測定通貨（機能通貨）以外の通貨で表
示をしたいというニーズがあって，検討した結
果，解釈指針で認められました。会計士協会も
賛成するというコメントを出したと記憶してお
ります。
　企業はいかなる通貨，或いは複数の通貨でも

財務諸表を表示することができます。これは個
別財務諸表も，連結財務諸表もできると解釈で
きます。表示通貨が企業の機能通貨と異なる場
合には企業はその業績と財政状態を表示通貨に
換算します。例えば企業集団に異なる機能通貨
を有する個別の企業が含まれる場合，各企業の
業績と財政状態は連結財務諸表を表示できるよ
うな共通通貨で表示されるという扱いになって
います。ですから，ここでは報告企業の個別財
務諸表，連結財務諸表が対象になると考えられ
ます。
　在外営業活動体，これは中間親会社という位
置づけになると思うのですが，それが，個別の
財務諸表，連結財務諸表の表示通貨を機能通貨
とは別に作りたいというならば，この規定に
よって機能通貨とは異なる財務諸表を作成する
ことができると解釈できます。

16．機能通貨が超インフレ経済下の 
通貨ではない場合の表示通貨への 
換算方法

　その表示通貨への換算方法ですが，超インフ
レ経済下とそうではない場合によって分かれて
います。まず，機能通貨が超インフレ経済下の
通貨ではない場合に企業の業績と財政状態，こ
れは損益計算書（PL）と財政状態計算書
（BS）と読み替えてもよいと思いますが，次の
手続きによって異なる表示通貨に換算します。
　まず，財政状態計算書の資産及び負債（前期
以前の比較可能金額を含む）は，その財政状態
計算書の現在の決算日レートで換算します。カ
レントレートで換算します。当期の資産負債に
は当期のカレントレート，前期のものには前期
のカレントレートを適用し，換算をします。
　それから，各包括利益計算書，又は分離した
損益計算書， 1表方式か 2表方式かという包括
利益計算書ですが，この収益及び費用（前期等
の比較可能金額を含む）は，取引日の為替レー
トで換算します。
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　この結果として生じるすべての為替差額はそ
の他の包括利益に認識するという表現になって
います。資本勘定についてはここに書かれてい
ないのですが，当然ヒストリカル・レート
（歴史的レート），言い換えれば，取得時なり，
発生時のレートで換算するということが裏にあ
るのだと思うのですけれども，いわゆるカレン
ト・レート法によって換算します。
　実務上の理由から取引日の為替レートに近似
するレート，例えばその期間の平均レートが収
益及び費用項目を換算するのに用いられること
が多いとあります。先ほどと同じように，「し
かし，為替レートが著しく変動している場合に
は平均レートの使用は不適切である」と規定さ
れています。
　変動が激しい場合には四半期ごとに区分して
計算するというようなことも考えられます。あ
るいは変動が大きかった期間はその時点で区分
して，平均レートをそれぞれ使い分けるという
ようなことが，為替相場が著しく変動した場合
には必要になるかもしれません。重要性がなけ
れば構わないと思います。

17．機能通貨が超インフレ経済下の 
通貨である場合の換算及び換算前 
の会計処理

　機能通貨が超インフレ経済下の通貨である場
合には比較可能金額，すなわち前期以前の金額，
それから，収益及び費用，これらすべてを当期
の決算日レートで換算します。超インフレ経済
下の会計処理を定めた IAS29では決算日現在
の通貨の価値で当期のBS項目，収益費用項目，
それから，前期のBS項目，前期の収益費用項
目，すなわち，開示する費用，収益，資産，負
債項目をすべてインフレ修正しています。その
表示された各金額は決算日現在の貨幣価値に基
づく金額なのです。ですから，決算日レートで
換算するという処理になります。
　また，前期の金額が超インフレ経済下にはな

い通貨に換算されている場合，当該金額は比較
可能金額になります。前期の数値が前期末の決
算日レートで換算された金額で，その換算後の
通貨が超インフレ経済下にないというものです。
この換算後の数字というのはインフレの影響を
受けていませんので，その換算後の過年度の数
字を使います。適切な過年度財務諸表において
その期の金額として表示された金額を用います。
前期の報告企業の表示通貨に換算された金額を
そのまま転記するという意味です。
　その経済が超インフレではなくなり，企業が
もはや IAS29に従って財務諸表を修正再表示
しない場合，企業はその財務諸表を修正再表示
するのを中止した日の物価水準に修正再表示し
た金額を表示通貨への換算のための歴史的原価
として用いるという扱いになっています。

18．在外営業活動体の換算

　在外営業活動体の業績及び財政状態を表示通
貨に換算する場合，その営業活動体が報告企業
の財務諸表に連結，比例連結，持分法で含まれ
るような場合，今お話しした換算方法に加えて，
次の19から21を適用します。

19．連結財務諸表上の企業集団内の 
貨幣性資産負債

　ここには企業集団内の貨幣性資産負債の扱い
が書かれています。企業集団内の残高と取引は
相殺消去する連結手続きが取られるわけですが，
この企業集団内の貨幣性資産負債は短期，長期
に拘わらず，連結財務諸表における通貨の変動
の結果を表示することなしに相殺消去すること
はできないので，この相殺消去するために発生
する換算差額は純損益に認識します。ただし，
先ほどお話しした在外営業活動体に対する正味
投資に該当するものについてはその他の包括利
益として認識します。これは IAS21の論理か
らいえば当然のことと思います。
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20．在外営業活動体の財務諸表の 
決算日と報告企業の決算日が異 
なる場合

　在外営業活動体の財務諸表の決算日と報告企
業の決算日が異なる場合，原則として同じ決算
日の追加財務諸表を作成するという原則があり
ますが，差異が 3カ月以内の場合には重要な取
引，又はその他の事象をすべて修正して連結す
ることができます。その場合には在外営業活動
体の報告期間の末日の為替レートで換算すると
いう扱いになっています。
　ただし，日本基準の場合は連結会社間の取引
に係る会計記録の重要な不一致について，必要
な整理を行うというのがあって，重要な取引又
はその他の事象という表現がありません。重要
な為替相場の変動があった場合にはその他の事
象に該当するものと扱われています。その場合
には日本でいう子会社の決算日レートと 3カ月
後の親会社の決算日レートの差額を反映して，
その差額は為替換算調整勘定に含めると解釈で
きます。そうすると，子会社の決算日のレート
で換算するのではなくて，実質的に親会社の決
算日レートで換算したのと同じになります。た
だし，為替換算調整勘定に入るので，純損益へ
の影響はないということになります。日本基準
においては，差異期間内において為替相場に重
要な変動があった場合，在外子会社等は連結決
算日に正規の決算に準ずる合理的な手続による
決算を行うと規定されています。

21．在外営業活動体の取得により 
生じるのれん

　のれんはその在外営業活動体の資産及び負債
として処理をします。従って，決算日レートで
換算をします。日本の企業結合会計基準及び事
業分離等会計基準に関する適用指針の改正に対
応し，2009年に外貨建取引等の会計処理に関す

る実務指針の方で手当されて，のれんは外貨で
記録し換算替えをすると改正されています。在
外営業活動体ののれんはその収益をとおして，
その機能通貨で実現していくだろうという考え
方に基づいていると解説されています。

22．在外営業活動体の処分又は部分 
的な処分

　次に在外営業活動体の処分，或いは部分的な
処分ですが，日本でいう在外子会社の株式の売
却等に該当します。換算差額はその他の包括利
益を通じて資本の独立区分に累積されてきてい
ます。しかし，在外活動事業体を処分して処分
損益を認識したときに，累積換算差額を資本か
らの組替調整額としてその他の包括利益を通し
て純損益に振り替える，リサイクルをするとい
うことになります。これは日本と同じです。
　それから，次の 3つの場合にはまだ一部を保
有しているとしても，全部処分していないとし
ても処分として扱います。すなわち，保有持分
をすべて処分したものとして会計処理し，残っ
た部分は公正価値で記録します。 1つは子会社
に対する支配の喪失です。それから，関連会社
に対する重要な影響力の喪失です。そして，共
同支配企業に対する共同支配の喪失です。こう
いう場合には処分として扱うということになり
ます。在外営業活動体を含んでいる子会社を処
分したときにはその在外営業活動体に関する為
替差額の累積額のうち非支配持分に帰属してい
たものは認識の中止を行いますが，純損益に振
り替えてはなりません。これは非支配持分，少
数株主の持分に帰属したものですから，損益に
は振り替えないという規定になっております。

23．部分的な処分

　在外営業活動体を含んでいる子会社を部分的
に処分した場合には，企業はその他の包括利益
に認識されていた為替差額の累計額に対する比
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例持分をその営業活動体に対する非支配持分に
あらためて帰属させます。営業活動体のそれ以
外の部分的な処分においては，企業はその他の
包括利益に認識されていた為替差額の累積額に
対する比例的持分のみを純損益に振り替えなけ
ればなりません。
　はじめの方は在外営業活動体を含んでいる子
会社を部分的に処分して，まだ子会社である場
合はその他の包括利益を損益認識しないで，非
支配持分に振り替えると解されます。次に，そ
れ以外の場合，すなわち子会社ではない在外営
業活動体の場合，その他の包括利益累積額のう
ち部分的な処分に対応する部分は純損益にリサ
イクルしましょうということです。
　それから，その営業活動体に対する持分の部
分的な処分とはその営業活動体に対する企業の
所有持分の削減です。ただし，処分として会計
処理される22の支配，影響力又は共同支配の 3
つの喪失は除きます。
　次に企業が在外営業活動体に対する持分をそ
の企業の全部，又は一部の売却，清算，株式資
本の払戻し，又は放棄によって処分，又は部分
的に処分することがあります。在外営業活動体
の帳簿価額の評価減は，それ自体の損失による
ものであっても，投資企業によって認識された
減損によるものであっても，部分的な処分には
該当しません。評価減は部分的な処分ではあり
ません。従って，その他の包括利益に認識され
た為替差損益のいかなる部分もその評価減の時
点では純損益に振り替えません。リサイクルは
しませんという扱いになっています。
　為替差額については税効果を伴うことがあり
ます。そのときには IAS12の税効果会計を適
用してください。これは日本基準と同じです。

24．開　示

　以下に述べる開示のうち機能通貨に関連する
開示は，企業集団の場合，親会社の機能通貨に
適用します。

　企業は次の事項を開示します。まず，純損益
に認識された為替差額の額です。これについて
は，IAS39「金融商品－認識と測定」に従って
純損益を通じて公正価値で測定される金融商品
から生じるものを除きます。これはその金融商
品の損益に含まれるということだと思います。
それから，その他の包括利益に認識された資本
の独立区分に累積されている正味為替差額，期
初・期末時点の為替差額の調整，すなわち増減
です。期初残高・期末残高と増減です。
　それから，表示通貨が機能通貨と異なる場合
にはその旨を説明して，併せて機能通貨が何か，
そして，異なる表示通貨を使用する理由を開示
してくださいということです。
　報告企業，又は重要な在外営業活動体の機能
通貨に変更がある場合にはその旨及び変更の理
由を開示します。機能通貨と異なる通貨で財務
諸表を表示する場合に，先ほどの表示通貨への
換算の方法を含めて IFRS のすべての基準に準
拠している場合のみ，財務諸表は IFRS に準拠
していると記載することができます。それ以外
のときは IFRS に準拠していると記載すること
は認められません。例えば日本だと円で連結財
務諸表を作って，その決算日のドルの為替相場
で PLも BSもすべて換算している場合，それ
が読者の便宜のためにそういう表示をしている
のであって，IFRS の表示通貨の換算にのっ
とっていない場合は，IFRS に準拠した情報と
区別するためにその情報を補足情報として明確
に特定します。まず，表示されている通貨を開
示します。それから，機能通貨及び補足情報を
決定するために使用された換算方法を開示しま
す。決算日のレートですべて換算していますと
書いてくださいということです。
　以上が IAS21の概要です。

25．在外営業活動体への純投資の 
ヘッジ

　IAS21の範囲外ですが，在外営業活動体への
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純投資のヘッジについて，説明します。
　これは IAS39の第102項に規定されています。
在外営業活動体への純投資のヘッジはキャッ
シュフロー・ヘッジと同様に会計処理します。
会計のヘッジ要件を満たした有効なヘッジであ
ることが決定されたヘッジ手段に生ずる利得，
又は損失の部分はその他の包括利益を通じて持
分に直接認識します。有効でない部分は損益に
認識します。このヘッジ損益及びその累計額を，
その他の包括利益及びその他の包括利益累計額
としてどのように表示するかは規定されていま
せんが，ヘッジ対象の換算差額の変動額及び累
計額に含めて表示する実務もあります。ヘッジ
取引としては妥当な処理と思いますが，この場
合，それぞれを別管理する必要があると考えま
す。

　持分に直接認識されてきたヘッジの有効な部
分に関連するヘッジ手段に生じた利得，又は損
失は在外営業活動体の処分のときに損益認識す
るという常識的なことが書かれております。部
分的なヘッジについては，ヘッジ対象である為
替換算差額の処理に対応させて処理します。
　在外営業活動体の機能通貨と親会社の機能通
貨に関するヘッジが認められています。報告企
業，中間親会社，ヘッジ対象である在外営業活
動体が保有する金融商品もヘッジ手段に指定で
きますが，連結上は 1回しかヘッジできません。
ヘッジ手段はどの企業でも保有できますが
（IFRIC16），報告企業は連結上のヘッジ会計の
文書化が必要です。
　日本の外貨建基準では連結上子会社に対する
持分への投資をヘッジ対象として，ヘッジ手段
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から生じた為替換算差額については為替換算調
整勘定に含めて処理をする方法を採用すること
ができます。これについては，外貨建基準の注
解13に書かれています。
　この場合，原則的処理は，繰延ヘッジ会計で
ヘッジ手段から生じた損益又は評価差額を純資
産の部の評価換算等において繰り延べますが，
個別財務諸表上はこの処理しかありません

26．多通貨会計

　日本基準で認められている多通貨会計は，

IAS21には規定されていません。多通貨会計を
適用して，決算日に各通貨から報告通貨（又は
機能通貨）への換算総合の結果，IAS21の規定
を満たすのであれば，認められると思います。
言い換えれば，貨幣性項目，売買目的有価証券
が多通貨の対象であれば，換算総合の結果は損
益への影響はなく，IAS21で処理した結果と同
じになります。非貨幣性項目に重要性があれば，
それが機能通貨になる可能性があるかもしれま
せん。
　以上が本日のご報告です。ありがとうござい
ました。
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　　はしがき　　本稿は，平成23年 2 月17日開
催の税務会計研究会における，㈳日本経済団体
連合会経済基盤本部長 阿部泰久氏の『企業結
合とのれん』と題する講演内容をとりまとめた
ものである。

はじめに

　実は前回（2009年 7 月16日／本誌2009年10月
号掲載）でも企業結合についてご説明させてい
ただきましたが，それから 1年半たつのに中身
はあまり進んでいません。昨年春以降，単体財
務諸表の扱い等でいろいろな議論が滞っていま
す。ちなみに昨年12月に更新された企業会計基
準委員会（ASBJ）のプロジェクト計画表では，
「企業結合のステップ 2」は，のれんの償却が
焦点となるのですが，これと「無形資産のプロ
ジェクト」を合わせて一応今年の第 1四半期中
に公開草案を出す予定とされています。これは
もともと短期コンバージェンス項目であり，今
年 6月末までには決めなければいけないという
ことにはなっているので，何とかそれに間に合
わせようということなのですが，どうなるかは
分かりません。
　お手元に資料を 3種類お配りしております。
「企業結合会計基準の『のれん』」という説明の
ためのもの（資料Ⅰ）と，その中でご説明させ
ていただきますが，「企業結合会計の見直しに

係る論点整理」と「無形資産に係る論点整理」
に関する経団連のコメント（資料Ⅱ及び資料
Ⅲ）が出ていますので，それもご紹介しながら
説明をさせていただきたいと思います（本稿末
尾に掲載）。
　最初にお断りしますが，もともと与えられて
いたテーマは企業結合会計基準ステップ 2のは
ずでしたが，その中の最大の問題がのれんの扱
いです。のれんを償却するか・しないかという
ことですが，それについては無形資産全体のプ
ロジェクトの中に入ってくるということで，無
形資産のプロジェクトと企業結合会計のステッ
プ 2は同じ土俵に乗っています。もちろん無形
資産の方でも開発費の問題でもめています。の
れんの非償却の是非，それから開発費の資産計
上の是非についてはいわゆる連単問題の要の 4
つの中の 2つということで，昨年の後半から
FASB／ASBJ の下で単体会計基準に関する検
討会というところで議論が開始されています。
そのような議論も含めながらご説明していきた
いと思います。

1．現　状

⑴　ASBJ における検討状況
　最初に現状ということで，＜資料Ⅰ- 2 頁＞
の企業結合会計基準の改正，無形資産会計基準
の開発についての，ASBJ における検討状況で
す。

企業結合とのれん

㈳日本経済団体連合会経済基盤本部長 阿部泰久
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　まず企業結合会計については，もともと本当
ならもう公開草案が出ていなければいけない段
階ですが，先ほど申しましたような事情で遅れ
ています。IFRS 3 号（企業結合）とのコン
バージェンスをするということで議論されてい
ます。最大の焦点がのれんの償却の是非です。
のれんを非償却にした場合どうするかというこ
とです。この議論が無形資産と絡むということ
で，下の方の無形資産です。
　現在，日本には無形資産に係る包括的な会計
基準はありません。研究開発等について一部が
あるだけですが，無形資産も IAS38号とのコ
ンバージェンスを図るということで議論されて
います。こちらの方の最大の焦点は，社内開発
費の資産計上の是非で，同じようにもめていま
す。スケジュールとしてはこの前ASBJ から
出されましたプロジェクト計画表の改定では今
年の第 1四半期までに公開草案を出すことに
なっています。東京合意で締切が切られていま
すので，2011年 6 月までに最終基準化を完了す
ると言っているのではなく，「完了する必要が
ある」と言っているだけです。
　ちなみにASBJ のホームページを見ていま
したら， 1月21日に開かれました財務会計基準
委員会の議事要旨が載っていました。いずれも
そこで議論されていました。まず企業結合会計
については，専門委員会からの検討状況の報告
があったようです。平たく言いますと，これか
ら議論を再開しますということかと思います。
今までの議論はいろいろ整理されていますが，
基本的には議論が再開できるようにようやく
なったということです。その中で，のれんの会
計処理については無形資産プロジェクトととも
にやっていますということがいわれています。
　無形資産プロジェクトの方の検討状況につい
てもやはり同じような資料が出されていまして，
審議を再開しますというだけであります。この
半年というか 1年余り，実は動いていなかった
ということです。しかし，現状は実はそれほど
変わっていないので新しく報告することはあま

りないということでは終わってしまいますので，
やはり焦点になっておりますのれんの扱いにつ
いて，連単の議論も含めてご紹介していきたい
と思っています。

⑵　企業結合会計のステップ 1： 完了
　＜資料Ⅰ- 3 頁＞には，今まで何が起こって
きたかについて書かれています。ご承知のとお
り，企業結合会計についてはステップ 1とス
テップ 2に分けて議論されていました。ステッ
プ 1については主として持分プーリング法の廃
止が重要な論点だったのですが，これは2008年
12月に会計基準の改定が公表され，もう実施さ
れています。ここでコンバージェンスできたこ
とについて持分プーリング法の廃止以下を示し
ています。下から 2つ目の負ののれんの会計処
理は，償却をしませんということがそこで決
まっています。ここまではできたということで
すが，引き続き速やかにステップ 2の議論に入
るはずだったので，2009年 7 月に論点整理が出
されています。

⑶　企業結合会計のステップ 2： 途上？
　ここの中では最大の問題は論点の 4番目にな
りますが，のれんの会計処理ということです。
ただ直接の論点以上に，企業結合に関する考え
方自体がここで変わるのかというつもりで私ど
もは見ています。後ほどこの論点整理について
詳しくご説明するとともに経団連の意見につい
てご紹介していきたいと思っています。
　途上であるということですが，クエスチョン
マークを付けていますのは先が見えないという
程度の意味です。本来であれば第 1四半期と
いっていますから， 3月末までには公開草案が
できていなければいけないのですが，先ほどか
ら申し上げているとおり，ASBJ の議論が 1月
21日から再開されている状況です。
　実はもともと私の発表は 3月の予定だったの
が，私の都合で前に倒させていただきました。
予定どおり 3月にやらせていただいたとしても，
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公開草案までたどり着いていたかどうかはよく
わかりません。同じような発表をさせていただ
いていたのではないかと思っています。

⑷　無形資産： 途上？
　同じように，無形資産についても一昨年の12
月に論点の整理が出されています。ここも基本
的には無形資産に関する包括的な会計基準を作
るということで，コンバージェンスを意識した
論点項目が出ていますが，基本的にはその後何
も具体的には進んでいないということです。
　なぜ進んでいないかということについては，
一言でいうと，途中で連単問題が挟まってし
まったということです。もともとは，包括利益
の問題を含めて財務諸表の表示プロジェクトの
中で，要はASBJ が強引にと言っては失礼で
すが，連単合わせたコンバージェンスを図ろう
としたことに対して，主として作成者側が反発
しまして，その議論を止めてしまいました。
　その後，ASBJ の中での検討会議もありまし
たが，結論が出ないということで，いったん企
業会計審議会に昨年 6月に上げられました。企
業会計審議会で 6月から 8月まで議論したあげ
く，やはりFASB／ASBJ で決めますという確
認だけして，その間，この単体財務諸表の議論
については止めますということになっていまし
た。
　実際には昨年秋から，FASB／ASBJ の中に
単体財務諸表に関する検討会議というのができ
ました。そこでは取りあえず今までに主として
4つの項目について議論してきました。そのう
ちの 2つがまさにこののれんの償却と開発費の
資産計上ということで，企業結合会計の進展も
なし，無形資産の議論も止まるということで今
に至っています。
　ちなみに，これからこの連単の議論を，少し
ご紹介していきたいと思いますが，淡々とやら
せていただくことに致します。私どものポジ
ションについては，後ほど論点整理についての
コメントでご説明します。

2．のれんの償却

⑴　現行日本基準
　＜資料Ⅰ- 4 頁＞です。もともと日本の企業
結合会計基準は2003年にできましたが，そのと
きはのれんについては正ののれんも負ののれん
も合わせて20年以内に償却ということにされて
いました。もちろん別途減損すべき事情があれ
ば減損の対象になりますが，基本は20年以内の
償却でありまして，そのときの理由が整理され
ています。のれんを償却することとした理由で
すが，読んでみれば当たり前だなということで
す。
　「のれんは，投資の原価の一部であり，企業
結合後の成果とのれんの償却費を対応させるべ
きである。のれんは，時の経過とともに減価す
る。償却を行わない場合には，自己創設のれん
を実質的に計上することとなる」。
　負ののれんにつきましては，2008年度の企業
結合会計基準の改正の中で一括利益計上という
ことで改正されています。

⑵　米国基準・IFRS
　国際的な状況ですが，アメリカ基準も IFRS
も，のれんは償却していません。米国基準は，
2001年の改定のときに，それまでの40年以内の
償却から非償却に変更されていました。これは
持分プーリング法の廃止と同時にやっています。
IFRS も2004年に改定があり，20年以内の償却
から非償却に変更されていますが，持分プーリ
ング法の廃止と同時にやっています。
　ならば，日本も企業結合会計ステップ 1の中
でこの議論をすればよかったのではないかと後
になって思うのですが，当時はとてもそんな状
況ではありませんでした。経団連の中でも大議
論になりましたが，持分プーリング法をやめる
ということだけで精いっぱいで，そのほかのこ
とまで考えられないと言ったら大げさですが，
何とか産業界というか作成者の間でこのパー
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チェス法強制を理解してもらうことができるだ
けでした。そういう意味で，本来ならば持分
プーリング法を廃止ししてパーチェス法に一本
化するときにのれんの議論も同じようなステー
ジで行うべきであったのかもしれないのですが，
積み残されてステップ 2になったということか
と思っています。
　ではアメリカや IFRS でのれんを償却してい
ないという理屈ですが，これも読めば当たり前
の話です。
　「すべてののれんの価値が減少するわけでは
なく，また，価値の減少するのれんはまれにし
か定額により減少しない」。
　当たり前です。規則償却というけれど，なぜ
毎年均等にというのは理屈がありません。
　「恣意的な期間にわたるのれんの定額法によ
る償却は経済的実態を反映せず，有用な情報を
提供しない」。
　そもそもですが，「財務諸表の多くの利用者
が投資等の意思決定をするに当たりのれん償却
費を無視するだけでなく，企業もしばしば経営
者の業績を評価するに当たりのれんの償却費を
考えていない」。
　ここは日本の場合は少し事情が違うのかなと
いう気がするのですが，いかがでしょうか。
　それから減損すればよいということです。
「減損テストを十分行えば，のれんの減価は把
握でき償却よりも有用である」。
　ここがやはり日本と大きく違うのかなと思う
のですが，「企業結合時に，無形資産を適切に
認識すれば，残余は償却の不要なコアのれんと
なる」。
　日本でも現行の企業結合会計基準では，でき
る限り取得費用を無形資産に分散して認識して
いくことになっているのですが，後ほどご説明
できるかと思いますが，やはり日本の場合取得
に要した費用と取得事業・企業の純資産価値の
差額が即のれんだみたいな，乱暴なというか，
わかりやすいやり方がまだ意識として残ってい
まして，アメリカ或いは IFRS 適用諸国でやっ

ているように，結合時に無形資産を細かく見て
いく，しかもそこに幾らだという形で配賦して
いくようなやり方はなじんでいないということ
かと思っています。

⑶　のれんを非償却とすることに対する賛成意
見
　＜資料Ⅰ- 5 頁＞です。最大の理由は，コン
バージェンスしなければということであります。
既に IFRS と米国がやってしまっているのだか
ら，日本だけやらないというわけにはいかない
ということです。国際的な企業間の比較可能性
の観点から，コンバージェンスを図るべきでは
ないかということです。そして，米国や IFRS
の基準が非償却になっている中で，日本だけが
のれんの償却を強制するとなりますと，日本企
業が内外でM&Aをやるときに阻害要因にな
るのではないかということです。もともとのれ
んの償却期間を見積もるといっても，そんなに
簡単な話ではないだろう，結局は恣意的にやっ
ているだけではないかといった意見が当然あり
ます。

⑷　のれんを非償却とすることに対する反対意
見
　それに対して反対意見です。ここも前から言
われたことの繰り返しでしかないと私は思って
います。まず当期純利益の計算が大事なのだか
ら，のれんは償却しなければいけない，そうい
う訳のわからないものを財務諸表に掲げておく
ことはおかしいということです。それから減損
というけれど，もっと難しいのではないかとい
うことです。どういうタイミングでどれだけ減
損するかは客観的にできるわけがないというこ
とです。恣意的な減損になるということかなと
思います。財政状態の健全性を保てないという
ことです。それから償却を行わないことになっ
てしまえば，要は安易な対価付けでM&Aを
やってしまうということかもしれません。
　また，「コンバージェンス」と言っているけ
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れど，もともと気にされていないのではないか
ということです。 4 頁の非償却にした論拠の終
わりの方にありますように，結局みんな考えて
いなくて，日本が「のれん，のれん」と大事に
しているほど海外では大事にしていないのでは
ないでしょうか。現にEUの同等性評価につい
てそんなに重要だとはいわれていなかったとい
うことです。仮にここのコンバージェンスをし
なくても，EUの同等性評価には響かないので
はないかという期待的観測ですが，私はそんな
ことはないと思っています。要はここまで含め
てやると約束しているのが東京合意ではないか
と思います。反対意見としてはこんなことがあ
ります。
　実は単体財務諸表に関する検討会議は，連結
でコンバージェンスを進めた場合について，単
体をどうするかという議論のはずが，いざ始め
てみますと連結のコンバージェンス自体がどう
かという議論の方がウエートとしては多かった
のかなと思います。そういう意味ではそもそも
ののれんの非償却について，連結が非償却と
なった場合に単体はどうするという話をするは
ずだったのが，連結でも嫌だという話が前面に
出てしまったところかなと思っています。

⑸　連結・単体分離の論点
　本論の連結と単体を分けて考えるときにどう
しますかということについては⑸です。連結・
単体分離の論点ですが，まず連結でコンバー
ジェンスしてのれんを非償却とした場合，単体
も同じようにすることについての論点です。こ
れは考えるまでもなく，法人税や会社法との関
係をどうするのかということです。後ほど法人
税法上の議論は皆さまでディスカッションして
いただきたいと思いますが，会社法上の配当可
能額に与える影響をどう考えるか。ほかの問題
でもそうですが，結局連単の議論の一番大事な
要は，単体までをコンバージェンスしてしまっ
たときには，会社法の計算規則をどうするかと
か法人税法をどうするかという話です。税は税

であるとして独自の道を行き，会社法も恐らく
法務省当局は「もう会計とは付き合いきれない
から，勝手にする」と言い出しているかと思っ
ています。
　まだ正式に決まっていませんが， 3月から法
務省民事局の中に，若手の学者と実務家が入っ
て会社計算規則の見直しを行う検討会議ができ
ます。何をするかというと，この連単の議論を
受けて，仮に単体もコンバージェンスしてし
まったときに，会社計算，特に剰余金の分配規
制についてどういう影響を与えるか，その場合
会社計算規則をどう直すかということについて
検討を始めるとされています。当初は年明けか
らやろうと言っていたのですが，この単体財務
諸表に関する検討会議の議論が遅れていますの
で，今のところ 3月から始まるそうです。恐ら
く今日お集まりの中の先生方の何人かはそのメ
ンバーになるのではないかと私は想像していま
すが， 3月から半年ぐらいかけて計算規則につ
いて会計と付き合うか付き合わないか，付き合
わない場合について独自にどう決めるかという
議論も準備することになっています。そういう
意味では，会社法は会社法で独自の道を歩んで
いくのだろうと思っています。
　＜資料Ⅰ- 6 頁＞です。 5 頁から続きますが，
では連結がコンバージェンスしても単体は今の
ままだとした場合の論点です。利益や株主資本
が連結と個別で大きく相違した場合には，投資
家に誤解を与えます。それから，やはり連結と
単体を一致させたいという人もいないわけでは
ありません。それから，単体でのれんが生じる
場合というのはそんなにないので，別に変えな
くてもよいのではないかということです。
　実はこの 2番目に挙げました連単を一致させ
たい会社のニーズというのは私どもなりに調査
していますが，ほかの項目も含めてですが，大
ざっぱに言って連結をコンバージェンスしたと
きに「単体は今の日本の基準のままでいいで
す」という会社と，「連結も単体もコンバー
ジェンスしてくれた方が楽だ」という会社とで
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半々です。100社ぐらい調査しているのですが，
見事に半々に分かれています。若干業種業界の
特性があるかと思います。一言でいいますと，
製造業は日本基準のままの方がいいという会社
が多いです。原価計算に絡んでくるので，あま
り動かしたくないということかなと思っていま
す。逆に製造業ではない会社，特に金融や商社
は連単で違っているのは難しい，それだけで手
間暇がかかるから嫌だ，だからどうせやるの
だったら単体もやってしまえということです。
　そういう議論の間にできたのが，単体につい
ては好きにしたらどうかということです。要は
日本基準とコンバージェンスした基準とのいず
れをも選択できるようにしましょうという，予
想もつかない展開に今なっています。単体につ
いてオール日本基準でいくのか，オール IFRS
を入れるかの選択というのはまだあり得ると思
います。現にイギリスはそうしています。イギ
リスは連結は IFRS ですが，単体については
IFRS を使うか従来の英国基準とするかは任意
に選べます。ただ，もともと英国基準と IFRS
はそう違わないらしいので，そんなに大きな差
はないのかもしれません。
　ところが今日本でしている議論は，基準ごと
に日本基準と IFRS の好きな方を選ぶという声
が非常に強くなっています。そうなったらどう
するのか，金融庁やASBJ とも相談していま
す。そういうことをおっしゃる方たちは，「財
務諸表の中に 1つ 1つ『これは IFRS でやって
います』とか『これは日本基準を使っていま
す』と明記するのだから問題ないはずだ」と
言っていますが，どうでしょうか。各社の財務
諸表を見比べられなくなります。そんなことは
アナリストがやる仕事だと言えるのかなとも思
いますが，さすがに私もそこまではないのでは
ないかと思っています。ただ，今非常に有力な
意見として「個別基準ごとに自由に選ばせろ」
というのが作成者の間では高まっています。
　これは余談でしたが，そういう議論も含めて
かなり錯綜してきています。

⑹　これまでの議論のまとめ
　 2月14日に開催された単体財務諸表に関する
検討会議で，取りまとめの方向性についての
ペーパーが出されています。以下は，その抜き
書きです。
　①単体財務諸表に関する考え方の方向性とい
うことで，「のれんの単体財務諸表における取
り扱いについては，当面，現行の償却を変更す
べきではないとの意見が多く見られた」，償却
させろという意見の方が多数でありました。と
いうか，これはもともと単体財務諸表に関する
検討会議については，作成者の意見を幅広く取
り入れるということで主要企業のCFOクラス
の方に多く入っていただいていますので，作成
者側の意見としては多数です。その考え方は以
下のとおりです。繰り返しになりますが，少し
ご紹介します。
　「事業を買収するのは，売却を目的としたも
のではなくて，買収した事業を通じ利益を上げ
ることを目的にする。のれんは，事業買収に伴
う将来収益に対応するコストである。のれんの
償却後で利益が計上できるか否かが重要であり，
収益と費用の対応の観点からも，のれんは償却
すべき資産である」。
　非償却として減損のみとした場合ということ
で一気に減損しなければいけないときにどうす
るのか，景気がこのように揺れ動いているとき
には大変で，不安定さが増幅します。それから
単体ののれんはあまり気にしていないのだから
別に連結と違ってもいいのではないかという意
見です。
　やはり IFRS に合わせなければいけないとい
う意見は下のとおりです。要はここはコンバー
ジェンスしなければいけない，コンバージェン
スすると決めたのだからやろうということに尽
きると思っています。IFRS と米国基準でもう
コンバージェンスが終わっているから，わが国
も国際的な比較可能性からコンバージェンスを
図るべきであるということです。それから連結
と単体が異なるのでは誤解が生じるので，両者
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はできる限り一致することが望ましいとする意
見です。
　少し雑談になりますが，連結財務諸表原則に
よりますと，個別財務諸表を基に連結財務諸表
を作成するということに一応なっています。い
まさら企業会計原則なんかどうでもいいという
ことかもしれませんが，やはり個別の基準と連
結の基準が全然違うときには，違うことについ
ての理由の説明や或いは開示は必要になってく
ると思っています。いずれにせよ，この連単に
ついてはここでの議論の方向性ということでは
現行の償却を変更すべきではないという意見が
多く見られました。
　それから参考意見ということで②です。連結
の方についても両論出ています。先ほどご紹介
したものの繰り返しですが，ともかく連結ぐら
いはしなければいけないだろうという意見，そ
れから連単分けていいのだという意見です。何
度も申しますが，もともと連結はコンバージェ
ンスするけれども単体をどうするかという議論
についての検討会議だったのですが，包括利益
の表示や開発費についてもそうですが，連結も
含めてもそもそもコンバージェンスはおかしい
という議論が非常に高まってしまって，私ども
としても手に負えないところがあります。
ASBJ と金融庁は何とか単体のあり方の議論に
戻そうとされているようです。

3．企業結合会計のコンバージェンス
（ステップ 1）

　＜資料Ⅰ- 8 頁～10頁＞については，細かい
ご説明になります。 8 頁からは2008年に改訂さ
れた企業結合に関する会計基準で，もうご承知
のとおりです。ポイントだけご紹介します。持
分プーリング法を廃止しました。
　それから，⑶負ののれんの会計処理です。そ
れまでは正ののれんと合わせて20年以内の取得
の実態に基づいた適切な期間で規則的に償却と
なっていましたが，前回の改定で負ののれんが

生じる場合には当該負ののれんが生じた事業年
度の利益（特別利益）として処理することに
なっています。このときに負ののれんだけは変
えてしまっています。それから 9 頁の少数株主
持分の測定やいろいろなことが書いてあります
が，基本的にはもう既に皆さんご承知の話なの
で，ここは省略します。
　少し振り返ってみますと，持分プーリング法
とパーチェス法を議論していたときに，税との
関係というのはやはりちらちら挙がっていたの
です。企業結合会計と企業組織再編税制とは全
く違うものになってしまっていますので，会計
上持分プーリング法がなくなったから税はどう
かなるという話は実はなかったのです。当時も
「税が，税が」と言う人はいっぱいいたのです
が，言い訳にすぎません。もともと会計の方の
旧基準の持分プーリング法の基準と企業組織再
編税制の適格要件とは全く違いますので，要は
関係ない話だったと言えると思っています。そ
のぐらいで旧基準の話は終わります。

4．企業結合会計のコンバージェンス
（ステップ 2）

⑴　論点 4 - 1 ：のれんの償却
　＜資料Ⅰ-11頁～14頁＞からです。11頁は一
昨年の 7月に出された「企業結合会計の見直し
に関する論点の整理」です。ここではいろいろ
な論点が出されていますが，一番大きいのが15
頁にあります「論点 4，のれんの会計処理」で
す。この論点 4の下にサブ論点で論点 4 - 1 と
4 - 2 があります。これは論点整理の全文では
なくて，前の方のところだけの抜き書きですが，
それでも十分わかると思います。15頁の論点
4 - 1 のれんの償却をご覧いただきたいと思い
ます。
　「のれんについては，わが国における会計基
準のように規則的に償却する取り扱いと，国際
的な会計基準のようにのれんを償却しない取り
扱いがあり，のれんの償却自体の意義やのれん
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の償却手続，自己創設のれんの計上との関係な
どから，それぞれの考え方が支持されている。
のれんの償却について，今後，わが国における
会計基準を見直すかどうかは，引き続き検討す
る。なお，この見直しに当たっては，その根拠
のほか，会計処理の変更に伴う追加的な論点や
それらを実行した場合の実務上の負担も並行的
に考慮すべきものと考えられることから，追加
検討①としてのれんの減損の取り扱いをどうす
るか，追加検討②として無形資産への配分につ
いて整理されている」。
　別途本体をご覧いただければと思います。

⑵　論点 4 - 2 ：のれんに関する税効果
　＜資料Ⅰ-15頁～16頁＞です。15頁の論点
4 - 2 にあるのれんの税効果については，ここ
もそうかなという程度の話です。
　「企業結合によって認識されたのれんについ
て，適格組織再編に該当する場合には，これま
でと同様に，税効果を認識しないことが考えら
れる。一方，非適格組織再編に該当する場合，
わが国の会計基準では，会計上ののれんに対し
て税効果を認識せず，税務上ののれん全額が一
時差異を構成するものとして取り扱われている。
法人税法における『資産調整勘定』『差額負債
調整勘定』を会計上ののれん（又は負ののれ
ん）に対応する税務上ののれん（又は負ののれ
ん）ではないという考え方においては，現状の
取り扱いと同様の結果になり，あらためて見直
す必要性は乏しいと考えられる。会計上，負の
のれんとなる場合にも，適格組織再編に該当す
る場合には，これまでと同様に，税効果を認識
せず，また，非適格組織再編に該当する場合に
は，わが国の会計基準でも国際的な会計基準に
おいても，税務上の負ののれんがあるときには，
その全額が将来加算一時差異として取り扱われ
ており，国際的な会計基準との間に相違は見ら
れないと考えられる」。
　ここでは，いわゆる法人税法の資産調整勘定，
差額負債調整勘定と会計上の正ののれん，負の

のれんとが同じではないと言い切られています
が，本当にそうなのか。後ほど税のところでご
議論願えればと思っています。

⑶　のれんの償却手続と自己創設
　＜資料Ⅰ-17頁～18頁＞については，この論
点整理に載っていましたものを引いてきました。
「のれんの償却をすべきだ」という考え方と
「償却すべきでない」という考え方の細かいと
ころを書いています。のれんの償却自体の意義
については今までに何度もご説明したとおりの
話ですが，償却手続をご覧いただきたいと思い
ます。
　まず償却すべきだというところです。「取得
したのれんの耐用年数及び償却パターンが予測
不可能であることは，有形固定資産の減価償却
でも同じであるが，設備等の有形固定資産の減
価償却については，何らかの見積もりにより，
支出総額の期間配分によって減価償却を行う。
特に，企業による将来に対する見通しが償却の
年数又はパターンに反映されている場合には，
有用な情報を提供でき得る」ということですが，
本当かなと思ってしまうのです。
　償却すべきでないという考え方は，「すべて
ののれんの価値が減少するわけではなく，減価
する場合でも毎期規則的に減少することはまれ
である」というのはそのとおりです。「取得し
たのれんの耐用年数及び償却パターンは，一般
的に予測不可能であり，恣意的な期間でのれん
の定額償却を行っても，有用な情報を提供する
ことができない」。下の方も同じような理屈で
書かれています。
　それぞれ理屈としては同じぐらい説得力があ
るのかなと私は実は思っています。償却するの
かしないのかということについて賛否両論あり，
理屈もそれぞれあり，同じぐらいに屁理屈かと
思います。要は国際的には償却しないことに
なっているので，コンバージェンスしなければ
駄目ではないかということの是非かと思ってい
ます。米国基準も IFRS も非償却になっている

11租税別刷（税務会計報告書用）-阿部.indd   24 2011/11/16   14:38:59



－255－

のに，日本基準だけ償却するのはおかしいので
はないかということが最大の焦点です。そもそ
も理論的にのれんを償却すべきか，償却しない
方がいいのかということについての決着はつけ
ようがないと思います。まさにコンバージェン
スすると決めたからやらなければいけないと考
えるのか，そんなことまでしなくてよいと割り
切るのかということです。
　ちなみに19頁の自己創設のれんとの関係で
す。ここも償却すべき，非償却でいいいという
理屈がそれぞれ並べられています。例えば償却
を是とする意見として，「企業結合により生じ
たのれんは時間の経過とともに自己創設のれん
に入れ替わる可能性があるため，企業結合によ
り計上したのれんの非償却による実質的な資産
計上を防ぐことができる」。償却すべきではな
いという意見は，「のれんの非償却が自己創設
ののれんの計上につながるという見方は，購入
したのれんが継続的に減少し，事後的な支出と
同時に価値が創出されるという仮定に基づいて
いる」というのはそうです。こんなものはいく
ら並べて見ていても結論が出るわけがないと私
は思います。
　そういう意味で，この企業結合の議論の中で
のれんの話を詰めていっても決着するわけがあ
りません。コンバージェンスしますか，しませ
んかというだけの話かと思います。若干違いま
すのは19頁からの無形資産です。

5．無形資産会計

⑴　論点：取得形態と無形資産の認識
　＜資料Ⅰ-19頁＞の無形資産会計の論点整理
も，一昨年の12月に出ています。無形資産の認
識から償却について，いろいろな議論がありま
す。日本は包括的な無形資産に係る会計基準を
持っていないので，新たな策定になります。結
構こちらの方を議論した方が面白いのではない
かと，個人的には思います。
　19頁の論点 3ですが，取得形態と無形資産

の認識ですが，どういう手段により取得しまし
たか，そのときに無形資産をどうしますかとい
うことで，論点 3 - 2 をご覧ください。企業結
合による取得の場合です。
　企業結合により受け入れる無形資産が満たす
べき識別可能性の具体的な内容については，他
の取得形態と同様，「法律上の権利又は分離し
て譲渡可能なもの」とすることを提案していま
す。また，企業結合によって無形資産の定義に
該当するものを受け入れた場合には，例外的な
場合を除き，無形資産の認識要件は満たされて
いると分析しています。このような提案及び分
析に同意しますか。また，本論点整理が提案す
る無形資産の定義及び認識要件は，企業結合に
より取得された無形資産についても，必要十分
なものになっていると考えますか」。後ほどま
たご議論願いたいのですが，法律上の権利又は
分離して譲渡可能なものという形で識別せよと
いうことになります。
　＜資料Ⅰ-20頁＞の「論点 3 - 3 ，自己創設
による取得」の最大のネックが，この論点
3 - 3 - 1 の社内研究開発費の取り扱いです。こ
こは今日のテーマではないので，あまり多く申
し上げませんが，社内開発費を資産計上してし
まうかどうかについては，税と絡むのかなと
思っています。日本の場合，税の方もいろいろ
な議論があったのですが，当然会計も税も併せ
て今，費用認識することになっています。仮に
開発費が資産計上されたときに，税はどうする
のかという議論の方が本当は深刻だと思ってい
ます。恐らく今の法人税法の考え方からすると，
資産計上してしまっているものを税だけで費用
だ，損金でいけるというのは無理だと思ってい
ます。そうなると所得計算のみならず，試験研
究税制の税額控除に絡んできます。割り切りか
とは思うのですが，現行の法人税の規定ぶりを
考えてみますと，会計で資産計上しているもの
をどうして損金にするのだという議論は当然あ
ると思います。
　そういう意味では，私個人の意見で経団連の
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意見ではありませんが，のれんの償却・非償却
はどちらでもよいと思っていますが，開発費の
資産計上はまずいのではないか。どうしてもや
るのだったらここは連単分離して，少なくとも
単体はやめてくれと強く言わざるを得ないと
思っています。そのような議論があるというこ
とです。

⑵　論点：当初認識後の測定
　＜資料Ⅰ-21頁＞「論点 5，当初認識後の測
定」です。この論点 5 - 2 をご覧ください。償
却に関する事項です。
　「本論点整理では，償却に関して，償却期間，
償却方法及び残存価額について，次の事項を明
確にすることを提案していますが同意しますか。
⑴償却期間については，その無形資産の耐用年
数とする旨，及びその耐用年数を決定するため
に考慮すべき要因。⑵償却方法については，採
り得る償却方法，及び資産に関する経済的便益
について企業が消費すると予想されるパターン
が明確でないときには定額法を採用することと
する旨。⑶残存価額については，その決定につ
いての考え方，及び一定の条件を満たさない場
合はゼロとして扱う旨」。
　そのほか償却を行うことが適切でない無形資
産は何かとか，そういう場合償却を行わない無
形資産の減損はどうですかみたいな論点が書か
れています。
　別紙になりますが，企業結合の見直しに関す
る論点の整理に関する私どものコメントと，無
形資産の論点整理に関するコメントをそれぞれ
出しています。ここで，まず企業結合会計のコ
メントの 2枚目をご覧ください。

⑶　経団連のコメント
　＜資料Ⅱ- 1～ 2 頁＞です。論点 4，のれん
の会計処理の 4 - 1 のれんの償却です。
　「のれんに含まれる超過収益力は，企業活動
を続ける中で不変であるとは考えられない。企
業が投資（企業結合）の意思決定を行い，その

成果を評価するに当たっては，一定期間におい
て当該投資が投下金額を上回る収益を上げてい
るのかという視点からも判断を行っている。
従って，固定資産と同様に償却処理とし，投資
の回収過程で，費用に配分されて成果から控除
されることが実務の考え方を反映したものと考
える。なお，のれんを非償却とする場合，①の
れんの額は減損処理によってのみ変動すること
になるが，減損テストに伴う実務負担への懸念
のみならず，恣意性が介在する余地が大きくな
るという懸念もある。また，のれんの正確な算
出のため，②無形資産への配分は基本的に現行
の基準に基づき行われているが，『分離可能要
件』に基づき細分化された無形資産の公正価値
の把握などは，実務上の大きな負担となること
が懸念される。それに加えて，公正価値評価に
係る恣意性の介在を助長することにもなりかね
ない。のれんを非償却とすることは適当でない
と考える」。
　これが経団連の正式な意見ということになっ
ていますが，私は個人的にはどちらでもよいと
思っています。経団連としてはやはりのれんは
償却するべきだという意見を言っています。
　＜資料Ⅲ- 1～ 3 頁＞の，無形資産に関する
論点の整理というところですが，ここも全部に
ついて意見を言っているわけではありません。
3 頁の論点 5，当初認識後の測定ということで，
論点 5の償却の事項，質問13です。
　「自己創設無形資産は，基本的に『特定の製
品』の開発を目的とした活動で発生した費用の
一部を，『特定の製品』が経済的便益をもたら
すことが確実となったことにより資産として認
識したものであるので，『特定の製品』と償却
費のひも付き度合いはかなり深くなり，有形固
定資産よりも汎用性がかなり低いといえる。そ
のような自己創設無形資産の特徴を考慮すると，
一般的には償却期間はひも付き製品のライフ・
サイクル期間，償却方法は量産費であれば定額
法，個別品であれば生産高比例法が適当である
と考える」。
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　それから，償却を行うことが適切でない無形
資産や，その場合についての減損についてもコ
メントしています。経団連で議論をしますと，
ほかの分野でもそうですが，何か新しいことを
しようとする意見と「今のままでいいのだ」と
いう意見が拮抗しますと，やはり現状維持にな
るのです。人間が保守的なのか，日本人の特性
なのかわかりませんが，「何か変えてみるべき
だ」という声と「変えなくていいのだ」という
声がそれぞれあるときは，全体を通してしまう
と「やはり変えるのはやめよう」という話にな
ります。
　そういう意味では，確かにのれんの償却につ
いても，私は何度でも言いますが，のれんを償
却するか・しないかについて理屈ではなく，コ
ンバージェンスするか・しないか，どちらが大
事かということだけであると思っています。少
なくとも連結はコンバージェンスしなければい
けない。単体はそういう意味ではどちらでもい
いというのなら，本当にどちらでもいいことに
するのかということです。変えるかどうかとい
うときに「変えない方がいい」と言う人がいる
と変えない方がいいことになってしまいます。
　会計についての議論はそういうことになって
います。いずれにせよ，ようやく議論が再開さ
れたことになっていまして，第 1四半期ですか
ら 3月中にはそれぞれ公開草案までいくことに
はなっていますが，どうなるかなということで
す。ちなみにASBJ の方や金融庁の方と議論
していますと，ともかく連結だけはやらなけれ
ばということです。特にこれはEUの同等性評
価の対象なので，金融庁としてはやらないわけ
にはいきません。
　東京合意が2011年 6 月30日という期限を切っ
ており，それを実行するという約束の下にEU
には同等性を評価してもらっています。一応
2009年12月の段階で正式に日本の会計基準は
EUの会計，すなわち IFRS と同等性を持つこ
とを評価されていますが，東京合意に基づくコ
ンバージェンスを完了するという限定が付いて

います。連結でコンバージェンスしないことに
なってくると，この東京合意に基づくコンバー
ジェンスが完了しません。そういう意味では今
の同等性評価は仮免許なので，取り消されてし
まう可能性があります。ともかく連結だけはや
ることは決まっているという意見です。だから，
単体と連結と分離しなければという考え方に相
当金融庁は傾いています。
　言い方は悪いのですが，ASBJ は連単が一緒
でないとおかしいという人たちが主流になって
います。監査法人や学者の方或いはアナリスト
から見れば，なぜ連結と単体を違えられるのか，
個別財務諸表と連結財務諸表のベースが違うも
のを一緒に並べられても困るのではないかとな
ります。だったら，個別財務諸表はもう開示し
なくていいということを私は言っていますが，
それはそれでまた大変怒られています。そうい
う議論を今やっているところです。会計はそん
な状況なのであとで皆さまに補足していただき
たいのですが，少なくとも企業結合会計のス
テップ 2はのれんの償却・非償却で山場にか
かっています。

6．税制との関係

　＜資料Ⅰ-23頁～34頁＞に戻ります。23頁か
ら税の関係です。ここは前回のご説明から，私
自身あまり先へ進んでいません。最大の問題は，
法人税法の「営業権」と「のれん」は同じなの
か，違うのかということです。ご説明するまで
もなく，法人税法 2条の定義規定の中に，第23
号で減価償却資産は政令で定めることとされて
います。施行令12条の中に，13条に書かれてい
るものが固定資産だということで，13条の減価
償却資産の中に営業権というのが出てきます。
だから営業権は減価償却資産であって無形固定
資産であって，償却するのだとなっています。
　その営業権は何かというと，具体的には基本
通達 7 - 1 - 5 を見ろということになっていまし
て，こういうことが書いてありますが，本当に
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私にはよくわかりません。
　最大の問題は，この営業権と会計上ののれん
というのは同じなのか，違うのかということで
す。極端なことを言いますと，会計上ののれん
と法人税法の営業権は全く違うのだという議論
があるのかもしれません。それからもう 1つ，
非適格組織再編で生じる差額資産調整勘定と負
債調整勘定については，会計の側からはあれは
のれんと関係ないと言い切られていますが，本
当にそうなのか。
　少し後ろの方になりますが，29頁からいわ
ゆる資産調整勘定，負債調整勘定について整理
していますが，これをのれんといわずして，何
がのれんなのかということではあるのです。
　先ほど少しご覧いただきましたが，税効果会
計の中では関係ないと言い切られているような
感じです。少なくとも，私の頭は整理されてい
ません。法人税法上の営業権というのは何なの
だろう，のれんと同じなのか違うのか。ぎりぎ
り営業権の中にのれんは入るのかなとは言える
かもしれませんが，営業権であってのれんでな
いものは何なのか。ものの本を見ますと，例え
ば許認可業種の免許みたいなものが入ることに
なっています。乱暴な議論をしますと，企業組
織再編税制で考えているのれんというのは差額
です。例えば取得するときの取得対価と取得事
業・企業の純資産価値の差額のどんぶり勘定な
のです。先ほど会計の方は無形資産の論点整理
をご覧いただきますと，そんな乱暴な話ではな
くて，無形資産についてもっと細かく認識して
ぎりぎり詰めていけということで，現に IFRS
はそうなっています。
　日本人の頭の中にあるのれんというのは，合
併であれば，合併対価と合併によって取得した
資産の差額でしかなくて，だから適格再編なら
構わないけれど非適格のときには帳尻が合わな
い部分は資産調整勘定・負債調整勘定という形
で処理することにしています。乱暴な言い方で
すが，非適格組織再編のときにつじつまが合わ
ない部分については取りあえず資産調整勘定や

負債調整勘定という名前を付けておいて，それ
は償却してしまうことになっているわけです。
このあたり，税の議論と会計の議論のつなぎの
悪さ，つぎはぎできていないところが非常に気
になるというのが相変わらず私の頭の中の問題
です。
　24頁になりますが，もう 1つ，そもそもこ
のれんを非償却とした場合，税はどうなるかと
いう話です。先ほど少し申し上げましたが，私
は税はあまり関係ないのではないかと思います。
資産調整勘定を税務上ののれんと考えた場合，
会計上非償却としても影響はない。ただそのと
きには先ほども申し上げましたとおり，税効果
会計では関係ないと言ってしまっているのを何
とかしてくれということです。
　もし，税務上の無形固定資産だけれども会計
上は違うとなったときには困ります。どういう
場合がどれだけ生じるのかわかりませんが，今
の法人税法31条を見ますと損金経理が必要と
なっています。
　少し雑談ですが，日本の法人税法の確定決算
主義というのは要は損金経理要件なので，損金
経理要件の扱いをどこかでぎりぎり考えていか
ないと，会計と税の考え方は両立しなくなると
思っています。私は確定決算主義なんて意味が
ないのだとずっと言い募ってきて品川先生に怒
られていますが，現に損金経理要件だけはあり
ます。
　雑談ついでの雑談ですが，今年の税制改正で
法人税法の減価償却について250％定率を200％
に変えるという議論がありました。途中の議論
で主税局と，法人税率を下げるための財源とし
て250％をどこまで下げるのかという償却率の
たたき売りみたいな話がありました。主税局の
方からは，最初の方は全部定額というむちゃく
ちゃな話があったのですが，定率だけれども償
却率を下げる，途中で160％という話があった
のです。160％定率に一本化です。われわれは
損金経理要件を外してくれたらあり得ると思っ
たのですが，結局そうはなりませんでした。主
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税局にしてみれば，損金経理要件を外すととん
でもないことが始まると思っておられるのかな
と思っています。
　のれんについても会計上本当に非償却になっ
た場合に，どこまで本当に税の問題を考えなけ
ればいけないのか。あまり本質的な話はないと
思います。開発費の資産計上の方がよほど税の
影響が大きくて，これは何とかしてくれなけれ
ば困ると思うのですが，のれんの償却・非償却
と法人税とは関係ないと思います。そうはいっ
ても論点はまだ続くと思っています。一番あり
がたいのは，単体は今のままにしておいてくれ
ということです。
　ただ会計上ののれんの償却は20年以内という
ことになっていますが，法人税法はもっと短い
期間 5年と定めています。だから，もともと関
係ないのです。法人税法が勝手に 5年で償却す
ると決めているだけなので，そういう意味では

ぎりぎり詰めていくと今のままでよいではない
かという言い方もできるかと思っていますが，
どうなのでしょうか。
　いずれにせよ減価償却の是非にも絡みますが，
のれんの扱いというのは企業結合会計基準のス
テップ 2の肝になっています。これが進まない
と先へ進めません。逆にそれ以外のところは，
先ほどの論点整理をご覧いただいてもどっちで
もよいと言ったら言い過ぎですが，11頁から
の論点の整理をご覧いただきましても，正直
言って税との関係ではびっくりするような話は
ありません。会計の世界で細々とした議論はあ
るかもしれませんが，本当に絡んでくるような
話はあまりないと思っています。
　 1年の間を開けて，前回と同じ説明をしてい
るかなと私ながら思いますが，取りあえず皆さ
んに教えてくださいということで今日の説明は
終わらせていただきます。
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（
1/
2）

｢
企
業
結
合

会
計
の
見
直
し
に
関
す
る
論
点
の
整
理

｣
に

関
す

る
コ

メ
ン

ト

2
0
0
9
年

9
月

7
日

(
社

)
日
本
経
済
団
体
連
合
会

経
済

基
盤

本
部

会
計
基
準
の
国
際
的
な
コ
ン
バ
ー
ジ
ェ
ン
ス
に
向
け
た
取
組
み
を
進
め
る
に
あ
た
り
、
企

業
結
合
会
計
の
見
直
し
を
進
め
る
必
要
性
は
理
解
す
る
。
一
方
で
、
以
下
の
諸
点
に
つ
い
て

は
企
業
の
懸
念
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
今
後
の
見
直
し
に
あ
た
っ
て
は
、
慎
重
な
検
討
を
お
願

い
し
た
い
。

【
論

点
１

】
少

数
株
主
持
分
の
取
扱
い

子
会
社
少
数
株
主
は
、
親
会
社
の
純
資
産
に
対
す
る
請
求
権
が
な
く
、
連
結
財
務
報
告
の

対
象
に
は
含
ま
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
開
示
に
つ
い
て
は
、
現
状
の
取
扱
い
を
継
続
す
る

こ
と
が
適
切
で
あ
る
。

一
方
、
会
計
処
理
に
関
し
て
は
、
親
会
社
と
少
数
株
主
と
の
間
で
持
分
変
動
が
生
じ
る
場

合
、
子
会
社
へ
の
支
配
が
継
続
す
る
中
で
の
資
本
政
策
で
あ
り
、
発
生
す
る
差
額
を
損
益
認

識
す
る
こ
と
は
企
業
経
営
の
実
態
と
乖
離
す
る
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、
子
会
社
株
式
の
少
数

株
主
へ
の
売
却
に
つ
い
て
も
親
会
社
の
支
配
が
継
続
し
て
い
る
限
り
に
お
い
て
は
、
連
結
上

は
子
会
社
資
産
・
事
業
を
担
保
と
し
た
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
で
あ
る
と
も
捉
え
ら
れ
る
。
以
上
を

踏
ま
え
、
損
益
認
識
を
非
支
配
会
社
と
な
る
売
却
ま
で
繰
り
延
べ
る
Ａ
案
が
よ
り
望
ま
し
い

と
考
え
る
。

【
論

点
２

】
取

得
原
価
の
算
定

[
論

点
2
-
3
]

取
得
に
要
し

た
支
出

企
業
結
合
に
お
け
る
取
得
に
要
し
た
支
出
に
つ
い
て
は
、
取
得
原
価
の
範
囲
に
関
す
る
不

整
合
を
解
消
で
き
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
国
際
会
計
基
準
同
様
に
、
発
生
時
の
費
用
と
す
る
こ

と
も
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
、
企
業
結
合
会
計
と
金
融
商
品
会
計
及
び
税
務
と

の
不
整
合
が
生
じ
、
そ
の
結
果
と
し
て
連
結
－
単
独
ま
た
は
会
計
－
税
務
に
お
け
る
二
重
管

理
が
必
要
と
な
り
、
実
務
負
荷
が
増
大
す
る
恐
れ
も
あ
る
。
実
務
上
の
負
荷
を
軽
減
す
る
た

め
に
も
、
企
業
結
合
に
お
け
る
取
得
に
要
し
た
支
出
を
発
生
時
の
費
用
と
す
る
場
合
は
、
関

連
す
る
取
扱
い
と
の
整
合
性
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

【
論

点
３

】
取

得
原
価
の

配
分

[
論

点
3
-
4
]

偶
発
負
債
及
び
企
業
結
合
に
係
る
特
別
勘
定
へ
の

取
得

原
価

の
配

分

わ
が
国
の
実
務
に
お
い
て
は
取
得
後
に
お
け
る
支
出
の
発
生
の
可
能
性
が
高
い
場
合
、
現

在
の
義
務
で
は
な
い
と
し
て
も
、
商
慣
行
と
し
て
は
義
務
と
同
様
に
考
え
ら
れ
、
当
然
取
得

対
価
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
負
債
を
認
識
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。

ま
た
、
特
定
勘
定
の
取
扱
い
は
直
近
見
直
さ
れ
た
ば
か
り
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
慎
重
に
議
論

を
進
め
て
い
た
だ
き
た
い
。

資
料
Ⅱ

（
2/
2）

[
論

点
3
-
5
]

少
数
株

主
持

分
の

測
定

（
全
部
の
れ
ん
の
可
否
）

全
部
の
れ
ん
を
認
め
る
こ
と
は
、
少
数
株
主
持
分
に
関
し
て
自
己
創
設
の
れ
ん
を
認
め
る

こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
上
、
少
数
株
主
持
分
の
公
正
価
値
、
の
れ
ん
の
算
定
等
、
過
大
な
実

務
負
担
や
費
用
の
発
生
が
想
定
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
従
来
通
り
の
購
入
の
れ
ん
が
適
切

で
あ
る
と
考
え
る
。

【
論
点

４
】

の
れ

ん
の

会
計

処
理

[
論
点

4
-
1
]

の
れ

ん
の

償
却

の
れ
ん
に
含
ま
れ
る
超
過
収
益
力
は
、
企
業
活
動
を
続
け
る
な
か
で
不
変
で
あ
る
と
は
考

え
ら
れ
な
い
。
企
業
が
投
資
（
企
業
結
合
）
の
意
思
決
定
を
行
い
、
そ
の
成
果
を
評
価
す
る

に
当
た
っ
て
は
、
一
定
期
間
に
お
い
て
当
該
投
資
が
投
下
金
額
を
上
回
る
収
益
を
あ
げ
て
い

る
の
か
と
い
う
視
点
か
ら
も
判
断
を
行
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
固
定
資
産
と
同
様
に
償

却
処
理
と
し
、
投
資
の
回
収
過
程
で
、
費
用
に
配
分
さ
れ
て
成
果
か
ら
控
除
さ
れ
る
こ
と
が

実
務
の
考
え
方
を
反
映
し
た
も
の
と
考
え
る
。

な
お
、
の
れ
ん
を
非
償
却
と
す
る
場
合
、
①
の
れ
ん
の
額
は
減
損
処
理
に
よ
っ
て
の
み
変

動
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
減
損
テ
ス
ト
に
伴
う
実
務
負
担
へ
の
懸
念
の
み
な
ら
ず
、
恣
意
性

が
介
在
す
る
余
地
が
大
き
く
な
る
と
い
う
懸
念
も
あ
る
。
ま
た
、
の
れ
ん
の
正
確
な
算
出
の

た
め
、
②
無
形
資
産
へ
の
配
分
は
基
本
的
に
現
行
の
規
準
に
基
づ
き
行
わ
れ
て
い
る
が
、
「
分

離
可
能
要
件
」
に
基
づ
き
細
分
化
さ
れ
た
無
形
資
産
の
公
正
価
値
の
把
握
な
ど
は
、
実
務
上

の
大
き
な
負
担
と
な
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
公
正
価
値
評
価
に
係
る
恣

意
性
の
介
在
を
助
長
す
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
の
れ
ん
を
非
償
却
と
す
る
こ
と
は
適

当
で
な
い
と
考
え
る
。

【
論
点

５
】

子
会

社
に

対
す

る
支

配
権

の
喪
失

企
業
活
動
に
お
け
る
投
資
行
為
は
、
そ
の
保
有
区
分
の
変
更
を
以
て
連
続
性
が
な
く
な
る

も
の
で
は
な
い
。
企
業
経
営
に
お
け
る
投
資
管
理
は
、
投
下
資
本
に
対
す
る
リ
タ
ー
ン
が
売

却
等
の
対
価
の
受
領
に
伴
い
確
定
し
た
時
点
で
損
益
認
識
し
て
お
り
、
保
有
区
分
が
変
更
す

る
度
、
残
存
持
分
に
つ
い
て
時
価
と
簿
価
の
差
額
を
損
益
認
識
す
る
こ
と
は
企
業
経
営
の
実

態
を
表
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
あ
た
か
も
残
存
持
分
に
つ
い
て
の
損
益
が
実
現
し
、
配
当
原

資
が
増
減
さ
れ
る
よ
う
な
会
計
処
理
は
、
配
当
可
能
利
益
の
創
出
と
い
う
観
点
か
ら
も
、
望

ま
し
く
な
い
と
考
え
る
。

仮
に
連
結
会
計
処
理
に
つ
い
て
は
国
際
会
計
基
準
と
の
コ
ン
バ
ー
ジ
ェ
ン
ス
を
推
進
す
る

た
め
に
時
価
評
価
を
取
り
入
れ
た
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
個
別
会
計
処
理
に
関
し
て
は
、

上
記
の
意
見
に
加
え
、
平
成

2
0
年
度
改
正
の
企
業
結
合
会
計
第

2
5
項
に
「
個
別
財
務
諸
表

上
の
段
階
取
得
に
お
け
る
被
取
得
企
業
の
取
得
原
価
は
原
価
の
合
計
額
と
す
る
」
と
示
さ
れ

て
い
る
こ
と
と
の
整
合
を
踏
ま
え
、
現
行
の
会
計
基
準
の
ま
ま
と
す
べ
き
で
あ
る
。

以
上
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（
2/
3）

[
論
点

3
-
3
]

自
己

創
設

に
よ

る
取

得

(
質

問
５

、
６

）

本
論

点
整

理
で

は
、

社
内

開
発

費
も

無
形

資
産

の
定

義
に

該
当

し
、

か
つ

認
識

要
件

を
満

た
す

も
の

に
つ

い
て

は
資

産
計

上
す

る
こ

と
が

提
案

さ
れ

て
い

る
。

ま
た

、
国

際
会

計
基

準

で
は

、
資

産
計

上
の

認
識

要
件

の
充

足
を

判
断

す
る

上
で

詳
細

の
要

件
を

定
め

て
お

り
、

こ

れ
と

同
様

の
要

件
等

を
定

め
る

こ
と

も
提
案
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し

、
現
行

の
会

計
基

準
（
第

6
1
項
記
載
「
研
究
開
発
費
等
会
計
基
準

三
」
）
に
お

い
て

、
発

生
時

に
全

額
費

用
処

理
と

し
た

論
拠

（
研

究
開

発
費

は
発

生
時

に
は

将
来

の
収

益

を
獲

得
で

き
る

か
否

か
が

不
明

で
あ

る
）

が
変

更
さ

れ
る

よ
う

な
環

境
変

化
は

あ
っ

た
と

認

識
し
て

い
な

い
。

こ
れ

は
、

研
究

局
面
・
開
発
局
面
で
も
同
様
と
認
識
し
て
い
る
。

更
に

、
資

産
計

上
す

る
上

で
、
第

6
3
項
で
記
載
さ
れ
て
い
る

6
項
目
す
べ
て
の
要
件
を
立

証
で

き
る

場
合

は
無

形
資

産
と

し
て

認
識

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
と

あ
る

が
、

上
記

の
よ

う

に
費

用
の

発
生

時
に

は
将

来
の

収
益

が
獲

得
で

き
る

か
否

か
が

不
明

で
あ

る
た

め
、

立
証

は

困
難

で
あ

り
、

社
内

研
究

開
発

費
は

、
現

行
通

り
発

生
時

に
全

額
費

用
処

理
す

る
こ

と
が

妥

当
で
あ

る
。

仮
に

、
国

際
会

計
基

準
と

の
コ

ン
バ

ー
ジ

ェ
ン

ス
を

優
先

し
て

資
産

計
上

を
求

め
る

場
合

に
は

、
連

結
財

務
諸

表
上

の
み

の
適

用
と

す
べ

き
で

あ
り

、
個

別
財

務
諸

表
上

は
現

行
の

発

生
時
に

費
用

処
理

と
す

べ
き

で
あ

る
。
な
お
、
自
己
創
設
無
形
資
産
の
認
識
は
、
第

6
2
項
や

第
6
3
項

で
よ

り
詳

細
な

要
件

等
を

定
め
て
い
る
と
は
い
え
、
実
務
に
お
い
て
は
判
断
に
バ
ラ

ツ
キ

が
生

じ
、

比
較

可
能

性
が

損
な

わ
れ

る
と

考
え

る
。

連
結

財
務

諸
表

上
の

み
に

適
用

す

る
場

合
で

も
、

各
企

業
に

お
け

る
開

発
工

程
、

管
理

手
法

が
異

な
る

こ
と

を
踏

ま
え

て
、

本

会
計

基
準

の
開

発
を

行
う

こ
と

が
必

要
で
あ
る
。

(
質
問

７
）

社
内

開
発

費
以

外
の

自
己

創
設

無
形

資
産

の
認

識
に

つ
い

て
も

＜
論

点
3
-
3
-
1
＞

で
検

討

し
た

社
内

開
発

費
の

認
識

に
関

す
る

要
件

等
に

当
て

は
め

て
よ

い
と

考
え

る
。

た
だ

し
、

判

断
指

標
の

事
例

と
し

て
ソ

フ
ト

ウ
ェ

ア
制

作
費

な
ど

別
に

研
究

開
発

費
等

会
計

基
準

に
記

載

し
て

あ
る

要
件

が
あ

る
場

合
、

結
果

的
に

社
内

開
発

費
の

認
識

に
関

す
る

要
件

と
合

致
し

て

い
る

な
ど

の
論

拠
付

け
を

含
め

た
検

討
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

ま
た

、
論

点
１

で
述

べ
た

通
り

、
自

己
創

設
無

形
資

産
に

つ
い

て
｢
た

な
卸

資
産

｣
と

の
関

係
を

整
理

し
て

お
く

こ
と

が
必

要
で

あ
る
。

【
論
点

４
】

当
初

取
得

時
の

測
定

[
論
点

4
-
1
]

測
定

方
法

の
考

え
方

(
質

問
９

）

通
常

は
時

価
で

の
測

定
は

困
難

で
あ

り
，

取
得

原
価

が
最

も
適

切
に

無
形

資
産

の
価

値
を

表
す

と
考

え
る

。

[
論
点

4
-
2
]

取
得

原
価

の
範

囲

(
質

問
１

０
）

（
1/
3）

｢
無
形
資
産

に
関
す
る
論
点
の
整
理

｣
に
関
す
る

コ
メ

ン
ト

2
0
1
0

年
2

月
1
8

日

(
社

)
日

本
経

済
団

体
連

合
会

経
済

基
盤

本
部

【
総

論
】

会
計

基
準

の
国

際
的

な
コ

ン
バ

ー
ジ

ェ
ン

ス
に

向
け

た
取

組
み

を
進

め
る

に
あ

た
り

、
無

形
資

産
全

体
を

対
象

と
し

た
体

系
的

な
会

計
基

準
を

整
備

す
る

必
要

性
は

理
解

す
る

。
一

方

で
、
I
A
S
B
/
F
A
S
B
が
検
討
し
て
い
る

中
長
期
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

で
は

、
無
形

資
産

に
関
す

る
会

計

基
準

の
コ

ン
バ

ー
ジ

ェ
ン

ス
は

中
断

さ
れ

て
い

る
状

況
に

あ
り

、
そ

の
よ

う
な

状
況

を
考

慮

す
る

こ
と

も
必

要
で

あ
る

。
し

た
が

っ
て

、
わ

が
国

に
お

け
る

無
形

資
産

に
関

す
る

会
計

基

準
の

開
発

に
あ

た
っ

て
は

、
連

結
・

個
別

財
務

諸
表

へ
の

適
用

方
法

、
適

用
時

期
等

に
つ

い

て
慎

重
な

検
討
が
必
要
で
あ
る

。

【
論

点
１

】
定

義

(
質

問
１

)

本
論

点
整

理
で

は
有

形
資

産
と

無
形

資
産

の
区

分
検

討
の

ほ
か

，
無

形
資

産
と

金
融

資
産

の
関

係
，

の
れ

ん
と

の
関

係
に

つ
い

て
検

討
を

行
っ

て
い

る
が

，
個

別
買

入
に

よ
る

取
得

に

つ
い

て
｢
長

期
前

払
費

用
｣
と

の
関

係
，

自
己

創
設

無
形

資
産

に
つ

い
て

｢
た

な
卸

資
産

｣
と

の

関
係

も
検

討
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

と
考

え
る

。
一

方
で

、
こ

れ
ら

は
基

準
が

明
確

化
す

る

無
形

資
産

の
定

義
に

よ
り

各
企

業
に

お
い

て
検

討
す

べ
き

事
項

と
整

理
す

る
こ

と
も

で
き

る
。

そ
の

場
合

は
，
そ
の
旨
を
結
論
の
背
景
に
記
載
し
て
い
た
だ
き
た

い
。

【
論

点
２

】
認

識
要
件

(
質

問
２

)

本
論

点
整
理
第

3
6
項
で
は
、
｢
無
形
資
産
と
し
て
認
識
す

る
た

め
に

は
，

そ
れ

が
将

来
の

経
済

的
便

益
に

結
び

つ
く

こ
と

に
つ

い
て

一
定

程
度

の
発

生
の

可
能

性
が

必
要

｣
と

あ
る

が
、

蓋
然

性
の

程
度

は
相

当
程

度
高

い
こ

と
が

求
め

ら
れ

る
と

考
え

る
。

今
後

の
検

討
に

あ
た

っ

て
は

、
そ
の
よ
う
な
ス
タ
ン
ス
で
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

【
論

点
３

】
取

得
形
態
と
無
形
資
産
の
認
識

[
論

点
3
-
1
]

個
別
買
入
れ
に
よ
る
取
得

(
質

問
３

)

今
後

の
検

討
課

題
に

も
示

さ
れ

て
い

る
と

お
り

，
研

究
活

動
の

成
果

を
買

い
入

れ
る

場
合

に
つ

い
て

は
，

経
済

的
便

益
を

も
た

ら
す

蓋
然

性
の

要
件

を
満

た
す

か
否

か
は

一
概

に
は

決

め
ら

れ
な

い
。

す
な

わ
ち

、
委

託
す

る
研

究
内

容
や

委
託

者
の

意
図

に
よ

り
異

な
る

可
能

性

が
あ

る
と
考
え
る
。

資
料
Ⅲ
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3/
3）

無
形

資
産

の
認

識
要

件
を

満
た

し
た

時
点

ま
で

の
費
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は昭和43年 8 月の最高裁判決の審査決定取消請
求上告事件があります。札幌市の中小企業設備
合理化促進条件にもとづく譲渡条件付き機械使
用許可制度について，課税庁が賃借人の使用料
の損金算入を否認し，減価償却費のみの損金算
入を認めた更正処分について争われた事件で，
第一審から上告まで，その実質は「割賦約款付
売買」と何ら変わらないとして，かかる賃貸借
取引は，その実質は売買取引として，課税庁の
更正処分は相当とした判決がなされました。こ
の最高裁判決は，その後のリース取引の課税上
の取り扱いにおいて大きな影響を与えてきたと
いわれております。
　次にリース税制の重要な通達として昭和53年
に「リース取引に係る法人税及び所得税の取り
扱いについて」が発遣されています。いわゆる
昭和53年通達での趣旨解説では，一般のファイ
ナンス・リース取引において，一般の賃貸借と
同様に取り扱うことに課税上の弊害があるので，
その経済的実質に応じて売買取引等として取り
扱うこととするとしています。この53年通達で
は，「フルペイアウト要件」と「中途解約不能
要件」の何れをも満たす賃貸借契約を「リース
契約」とし，その取引を「リース取引」として
います。そしてその「リース取引」を，①売買
とされるリース取引，②金銭貸借とされるリー
ス取引（セールス・アンド・リース取引）と賃
貸借とされるリース取引とに区分しています。
それゆえ，通常の賃貸借取引等と異なる売買取

　　はしがき　　本稿は，平成22年 4 月15日開
催の税務会計研究会における，成蹊大学経済学
部教授 成道秀雄氏の『リース会計基準と法人
税法の対応』と題する講演内容をとりまとめた
ものである。

はじめに

　今日はこのような貴重な報告の時間を作って
頂きまして誠にありがとうございました。
「リース会計基準と法人税法の対応」というこ
とで報告をさせて頂きます。
　ご承知のように，リースの取り扱いは，沿革
的には税務主導で行われてきましたが，昭和60
年の三光汽船の倒産事件を契機として平成 5年
6月にリース会計基準が設定されて，それから
は会計主導となって今日に至っています。税務
においてはリースの実質をみて課税関係を律し，
会計においても同様の視点でおりますので，そ
の方向は同様といえましょう。そこで，まずは
税務上のリースの取り扱いを，沿革を踏まえて
考察し，同様に会計上のリースの取り扱いを考
察し，今後のリース会計基準とリース税務との
関係を検討することとします。

Ⅰ．リース税制の流れ

　リース税制を沿革的にみていきますと，まず

リース会計基準と
法人税法の対応

成蹊大学経済学部教授 成道秀雄
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的な経済的実態に合った課税を目指したものと
いえましょう。

Ⅱ．リース会計の流れ

　平成 5年 6月にリース会計基準が公表されま
したが，三光汽船事件が契機となったことは最
初に述べました。三光汽船事件はご存じのこと
と思いますが，昭和60年 8 月に会社更生法の適
用申請をし，その大きな理由としまして，用船
契約の巨額の簿外債務によるものでした。その
簿外債務の額は約5,000億円を上回っていまし
た。当時の会計監査制度では会計ディスクロー
ジャーの枠外となっていたために，利害関係者
に甚大な損害を及ぼしたことになったのです。
リース会計基準の公表によって，リース資産と
リース債務がオンバランスとなり，利害関係者
を保護する手当がなされたのです。
　平成 5年公表の「リース取引に係る会計基準
に関する意見書」では，リース取引は，その取
引契約に係る法的形式に従って，賃貸借処理と
して処理されているが，リース取引の中には，
その経済的実質が，物件を売買したのと同様の
状態と認められるものが増加してきていると述
べています。
　そして平成19年にリース会計基準の最終改正
が行われています。基本的には平成 5年のリー
ス会計基準を踏襲していますが，所有権移転外
ファイナンス・リース取引につきましても，経
済的実質に注視して，少額のリース取引を除い
て，所有権移転ファイナンス・リース取引と共
に金融取引・売買取引と同様とされました。最
終改正以前のリース会計基準では，所有権移転
外ファイナンス・リースは原則として金融取
引・売買取引とされましたが，特約としてリー
ス期間終了後にリー資産を返還するとしておけ
ば，賃貸借取引とすることができました。これ
はリース業界の要望を呑んでのことでしたが，
そのために経済的実質に合ったリース会計基準
ではないという会計学者からの批判が多くあっ

引とすべきリース取引を抜き出したものといえ
ます。
　次の，いわゆる昭和63年通達「リース期間が
法定耐用年数よりも長いリース取引に係る税務
上の取り扱いについて」での趣旨解説では，上
記昭和53年通達と同様に経済的実質からみて，
賃貸借期間が法定耐用年数よりも長いリース取
引で，一般のオペレーティング取引と同様に取
り扱うことに課税上弊害があるものと認められ
るものについても，金融取引又は売買取引とし
て扱うこととしたとしています。
　さらに平成 8年の政府税制調査会法人課税小
委員会では，リース資産の減価償却のあり方に
ついては，ファイナンス・リースの実態を踏ま
え，所要の見直しをすべきことが適当としてい
ます。当小委員会では，リース取引全体の実質
からリース税制はどうあるべきかという検討が
なされています。
　そして後述する平成10年のリース会計基準の
公表に伴い税制改正が行われ，昭和53年通達及
び昭和63年通達が法制化されることになりまし
た。そして平成17年の税制改正で，租税特別措
置法で「組合損失額の損金不算入の規定」が創
設されましたが，その内容はオペレーティン
グ・リース取引を利用し，受取リース料と比較
して多額の減価償却費を計上することによって
税負担を著しく軽減することの租税回避の防止
規定といえます。この点は，昭和63年通達と同
じ趣旨によるものです。
　平成19年の税制改正で，これは平成19年 3 月
のリース会計基準の改正に伴うものであります
が，所有権移転外ファイナンス・リース取引は
その経済的実質からして売買取引と変わりなく，
リース会計基準においてもその点を明確にした
ことから，それに合わせて売買取引としていま
す。
　昭和53年通達及び昭和63年通達では，個別の
ケースでの租税回避の防止規定でありましたが，
平成19年の新リース会計基準に合わせた税制改
正によって，経済活動を歪めることのない中立
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会計基準によって国際会計基準とのコンバー
ジェンスは一応完了しました。すなわち，国際
会計基準と同様に所有権移転外ファイナンス・
リース取引も所有権移転ファイナンス取引と同
様に売買取引とみなすこととなりました。しか
し，上述したように，そのようなコンバージェ
ンスが完了する以前の平成18年から国際会計基
準審議会と米国財務会計基準審議会との共同プ
ロジェクトで新たなリース会計基準の設定に着
手していたのです。まさに休む暇もないという
ところです。
　ところで，話は前後しますが，国際会計基準
の流れを簡単に話しますと，国際会計基準での
最初のリースに関わる基準は，昭和57年 9 月に
公表された国際会計基準第17号「リース」であ
り，平成12年に限定的な改正を行なわれ，そし
て平成15年12月に改正版を公表しています。そ
の会計処理の内容は基本的な見直しは行われず
にきています。また，米国財務会計基準審議会
の基準書第13号「リース」も昭和57年に公表さ
れましたが，それからは基本的な見直しがなさ
れてきていません。
　このたびの共同プロジェクトは，このような
状況の下での全面的な見直し作業といえます。
国際会計基準審議会と米国財務会計基準審議会
との「リース」の共同プロジェクトの審議内容
ですが，平成21年 3 月に新たなリース会計に関
するディスカッションペーパーを公表していま
す。そのディスカッションペーパ－は，現行の
リース会計基準における様々な問題にどう対処
するかについて，国際会計基準審議会と米国財
務会計基準審議会の予備的見解を示したものと
いえます。

Ⅳ．ディスカッションペーパーの概要

　このディスカッションペーパーでは，現行の
リース会計基準における様々な問題点として，
次のものをあげています。
　①　注記情報の信頼性　注記されているリー

たのです。
　実際のところ，リース契約の99％以上が，こ
の特約によって行われていたのです。最終改正
ではセールス・アンド・リースバック取引にお
いても，会計上のファイナンス・リース取引で
あるか否かの判定を行い，会計上のファイナン
ス・リース取引であれば，原則として金融取
引・売買取引であるとし，借手においてリース
資産の売却損益の繰延処理を行うことになるで
しょう。

Ⅲ．国際会計基準における動向

　国際会計基準とのコンバージェンスについて
は，我が国の最終改正のリース会計基準の「結
論の背景」で次のように述べています。
　「……。また，当委員会では国際会計基準審
議会との間で行っている会計基準のコンバー
ジェンスに向けた共同プロジェクトにおいて，
リース会計を短期的な検討項目として位置付け
ており，この基準の改正が行われることにより，
現状の国際会計基準第十七号「リース」と平仄
が合い，国際的な国際的な会計基準間のコン
バージェンスに寄与することとなる。なお，国
際会計基準審議会では，平成18年 7 月に現状の
リース会計に係る国際会計基準の改正を議題に
加えている。そこでは，ファイナンス・リース
とオペレーティング・リースの区別をすること
なく，リース契約に係る使用権を資産計上して
いくことを基礎に検討がなされる予定である。
これは，米国財務会計基準審議会との共同プロ
ジェクトとされているが，最終的な基準の公表
までには､ 相当程度の期間を要すると見込まれ
る。」
　我が国の企業会計基準委員会では，「リース」
を中長期プロジェクト項目に含めて，国際会計
基準審議会と米国財務会計基準審議会との
「リース」の共同プロジェクトの審議内容を注
視しながら，基準改正の作業に着手しています。
我が国が平成19年に公表した最終改正のリース
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入率を適用して割り引いた支払リース料の現在
価値を原価として資産に計上します。それゆえ
「リース料支払義務」と「使用権資産」は同額
となります。
　「リース料支払義務」は，その残高に基づい
て利息が発生する考え方を採用しています。す
なわち，支払リース料のうち，元本相当額を
「リース料支払義務」の返済に充当し，利息相
当額を費用に計上します。そして「使用権資
産」は，リース期間とリース資産の経済的耐用
年数のうち，短い方の期間にわたって償却しま
す。ただし，借手がリース期間終了時に所有権
を取得することが予想される物件のリースでは，
リース資産の経済的耐用年数が償却期間となり
ます。償却方法は，「使用権資産」の経済的便
益の費消パターンを基礎とされています。結局
のところ，現行基準のファイナンス・リース取
引と類似の会計処理がなされることになります。

Ⅴ．リース税制の検討点

　話は元に戻りますが，ここで現行のリース税
制の検討点をいくつかあげてみます。
　平成19年のリース会計基準の改正に伴い，
リース税制の改正も行われました。所有権移転
ファイナンス・リースと共に所有権移転外ファ
イナンス・リースも売買取引とみなされること
になり，所要の措置が講じられました。すなわ
ち，所有権移転外ファイナンス・リースとされ
ても，借手においては，リース資産にリース期
間定額法が適用されて償却しなければならない
ことになりました。この点はリース会計基準で
は，リース資産においては，その帳簿価額から
残価保証額を控除した額に対して定額法のみな
らず算術級数法や生産高比例法の適用が認めら
れています。
　法人税法では，無形固定資産とされると原則
として定額法のみしか認められていません。し
かし，無形固定資産でも，特許権や実用新案権
の減価の態様はむしろ逓減しているので，算術

ス資産とリース負債の情報でもって財務諸
表の数値を修正し，リース契約の影響を損
益計算書上に反映させているが，注記情報
は信頼性の高い情報とはいえない。

　②　比較可能性　 2つの異なる会計モデル
（ファイナンス・リースとオペレーティン
グ・リース）が存在することにより，類似
した取引であるにもかかわらず非常に異な
る会計処理がなされ得るため，財務諸表利
用者の比較可能性が損なわれている

　③　恣意的な分類　特定のリースとすること
ができるように取引を仕組む機会を提供し
ている。リースがオペレーティング・リー
スに分類された場合，借手はオフバランス
の資金源を手に入れることになる。

　④　判断の困難性　ファイナンス・リースと
オペレーティング・リースの間に境界線を
定めることは困難であるために，形式基準
と実質基準を混合しているが，その適用が
難しい場合が多くある。

　⑤　概念的な欠陥　IASBとFASBの定義を
満たす資産（リース使用権）・負債（リー
ス料支払義務）がオフバランスとなってい
るなどの概念的な欠陥がある。

　　（日本リース協会編「リースの国際会計基
準の動向」参照）

　このような欠陥を克服すべく，新たなリース
会計基準の見直しの作業が行われているのです。
　このディスカッションペーパーでは，借手の
リース資産の使用権の取得に着目した「使用権
モデル」として，借手に「使用権資産」を資産
に計上するとともに，「リース料支払義務」を
負債に計上することを求めています。そして，
更新選択権，購入選択権，残価保証等のオプ
ション等も含む単一の「使用権資産」又は
「リース料支払義務」を認識するとしています。
リース期間当初の「リース料支払義務」の額は，
借手の追加借入率を適用して割り引いた支払
リース料の現在価値で負債に計上します。そし
て借手の「使用権資産」の額は，借手の追加借
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損益の繰り延べを認めています。
　ところで賃貸借処理をしていればそのような
ことはないのですが，通達ではリース料総額を
「長期割賦販売等の対価の額」としています。
それゆえ一方では「割賦売掛金」ということな
ると思います。メーカーリースであれば，その
リース資産そのものの売却でもって利益を得よ
うとすることもありましょうが，一般的には，
借手は専用の機械設備等のリースを貸手に依頼
すると共に，細かな機械設備等の仕様に対する
指示はメーカーと直接行うことになると思いま
す。そして完成したリース資産は直接，メー
カーから借手に搬送するのが普通でしょう。
　貸手においては，売買取引といっても，その
ものの売却によって利益を得るという意識はな
く，ただ単に，リース資産の移転があっただけ
であって，貸手は金融機関の代わりにリース資
産のための資金の調達を担ったとみるのが適切
と思います。貸手に利益が生じるのは，将来に
わたって受け取る利息相当額といえます。それ
ゆえ「割賦売掛金」というよりは「リース債
権」とすべきではないでしょうか。リース会社
の毎期の手数料は受取利息に含められているも
のと理解できます。金融機関においても同様に，
その受取利息の中に融資手数料が含められてい
るといえます。
　それと，法人税法では，「割賦売掛金」と
「長期割賦販売等の対価の額」は，受取リース
料総額であり，その譲渡利益をリース期間にわ
たって繰り延べを行うことができるとしていま
す。しかし，先にも述べましたように，その譲
渡利益の実質は受取利息相当額であります。そ
れゆえ，そのような受取利息に当たるものを，
受け取る前から利益に計上することは，間違い
ではないでしょうか。それゆえ，この点は，
リース会計基準と同じように，リース資産の取
得価額から利息相当額を控除して，それを譲渡
対価として計上すべきです。そうすれば，リー
ス期間に渡って貸手は金融取引のみを行うもの
として，リース債権の回収と利息を受け取り，

級数法が適しているともいえます。リース資産
においては，そのリースの対象が機械設備であ
れば，それに近いでしょうから，法人税法にお
いてもリース会計基準と同様に，リース期間定
額法以外にも算術級数法等も認めてよいのでは
ないでしょうか。実務上も税務調整が必要なく
なれば，便宜性の原則にも叶うでしょう。
　次に，平成19年度の税制改正で減価償却制度
が見直され，250％定率法の採用が認められる
ようになりました。所有権移転外ファイナン
ス・リース取引が殆どであるとしますと，税務
の取扱いでもってリース取引が激減するという
ようなことがあれば，課税中立性という面から
は問題といえます。
　次に，貸手はメーカーからリース資産を取得
し，借手へのリース資産の引き渡しの時にリー
ス資産を譲渡したものとして，譲渡損益，すな
わち譲渡対価と譲渡原価の差額を一括して計上
することを原則としています。この際には，通
常の売買取引と同様に，その譲渡対価の額と同
額の「割賦売掛金」を認識し，リース期間中の
リース料の受け取りは，売掛金の回収というこ
とになると思います。一方，借手においては，
リース資産を取得したときに支払リース料の総
額をリース資産の取得価額とします。そしてそ
のリース資産の額と同額のリース料支払債務と
して未払金債務を認識し，リース期間にわたっ
ての支払リース料はリース料支払債務の減額と
支払利息の発生として認識します。
　ファイナンス・リース取引で売買取引とみな
されれば，リース資産の法的所有権は依然とし
て貸手にあるものの，実質的には移転の時に売
買があったものとし，借手においてリース資産
の減価償却がなされていきます。しかし，この
売買を捉えて譲渡損益を認識すると，担税力と
いう点で貸手に過重な負担を課すことになるの
で，法人税法では， 「延払基準（賦払金割合）
による方法」，「延払基準（利息法）による方
法」び「特例的計上基準（20％利息法）による
方法」の何れかを選択することによって，譲渡
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理を認めているので，その中途解約禁止のオペ
レーティング・リースは，実質的にはファイナ
ンス・リースといえます。それゆえ税法上もそ
の中途解約禁止のオペレーティング・リースは
そのまま認めてよいのではないでしょうか。そ
のリース料の相当性については，ファイナン
ス・リースとして計算された金額を損金算入限
度額とすればよいように思われます。

Ⅵ．「使用権モデル」の導入と法人
税法の対応

　平成19年にリース会計基準が改正され，それ
に伴いリース税制も改正されました。そこで，
まずはそのリース税制の対応関係を図示します
と，〔図 1〕のようになります。
　大会社においてはリース会計基準を公正処理
基準とみなしてよいでしょうから，所有権移転
外ファイナンス・リースは少額なリース資産で
簡便法を用いる場合を除いて売買取引とみなさ
れ，法人税法でも別段の定めで所有権移転外
ファイナンス・リースは売買取引とみなされる
ので確認規定といえます。一方，中小会社にお
いては，会計参与設置会社であれば，「中小企
業の会計に関する指針（以下「本指針）とい
う」が公正処理基準とされて，所有権移転外
ファイナンス・リースは売買取引又は賃貸借取
引（未経過リース料の注記が必要）の何れも認
められています（平成21年版「本指針」74- 3 ），
会計参与設置会社でない中小会社においては，
おおよそ税法基準が公正処理基準とされるで
しょう。税務主導のもとにリースの会計処理が
行われてきており，平成 5年にリース会計基準
が公表されましたが，それに伴いリース税制も
見直されています。そして，「本指針」では売
買取引と賃貸借取引が選択となっていることか
ら，「本指針」に準じたものを公正処理基準と
みなしてよいでしょう。
　「本指針」で賃貸借取引の選択適用を認めて
いることは，中小会社での公正処理基準として

また，借手は，元本たる「リース料支払債務」
の返済と利息を支払うこととするべきではない
でしょうか。
　次に所有権移転外ファイナンス・リースと所
有権移転ファイナン・リースとの区分の判定基
準の一つとして，法定耐用年数の70%を下回る
期間（法定耐用年数が10年以上のものは60%を
下回る期間）であるか否かが用いられています
が，平成17年の税制改正で減価償却費の計算で
残存価額を考慮しなくなったこと，および
250％定率法も認められるようになったことで，
その70％基準，60％基準の見直しを検討しなく
てよいでしょうか。もともと，その70％基準，
60％基準を定めたのは，定率法による早期回収
の有利性を定額法に置き換えた場合の基準とい
われています。となれば，残存価額がなくなっ
たことや250％定率法が認められたことを考慮
すれば，70％や60％よりも少ないパーセント基
準を用いるべきではないでしょうか。
　最後にリース会計基準の適用指針では，300
万円以内の比較的少額なリース資産や 1年以内
の短期のリース取引についてまで厳密な売買・
金融処理を求めることは煩雑となるため，重要
性の観点から，簡便処理である賃貸借処理を部
分的に容認しています。
　すなわち，中途解約の禁止されたオペレー
ティング・リースといえます。法人税法におい
ては，ファイナンス・リースたる売買取引とし
て税務調整が本来的には必要ですが，通達で
もって，リース料総額を長期割賦販売等の対価
の額として取り扱い，延払基準により計算した
収益，費用の額を計上できるとし（法基通 2－
4－ 2の 2），要するに企業会計上はオペレー
ティング・リース，法人税法上はファイナン
ス・リースであっても，税務調整を必要とせず
に，金額の相当性が税務上問題がないのかが検
討されます。
　しかし，企業会計上は簡便性，重要性から
ファイナンス・リースを中途解約の禁止された
オペレーティング・リースとみなしての経理処
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　そして，将来，国際会計基準がリース会計基
準として「使用権モデル」を採用し，我が国の
「リース会計基準」もコンバージェンスの結果
として「使用権モデル」を採用した場合に，
リース税制はそれにどのように対応していくの
でしょうか。先の図と同様に示しますと，〔図
2〕のようになるかと思われます。ここでは，
連結先行で，将来的には個別上場会社において
もコンバージェンスが進むと仮定しています。
　国際会計基準が「使用権モデル」を採用し，
我が国のリース会計基準も同調して上場会社の
個別財務諸表においても「使用権モデル」を採
用したとします。そこで法人税法においても，
別段の定めでもって，確認規定として「使用権
モデル」を規定するか，あるいは現行の所有権
移転外ファイナンス・リースを売買取引とする
規定を維持するか，そうすれば創設規定となる
と思いますが，何れで規定するかが問題となり
ます。
　確認規定として「使用権モデル」を用いると

賃貸借処理が認知されてきているので，それを
残した感があります。次の「本指針」の改正で
は（現在の最終改正は平成21年 4 月17日です），
現行のリース会計基準に合わせて，所有権移転
外ファイナンス・リースは売買取引とされるか
もしれません。
　法人税法において確認規定として制限的に売
買取引を認めていることは，先導的，啓蒙的な
規定という意味合いがあるのでしょう。所有権
移転外ファイナンス・リースは，その経済的実
態においては売買取引であり，それに課税する
ことが適切であるという考えによるものと思わ
れます。中小会社の今までの公正処理基準とし
ては，税務主導のもとに本来的に賃貸借取引と
されてきましたが，「本指針」で売買取引とす
る方が会計処理として適切であることを喚起さ
せており，法人税法の別段の定めで制限的に売
買取引としたことは，将来，売買取引が公正処
理基準となることを期待しているように思われ
ます。

上場会社

［公正処理基準］
リース会計基準（所有権移転外フ
ァイナンス・リースは売買取引），
国際会計基準

確認規定法人税法の
別段の定め

所有権移転外フ
ァイナンス・リ
ースは売買取引 確認規定（先導的，啓蒙的）

中小会社

［公正処理基準］
「中小企業の会計指針」
（所有権移転外ファイナンス・
リースは売買取引又は賃貸借取引），
税法基準（現行規定以前の規定）

　〔図 1〕　現行リース税制
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移転外ファイナンス・リースの売買取引の選択
とされるのか，あるいは「使用権モデル」が採
用されず，現行の「本指針」が維持されるか，
さらには極論といいましょうか，「使用権モデ
ル」のみが採用されるのでしょうか。
　現行のリース税制，リース会計基準では，所
有権移転外ファイナンス・リースを売買取引と
し，「本指針」では売買取引，賃貸借取引の選
択との関係を考えますと，リース税制，リース
会計基準で「使用権モデル」を採用すれば，
「本指針」では「使用権モデル」あるいは所有
権移転外ファイナンス・リース取引の売買取引
の選択あるいは所有権移転外ファイナンス・
リース取引の売買取引を採用するのではないで
しょうか。そして「本指針」の適用されない中
小会社においては，売買取引あるいは売買取引
と賃貸借取引の選択のいずれかによりましょう。
「使用権モデル」を公正処理基準とするには余

しますと，その趣旨解釈としては「使用権モデ
ル」を採用する方が所有権移転外ファイナン
ス・リースを売買取引とする現行の規定を採用
するよりもリース取引の経済的実態をより反映
し，租税回避の防止に叶うということでしょう。
そうでなければ，依然として創設規定として現
行の規定を維持するということになると思いま
す。さらに中小会社の公正処理基準として，
「使用権モデル」が認知されるかですが，まず
会計参与設置会社が適用する「本指針」がリー
ス基準として「使用権モデル」を採用するか否
かが問題とされるでしょう。
　たとえば現行の「本指針」に「使用権モデ
ル」が加えられて，「使用権モデル」と所有権
移転外ファイナンス・リースの売買取引，賃貸
借取引の 3つのうちの選択が認められるのか，
あるいは賃貸借取引（未経過リース料の注記が
必要）は除かれて，「使用権モデル」と所有権

（先導的，啓蒙的）？

上場会社

［公正処理基準］
新リース会計基準（「使用権モデル」
の採用又は現行基準〈所有権移転外
ファイナンス・リース取引を売買取
引〉を維持？），国際会計基準

創設規定又は確認規定？

法人税法の
別段の定め

「使用権モデル」の
採用又は現行規定
（所有権移転外ファ
イナンス・リース
取引の売買取引）を
維持？

創設規定又は確認規定

中小会社

［公正処理基準］
「本指針」が「使用権モデル」を採用
または本指針の現行内容（所有権移転
外ファイナンス・リース取引を売買取
引あるいは賃貸借取引）を維持？，税
法基準（現行規定以前の規定）

　〔図 2〕　「使用権モデル」のリース税制
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「改正税法のすべて」では，国際会計基準で採
用されていることと，より会計理論として優れ
ていることをあげていました。工事契約の会計
基準は平成19年の12月に公表され，そこで「工
事進行基準」が原則とされました。
　企業会計原則では昭和24年から「工事完成基
準」と「工事完成基準」の選択適用とされてき
ましたので，おおよひ全ての企業において，平
成19年12月まで，公正処理基準として「工事完
成基準」と「工事完成基準」の選択が認められ
てきたのです。それゆえ，法人税法は先導的，
啓蒙的に，平成10年から「工事進行基準」を原
則としてきたのです。
　しかし，国際会計基準では，収益認識基準に
よって，我が国と同様に一定の要件を満たせば
工事進行基準が適用されるが，その適用要件は
厳しいことから，工事完成基準を原則とすべき
との意見もあります。もし，国際会計基準に
よって工事完成基準が原則であると明文化され，
我が国もそれに合わせて工事完成基準を原則と
した場合には，法人税法はどのように対応して
いくかが興味深いところです。
　最後のところではかなり予測の話であり，結
論として甚だ不十分でありますが，法人税法で
は上場会社と中小会社とを区別しての税制の構
築は目指していませんので，その点に注視しな
がら，上場会社，中小会社の何れにおいても適
切な法人税法が構築されていくことが要望され
ます。

りにも時機尚早と思われます。
　次に，連単分離ということで，連結財務諸表
では「使用権モデル」を採用し，個別財務諸表
では現行のリース基準，すなわち所有権移転外
ファイナンス・リースの売買取引を採用する場
合も考えられます。これでも，とりあえず連単
分離で，将来的には連結財務諸表で「使用権モ
デル」が採用されれば，個別財務諸表も「使用
権モデル」を採用せざるを得なくなるでしょう。
　そこで，まずは上場会社の個別財務諸表で現
行のリース基準が用いられた場合には，〔図 1〕
で示した上場会社と中小会社の公正処理基準が
そのまま適用されるでしょう。法人税法におい
ても，現行規定，すなわち所有権移転外ファイ
ナンス・リースの売買取引がそのまま維持され
るかですが，先にも述べましたように，「使用
権モデル」が現行リース基準よりもリースの経
済実態をより反映し，かつ，より租税回避の防
止に叶うということであれば，先行して法人税
法が別段の定めとして創設規定の「使用権モデ
ル」を採用することもあり得ます。この場合に
は，「使用権モデル」を先導的，啓蒙的に，公
正処理基準として，その使用を促す意味がある
ように思われます。
　このことの先例としては，法人税法が平成10
年の税制改正で長期請負工事での収益の認識基
準として，「工事完成基準」と「工事進行基準」
の選択から「工事進行基準」を原則にしたもの
があります。この法人税法の改正の趣旨説明で，
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　　はしがき　　本稿は，平成23年 4 月21日開
催の税務会計研究会における，新日本有限責任
監査法人／公認会計士・税理士 太田達也氏の
『会計処理の遡及適用と税務処理』と題する講
演内容をとりまとめたものである。

　それでは私の方から， 1時間ぐらいのお時間
になると思いますがご報告をさせていただいて，
その後ディスカッションという形で進行させて
いただければと思います。
　そこで本日お手元の方に，レジュメをお配り
させていただいています。全部で16ページ分の
レジュメになっています（本誌掲載・省略。尚，
本稿で言う頁とは，このレジュメの頁を指して
いる）。この中で，いきなり税務との関係から
触れても適切ではありませんので，会計基準の
内容についてまずお話をして，その後税務申告
との関係や，或いは税務調査との関係も恐らく
出てくると思いますが，そういった論点を後半
の方で取り上げさせていただきたいと思います。

Ⅰ．遡及処理が必要となるもの

　そこで，お手元のレジュメの 1頁目のところ
になります。まず大きなⅠとして，今回の会計
上の変更及び過去の誤謬の訂正に関する会計基
準，略して「過年度遡及会計基準」や「過年度

遡及基準」という言い方をさせていただきます
が，これが今年の23年の 4月 1日以後に開始す
る事業年度の，期首以降に行われる会計上の変
更及び誤謬の訂正から適用が開始されることに
なりました。そこで遡及処理の対象となるもの
が 3つになるということです。その下の表の形
になっています。

会計基準における用語
会計上の原則的な
取扱い

会計上の
変更

会計方針の
変更

遡及処理する
（遡及適用）

表示方法の
変更

遡及処理する
（財務諸表の組替え）

会計上の見積りの
変更

遡及処理しない

過去の誤謬の訂正
遡及処理する
（修正再表示）

　 3つを合わせて「会計上の変更」という言い
方をしますが，そのうちのまず「会計方針の変
更」，これが遡及処理の対象になります。 2つ
目が「表示方法の変更」です。これは遡及処理
といっても，比較すべき前期の財務諸表の表示
の組み替えという意味になりますが，これも遡
及処理の対象になります。そして「過去の誤謬
の訂正」です。これが 3つ目に遡及処理の対象
となるもので，過去の財務諸表を訂正した上で
修正再表示を行うという形で遡及処理の対象に
なります。

会計処理の遡及適用と
税務処理

新日本有限責任監査法人
公認会計士・税理士 太田達也
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　そして「会計上の見積もりの変更」が遡及処
理の対象外という形になっていますが，これに
ついてはまた別途，会計上の見積もりの変更の
ところで，その理由なども含めてお話をさせて
いただければと思います。

Ⅱ．会計方針の変更

1 ．変更後の会計方針の遡及適用
　それでは，項目ごとに順番に見ていきます。
まず「会計方針の変更」のところから見ていき
ます。
　変更後の会計方針を遡及適用することが義務
付けられることになるということです。会計方
針を変更した場合に，原則として変更後の会計
方針を，過去のすべての期間に遡及適用を行う
ことになります。この遡及適用とは新たな会計
方針を，過去の財務諸表にさかのぼって適用し
たかのように会計処理を行うことを言います。
　そこで現行の会計制度はもちろん，当期に会
計方針を変更する場合には，当期の期首から変
更後の会計方針を適用するという取り扱いに
なっているわけですから，前期以前の財務諸表
に遡及することは現行一切ありません。当期の
期首から変更後の会計方針を適用する，これが
現行の制度ですから，それと明らかな相違があ
るわけで，過去のすべての期間に変更後の会計
方針を遡及適用するというルールが今後入って
くるということです。
　そこでその下の太字ですが，遡及修正によっ
て開示する財務諸表は，その開示制度の規定に
よって定められたものでもちろんよいです。例
えば金融商品取引法適用会社の有価証券報告書
であれば，もちろん従来どおり当期と前期の 2
期分の財務諸表を開示すればよいわけですし，
会社法の計算書類であれば，もちろん当期 1期
分の計算書類を開示すればよいということにな
ります。
　また，開示期間よりも前の期間に関する会計
方針の変更の累積的影響額を，開示する財務諸

表のうち最も古い期間の期首の資産・負債及び
純資産の額に加減算するという形で反映するこ
とになります。この「開示する財務諸表のうち
最も古い期間」という言い方をしていますが，
これは有価証券報告書の場合であれば前期とい
うことになりますし，会社法の計算書類の場合
であれば当期ということになります。その期首
残高に，それ以前の累積的影響額を反映すると
いう取り扱いが適用されます。
　そこで，今の内容については 2頁にある【図
Ⓐ】がその点を表しています。この図で，有価
証券報告書の場合の取り扱いと会社法の計算書
類の場合の取り扱いが比較対照になっています
ので，これを少しご参照いただきたいと思いま
す。上が金融商品取引法の有価証券報告書の財
務諸表の場合の取り扱い，下が会社法の計算書
類の場合の取り扱いということです。
　まず，有価証券報告書の方から見ていきます。
会計方針を当期にAから Bに変更した場合，
これをどのように扱うのでしょうか。まず当期
の財務諸表についてはBを適用するのは当然
として，前期の財務諸表についても変更後のB
を適用したものとして，いわば作り直しをしな
いといけません。変更後のBを適用したもの
として作らないといけません。そしてさらにそ
の左側で，Bを過去に遡及して適用したときの
前期の期首までの累積的影響額を，前期の期首
残高に反映しなければいけません。ですから，
前期の期首残高自体が当然変わるわけです。
前々期以前の累積的影響額が加減算される形で，
前期の期首残高自体がまず修正されます。そし
て前期のこの 1会計期間についても，Bをもち
ろん適用して作成します。そして当期もそれに
連続する形で，Bを適用して作成するという形
になります。
　会社法の計算書類については当期 1期分しか
開示しないので，ここに当期しか書いていませ
んが，当期の計算書類についてBをもちろん
適用するわけですが，やはり一番重要なポイン
トは左側のところです。Bを過去に遡及して適
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用したときの当期の期首までの累積的影響額を
当期の期首残高に反映することになるという形
になります。
　このような国際的な会計基準と同等の制度が
日本にも入ってくることになったわけですが，
これは目的としては期間比較を向上させようと
いうところです。やはり投資家を重視した考え
方に基づいた会計基準ではないかと思います。
　そしてこの会社法についてはまた後で詳しく
説明しますが，もちろん過去の計算書類の確
定・未確定には何ら影響がありません。当期の
期首残高に，それまでの累積的影響額を反映す
るという点で影響があるのみであって，過去の
計算書類の確定・未確定には何ら関係がないと
いう位置付けになっています。その点はまた後
で詳しくお話しいたします。
　それでこれは「過去のすべての期間に」とい
うように会計基準はうたっており， 1頁の 1の
最初のところでも「過去のすべての期間に遡及
適用をする」という言い方をしていますが，こ
れはもちろん原則的なことを書いているわけで
す。当然のことながら重要性の判断もあるわけ

ですし，一定の期まで遡及したときに累積的影
響額の大部分がカバーされて，それ以上遡及し
ても影響額が僅少だということが明らかであれ
ば，一定のところまで遡及するという実務対応
は当然多々発生すると思います。「過去のすべ
ての期間に」というのは，現実にはそこまでや
るケースは少ないのではないかと思います。少
ないというか，ほとんどないのかもしれません。
　そこで 2頁の表の下のところです。「遡及処
理の対象外となる会計方針の変更」，これは
「会計方針の変更」と書いてしまったのですが，
これは会計方針の変更に該当しないとして遡及
処理の対象外となるものが明示されています。
会計方針の変更にそもそも該当しないという整
理です。四角で囲った①～③の 3つです。これ
が該当しない，遡及処理の対象外となります。
　それで逆に，最初の冒頭のところで，遡及処
理が必要となるのは 2つになります。「①会計
基準等の改正に伴う会計方針の変更」，これが
まず 1つです。そして「会計基準等の改正」と
書いています。もちろん既存の会計基準の改正
と新たな会計基準の設定と両方含んでいます。

（金融商品取引法の有価証券報告書における財務諸表の場合）

Ｂを過去に遡及して適用した      Ｂを適用       Ｂを適用

ときの前期の期首までの累積

的影響額を前期の期首残高

に反映する。

（会社法の計算書類の場合）

        Ｂを過去に遡及して適用した     Ｂを適用

        ときの当期の期首までの累積

        的影響額を当期の期首残高

        に反映する。

    前 期     当 期

    当 期

【図Ⓐ】会計方針を当期にAから Bに変更した場合
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それに伴って新たな会計方針を採用した場合，
会計方針の変更として扱われます。遡及処理の
対象になります。
　ただ，ここで 1つ付け加えておかないといけ
ないのは，会計基準等の改正に伴う会計方針の
変更に関しては，その会計基準の中で特別な経
過的な取り扱いが定められる場合は，そちらを
優先します。すなわち，過去に遡及しなくてい
いというような内容の経過的な取り扱いがその
会計基準の中に盛り込まれているのであれば，
それはもちろん優先されますから，遡及適用は
行う必要はないということになるわけです。
　そして現在「退職給付会計基準の一部改正」
の公開草案が出ています。まだ確定に至ってい
ませんが，この「退職給付会計基準の一部改
正」案の改正内容を見ると，数理計算上の差異
について，発生の都度その他の包括利益に計上
するというルールになっています。これについ
ては公開草案ではありますが，適用時期のとこ
ろに過去の財務諸表には遡及しない旨の文章が
現状入っていますので，そのまま確定に至ると，
結果遡及処理の対象にはならないということに
なります。ですからその会計基準ごとに特別な
経過的な取り扱いが入るものと入らないものと
出てきますから，そこはそれによって，遡及処
理が結果必要か必要でないかという相違には
なってきます。
　そして②として「①以外の正当な理由による
会計方針の変更」，これはよく「自発的な会計
方針の変更」という言い方をします。この 2つ
が遡及処理の対象になります。
　逆に，次の四角で囲った 3つは会計方針の変
更には該当しないという整理になりますから，
これは遡及処理の対象にはならないということ
です。「①重要性が増したことに伴う本来の会
計処理の原則及び手続きへの変更」「②新たな
事実の発生に伴う新たな会計処理の原則及び手
続きの採用」「③連結又は持分法の適用の範囲
に関する変動」です。この 3つは会計方針に該
当しないという整理で，遡及処理は行わないと

いう形になります。

2 ．遡及適用が実務上不可能な場合
　今までの内容は原則的な取り扱いを説明した
わけですが， 3頁の 2で「遡及適用が実務上不
可能な場合」，これが会計基準 8項の中で 3つ
示されています。
　まず「①過去の情報が収集・保存されておら
ず，合理的な努力を行っても，遡及適用による
影響額を算定できない場合」です。「収集又は
保存がされていない場合」ということですが，
これについては四角で囲ってある下のパラグラ
フです。過去の時点においては，企業は新たに
採用する会計方針に基づいた，会計処理を行う
ためのデータが必ずしも必要とされていないの
で，当期に遡及適用を行うのに必要なデータが，
その過去の時点においては収集されていない場
合があり得ます。或いは仮にその時点でこれら
のデータが収集されていたとしても，当期まで
保存がされていない場合があり得ます。このよ
うな状況の下では，企業が合理的な努力を行っ
たとしても，遡及適用を行うのに必要な影響額
を算定できないことが考えられます。ここはど
こまでが合理的な努力の範囲と言えるかは，実
態に即した判断になると思いますが，基本的に
はデータ自体が収集されていて，保存までされ
ているということであれば，そのデータに基づ
いて遡及適用を行うのが基本であると思います。
データが収集されていない，又は保存がされて
いないということは，物理的に考えて遡及適用
を行うことは基本的にできないと考えられる
ケースかと思われます。
　そして②の「遡及適用にあたり，過去におけ
る経営者の意図について仮定することが必要な
場合」です。これについても次のパラグラフの
ところで，会計基準等の改正に伴って遡及適用
を行う際に，資産の保有目的など，何らかの過
年度における経営者の意図を仮定することを必
然的に伴う場合，経営者の意図が何であったか
を後の期間に客観的に判断することができない
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ということです。これも実務上不可能な場合に
該当すると整理がされています。資産の保有目
的に係る会計方針の変更などに当てはまるケー
スはあり得ると思います。
　③が「遡及適用にあたり，会計上の見積もり
を必要とするときに，会計事象や取引が発生し
た時点の状況に関する情報について，対象とな
る過去の財務諸表が作成された時点で入手可能
であったものと，その後に判明したものとに，
客観的に区別することが時の経過によって不可
能である場合」です。これについては最後のパ
ラグラフになりますが，遡及適用をする際に，
過去の会計事象等に関して見積もりを行う場合，
その当該会計事象等が発生したときの状況を反
映することが必要になるわけですが，その後に
判明した情報を見積もりに用いることはできま
せん。見積もりの対象となる事象が発生してか
ら，時が経過すればするほどその見積もりに用
いる情報について，過去の財務諸表が作成され
た時点で入手可能であった情報なのか，その後
に判明した情報であるかを客観的に区別が困難
になると考えてよろしいかと思います。これも
3番目として不可能な場合に該当するというこ
とになります。このあたりは実態に即して個別
に判断していくということになると思います。

3 ．原則的な取扱いが実務上不可能な場合の取
扱い

　そこでこの実務上不可能な場合に該当したと
きに，どのような会計処理を行うのかというこ
とが次のテーマになります。 4頁の 3番です。
　実務上不可能な場合に該当するときは，これ
は会計基準 9項の方で，この四角で囲った①又
は②のいずれかの処理を行うことになります。
これは 2つに分かれます。部分的な遡及適用を
行う場合と，部分的な遡及適用もできない場合
です。
　まず①ですが，当期の期首時点において，過
去の期間のすべてに新たな会計方針を遡及適用
した場合の累積的影響額は算定できますが，表

示期間のいずれかにおいて，当該期間に与える
影響額を算定することが実務上不可能な場合に
は，遡及適用が実行可能な最も古い期間（これ
が当期となる場合が往々にして出てくると思い
ますが）の期首時点で累積的影響額を算定し，
当該期首残高から新たな会計方針を適用します。
　この内容を表したのが， 5頁の⑵の①の【図
Ⓑ】になっています。上の⑴が原則的な取り扱
いで，これはもちろん当期の財務諸表について
はBを適用して作成するし，前期の財務諸表
についてもBを適用して作成します。或いは
前々期以前の累積的影響額が，前期の期首残高
に反映しているという前提をこれは置いていま
す。
　それに対して，今の部分的な遡及適用を行う
場合，これについてはどのような扱いになって
いるのでしょうか。これについては当期の期首
のところをご覧いただくと，当期の期首のとこ
ろに矢印がくっついていますが，過去の期間に
Bを適用した場合の累積的影響額は算定できる
ので，それを当期の期首残高に反映しているわ
けです。従って，上の原則的な取扱いの当期の
期首残高と同じ数字になるわけです。上の当期
の期首残高とこの下の⑵の①の当期の期首残高
は，過去の期間に変更後の会計方針に遡及適用
をした場合の累積的影響額が反映されています
から，結果同じ金額になるという意味になります。
ただ，前期に与える影響額が算定できない，こ
ういったケースで発生し得るかと思います。
　それで累積的影響額が算定できるのに，前期
に与える影響額が算定できないということが現
実にあるのかという疑問を持たれる方がおられ
るかと思います。これについては，適用指針の
設例の 1の 2の方だと思いますが，この例を取
り上げていて，このような言い方をしています。
総平均法から先入先出法に棚卸資産の評価方法
を変更した場合の例になっていますが，これに
ついて，変更後の方法である先入先出法に基づ
く当期の期首の商品及び製品の帳簿価格と，前
連結会計年度の期末における商品及び製品の帳
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簿価格の差額を基に累積的影響額を算定したと
いう言い方をしています。ですから前期の期末
残高というのは，変更前の総平均法でずっと
やってきた期末残高です。それに対して，先入
先出法に基づいて当期の期首残高が算定された
ときに，ちょうどその差額相当額が累積的影響
額になるという意味だと思います。ということ
で，累積的影響額自体は算定できますが，ただ
前期以前の仕入れ記録が一部入手不可能だから，
前期に与える影響額が算定できないという内容
になっていますので，このようなケースは理論
上やはりあり得ると考えてよろしいと思います。
　続きまして，もう 1つのケースです。 4頁の
②の「部分的な遡及適用もできない場合」です。
当期の期首時点において，過去の期間のすべて
に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的
影響額自体の算定が不可能である場合には，期
首以前の実行可能な最も古い日から将来にわ
たって新たな会計方針を適用するという扱いに
なります。これを表したものが， 6頁の図表に

なっています。
　まず 6頁の【図Ⓒ】ですが，これは実行可能
な最も古い日が，前期の期中の一定の日という
前提になっています。前期の期中の一定の日か
ら将来に向けて変更後のBを適用するという
結果になっています。
　それに対して 6頁の【図D】ですが，これ
は実行可能な最も古い日が，当期の期首である
ということです。ということは，当期の期首か
ら将来に向けて変更後の会計方針を適用するこ
とになりますから，この 6頁の一番最後にある
表は，まさに現在の会計制度と同じ結果になり
ます。現在の会計制度は，会計方針を変更した
場合には当期の期首から変更後の会計方針を適
用します。それと全く同じ結果になっている
ケースになっています。
　ですから，その矢印で説明がくっついていま
すが，当期首時点における累積的影響額はゼロ
であり，前期の期末残高と当期の期首残高はこ
の場合一致することになります。

【図Ⓑ】 原則的な取扱い，原則的な取扱いが実務上不可能な場合（部分的な遡及適用を行う場合）
の比較

（会計方針をＡからＢに変更した場合 ／原則的な取扱い）

Ｂ                Ｂ

（遡及適用が実務上不可能な場合

／部分的な遡及適用を行う場合）

Ａ               Ｂ

      前 期       当 期

      前 期       当 期

過去の期間にＢを適用した場合の

累積的影響額を当期首に反映

当期首時点における累積的影響

額は、変更後の会計方針Ｂを原

則的な遡及適用を行った場合の

金額となり、両者は一致。
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　本来遡及適用した場合は，前期の期末残高と
当期の期首残高は異なった数字になるのが本来
の扱いです。それは例えば図表でいうと， 2頁
の 2つ目の表の，会社法の計算書類の場合を想
定します。Bを過去に遡及して適用したときの
当期の期首までの累積的影響額を当期の期首残
高に加減算しますから，この場合は前期の確定
決算の前期末残高と当期の期首残高は当然異
なった数字になるわけです。
　今の最後の部分的な遡及適用もできない場合
の 6頁の表のケースは，前期の期末残高と当期
の期首残高は当然連続する形になります。しか
も， 6頁の最後の表は，現在の会計制度と全く
同じ内容になっているということになります。
　そういった形で，会計方針の変更があったと
きの原則的な取扱いと原則的な取扱いが実務上
不可能な場合の扱いという形で，整理ができる
かと思います。

Ⅲ．表示方法の変更

　これも今回遡及適用の対象になっています。
「表示方法は次のいずれかの場合を除き，毎期

継続して適用する」とされていますから，変更
が認められるのは①のケースか，もしくは②の
ケースかのいずれかということになります。
　今までの事例などで一番多いのは，前期まで
は重要性がなかったから「その他」に含めて表
示してきたものを，当期に入ってから重要性が
増したから区分掲記する方法に変更するという
ケースと，その逆のケースです。前期まで区分
掲記してきたけれども，当期に入ってから重要
性が乏しくなったので，「その他」に含める方
法に変更する場合と，このケースが件数的に一
番多いと思います。それも②に該当するという
ことで表示方法の変更として取り扱われます。
　そこで，遡及適用とはどのような処理を行う
のかということになります。表示方法の変更に
関しては，その次の 4行目のところです。「財
務諸表の表示方法を変更した場合には，原則と
して表示する過去の財務諸表について，新たな
表示方法に従い財務諸表の組み替えを行う」と，
表示の組み替えをします。例えば前期までは重
要性が乏しかった長期貸付金を「その他」に含
めていたのが，当期に入ってから重要性が増し
たということで「長期貸付金」というように区

Ａ       （Ｂ）

      前 期       当 期

【図Ⓒ】

Ａ （Ｂ）

前 期 当 期

当期首時点における累積的

影響額は、ゼロ（当期首残高

は、変更前の会計方針Ａを

適用した場合の数値）

【図Ⓓ】
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分掲記する方法に変更した場合は，前期の財務
諸表を組み替えて，「その他」から長期貸付金
を抜き出して区分掲記する方法に組み替えると
いう作業が必要になるということです。
　有価証券報告書の財務諸表は当期と前期の 2
期を開示しますから，当期の財務諸表について
表示方法の変更をしたときは，前期の財務諸表
について変更後の表示方法に組み替えるという
ことが必要になります。
　一方，会社法の計算書類は，もともと当期 1
期分しか開示をしませんから，そのような組み
替えは不要だと考えられます。ですからこの表
示方法の変更の遡及適用というのは，有価証券
報告書の財務諸表に関して発生する問題だと整
理することができるかと思います。

Ⅳ．会計上の見積もりの変更

　これは遡及処理の対象外となったわけですが，
なぜ対象外となっているかの理由も含めて内容
を整理していきたいと思います。
　まず，会計上の見積もりの変更とは，新たに
入手可能となった情報に基づいて，過去に財務
諸表を作成する際に行った会計上の見積もりを
変更することを言います。その典型的な例とし
て耐用年数の変更や貸倒引当金の追加繰入れな
どが該当します。
　なぜ遡及適用を行う必要がないのかという論
拠ですが，これがプロスペクティブ・アプロー
チに基づく考え方ということです。新しい情報
によってもたらされるものだから，過去に遡及
処理を行う必要はない，将来に向けて反映をす
ればいいという考え方になります。
　それで，この会計基準の設定にあたって減価
償却方法の変更についてどう扱うかということ
が議論になったようなのですが，その次の 4行
です。有形固定資産の減価償却方法と無形固定
資産の償却方法は会計方針に該当しますが，そ
の変更について，会計方針の変更を会計上の見
積もりの変更と区別することが困難な場合は，

会計上の見積もりの変更と同様に扱い，遡及適
用は行わないという会計基準19項に従いますか
ら，遡及適用は行わないというルールになった
ということです。
　これについて，なぜ「区別が困難である」に
該当するかということです。これは国際的な会
計基準との関係で整理がされると思います。日
本の会計制度においては，減価償却方法という
のは定率法や定額法など，複数の方法の中から
選択する問題として位置付けられていて，選択
した方法は以後規則的，計画的に継続適用する
のが原則です。正当な理由がない限り変更はで
きないという整理になっていますが，国際会計
基準の方はそのような整理になっていないよう
です。国際会計基準においては，減価償却方法
というのは固定資産の経済的便益の消費パター
ンに合わせて見直しを行うべきだという考えに
なっていますから，その変更は会計上の見積も
りの変更としてとらえているということなので
す。従って，日本の会計制度における扱いと国
際会計基準における扱いで相違している部分に
もなりますから，「区別することが困難」とい
う理由で遡及適用を行わないというルール自体
は合理的だとは思います。
　そして最後の 2行，ここが実は恐らく実務的
な観点からいくと非常に問題になりやすい論点
だと思います。会計上の見積もりの変更に該当
するのか，或いは過去の誤謬に該当するのかで
す。要は過去の誤謬ということは，過去におけ
る見積もりが適切でなかったのか，言い換える
と最善の見積もりでなかったのか，その点が非
常に重要になってくると思います。これが過去
における見積もりが最善の見積もりでなかった
という判断になると，過去の誤謬に該当すると
考えられますから，遡及処理が必要になるとい
う結果になると思います。一方，過去において
も最善の見積もりがされていて，新たに入手可
能となった情報に基づいて見積もりを変更する
のであれば，文字どおり会計上の見積もりの変
更ですから，遡及処理はもちろん行う必要はあ
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りません。ですから結論に違いが出てくるとい
うことです。
　この点，例を申し上げますと，債務者が経営
破たんをしたという判断で，破産更生債権等に
分類を変えて，貸倒引当金の追加繰入れをもし
行ったとしたときに，内容をよく調べてみたら，
経営破たんは 2期前の時点でもう既にしていま
したと。その事実関係がもし明らかになったと
すると，それは 2期前の貸倒引当金の計上不足
であるということです。 2期前の財務諸表にお
ける見積もりが適切でなかったということにな
ると，これはやはり遡及修正の対象になってく
ると考えられると思います。この区別は，今後
実務においては重要な取り扱いかと思います。

Ⅴ．過去の誤謬の訂正

　続きまして，いよいよこの遡及処理の対象と
なる最後の 3番目の項目， 8頁のⅤ「過去の誤
謬の訂正」について見ていきたいと思います。

1 ．過去の誤謬の修正再表示
　過去の誤謬の訂正についても遡及処理の対象
になりますが，これについてどのような内容で
しょうか。「修正再表示」という言葉をここで
は使っています。過去の財務諸表における誤謬
を発見した場合には修正再表示を行い，誤謬の
内容や影響額などを注記しなければいけません。
　「修正再表示」というのは，どのような意味
かということです。過去の財務諸表における誤
謬が発見された場合には，次の方法によって修
正再表示を行う必要があります。
　①表示期間よりも前の期間に関する修正再表
示による累積的影響額は，表示する財務諸表の
うちの最も古い期間の期首の資産・負債・純資
産の額に反映しなければいけません。そして
「表示する財務諸表のうち最も古い期間」とい
うのが，有価証券報告書の場合は前期ですし，
会社法の計算書類の場合は当期なのです。その
期首残高に累積的影響額を反映します。ですか

ら，会計方針の変更の取り扱いとここは実質同
じです。
　②表示する過去の各期間の財務諸表には，当
該各期間の影響額を反映する。これも当然です
し，会計方針の変更のケースと実質は同じだと
思います。
　そこで，その下のところに図表があります。
当期の計算書類作成過程の中で，前期の計算書
類の誤りが発見されたと仮定します。現行の会
計制度では，当期の計算書類の中で「前期損益
修正損益」という科目を特別損益に計上して修
正する実務が採用されています。「前期損益修
正損益」，もしくは「過年度損益修正損益」で
す。しかし，過年度遡及基準では，前期の計算
書類を修正して修正再表示をして，その修正に
よる影響額を当期の計算書類の期首残高に反映
させなければいけません。前期の計算書類は修
正しますが，別にこれは会社法の場合は開示は
されません。開示するかどうかは任意であって，
開示は強制されません。その修正した影響額は
当期の期首残高に反映されます。その結果，当
期の計算書類は最初から正しい内容として作成
されますから，「前期損益修正損益」という科
目はもはや表示されませんし，される必要もあ
りません【図Ⓔ】。
　この「前期損益修正損益」を特別損益に計上
するという実務は基本的になくなると考えられ
ます。後でこれは説明しますが，重要性の判断
というのはすべての項目についてありますので，
重要でない誤謬であったときは当期の損益で修
正する処理は可能だという解釈になっています
が，重要でない誤謬を当期の計算書類の中で損
益処理で修正する場合は，その性質に応じて
「営業損益」か，もしくは「営業外損益」かの
いずれかで処理するという考え方が会計基準の
結論の背景の方で示されています。ですから，
前期損益修正を特別損益に計上する処理は，基
本的になくなると考えないといけません。その
あたりが非常に影響が大きいといいますか，従
来なかった扱いです。
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　一方，有価証券報告書の財務諸表の場合は，
前々期以前の財務諸表に係る誤謬の訂正による
累積的影響額は，前期の財務諸表の期首残高に
もちろん反映されます。ですから，会社法の計
算書類と有価証券報告書の財務諸表の場合で，
累積的影響額を反映する地点は 1期ずれてきま
す。その点は会計方針の変更のところでお話し
した点と同様だと思います。もっとも上の図表
の前期に誤りがあったことが発見されたなどの
場合は，これは前期の期首残高をいじる必要は
ありませんから，これは有価証券報告書におい
ても前期の財務諸表を修正再表示したうえで当
期の期首残高に修正による影響額を反映するこ
とになるかと思います。

2 ．訂正報告書制度との関係
　そこで 9頁ですが，訂正報告書制度と類似し
ている面があるということで，どこが異なるの
かという問題がよく話題に上ります。
　従来から金商法の開示制度の中に，訂正報告
書制度が置かれていることはご承知のとおりで
す。既に公表された過去の財務諸表に誤りが発
見された場合には，訂正前と訂正後の内容を財
務局に提出する制度になっています。
　過年度遡及基準の表示期間について，遡及処
理の結果を反映させるという内容とは異なって
いる面があります。この点について過年度遡及
基準は「本会計基準は，当期の財務諸表及びこ
れに併せて比較情報として過去の財務諸表が表
示されている場合を前提に誤謬の取り扱いにつ
いて定めており，既に公表された財務諸表自体
の訂正期間及び訂正方法は，各開示制度の中で

対応が図られる」としており，訂正報告書の制
度自体は今後ももちろん存続するということに
なります。
　過年度遡及基準の目的が，比較財務諸表の作
成ベースを当期の財務諸表のベースに合わせる
ことにより当期の財務諸表の情報価値を高める
ということにあるとすれば，訂正報告書制度と
はとらえ方が異なっていると考えられます。そ
の点脚注の方で，過年度遡及基準においては過
去の財務諸表の訂正に主眼が置かれているわけ
ではなく，あくまでも当期の財務諸表を中心に
考えており，過去の誤謬の訂正は当期の財務諸
表の比較情報としての有用性を高めることが狙
いであるという点を明示しています。ですから，
この考え方自体が，やはり訂正報告書制度とは
とらえ方が異なっていると思われます。

3 ．重要性の判断
　そこで，この「重要性の判断」です。この重
要性の判断については会計基準の本文には記述
はなく，結論の背景，35項の中で示されていま
す。本会計基準のすべての項目について，財務
諸表利用者の意思決定への影響に照らした重要
性が考慮されるとされており，重要でない誤謬
については当期の損益，ただ当期の損益といっ
ても，その性質に応じて営業損益又は営業外損
益として処理するなど，本基準の定める処理に
よらない場合も考えられると，ここではっきり
明示しています。特別損益に前期損益修正損益
を計上する実務は，基本的にはなくなると考え
られると思います。
　重要性の判断についてはさまざまな考え方を

前期 当期

誤り 正

影響額を反映する

【図Ⓔ】
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列挙した上で，最終的に言わんとしていること
はかなり抽象的な内容になっています。「財務
諸表に及ぼす金額的な面と質的な面の双方を考
慮しなければいけない」，その後で考え方をい
ろいろ列挙しています。金額的重要性というと
損益や累積的影響額の重要性で見るという判断
もあるし，損益の趨勢に重要な影響を与えてい
るかどうかで判断するという考えもあります。
或いは財務諸表項目への影響が重要かどうかで
判断するという考えもあります。考え方をただ
列挙しているだけです。ただし，具体的な判断
基準は企業の個々の状況によってもちろん異な
り得るし，また質的重要性は企業の経営環境・
財務諸表項目の性質，又は誤謬が生じた原因な
どによって判断することが考えられます。結果
としては，金額的重要性と質的重要性の双方を
考慮して判断するというルールしかないので，
案件ごとに個別に判断していくというのが基本
にはなってくると思います。
　最後，「誤謬の修正再表示が実務上不可能の
場合はある」という前提になっていて，その場
合の取り扱いは，会計基準の本文には記述はも
ちろんありません。結論の背景の方で，その場
合はこのような対応が考えられますよという記
述が盛り込まれています。

Ⅵ．会社法の計算書類への影響

1 ．過去の計算書類への影響
　このあたりはポイントが明確なので，ポイン
トを中心にお話しいたします。この過年度遡及
基準を適用することによって過去に遡及適用し
たときに，過去の計算書類にどのような影響が
及ぶのか，或いは当期の計算書類にどのような
影響が及ぶのかと，その両面から整理する必要
があると思います。
　手続き又は内容の瑕疵のために，過年度の計
算関係書類が未確定となっていると評価される
場合は，もちろん株主総会の決議などの所定の
手続きによって確定させる必要があります。も

ちろんそのような事例は過去にありますが，か
なり限定的です。
　一方，企業会計基準第24号「過年度遡及基
準」の適用により，今後において過去の誤謬の
訂正のための修正再表示が行われたとしても，
過年度の計算関係書類の確定・未確定には全く
関係がなく，そこに影響を及ぼすものではあり
ません。そして会社法の計算書類は，各事業年
度において当期の計算書類のみを開示し，前期
以前の計算書類は開示されませんから，誤謬を
発見し修正再表示を行う場合には，例外的に，
前期末の残高に前期までの会計上の遡及処理の
累積的影響額を加減算した額を当期首の残高と
して用いて当期の会計処理を行うことが許され
る会計慣行が新たに成立したととらえることが
できます。
　そして会計基準に従い，過去の誤謬の訂正に
該当するものについて修正再表示という遡及処
理が行われたとしても，確定済みの過年度の計
算関係書類自体を修正したり，手続き又は内容
の瑕疵の誤りのために未確定となっている過年
度の計算関係書類を確定させるような効果を持
つものでは決してありません。過去の計算書類
の確定・未確定には何ら影響がないという前提
になります。従って，手続き又は内容の瑕疵の
ために未確定となっている過年度の計算関係書
類を確定させるためには，従来どおり，株主総
会の決議など所定の手続きを経て確定させる必
要がある点には何ら変わることはありません。

2 ．過去の剰余金の分配可能額への影響
　従って，今の内容から当然結論が出てきます。
過去の剰余金の分配可能額に影響があるのかと
いうと，もちろん影響はありません。過去の計
算書類の確定・未確定に何ら影響がないので，
剰余金の分配可能額も変わるわけではないとい
うことになります。

3 ．当期の計算書類の監査との関係
　これは法務省令に規定が整備されています。
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当該事業年度に係る計算書類の監査をするとき
における過年度事項（当該事業年度より前の事
業年度に係る計算書類に表示すべき事項をい
う）が会計方針の変更その他の正当な理由によ
り，（この正当な理由の中に過年度遡及基準に
基づく誤謬の訂正が含まれると考えられます
が，）この会計方針の変更その他の正当な理由
により当該事業年度より前の事業年度に係る定
時株主総会において承認又は報告をしたものと
異なるものに修正されている場合において，当
該事業年度に係る計算書類が当該修正後の過年
度事項を前提として作成されているときは，会
計監査人は当該修正に係る事項をも監査しなけ
ればいけません。
　「当該事業年度に係る計算書類が，当該修正
後の過年度事項を前提として作成されている」
という意味は，当期の計算書類が当期首におい
て会計基準の適用による過年度事項の修正によ
る累積的影響額を含んだものとして作成されて
いるときと同じ意味になります。その場合会計
監査人は，当期の計算書類の監査の一環として，
累積的影響額を含んだ当期首の残高をも監査の
対象とすべきことを確認的に示した規定だと解
されます。従って，その累積的影響額を含んだ
当期首残高が正しいかどうかを，当期の計算書
類の監査の中で確かめる必要があるということ
になります。
　ですから，会社法への影響というのはここな
のです。当期の期首残高に累積的影響額が含ま
れ，そしてその累積的影響額については監査の
対象にも当然なってくる，ここが会社法への影
響だと整理することができるかと思います。

Ⅶ．税務申告への影響

　そこでいよいよ12頁の「税務申告への影響」
について見ていきたいと思います。これについ
ては会計方針の変更の場合と，過去の誤謬の訂
正の場合に分けて整理する必要があるかと思い
ます。

1 ．会社方針の変更の場合
　まず，「 1．会計方針の変更の場合」です。
遡及適用を行った事業年度の確定申告書に添付
される決算書は，会計方針の変更の遡及適用に
よる影響額が反映された各勘定科目の期首残高
に基づいて作成されます。従って前事業年度の
決算書の計上額と当事業年度の決算書の期首繰
越額との連続性が，確保されていないというこ
とになります。これについては別表 5⑴で調整
する対応が考えられると思います。
　それで，まず数値の前提があります。表の左
側に「前期繰越棚卸資産帳簿価格（会計）」の
数値， 2行目が税務の数値， 3行目が「前期繰
越利益剰余金（会計）」の数値です。最後の 4
行目が「前期繰越損益金（税務）」の数値です。
　これは棚卸資産の評価方法を変更した場合を
例にしていると考えていただいて結構ですが，
会計方針変更前は会計上の前期繰越の期首残高
は500でした。それが会計方針を変更して遡及
適用した結果，期首残高が600に変わりました。
これは累積的影響額の分で100増えたというこ
とになります。
　一方，会計上の前期繰越利益剰余金が，同額
100増加しました。税効果はあえて捨象してい
ますが，剰余金が同額100増加しています。
　会社法及び会計上は，過年度遡及による累積
的影響額を当期の期首残高に反映し，当該修正
後の期首残高を前提として当期の会計処理を行
うことになります。会計上及び会社法上の期首
残高が変更されることに対応して，税務上の期
首現在の利益積立金額の数値を修正することも
考えられます。ただし，遡及適用した貸借対照
表の入り繰りに関する調整になりますから，期
首現在利益積立金額の合計額は，もちろん変わ
るはずはありません。入り繰りの調整にすぎな
いのです。
　税務申告は過去に確定済みの計算書類をベー
スに，税務調整を行って作成されていますので，
前期以前の税務数値（所得金額や利益積立金額，
資本金等の額など）自体には変更はもちろん生
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じません。ただし，会社法上，過年度遡及基準
を適用して遡及処理をした場合には，当期の資
産又は負債，それと純資産（剰余金），この期
首残高が修正されることになりますから，税務
申告上の別表 5⑴の期首現在利益積立金額に修
正，貸借対照表科目に係る入り繰りの調整，こ
れを入れるべきだと考えられます。
　そこで具体的に今の数値例で，別表調整の例
をまとめたのが次の13頁になります。上が期首
残高調整前，下が期首残高調整後です。
　期首残高調整前は，繰越損益金の期首現在利
益積立金額は1,200となっているはずです。こ
れについて，では入り繰りの調整を入れた期首
残高調整後の内容はどうなっているでしょうか。
その下の方です。「棚卸資産」というように区
分欄に書いて，－100という調整を入れていま
す。一方「繰越損益金」のところは100増加し
て1,300となっています。ということは，100の
入り繰りを調整しているような形になっていま
す。
　この意味としては，会計上の棚卸資産の期首
の帳簿価格は500ではなく600になったわけです
が，税務上の数値は元の500のままだと考えた
ときに，－100という調整が入ることによって
会計上の600に対して税務上は500ということで
表されます。
　一方，繰越損益金の欄については，これは会
計上の繰越利益剰余金と一致するのが基本です
から，会計上1,300に修正されたということを
とらえて，繰越損益金のところが1,300という
ことになると，ちょうど入り繰りを調整して，
会計上の数値と税務上の数値との対応関係がよ
り明確になったというとらえ方ができるかと思
います。
　税効果会計は捨象しているということは，お
断りしています。別表 5⑴の期首残高を調整し
た場合には，その旨を注記（あるいは説明資料
を添付）することももちろん考えられます。
　期首現在利益積立金額の合計額自体はいじっ
ていないので，全く変わりません。入り繰りの

調整ということであれば，全く問題はないと思
います。

2 ．過去の誤謬の訂正の場合
　14頁の 2「過去の誤謬の訂正の場合」，こち
らの方が，論点があると思います。
　過年度の誤謬の訂正については，税務申告の
取り扱いに直接的に影響するものではなく，過
年度の誤謬により，過年度の課税所得に誤りが
あることが発見された場合には，確定済みの過
年度の計算書類には影響しないため，もちろん
従来どおりの手続きで修正申告又は更正の請求，
もしくは嘆願などによって対応することになる
と考えられます。
　税務調査を契機として，会計上の誤謬が発見
され，誤謬の訂正につながるようなケースがあ
り得るのかという点については，次のように整
理することができると思います。
　そこで表がありますが， 3つに分けています。
会計処理としては正しいのですが，税務上の所
得計算に関しては誤りに当たるケース，或いは
会計処理自体は誤っていますが，税務上の所得
計算には何も影響がない場合，最後は両方とも
誤りに該当するという， 3つに分類ができるか
と思います。

会計 税務 具 体 例

○ ×
会計上は試験研究費を全額費用計
上していたが，税務上は一部につい
て損金算入できないと指摘された。

× ○
有税の引当金の計上不足，有税の
減損損失の計上もれ。

× ×
売上の計上もれ，費用の過大計上
が指摘された。

　具体例の一番上のケースでは，会計上は試験
研究費を全額費用計上していました。会計基準
では研究開発費はすべて費用計上に現状はなっ
ています。ところが，税務上は一部について損
金算入できませんよと税務調査で指摘を受けた
場合です。この場合，会計処理自体は，研究開
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発費をすべて費用計上しているという点におい
ては何も誤っていませんが，税務上の所得計算
に誤りがあったことになるわけです。そうする
と，会計処理は正しいので過去の誤謬の訂正に
当たらないのかというように一見思われるので
すが，実はこれは問題があると思います。
　14頁の真ん中の，太字の 5行ある 3行目のと
ころです。一番最初の会計が○で税務が×の場
合であっても，法人税等に重要な修正が入った
場合は，当期の損益計算書に法人税等追徴税額
を計上するのではなく，過去に遡及して修正再
表示を行う必要があると考えます。これは一言
足りないのですが，過去の誤謬に起因している
場合です。ですから試験研究費で損金不算入と
なることは最初から法令上わかっているような
ものを，間違って損金算入してしまった，これ
自体は誤謬に当たると思います。従って法人税
等が，結果過少計上になっているわけです。最
終の当期純利益が，逆に過大計上になっていま
す。その原因が何かというと，法人税法の法令
の見落としや，或いは解釈の誤りであるなど，
誤謬に起因しているのだとしたら，これは過去
の誤謬の訂正で対応することになるのではない
かと思います。
　その点について先般，監査・保証実務委員会
報告63号の改正が出され，その中でこれに関連
した取り扱いが盛り込まれています。

 † 監査・保証実務委員会報告第63号より

　法人税等の更正，決定等による追徴税額及
び還付税額は，過年度遡及会計基準及び過年
度遡及適用指針に基づき処理することになる
（過年度遡及会計基準第55項参照）。なお，こ
れらが過去の誤謬に起因するものでない場合
には，損益計算書上，「法人税，住民税及び
事業税」の次にその内容を示す名称を付した
科目をもって記載する。ただし，これらの金
額の重要性が乏しい場合には，「法人税，住
民税及び事業税」に含めて表示することがで
きる。

　「法人税等の更正・決定等による追徴税額及
び還付税額は，過年度遡及会計基準及び過年度
遡及適用指針に基づき処理することになる。な
お，これらが過去の誤謬に起因するものでない
場合には，損益計算書上，法人税・住民税及び
事業税の次にその内容を示す名称を付した科目
を持って記載する」。ただし，これらの金額の
重要性が乏しいときは，法人税・住民税及び事
業税に含めて表示することができます。従って
税務上の所得計算が結果修正されたときに，そ
の原因が法令の規定に従っていなかったとか見
落としがあった，或いは法令の解釈自体に誤り
があった，或いは適用要件を漏らしてしまった
など，いろいろな原因があり得るわけですが，
それらの原因だとすると，これは誤謬に起因し
ているということに解さざるを得ないと思いま
すので，誤謬の訂正で対応しないといけないで
しょう。
　ところが，ここで一番やっかいなのが，誤謬
と言えるのかどうかが問題となるようなケース
です。例えば，「見解の相違」というような
ケースです。国税当局と真っ向から見解が相違
しています。どちらが正しいか誤っているかと
いうことではなく，見解がぶつかっていて，最
終的には裁判官がこれを判断することになりま
す。そのような場合において，誤謬とはっきり
言えるかどうかというと，一概にそうとは言え
ないと思います。
　では，そもそもそのようなものを誰が判断す
るのかという問題があると思います。更正処分
を受けたけれども，会社としてはこれは決して
誤っているわけではないということで，それを
税務訴訟にまで持っていこうというときに，で
は最終的に誰が判断するのでしょうか。
　それはひょっとすると，会社の判断が正しい
かもしれませんが，逆に誤っている場合もあり
得るのです。実際に裁判になって全くボロボロ
に負けてしまうということになったときに，で
はその会社の判断だけで誤謬の訂正として扱う
か，当期の PLでやるかということを左右して
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しまってまずい話になるかと思います。
　ですからこれも，やはりそこは会計監査の対
象になるということになるのでしょう。ですが，
会計監査でそこまで判断できるかというと非常
に難しいのではないでしょうか。これはやはり，
どう対処するのかという問題があるでしょうし，
専門家の意見などを参考にしてというような扱
いは従来から監査上はありますが，こういった
ケースで専門家の意見を参考にというのは，果
たして現実的にできるのかどうかというと，難
しい面も多々あると思います。
　それで，上の表の 2つ目のケースです。会計
処理が誤っていますが，税務上の所得計算に関
しては全く影響もなく，正しい。これは例とし
て有税の引当金の計上不足が発見されたとか，
或いは有税の減損損失の計上漏れが発見された
というような場合が当てはまりますが，これは
まずめったに出ない話です。会計監査人の監査
が毎期入っている以上，こういった単純な会計
処理上のミスというのは通常あまり出てこない
ことです。
　最後の 3番目，どちらも誤っています。例え
ば税務調査をきっかけとして売上の計上漏れが
発見されました。税務調査で過去の何期分かの
内容を徹底的に調べられて，結果売上の計上漏
れが発覚してしまい，そこで財務数値の誤りに
それが連動してしまったというようなケースで
す。こういったところは，連動したときには過
去の誤謬にそのまま結び付いてくるケースが出
てくると思います。
　そして最後の 7行ですが，従来は損益計算書
の前期損益修正損と修正申告書に記載される税
務調整額が一致することにより確認ができたの
で，遡及修正を反映した決算書を修正申告書に
添付することは求められていませんでした。本
会計基準の適用後は，過年度事項の修正の内容
を記載した書類を修正申告書に添付しないと，
修正申告書の提出理由が明らかにならず，また
税務調整額の確認も行うことができなくなって
しまいます。

　そこで平成23年度の税制改正大綱の中には
「確定申告書等の添付書類に過年度事項の修正
の内容を記載した書類を追加する」という一文
が明記されたということになると思います。23
年度税制改正案は成立が流動的な状況になって
いますので，このあたりは省令でいつ出るのか
ということになり，申告はまだ少し先の話にな
りますが，それに間に合うように手当がされる
ことにはなると思います。
　なお，過去の判例によれば，仮装経理におけ
る修正経理とは前期損益修正損として特別損失
で経理することであるとのことですが，過年度
遡及基準を適用した場合の過去の誤謬の訂正の
場合には，前期損益修正損として特別損失で経
理することは認められなくなります。過年度遡
及基準による修正経理は，過去の誤謬の訂正に
よる影響額を当期の計算書類の期首の資産，負
債，純資産（剰余金）に反映する処理です。す
なわち，修正経理における資産または負債の増
加（または減少）の相手勘定は，期首の繰越利
益剰余金となります。仮装経理があった場合に，
過年度遡及基準に基づいて行われるそのような
内容の修正経理が，法人税法129条 1 項のいう
修正経理に該当する旨が何らかの取扱いにより
明らかにされるべきでしょう。

3 ．申告書の記載例
　最後に，15頁と16頁ですが，これは過去の誤
謬の訂正のときの別表調整という観点からまと
めています（これについては，申告調整例 1と
申告調整例 2として後掲の《参考資料》参照）。
　まず15頁がどのようなケースかというと，当
期の計算書類作成過程の中で，前期の計算書類
における有税扱いの引当金の計上不足が発見さ
れた場合です。この場合は当期の申告書の別表
5⑴に次のように記載することで，会計上の数
値との対応関係が明確になるものと思われます。
　修正前の帳簿価額が 0でしたが，これは計上
不足が後から発見されたということで，修正後
の帳簿価額が3,000になったとします。そうす
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るとその次の表のように，会計上は誤謬訂正前
0だったのが，誤謬訂正後3,000になりました。
税務上はもちろん有税ですから，最初から 0で
す。
　一方，会計上の前期繰越利益剰余金が修正に
伴って， 1万が7,000に減ってしまいました。
ところが，税務上の前期繰越損益金は 1万で
あったという状況になっています。
　そこで調整前の別表 5⑴，繰越損益金が 1万
となっているわけですが，もしこれを調整した
とすると，区分欄に「○○引当金」と書いて＋
3,000という調整を入れています。一方で繰越
損益金の数字は7,000，トータルすると 1万で
すから，期首現在利益積立金額の数字自体全く
変動もしないわけです。もちろん影響もないの
でしょう。貸借対照表科目の入り繰りを調整す
るという，先ほどの会計方針の変更のときと同
様の調整が考えられるところかと思います。
　16頁の 2つ目の例ですが，こちらは当期の計
算書類作成過程の中で，過去の計算書類におけ
る売上の過大計上 3万が発見されてしまいまし
た。それで会計上重要性があると判断されたた

め，過年度遡及基準に従って，過去に遡及して
修正することになりました。税務上は，これは
所得の過大計上があったということになります
から，減額更正が受けられるように更正の嘆願
手続きを行うものとします。
　このケースについても，調整前，繰越損益金
が10万だったとしたときに，これに仮に調整を
入れるとすると，繰越損益金のところが 7万で，
そして別途区分欄に，これは売上の過大計上な
ので，会計上売掛金の減額の訂正をしていると
いう意味で「売掛金（未更正に係る調整）」と
でも書いて， 3万のプラスと書いておけば，こ
れは結果減額更正が認められたときに減額更正
のあった日の属する事業年度の期首に－ 3万が
入りますから，ちょうどそれで消えるという形
で対応関係がより明確になるのではないかと思
います。逆に減額更正がされない限り，この未
更正に係る調整が残ってしまうということにな
りますが。
　ということで，「会計処理の遡及適用と税務
処理」というテーマで，一通りレジュメの内容
について説明させていただきました。
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《参考資料》

申告書の記載例 1

当期の計算書類作成過程の中で、前期の計算書類における有税扱いの引当金の計上不足が

発見された場合に、当期の申告書別表 5（1）に次のように記載することで、会計上の数値との対

応関係が明確になるものと思われる（税効果は捨象）。

修正前帳簿価額（会計） 0

修正後帳簿価額（会計） 3,000

後正訂謬誤前正訂謬誤

前期末の引当金帳簿価額（会計） 0 3,000

前期末の引当金帳簿価額（税務） 0 0

前期繰越利益剰余金（会計） 10,000 7,000

前期繰越損益金（税務） 10,000 10,000

（期首残高調整前）

別表五（一） 利益積立金額および資本金等の額の計算に関する明細書

Ⅰ 利益積立金額の計算に関する明細書

区 分 期首現在利

益積立金額

当期の増減 差引翌期首現在利益

積立金額

①－②＋③
減 増

① ② ③ ④

繰越損益金 10,000 ＸＸ ＸＸ

（期首残高調整後）

別表五（一） 利益積立金額および資本金等の額の計算に関する明細書

Ⅰ 利益積立金額の計算に関する明細書

区 分 期首現在利

益積立金額

当期の増減 差引翌期首現在利益

積立金額

①－②＋③
減 増

① ② ③ ④

○○引当金 3,000 ＸＸ ＸＸ

繰越損益金 7,000 ＸＸ ＸＸ

「期首現在利益積立金額」に修正の内容を反映し、その旨を説明資料等により説明する対応が

考えられる。
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申告書の記載例 2

当期の計算書類作成過程の中で、過去の計算書類における売上の過大計上 30,000 が発見さ

れた。会計上、重要性があると判断されたため、過年度遡及基準に従って、過去に遡及して修正

することとなった。税務上は、減額更正が受けられるように、更正の嘆願手続を行うものとする（税

効果は捨象）。

（期首残高調整前）

別表五（一） 利益積立金額および資本金等の額の計算に関する明細書

Ⅰ 利益積立金額の計算に関する明細書

区 分 期首現在利

益積立金額

当期の増減 差引翌期首現在利益

積立金額

①－②＋③
減 増

① ② ③ ④

繰越損益金 100,000 ＸＸ ＸＸ

（期首残高調整後）

別表五（一） 利益積立金額および資本金等の額の計算に関する明細書

Ⅰ 利益積立金額の計算に関する明細書

区 分 期首現在利

益積立金額

当期の増減 差引翌期首現在利益

積立金額

①－②＋③
減 増

① ② ③ ④

売掛金（未更正に

係る調整）※

30,000 ＸＸ ＸＸ

繰越損益金 70,000 ＸＸ ＸＸ

過年度遡及基準を適用した場合、前期損益修正損を特別損失に計上することは認められなく

なる。期首の売掛金および繰越利益剰余金を減額する処理が必要になる。そこで、上記のような

調整を行うことにより、会計上の帳簿価額と税務上の帳簿価額との関係が明確になると考えられ

る。

※減額更正を嘆願しているが、減額更正がされない限り、調整が残る形になるものと考えられる。

（会計上は、過年度に遡及して修正しているため、期首の繰越利益剰余金は100,000から70,000

に修正されている。）
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　　はしがき　　本稿は，平成22年 3 月10日開
催の税務会計研究会における，早稲田大学大学
院会計研究科教授 品川芳宣氏の『非上場企業
会計と税法との関係』と題する講演内容をとり
まとめたものである。

1．会計の本質

　前回の収益の計上時期に関して，特に企業
の方に一通りご意見を伺い，その中でいみじ
くもというか，会計が IFRS 化される場合に税
も IFRS 化されれば，企業の経理上非常に便利
になるというご発言も多かったわけで，そのこ
と自体についても非常に考えさせられることで
ありました。租研の会員のここにご出席の方は
すべて上場企業の方と理解しているわけですが，
上場企業の場合も，当然子会社等が非上場の場
合もあるし，会社の数からいえば，上場企業
は，250万とも260万ともいわれる会社の，わず
か3,000に過ぎず，言うならば 1％にしか過ぎ
ないということで，99％は非上場企業です。そ
の非上場企業の会計がどうあるかという問題が，
むしろ法人税法を左右することになりかねない
ということであって，上場企業の方にとっても，
当然非上場企業の会計がどういう方向に向かう
かということについて，関心を持たざるを得な
いはずであろうと思います。
　この研究会では，IFRS と税法との関係を議

論しているわけですが，後ほど説明するように，
IFRS 導入後の非上場企業の会計に関して，現
在，日本商工会議所と中小企業庁とASBJ の
3 カ所で，非上場企業の会計のあり方について，
研究会を実施しております。いずれも，私がそ
のメンバーを務めています。私のようなロート
ルになると，いささか昔を懐かしむところが若
干あるわけで，世の中が変わることが果たして
進歩なのかどうかということについて，最近非
常に疑念を感じているわけです。先般NHKの
世論調査に，政治は変わったと思うかという質
問があって，その報道振りですと，その変わっ
たことを是とする質問なのでしょうが，悪く変
わることもあるでしょうし，変わることが本当
に国又は国民にとってプラスになるのか，ある
いは進歩と評価できるかどうかということにつ
いて，非常に疑問があるわけです。
　会計の分野でも，私自身，個人的にも会計と
税の関係をずっと勉強してきたつもりですが，
会計が進んでいるのかどうかということについ
て，これも非常に疑問が多いわけです。IFRS
の問題も，それ自体が果たして進歩なのかどう
か疑問です。企業会計審議会の中間報告では，
IFRS 化することが会計の高品質化であるとい
うことがいわれているわけですが，そのことが
果たして妥当なのかどうかということについて
も疑問に思っているわけです。
　では，会計の本質とはそもそも何かというこ
とになると，これも教科書的にはいろいろなこ

非上場企業会計と税法との関係

早稲田大学大学院会計研究科教授 品川芳宣
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ず，多くの研究会から報告されてきたわけです。

 

▲

  便宜性，確実性，真実性（確定決算基準と
の共通性）

　その結果，例えば，法人税法22条 4 項が立法
されたり，あるいは商法に公正なる会計慣行を
斟酌するというのが法定化されたり，また，そ
れらに対応して企業会計原則自体も，修正を
行ってきたという経緯があるわけです。この 3
者の調整を図ることのメリットは何かというこ
とについては，要するに，商法から見ても，税
法から見ても，会計処理に共通性があるという
ふうに考えられて，財務諸表の作成についても
きわめて便宜であったわけです。この場合，両
者，あるいは 3者を使い分けることはできない
わけだから，確実性があって，真実性のある利
益計算が可能になるわけです。これは，確定決
算基準の 1つの理念でもあるわけですが，会計
全般についてそういうことがいえたはずです。

 

▲

  各会計制度の独自性の強調
　ところが，平成に入って，ご案内のように，
会計は会計，税は税という，それぞれの会計制
度の独自性が強調されました。かつて，私が企
業会計審議会の委員であったときに，減損会計
基準を制定されましたが，その審議の最後にそ
の減損の処理と税務との調整に関して，委員会
の意見の中では出されないだろうけれど，せめ
て附帯決議のようなものを作って，税との調整
の必要性を訴えたらどうかという，意見を提議
したことがあります。その当時の企業会計審議
会の会長曰く，「昔は税も会計も商法も進歩し
ていなかったから， 3者の調整が必要でしたが，
今や 3者ともそれぞれ進歩してきているから，
いまさらその調整の必要はない」という言い方
をされたわけです。ならば進歩した結果，便宜
性も，確実性も，真実性も失われる，それが本
当の進歩なのかということを言いたかったので
すが，苦笑いしてそのまま引き下がったという
苦い経験もあります。

とが言われているわけですが，私が四十数年前
に，ジョージ・オリバー・メイの「財務会計」
という本を，国税庁の初年兵のころに翻訳した
経験があります。この手許の本は，東大の木村
先生が翻訳した本ですが，この本の中で忘れら
れない言葉に，「アカウンティングはサイエン
スではなくて，アートである」というのがあり
ます。その言葉が，会計の本質を突いているの
ではないかということを，考えさせられている
わけです。
　この木村先生の本では，「アート」を「技術」
と訳していますが，私は「技法」と訳したこと
があります。かつ，そのアートは有用でなけれ
ばならないということがこの本に書かれている
わけです。有用ということは，実際に役に立つ
ことであって，会計は論理よりも，経験の産
物が一層重要であるとしています。だからこ
そ，「公正妥当な会計慣行」という言い方がさ
れているわけであって，慣行として定着しなけ
れば，それはよき「技法」ではないと言えます。
ただ論理だけを追い求めて，あるいはいかにも
理論性だけを追い求めることは，会計の本質で
はないというふうに考えられるわけです。その
問題は，今いろいろと会計が論争されている中
に，忘れられているのではないかと案じられま
す。実際には，そのタイムスケジュールにおい
て IFRS 化される中で，それを追いかけるのが
精いっぱいで，そんな悠長なことを言っている
場合ではないということは，十分承知した上で，
折角のこういう研究会だから，そういうことを
踏まえた上での議論が必要ではないかと思います。

2．トライアングル体制とその崩壊

　翻って税と会計との関係については，昭和の
時代は少なくともトライアングル体制という下
で，企業会計原則と商法と税法との調整が，恐
らくは会計議論の最大のテーマであったわけで
す。当時，いろいろな意見書が，企業会計審議
会のみならず，各種の研究会，公的私的を問わ

14租税別刷（税務会計報告書用）-品川.indd   90 2011/11/16   14:43:36



－311－

法人税の課税所得は，確定決算上の利益を前提
にして計算されるので，会社法上の利益計算規
定との関係が一層重要である。かつて，会社の
利益計算規定は，商法本則に定められていたが，
2002年の商法改正において，法務省令（商法施
行規則，現会社計算規則）に移行することに
なった。これは，当時，わが国の会計基準が国
際基準化される中，それらに対応するために商
法本則を適宜に改正することが困難であると考
えられたものと解される。かくして，2005年に
は，会社法が独立して制定され，その下で法務
省令である会社計算規則が制定されている。こ
の会社法では，『株式会社の会計は，一般に公
正妥当と認められる企業会計の慣行に従うもの
とする』（同法431条）と定め，会社計算規則は，
『この省令の用語の解釈及び規定の適用に関し
ては，一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなけれ
ばならない。』（同規則 3条）と定めている」。
　ここに，「企業会計の基準」という言い方は，
ご存じのように，金商法の内閣府令である，財
務諸表等規則の 1条にいう，「企業会計の基準」
という用語の使い方と一緒なわけです。法人税
法22条 4 項とは言葉が違うわけですが，その意
味では，会社計算規則は，金商法の企業会計基
準という言葉に非常に親和性があります。しか
し，商法の先生からは，「言葉は一緒でも中身
は一緒とは限らない」という説明をいただいた
ことがあります。いずれにしても，法律の用語
が同じであるということは，法律的には，その
解釈は，それぞれの法の固有な要請がない限り
は，できるだけ同じに解する方が，法的安定性
にかなうという考え方もあるわけです。
　会社計算規則にいう，「一般に公正妥当と求
められる企業会計の基準うんぬん」というのは，
そのような意味があります。論文を続けますが，
「他方，2002年商法改正により会社計算規定が
法務省令へ移行することになったが，当時，国
際基準との調和が急速に進められていた会計基
準が，会社計算規定に容易に取り込まれること

3．会計基準の国際化と非上場企業 
会計

 

▲

  平成14年商法改正（計算規定の省令化）と
附帯決議

　企業会計基準の国際化については，この研究
会でも，一昨年12月以来いろいろと議論をして
きたわけで，それらをここで蒸し返す必要はあ
りませんが，本日は，非上場企業会計と税法と
の関係について問題提起したいと思います。た
またま先月25日付で，「商事法務」に，「IFRS
導入と法人税法の関係」についてまとめまして，
この中で非上場企業の会計をどう考えるべきか
ということについて，私なりに意見を整理した
ので，このペーパーを敷衍しながら説明させて
いただきたいと思います。
　会計と税との関係を考えた場合に，金商法上
の会計基準が，即法人税法に影響するわけでは
なく，法人税の課税所得計算は，法人税法74条
に規定されているように，確定した決算に基づ
いて申告を行うということになっているわけ
で，確定した決算とは，会社法では，株主総会
の承認を得た計算書類であるといわれているわ
けです。要するに，会社法の計算が，どういう
方向に行くかによって，法人税法はそれにどう
対応するかというのが筋であろうかと思います。
よって，IFRS 導入の問題は，確かに法人税法
22条 4 項の解釈には若干関わってくるかもしれ
ないが，大方はむしろ会社法の計算規定がどう
なっているかという方向を重視せざるを得ない
わけです。
　それでは，会社法が IFRS の導入においてど
ういう対応をしてきたかということについては，
この論文の 2頁目に，「会社法の対応」という
ことで，まとめています。今まで議論してきた
ことを整理する意味で，少し読み上げて説明し
ていきますが，「会計基準が IFRS へコンバー
ジェンスされるにしても，それが直ちに法人税
法の解釈や立法に影響を及ぼすものではない。
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▲

  中小企業の会計に関する指針（その意義と
問題点）

　これが，2004年11月にこの 3つの会計ルール
が，中小企業にどう受け入れられていたかとい
うことが当時の中小企業政策審議会の席に報告
され，今後中小企業の会計がどうあるべきかと
いう議論が行われました。その段階では，日税
連の中小会社会計基準が圧倒的に多く採用され
ていて，それに収れんして行く可能性があった
わけです。当時，私は，その委員会の席で，こ
の 3つの会計ルールがあること自体，中小企業
にとっては不幸なことではないか， 1つにまと
めるべきではないかということを提案し，その
意見が採用されました。当時の中小企業庁の財
務課長が非常に精力的に根回しをして，2005年
8 月に商工会議所，日税連，公認会計士協会及
びASBJ の関係 4団体によって，「中小企業の
会計に関する指針」へと統一されたわけです。
結局，その後，この指針が会社計算規則 3条に
いう，「その他の企業会計の慣行」として採用
されることが期待されたわけです。このままう
まくいけば，別に IFRS が導入されても，今さ
ら非上場企業の会計のあり方を議論する必要も
ないわけであって，恐らくASBJ もそれを望
んでいることであろうと思います。

4．IFRS 導入に対する中小企業 
団体等の対応

　ところが，この指針の利用状況については，
その後，日本商工会議所と中小企業庁は，実
態調査を進めています。その結果，必ずしも
中小企業の中にうまく受け入れられていないと
いうことで，なぜかという問題があるわけです。
ユーザー側である中小企業が，特に拒否反応を
起こしている部分があるわけです。ですからこ
そ，先ほど申し上げたように，商工会議所と中
小企業庁とASBJ とで， 3つの研究会を発足
せざるを得ない状況にあります。すでに，商工
会議所の研究会は，昨年 9月から 6回ほど回を
重ね，今月中には一応のユーザー側としての会

が予測され，中小会社に対する悪影響が懸念さ
れた。そのため，同年の商法改正に際し，衆・
参両院において，中小企業に対し過重な負担に
ならないように必要な措置を講じるよう附帯決
議がされた。すなわち，衆議院の附帯決議は，
『計算関係規定を省令で規定する際は，証券取
引法に基づく会計規定等の適用がない中小企業
に対して過重な負担を課すことのないよう，必
要な措置を取ること。』と定められた。かくし
て，中小企業庁は，2002年 6 月に『中小企業の
会計に関する研究会報告』を公表し，これを受
けて日本税理士連合会が，2002年12月『中小会
社会計基準』を公表し，日本公認会計士協会が，
2003年 6 月，『中小会社の会計のあり方に関す
る研究報告』を公表した。」わけです。

 

▲

 中小企業庁，公認会計士協会，日税連の対応
　個人的には，中小企業庁の研究会報告に携わ
り，その後日税連の中小会社会計基準の策定に
座長として携わってきたわけです。当時，中小
企業庁の研究会においては，会計学者の間でも，
会計基準について，シングルスタンダードであ
るべきか，企業の実態に応じてはダブルスタン
ダードでも構わないという，ある意味では不毛
の論争が繰り返されて，中小企業庁のまとめ方
としても，結局は非常にニュートラルな言い方
で，「中小企業の会計」という，指針とも基準
とも解らない言い方をしたわけです。日税連の
方は，確信的に，ダブルスタンダード説を採用
したわけです。
　当時シングルスタンダードの下では，他の会
計指針には基準という言葉は使うべきではない，
基準は 1つだという，シングルスタンダードの
考え方からいけば，「中小会社会計基準」なる
ものは，言葉がそもそもおかしいということに
なるわけですが，そこはダブルで構わないとい
う前提でこういう言い方をしたはずです。翌年
の 6月に公認会計士協会が，別途その内容的に
はシングルスタンダード的な会計指針をまとめ
たわけです。
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ます。中小指針の作成をまとめる初めの段階か
ら，前述の衆・参の附帯決議から乖離するとい
うボタンのかけ違いがあったようにも見受けら
れるわけです。

5．非上場会社会計の方向

 

▲

 税法基準の問題点
　いずれにしても，この 3つの研究会に出てい
て，将来非上場会社の会計はどういう方向に行
くのか，それに対して法人税法はどう対応して
いくべきかということについて案じているわけ
です。 1つは，非上場会社会計の方向性という
ことですが，中小企業は，別に資金調達のため
に情報提供することはなくて，もっぱら法人税
法を申告するために，財務諸表を作成するわけ
ですから，税法基準でいいということがよく言
われます。しかし，そのことにも問題がありま
す。税法基準が会計ルールとして立派であれば，
税法基準でいいのかもしれませんが，最近の税
法改正を見ていると，とても税法基準が会計的
にみて何を意味するかもわからないし，税法に
書かれていることが果たして会計ルールとして
妥当であるかどうかということに関しては，相
当疑問があるわけです。そのことは，平成10年
以降の法人税法の改正の中で，税と会計とは違
うのだという独自性が強調された結果でもあり
ます。かつてのトライアングル体制から決別し
ているわけですから，そう簡単に税法基準でい
いということはいえないわけです。
　先般のASBJ の懇談会においても，ある委
員から，税法といってもしょせんはそれは政策
的判断で，損金に入れたり益金に入れたりして
いるだけだから，そういうものは会計ルール
と関係がないと指摘がありました。そのこと自
体は一理だと思いますが，しかし，租税政策は，
当然会計との調整をどうするかということも立
派な政策課題なのです。その政策課題が，最近
は非常に軽視されているということは指摘でき
ると思います。

計のあり方について意見書を出す予定でありま
す。
　中小企業庁は， 2月15日に第 1回， 3月12日
第 2回の研究会を開きます。ASBJ の方は，去
る 3月 4日に第 1回の懇談会が行われ， 4月 7
日に第 2回と計画されています。このように，
それぞれ 3つの団体が IFRS 導入後の非上場企
業の会計，なかんずく中小企業の会計のあり方
をどうすべきかという議論をしているわけです。
ならば，結局こういう議論をやっていると，ま
た元の木阿弥で，ばらばらになってしまうこと
になりかねないわけです。先般のASBJ の懇
談会では， 1つの方向性として，非上場企業と
して一本化するわけにはいかないということで，
2つの案が出されているわけです。
　 1つは，金商法の規制を受ける企業と，会社
法上大会社と称される資本金 5億円以上の会社
と，会計参与が適用されるグループと，その他
のグループ，この 4つのグループに分けて会計
のあり方を研究すべきでないかというのが 1つ
の案である。
　もう 1つは，金商法の対象になる非上場企業
と，会社法上の大会社に分けて， 3つ目にその
他の中小企業を全部くるめてやればいいではな
いかという 2番目の案があります。
　結局 1番目の案と 2番目の案のどこが違うか
というと，会計参与の会計指針をどうするかと
いうことに話が尽きるようなのです。中小指針
が，必ずしもユーザー側に受け入れられなかっ
た 1つの原因は，私もこのASBJ の担当者か
ら直接説明を受けましたが，彼曰く，もともと
ASBJ は，この中小指針は，会計参与のための
ルールを作るように要請を受けて始めたのだと
いうことのようです。
　会計参与それ自体は，250万ある中小企業の
うち，それこそ今のところ1,000とか2,000にも
満たないわけです。そのような少ない会計参与
のルールを，260万の会社すべてに当てはめる
という発想が，そもそもおかしいのではないで
すかということを率直に申し上げたことがあり
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とめてもらいたいと思っているようです。現在，
大企業は会費を拠出して，財務会計基準機構を
作り，その下にASBJ を設置して，その中で
会計ルールを設定していて， 1つの既存制度と
して成り立っているわけです。その中に，中小
企業も吸収させればいいではないかという考え
もあります。
　しかし，中小企業側からいうと，われわれは
別に会費を出して財団を作っているわけではな
いから，言うならば上流階級の会費制クラブに
入る必要がない，会費など別に払いたくないし，
払う能力もないと考えています。言うならば，
ASBJ は，会費を取って高速道路の有料道路を
作っているかもしれないが，自分たちは県道か
市道か，要するに生活道路であるから，中小企
業庁のような公的機関が作ってくれればいいの
だと考えているわけです。よって，この設定主
体をどうするかというのが，今後の最大の論争
になってくると思いますが，これがクリアされ
ないと，非上場企業会計の方向性は見えてこな
いのです。

6．法人税法の対応

 

▲

 解釈上の問題
　非上場企業会計の問題は以上のとおりですが，
それらに対して法人税法がどう対応していくか
ということが問題です。お配りしている「商事
法務」の論文の中で，個人的には，法人税法が
政策判断の下において，会計側と調整を図るか，
あるいは会計と乖離していくかということは，
結局は租税政策の原理によって判断せざるを得
ないだろうと考えています。これは，この研究
会でもすでに議論してきたわけです。IFRS に
ついては，少なくとも上場企業はそれに従わざ
るを得ないわけであって，法人税法の解釈にど
ういう問題を及ぼすかということに関しては，
1つは，法人税法22条 4 項にいう，一般に公正
妥当と認める会計処理の基準の射程範囲に収ま
るかが問題です。

 

▲

  独自の会計基準の必要性（ボトムアップ・
アプローチ）

　もう 1つは，非上場会社の中でも金商法の対
象となる会社と会社法の大会社以外の中小企業
の会計に関しては，独自の会計基準が必要かど
うかが問題です。必要性については，それぞれ
の立場の人も認めているわけですが，その議論
の中で，ボトムアップ方式とトップダウン方式
があるというわけです。トップダウン方式とい
うのは，IFRS ありきで，IFRS から引き算を
していって，中小企業の実情に合わせて，多く
の企業が活用できるようにすればいいとするわ
けです。ボトムアップというのは，ゼロベース
から，会計とは何かというところから始まり，
それから足し算をしていけばいいとするわけで
す。足し算も引き算も一緒ではないかという意
見もあるわけですが，根本的な問題は，引き算
の場合は IFRS ありきという問題があり，足し
算の場合は最初から IFRS を意識しなくてもい
いことになります。そうなると，足し算の場合
は，そもそも中小企業にとって会計とは何かと
いう基本問題をスタートラインにおいて吟味す
る必要があるわけです。

 

▲

 設定主体
　こういう哲学論争をやっていても，それほど
のメリットがあるわけではありません。いずれ
かの方式によって中小企業会計基準を設定する
かということは，要は，誰がこの中小企業を中
心にした非上場企業の会計ルールを設定するの
かということです。このことが，前述の 3つの
研究会の最大の関心事であるわけです。ASBJ
は，既に新聞報道されているように，当然自分
たちがわが国唯一の会計基準の設定主体である
かのように表明しています。
　ところが，ユーザー側は，今までのASBJ
がやってきた中小指針に対して，拒否反応を
示しているわけであって，率直に言ってASBJ
には関与してもらいたくないということが本音
のようです。彼らは，できれば中小企業庁にま
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計ルールから外されたことによって，法人税法
もこれを廃止したわけです。もともと，法人税
法は，インフレ状況のときに，後入先出法のよ
うに税収が入りにくいものについては，認めた
くなかったわけですが，トライアングル体制の
ときに，会計上認められた評価方法は，税法も
できるだけ認めるべきであるということで，し
ぶしぶ後入先出法を認めた経緯があるわけで
あって，会計基準がそれを認めないということ
であれば，「は，そうですか」と言って，さっ
さとそこに乗り替えるのは目に見えているわけ
です。
　他方，最終仕入原価法のように，会計の方は
「いや，そんなのは原価法ではない」と言って
も，法人税法は，依然として，それは一番便宜
で簡単でわかりやすいということで，残してい
るわけです。さらに，低価法を強制するか，選
択するかという問題も，法人税法は，それは強
制できないとしています。言うならば，会計基
準の変更に対し，税のルールに照らし，是々
非々の立場を貫いたと思われます。IFRS がど
んどん会計に入ってくるにしても，結局税法と
してはそういう是々非々の態度を取らざるを得
ないだろうということを申し上げておきたいと
思います。

 

▲

 確定決算基準との関係
　税と会計との関係は，最終的に確定決算基準
をどうするかということに関わってくるわけで，
その確定決算基準自体については，この研究会
でもいろいろ議論したわけですが，会計が，上
場企業の会計と，非上場企業の会計とに分かれ
るかに対応して，法人税法は，それに対応せざ
るを得ないと思います。

 

▲  

 上場企業会計と非上場企業会計の乖離との
関係

　非上場企業の会計も，先ほどのように， 4段
階に分かれる説とか， 3段階に分かれる説とか
という言い方があります。そういう 4段階に非

　従来の解釈からいくと，この規定の立法趣旨
は，企業会計原則を意味するものではなく，名
のとおりに公正妥当と認められる会計処理で
あって，結局，法律的には，最高裁判所の判断
に従わざるを得ないと解されています。それが
法律のルールであるわけで，何が公正妥当と認
められる会計処理の基準であるかについては，
司法判断にゆだねるわけです。
　今までも多くの裁判例が積み重ねられている
わけですが，裁判所の判断にも，本当に妥当か
どうかということに疑念があるわけです。例え
ば，脱税工作費用の損金性が争われた事案につ
き，最高裁平成 6年 9月16日判決は，損金性を
認めない理由として，そもそも脱税工作をする
ことが公正妥当な会計処理ではないと判示して
います。しかし，その損金性を議論するときに，
脱税工作は公正な処理ではないかもしれないが，
そのこととこの22条 4 項の解釈とは別ではない
かと思います。私もいろいろな判決をチェック
していますが，会計がらみの問題になってくる
と，裁判官もよくわかっていないところがあり
ます。
　それはともかくとして，解釈上の問題は，こ
の22条 4 項ばかりでなく，評価損の問題など会
計処理に関わる事柄は会計慣行の変化に対応し
た解釈の変更が考えられます。例えば，評価損
が限定的に定められている場合に，その限定的
解釈が通達で定められていると，22条 4 項の趣
旨からいっても評価損をもう少し拡大してもい
いではないかというような解釈が成立すること
も十分に考えられるわけです。次に，税と会計
との関係について調整すべきであるということ
であれば，当然立法的な解決を図らざるを得な
いのです。

 

▲

 立法上の問題
　立法上の措置として 1つ取り上げたのは，棚
卸資産の評価に関する会計基準の設定に対応し
て，昨年の税制改正において，法人税法が改正
されたことです。結果的には，後入先出法が会
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▲

 連結納税法と個別法人税法との分離
　私は，大学に移って15年間法人税法を講義し，
その講義は，税理士等の専門家を学生として逐
条解説する方法で講義をしてきました。ところ
が，平成14年以降の法人税法は，条文を読みな
がら説明するということが，条文の量が多すぎ
て，かつ，複雑になってしまい，不可能になっ
たわけです。
　私のように法人税法を毎日教えることが職務
で，必死になって法人税法をめくっても，わか
らないところが多くなりました。わからないと
言ったら職務不履行になるから，これを誰に聞
けばいいかというと，正直言ってあまり思い当
たる人も見当たらないというのが実態です。こ
のような法人税法は，先ほどは会計の有用性と
いうことを言ったわけですが，租税原則に照ら
せば，明確性の原則とか，簡易の原則とか，そ
ういうことに反するわけです。
　今の法人税法は，正直言ってクレージーでは
ないかと思います。しかも，今年はグループ法
人課税が入り，これが高度化した法人税法な
のか，堕落した法人税法なのか，そこは立場に
よって評価は全く違うと思います。それを解決
するには，少なくとも連結納税法とそれ以外の
法人税法に分ければ，ものすごくすっきりする
と思います。
　連結納税法は，金商法の対象となる企業を対
象にして，会計は IFRS に合わせて，その中で
処理をしていけばいいし，それ以下の企業にお
いては，新たな会計ルールに合わせて，もう一
度会計と税との調整を図ればよいと思います。
それこそが，税と会計の有用性に非常に役立つ
のではないかと思っています。

上場企業の会計を分けたところで，ますます何
が会計ルールか訳がわからなくなります。個人
的には，せめて 2段階に分けられないのかと思
います。 2段階というのは，非上場企業であっ
ても，当然金商法の影響を受ける企業がある，
あるいは今上場企業であっても，連単分離とい
うことで，単については，何も IFRS でやらな
くてもいいという意見は非常に強いわけであっ
て，それらのグループは，金商法の影響を受け
る以上，IFRS を認識した上で，そしてわが国
の事情を加味して，日本基準をきちんと再構築
すればいいではないかと思います。
　もう 1つは，その他の中小企業において
は，本来会計とは何かという本質に立ち返っ
て，IFRS に影響されることなく基本的な財務
情報の提供ができるようにすればよいと思いま
す。中小企業庁や日本商工会議所の実態調査で
も，中小企業が財務諸表作成に関してどういう
実態にあるか，あるいはどういう情報開示をし
ているかという実態が明確にされているわけ
ですから，それに対応した会計ルール作りをす
ればいいのではないかと思います。日本基準は，
3本とか 4本ではなくて， 2本立てで十分では
ないかという方向に行くべきです。
　では，税がどう対応するかということに関し
ては，IFRS 化されている日本基準については
それが公正妥当な会計処理になるでしょうし，
それ以外の非上場企業については，公正妥当な
会計処理は中小企業用の会計ルールに従えばい
いと思います。では法人税法は 2本立てにしな
ければならないかという問題があるわけですが，
この間も申し上げたように，私は究極的には 2
本立てにせざるを得ないと考えます。
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　　はしがき　　本稿は，平成22年 1 月21日開
催の税務会計研究会における，企業会計基準委
員会委員長 西川郁生氏の『わが国における会
計基準のコンバージェンス─IFRS 導入を視
野に』と題する講演内容をとりまとめたもので
ある。尚，当日の配付資料を，本文末尾にまと
めて添付している。

序：  ASBJ（企業会計基準委員会） 
について

　まず，資料 1頁（本誌・21頁）は，ASBJ
（企業会計基準委員会）の組織についてである
が，2001年に発足していて，企業会計審議会
（金融庁長官の諮問機関）から，会計基準開発
を民間に移し，そのときの設立団体には日本経
団連や日本公認会計士協会などが入っている。
　構成は，委員会があって，常勤委員は 4名で，
11名の非常勤の方が会議のときに参加してくだ
さる。組織としては，専門スタッフが30名ほど，
そのほかに管理部門を含めて，大体50名程度の
組織となっている。
　議論のプロセスとして，プロジェクト毎の専
門委員会を利用する。基準開発の場である委員
会は，月に 2回開催され，論点整理・公開草案，
それから，最終公表物（基準等）を審議して公
表している。
　委員会は，民間団体であり，規範化について
は金融庁が行う。これまでは，金融庁が，当委

員会の基準ごとに個別にガイダンスを出して，
その基準が一般に公正妥当な会計基準に相当す
るとしていたが，新たな財務諸表規則が出て，
今後は基準ごとに告示で対応することになると
思っている。
　プロセスの透明性確保のため，委員会と専門
委員会は，公開している。最近は，開催の翌日
以降，委員会の審議をホームページ上で配信し
ている。
　コンバージェンスが，最近の当委員会の仕事
の中心にある。それ以前の歴史的経過を辿ると，
いわゆる会計ビッグバンが1990年代後半から日
本で行われた。企業会計審議会が中心となって，
連結の範囲の拡大，金融商品の時価会計を含ん
だ会計，それから，退職給付会計といったもの
が議論された。そのときは，当委員会はまだで
きていなかったが，会計ビッグバンの最終の段
階で，減損会計と企業結合会計が審議会で議論
された。その適用指針という詳細ルールをつく
るところを当委員会に委ねられた。
　これが2003年ごろのことで，当時の与党の自
民党の一部の議員から，時価会計，減損会計は
凍結してはどうかという申し入れがあった。こ
れは株価が非常に低迷していたときに，「時価
会計は株価を上げない。逆に下げるのだ」とい
う話があって，議論をした。そのときにはいろ
いろ有識者のご意見を伺って，最終的には，会
計基準をデュープロセスを経てつくることの重
要性，会計基準の信頼性を守ることを優先させ

わが国における会計基準のコンバージェンス
── IFRS導入を視野に──

企業会計基準委員会委員長 西川郁生
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の下に強制という事態が生じてきた。それまで
はどこの国でも強制されていなかったが，いき
なりヨーロッパの上場企業7,000社というマー
ケットを持つことになった。それに呼応して，
オーストラリア，その他の国が IFRS の導入を
表明した。

2．EUによる同等性評価
　EU市場では，域外企業については IFRS 強
制ではなくて，IFRS を含め IFRS と同等の基
準を強制することとした。同等の基準として，
まず，日本，アメリカ，カナダの基準について
の評価を行ったということがある。これは2007
年から適用開始でプロセスを始めたが，後述す
るようなことがあって2009年に延期になった。
最終的には，日本の基準もアメリカの基準とと
もに IFRS と同等という結論が2008年12月に出
ており，その結果，日本の会計基準で，現在で
もEU市場で資金調達ができる状態になってい
る。

3．米国の動向
　EU同等性評価のプロセスの途中で，同等で
あっても補正措置が必要という助言がCESR
というところから出た。アメリカは，世界各国
でアメリカの会計基準がそのまま使えないとい
う事態はそれまでなかったこともあり，補正措
置の話が現実化すると，事態が違ってくる。米
国の SECが ECとの協議を踏まえて，IFRS に
よる財務諸表をアメリカで受け入れ，そして，
アメリカ基準がヨーロッパで受け入れられるよ
うに，ロードマップを公表した。このロード
マップを基に米国のFASBと IASB が共同で
プロジェクトを始めた。いわゆるMOUに基づ
く共同プロジェクトである。
　アメリカは，米国基準への利益調整をニュー
ヨーク市場で資金調達をする外国企業について
求めていた。名前は国際基準であっても，アメ
リカでは調整開示が必要であるということが長
く続いていた。それを2007年11月にやめて，

て，必ずしも明確でない時価会計と株価の問題
といったもののために時価会計を凍結すること
をしなかったことがあった。
　その後は，おととし（2008年）の秋ぐらいか
ら，金融危機の真っただ中であるが，IASBが
ヨーロッパの中で，時価会計に対して非常に否
定的な立場から政治的なプレッシャーを受けた
ことがあったようで，歴史は繰り返すというが，
時価会計と株価，或いは，プロサイクリカリ
ティーが，イシューになっている。
　会社法への対応について，商法が会社法に
なった時点で，会計的には株主資本等変動計算
書という 1つの基本財務諸表を導入することが
あった。それから，純資産の部という新しい考
え方を会社法に受け入れて貰った。
　金融商品取引法への対応であるが，四半期財
務報告制度が創設されたので，四半期財務諸表
に関する会計基準をつくった。
　新信託法では，信託が自由度を増す中で，信
託であっても連結子会社になり得ることを踏ま
えた指針をつくった。
　それから，「非違事案」は，例えばホリエモ
ンのような事件が起こったときに，組合の連結
範囲が不明確という議論が出てきて，例えば投
資事業組合について連結範囲をどう考えるかと
いった指針をつくった。このように，国の制度
と会計基準は非常に結び付きがあることで，
ローカルスタンダードセッターとしての機能を
果たしてきたと思う。

Ⅰ．コンバージェンスの動向

1．会計基準のコンバージェンスの加速化
　そういう中で，会計基準のコンバージェンス
の加速化が起きてきた。2005年，ヨーロッパが，
すべての域内の上場企業に IFRS による連結財
務諸表を要求した。それまで IFRS は，各国の
会計基準に代えて強制的な基準として入り込む
のは非常に難しかったが，それが国ではなく，
ヨーロッパという地域の市場の統合という目的
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　その後，2009年のどこかの段階で最終的な結
論が出ることが考えられたが，現実には，何も
起きていない。これは 1つには2009年11月は，
まだブッシュ政権，共和党政権であって，その
ときの SECはコックス委員長が IFRS の導入
には恐らく積極的だったのだろうと思われる。
　民主党オバマ政権になって，メアリー・シャ
ピロ委員長になって，この方はあまり旗幟を鮮
明にしない。IFRS の悪口も一切ない。どうい
う方向にするかということはあまりおっしゃら
なくて，近いうちに何かを出す話がずっと続い
ている。本日現在，まだ何かが公表されたとい
うことはない。

Ⅱ．日本企業への IFRS適用に関する
検討

1．IFRSの適用に向けたASBJ/FASFへの期待
　一方，日本は2008年10月から議論を開始して
いる。アメリカのロードマップの概要がわかっ
た段階から議論しているといってもいいかと思
うが，昨年 2月に案を出してコメントを求め，
6月に中間報告を公表している。早期適用はす
ぐにできることであって，この2010年 3 月期は
既に早期適用可能な期間に入っており，IFRS
が使える。但し，要件が課されていて，アメリ
カでの資金調達とかヨーロッパでの資金調達と
いった海外の資金調達，これは割とわかりやす
いが，あと，大規模な海外事業展開という規定
がある。実際に4,000社近い上場企業のうち何
社が早期適用可能企業かというのは数えた人は
いないかもしれない。実際に初年度は，多分ま
だ少ないだろう。
　強制適用は2012年ごろに判断ということで，
2011年のアメリカの判断を見てからと想定され
ていたわけである。IFRS の改善内容，IASB
或いは IASCFのガバナンス体制，海外の動向
はアメリカの動向がメインになるかと思うが，
これを踏まえて，2012年ごろの判断がある。
　強制適用は2015年又は2016年からで，段階適

IFRS については調整開示なしで受け入れるこ
とを，まず一方的に決めた。これは，ヨーロッ
パの方で米国基準を同等と認める 1年ぐらい前
であるが，先に自分の方はさっさと決めてし
まった。これは外国企業についてであるから，
では，アメリカ企業についてどうあるべきかと
いう話が出てきた。
　アメリカ国内では，アメリカ基準が一番ハー
ドルが高い，難しいという意識が強い。米国企
業にとって IFRS が使えるのは規制緩和という
意識があったと思う。むしろ米国企業を競争上
不利にしないためにも IFRS を使いたいという
声が起きてきた。
　そういう中で，外国企業は任意適用で IFRS
でも米国基準でもいい状態になっている，米国
企業については意見を求める中で，任意適用よ
り IFRS への置き換えに向かうように議論の中
身が変わってきた。
　2008年11月に公表されたロードマップ案によ
れば，IFRS の使用を強制するかどうか2011年
に決定することで，もし強制適用を決定したと
したらということで，2014年から2016年にかけ
て，上場会社を 3つのグループに分けて， 3年
がかりで IFRS に段階的に移行する。そして，
2011年に強制か強制でないかを決めるときに，
IFRS の基準内容の改善状況とか，投資家，会
計士等の教育訓練，それから，IASB或いは
IASCFのガバナンスとか資金調達の状況を見
る案を出した。
　一部の企業については，2014年或いは2011年
以前の段階で選択適用も可能であるが，この選
択適用にはアメリカ基準を引き続き開示する義
務が入っていて，現実的には選択適用のハード
ルは高い。
　これは案の段階であって，その中身は2008年
8 月のコミッショナー会議で決まっていて，そ
れから規則案を公表するまで 3カ月と長かった
が，11月に規則案が公表され，2009年の 4月ま
で求められて，二百数十通のコメントが来たと
いう。
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入れるのが難しいもの，会社法や税との関係か
ら受け入れにくいもの，そういうものについて
は単体はともかく連結だけ先に合わせられない
かということも検討していこうというものであ
る。そうすると，単体財務諸表は連結のように
すぐにはコンバージェンスされないのだが，時
間をおいて連結と一致していくことが出てくる
ことで，連単分離とは意味が違うという説明が
なされている。これは基準づくりをする上で対
処しやすくなる面と，連単差異についての理屈
付けをする上で，逆に難しい面も出てくるので，
まだ必ずしも具体的適用をどうすればいいと，
われわれ自身も明確にパターン化したものでは
ない。
　それから，基準設定プロセスへのより深い関
与であるが，東京合意にも記してあるが，
IASBの基準設定プロセスに，日本の意見をな
るべく早い段階からいろいろな形でインプット
していって，日本の考えを受け入れてもらいや
すくする。その努力をすることが期待されてい
る。
　現実に IFRS が適用される，任意適用を含め
ればそういう状況にあるわけだが，IFRS の翻
訳が，日本という日本語を使っている国からす
れば必要であり，これをタイムリーに行う。相
当急いでやる。同時公表ということはできない
が，それに近い即時性が期待されると思う。
　IFRS の翻訳は，英語圏以外の国の共通の課
題である。公式の翻訳プロセスを IASBの母体
である IASCF財団が持っていて，翻訳委員会
を組織する。IASCFの下に，各言語ごとにつ
くってあって，現在，実質的に私どもの方で翻
訳しているが，翻訳委員会のレビューを受けて
いる。もちろん，その翻訳委員会を構成する者
は日本語がわからないと駄目であるから日本人
であるが，そういう形で公式性を出していると
いうことがある。
　関係者向けの IFRS セミナーをやるべきとい
う期待もあると思っている。このあたりは会計
士協会が財団をつくって教育研修を広めていく

用の可能性もある。それから，会計基準のコン
バージェンスについては，継続・加速化する。
　ここで，これを踏まえた財務諸表規則の改正
が行われていて，そこでは，今，日本の中で米
国基準適用企業があるが，その米国基準適用企
業について，国内開示の連結財務諸表において
米国基準を使っていいという規定を2016年 3 月
までとした。2016年以降は，IFRS にすること
が想定されているようだ。IFRS への早期適用
を促すような規定が入ったと思っている。
　私どもASBJ への期待，役割，先ほどの議
論は企業会計審議会で議論されているが，そこ
での最終的な報告であった中間報告の中に示さ
れていることがあって，そこではコンバージェ
ンスの継続，或いは加速化がいわれている。
　コンバージェンスと適用（アダプション）は
違う話であって，適用は IFRS そのものを使う
ことで，コンバージェンスは IFRS と日本基準
の差異をなくしていく，非常に近いものにして
いくということで，その結果，日本基準と
IFRS がお互いに近くなることを指している。
　もし適用するのであれば，コンバージェンス
は要らないという言い方もされるが，日本の場
合は，アメリカも同様であるが，コンバージェ
ンスを進めていって，その先に適用があるとい
う立場をとっている。アメリカの場合は明確に
IASBとの間で完全な共同プロジェクトをして
いるので，共同プロジェクトをしている限りは
コンバージェンスを続けないといけないことに
なるが，IASBとの共同プロジェクトを行って
いる日本も同じような立場を続ける。そのこと
によって，IASBのMOUプロジェクトの結論
が日本にとって受け入れやすいものになるとい
うことへの期待と，日本の基準が徐々に IFRS
と差がなくなっていくことによるソフトラン
ディング的なことが期待されている。
　コンバージェンスをしやすくするために，連
結先行という考え方を入れることも中間報告に
は示されているこれは，日本基準のつくり方の
話であるが，なかなか理屈的に日本の中で受け
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た。現実には，コンバージェンスを進めても終
わりはない，ないなりに見えやすくする。その
ために， 1つは，短期項目は2008年までに完了
するということで，この短期項目に同等性評価
のためにクリアすべきものを並べ立てた。その
ほかの既存の差異は，2011年 6 月までであった
が，この2011年 6 月は，その段階ではあまり意
味のある数字ではなくて，仮置をしたものであ
る。
　そして，既に IASBと FASBのMOUプロ
ジェクトが行われており，それは2011年 6 月ま
でには恐らく完成しないと思われていた。その
段階では差異ではないが新たに差異になるもの
について，取りあえず取り組み方を書いたが，
IFRS における新基準適用時に，日本において
国際的アプローチが受け入れられるよう両者が
緊密に作業を行う。つまり，IASBが基準づく
りの中で日本との関係を非常に重視して作業を
行っていくことを決めた，先ほどの定期協議に
加えて，スタッフレベルでの意見交換の充実と
いったようなことを行っていくことになってい
た。

3．東京合意に基づく主な検討項目の整理
　東京合意に基づく短期プロジェクトは2008年
の段階で終わった。この適用時期を見てわかる
ように，大部分のものが適用はまだこれからで，
企業の皆さまにはご負担をお掛けすることに
なっている。
　そして，既存の差異というカテゴリーでは，
セグメント情報であるとか過年度遡及修正，こ
れは去年の暮れにできたばかりである。それか
ら，企業結合は，持分プーリング法の廃止が短
期項目にあるが，それ以外の差異ということで，
のれんの償却の是非といったあたりを議論する。
これはまだまだ議論を，これから日本ではやっ
ていかなくてはいけない。
　最後に掲げた2011年 6 月までには終わらない
と思っていた IASB，FASBとのMOUプロ
ジェクトであるが，企業結合は先に終わってい

中で，うまく提携していくことも考えられる。
会計士協会の方は，恐らく会計士対象と一般に
見られるために，われわれの方には企業向け研
修等への期待が寄せられるということである。

Ⅲ．ASBJの取り組み

1．IASB との代表者による共同プロジェクト
　2004年ぐらいからコンバージェンスの取り組
みが始まったが，主要な会計基準設定主体との
緊密な関係を築かなければならないことを組織
として確認した。
　IASBと FASBはボードレベルで完全なコン
バージェンスプロジェクトを行っている。つま
り，基準づくりのデュープロセスそのものを一
緒にやる。ボードの会議を一緒にやって，「は
い，IASBの議決」，「はい，FASBの議決」と
いうふうにやっているらしいが，そういうレベ
ルの共同プロジェクトというのは，IASBは
FASBとしかやらないことになっているので，
私どもASBJ がやっているのは，両方の代表
者が集まって，そこでの意見交換をお互いの会
計基準設定プロセスに生かしていく立場でやっ
ている。
　IASBとは2005年から年 2回，東京とロンド
ン で，FASBと は2006年 か ら 東 京 と ノ ー
ウォークで，こちらは意見交換という感じが強
いが，日本基準とアメリカ基準をコンバージェ
ンスさせてもあまり意味のないことがあるので，
お互いにローカルスタンダードセッターとして，
IASBとのコンバージェンスを念頭に置いて意
見交換をしている。

2．東京合意
　東京合意が 1つのエポックであったわけだが，
東京合意を結んだころは，同等性評価をクリア
するというのが，ある意味，喫緊の情勢になっ
ていた。東京合意自体は，コンバージェンスを
進めているのだが，コンバージェンスをいつ終
わらせるかということを明確にすることであっ
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まで割り切っていないから基準つくりで悩んで
いると思うが，資産・負債の価値を非常に重視
しているといえる。
　日本は必ずしもそうではなくて，企業価値評
価のために投資家が将来キャッシュ・フローを
予測する材料として利益計算が非常に重要であ
ると考えている。，どのように利益が出るのが
あるべき姿かという考え方で，資産負債が例え
ば必ずしも現在の価値を表しているとはいえな
いとしても，それによって利益が適切に算出さ
れることになるのであれば，それでいいのでは
ないかということになる。これは総論であって，
実際各論になると，またいろいろな話が出てく
る。

Ⅳ．MOU中長期プロジェクト

1．企業結合
　MOU中長期プロジェクトについて簡単に見
ていきたい。まず，企業結合である。これはア
メリカと IFRS の間では既に終わっている。
従って，当委員会では既存の差異と位置付けて
いる。短期プロジェクトでプーリング法の廃止
などは終わっている。ここでの大きな論点は，
のれんの償却の可否で，日本はのれんの償却を
している。
　最初に企業会計審議会で企業結合基準をつ
くった段階でも既にアメリカでのれんの償却を
やめた後だったために，日本ではのれんの償却
をすることについて理屈固めがしてあり，それ
を覆す理屈がなかなか難しい。理屈はいろいろ
あるが結局はコンバージェンスを優先すること
しかないといわれているが，これをどうするか。
　支配継続時における持分変動の会計処理であ
るが，今は損益取引とみていて，例えば，親会
社が持っている子会社株式の持ち株比率が増え
れば購入，減れば売却の処理をする。売却をし
たときには持分変動差額という売却損益的な処
理をするし，購入の処理をするときにはのれん
が出たりする。IASB及びアメリカでは，これ

たので，11あったうち10項目が残されていた。
この中で，無形資産については棚上げをしたこ
とで，IASBと FASBの間ではMOU中期プロ
ジェクトについて 9項目が現状である。これら
について，とにかく日本の方も対応しようとい
うことで，このようなプロジェクトごとに専門
委員会をつくってみたり，ワーキンググループ
をつくってみたりということを，早い段階から
行ってきた。

4．国際会計基準（IFRS）の特徴
　国際会計基準の特徴は， 1つは，米国基準と
一番違いがあるという部分と，もう 1つは，米
国基準と似ている部分ということかと思う。
　まず違いの方は，原則主義という考え方が
あって，どうも発祥の地はイギリスらしい。こ
れの対極にあるのがアメリカなどのルールベー
スである。詳細な規定があって，そこに合って
いる，合っていないというのを全部ルールで判
断していくもので，日本も恐らくルールベース
の国なのだろうと思っている。
　原則主義の 1つの表れが IFRS の規定による
トルー・アンド・フェア・ビューにならない
ケースには，規定から外れていい，外れるべき
だという規定が入っている。ここら辺は日本人
には理解が難しいが， 1つの大きな特徴である。
　詳細ルールがないために，これは解釈をどう
いうふうにするか，実務上，ルールベースに慣
れた国にとっては相当大変なことになるという
ことが，既に言われている。
　もう 1つが，資産・負債アプローチを中心と
する考え方で，資産・負債が，バランスシート
に計上される数字が常に現在の価値に近いもの
を表していることを重視していることである。
また，利益は，資産・負債の価値の変動の結果
として出てくる。例えば，借入金を時価評価す
ると，時価評価した変動の意味，利益にふさわ
しいかとかを考えるよりも，それは結果として
出てきたのだから利益だという見方があり得る。
　実際のところは，利益について IASBもそこ
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はよくわからないが，それが 1つある。
　それから，開示を充実させていく。連結に含
めた，含めないという考え方を含めて開示を充
実すると理解しているが，それが IASBのプロ
ジェクトの目的である。
　私どもも，同様の目的を持っているが，今，
SPEについては財務諸表規則 8条 7項にある
推定規定によって連結しなくていいとあるわけ
で，それについてはこれまでのプロジェクトで
開示を充実させるところまではしてあるのだが，
そもそも推定規定を外してしまうかどうかとい
うのが，プロジェクトの進め方で議論になって
いる。

3．財務諸表の表示
　このプロジェクトが IASBで起きたときには，
当期純利益をなくすということを掲げていたが，
今はそれがなくなって，当期純利益は残る。そ
れから，当期純利益とその他の包括的利益
（OCI）との間のリサイクルも維持する。但し，
これは基準にあるとおり維持することであって，
該当する基準が変われば変わったとおりになる。
要するに，この表示プロジェクトではさわらな
いという意味と思われる。
　プロジェクトの論点が移ってきているが，財
政状態計算書（バランス・シート），キャッ
シュ・フロー表，包括利益計算書（損益計算
書）との間で表示に一貫性をもたせていく。ビ
ジネス・セクションとファイナンシング・セク
ションというふうに大きく分けて，ビジネスの
中をオペレーティング・カテゴリーとインベス
トメント・カテゴリーに分ける。横ぐしを刺す
ような開示にしようということである。
　ファイナンシングの中にデットとエクイ
ティーが入ってくる。どういうふうに小分けし
ていくかという中で，バランス・シート上，退
職給付債務とか資産除去債務などがどの分類で
あるかという話が出てきて，最初は，それらは
マネジメント・アプローチで好きなようにやら
せればいいという話があったのだが，最近は，

を資本取引にした。少数株主との取引は資本取
引であるとしたわけで，これをどういうふうに
考えるか。
　支配喪失時における残余投資の会計処理は，
例えば，子会社株式が売却によって子会社株式
でなくなった，60％持っていたのが10％になっ
たときに，その10％をどう会計処理するかとい
うことである。それは売却していないのだから
元の価格だろうというのが日本的な考え方で，
全部売却して10％買ったのと同じような会計処
理をする。全然違う事態が生じたのだから，最
初から時価で残りも評価するというのが IFRS
の考え方である。これをどういうふうにするか。

2．連結の範囲
　ここで IASBの方の最終基準，2009年 4 Qを
消してあるが，これはわざと見え消しにしてい
る。IASBは年に 4回ぐらいプロジェクトの計
画表を見直しており，現在私どもは，IASBの
プロジェクト計画表と動き方が非常に似ていて，
IASBの最終基準のタイミングとASBJ の公開
素案のタイミングが微妙に見合っているが，
IASBが2009年 4 Qに終わらせるということを
踏まえて，2010年 1 Qに公開素案を出そうと
していたが，IASBの計画表が2009年 3 Qと
3 Q分後ろにずれてしまった。
　但し，2011年 6 月にすべてのMOUプロジェ
クトを終わらせるという東京合意以後にトゥ
イーディーさんが宣言した約束は今のところ
ずっと計画表上で守られている，守るという立
場を崩していない。従って，当委員会の計画も
変えていかないといけないのだが，変えていか
ないといけないという意味が見えるようにスラ
イドの見え消しで示している。
　連結の範囲については支配力基準によって決
定するるが，支配することが議決権を通じて非
常にわかりやすく見えている伝統的な企業と，
SPEのような過少資本的な企業について，概
念的に単一の定義にしていこうという考え方が
IASBにある。これがうまく機能するかどうか
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顧客のために造られるとき，スペシフィケー
ションがあって，他の顧客に売却することが極
めて困難となると，進捗に応じて収益計上がで
きるようにするとみられる。それでも進行基準
の適用範囲が縮小する可能性のあることが懸念
されている。

5．負債と資本の区分
　負債と資本の区分であるが，IASB，FASB
は，資本は今までは残余概念としてだけ考えて
いた。資産を定義して，負債を定義して，残り
が資本である。そうすると，資本は非常に広い
が，今回は自己が発行する資本の特徴を有する
金融商品，そういう見方から資本を見ていこう
としたとき，最初にFASBサイドでpreliminary 
view を出したのだが，資本が一番狭いのは基
本的所有アプローチで，最劣後の持分が資本で
あるとするものである。普通株式が資本であっ
て，優先的に分配される優先株式は負債である
という整理をした。
　これに対して，優先株式は perpetual なもの
である。そんなものは負債ではないという無期
限アプローチの方に IASBが変えようとした。
もし無期限アプローチ的なものが取られるとす
ると，優先株式は資本になってくる。しかしな
がら，新株予約権とか転換社債の転換権といっ
たものは負債に変わるという議論がなされてい
る。　全体として，この議論が明確に収束に向
かう方向がまだあまり見えてこない。

6．金融商品会計における国際的動向
　金融商品会計については基準の置き換えプロ
ジェクトがあって，金融商品会計を簡素化，シ
ンプル化しようとしている。一番シンプルなの
は，全て時価会計にしてしまえばシンプルであ
る。IASBではそういう方向を目指していたと
されるが，そういう方向に水をさすものとして，
金融危機が起きた。そのときに世の中から時価
がなくなったという話があって，時価というの
は信頼性がないという議論が出てきた。

そういうものはオペレーティング活動から生じ
たファイナンスという別のカテゴリーをつくっ
て表記してはどうかという話が出ている。
　そのほかに，キャッシュ・フロー計算書の中
で直接法を義務付けることに，世界中のプリペ
アラーが大ブーイングをしている。
　当委員会では，まず包括利益の表示から始め
ることで， 1計算書， 2計算書は問わないが，
これを表示してはどうかと議論している。似た
ような動きとして，IASBでは 1計算書にする
ことから始めようかと。これは金融商品の会計
基準がだいぶ影響したようだが，そんな議論を
している。包括利益の見え方を表示プロジェク
ト全体より先に別の小さなプロジェクトで決め
てしまおうというところは共通している。

4．収益認識
　収益認識の何を変えようとしているかという
と，考え方であって，資産・負債アプローチに
する。資産・負債で何が資産で何が負債かとい
うと，資産の方は契約を履行したときに生じる
権利（対価請求権）であり，負債が履行義務で
ある。これが概念的に両建てされる。但し，契
約締結の段階では同額であるのでバランス・
シートに表れることはない。
　これを公正価値でそれぞれ測ろうという試み
があったのだが，履行義務について公正価値で
はなくて，顧客に対する対価で固定させて測定
するということになったので，契約締結直後に
利益が出たりする事態は避けられている。　基
本的に大きな枠組みとしては，今までの稼得過
程モデルと同じような収益の出方がすると見ら
れている。履行義務が消えて収益が計上される
タイミングは何かというと，例えば引き渡す財
があると，その財の支配が移転したときになる。
財の支配の移転に着目すると，工事契約におけ
る進行基準の理由づけが難しくなる例えば，顧
客のサイトで，建物を建築する場合，財の支配
が徐々に移転する考え方が取れると考えている。
　船を造船所で建造する場合，その船が特定の
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というか，売却目的以外の任意選択ということ
ができる。
　いったんOCI に持っていくと，売却したと
きにもOCI のままだということで，あらゆる
プラス，マイナスがOCI で動くわけであるか
ら減損はない。売却損益も，最後の評価損益み
たいに考えられる。P/L の当期純利益より上
での動きは全くないが，受取配当金だけは純損
益という話になっている。
　FASBは金融商品の会計基準を一遍に変え
ようとしているので，分類測定について公表物
を出すことではないが，公開草案に向けて議論
中で，その暫定合意では，ほとんど公正価値で
測定を求め，償却原価は例外になっている。
　保有債券について IFRS で償却原価としてい
たものは，FASBでは公正価値OCI である。
こちらのOCI はリサイクルを使ったOCI とい
うことで，会計処理だけを見ると，現在のアベ
イラブル・フォー・セールと同じことをイメー
ジしている。
　こちらの特徴として，持ち合い株式について
のOCI オプションがなく，全部，純損益に
持っていけという暫定合意と聞いている。
　このほかに減損とヘッジ会計と金融負債の測
定がある。IASBは，金融商品は金融資産だけ
を先に扱って，金融負債についての分類と測定
をまだ扱っていないので，これをやらないとい
けないので，あと 3項目ある。それらは今年中
に基準を公表するといっている。減損というの
は，貸倒引当金が表示上のイメージだが，それ
の計上の仕方で，従来，減損が発生する事態が
起きてから対応してきたが，今後インカード・
ロス・モデル（発生損失モデル）から，エクス
ペクテッド・ロス・モデル（予想損失モデル）
に変更する。貸付けをしたときから，そこに信
用損失がある程度見込まれているだろうと考え，
その見込み額を控除したキャッシュ・フローか
ら実効金利を計算するように変更しようともく
ろんでいる。
　これは金融危機とも関連していて，損失はと

　金融危機に対応することと，新たな金融商品
会計をつくることが 1つになって，審議の加速
化の要求などいろいろな立場の人が金融商品会
計について物を言う。政治であるとか，或いは
金融監督の立場からの意見といったものが，金
融商品の会計基準に対していろいろと出てきた。
あるものは非常に正当な意見のようであるし，
あるものは非常に政治的な圧力に見えるもので
あった。
　そういう中で IASBは，最初のうちは「ピー
スミール的なアプローチというのは駄目だ」と
言っていたが，金融資産の分類と測定だけを切
り離して，2009年の段階で最終基準まで持って
いった。今まで，日本でいえば売買目的，満期
保有，その他有価証券といった区分を，シンプ
ルにする。シンプルにする結果はどこに出てく
るかというと，測定方法を公正価値と償却原価
の 2つだけにすることである。償却原価が取れ
るのは，保有債券（ボンド）などで，株式につ
いては全部公正価値評価である。
　保有債券のうち，ビジネス・モデルの目的が
契約上のキャッシュ・フローを回収するためと，
それから，当該金融資産のキャッシュ・フロー
が元本と利息の支払いに非常に単純化されてい
ることが，償却原価会計処理の要件である。
　償却原価の範囲が，日本の金融機関等にとっ
てどういう範囲であるか非常に心配された。多
くの保有債券が，今現在も満期保有という区分
を使っていない，そういう意味では，公正価値
とOCI を組み合わせている。満期保有を使う
と，売却したときペナルティー的な扱いがある
から使っていない。今まで公正価値だったもの
が償却原価にできるのかという心配はあったわ
けだが，満期保有用件がなくなったからできる
ものが相当あるという話である。
　一方，保有株式のうち，公正価値評価が 2つ
に分かれて，損益に行くものとその他の包括利
益に持っていけるものに分かれていて，いわゆ
る持ち合い株式については，その他の包括利益
に持っていけるものとなる。OCI オプション
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いったことも考えている。

8．認識の中止（金融商品を対象）
　バランス・シートから金融資産等を消滅させ
るタイミングの問題で，保有者が支配していた
ものが，他に支配が移転するタイミングをとら
える考え方である。公開草案の段階では優先劣
後構造の証券化商品については，支配の移転を
非常に厳しく見る。特に，優先部分を売却して
いるのであれば問題ないが，そうでないものに
ついては，基本的に移転を認めないという考え
方をした。
　レポ取引については譲渡と見るのが一般的で
ある。これは，譲り受け人が，その資産を譲渡
する実務的能力を有すると見られる。市場性の
あるものをレポ取引に使うことが多いと考える
と，譲り受けた人が，それを市場で売却するこ
とができる。そうすると，それは譲渡の要件を
満たしていることになる。金融機関から見れば，
レポ取引はどう考えても金融取引であると，世
界的に主張がなされている状況である。
　全体としてのアプローチも，このような譲り
受け人の側から見ていく立場よりも，一部でも
支配が移転したら支配の移転と見る。残ったも
のを新しい資産の取得と見るという考え方が出
てきているわけだが，まだひともめある可能性
がある。

9．公正価値測定
　公正価値測定は，公正価値をどう測定するか
ガイダンスがメインであって，これに開示の拡
充を絡ませている。例えば公正価値測定のヒエ
ラルキーというのがある。レベル 1， 2， 3と
いわれるものでそれぞれ市場があるもの，市場
はないが類似した商品が市場にあるもの，それ
から，市場がなく，いわゆる理論値を計算する
ものに階層化して，理論値であるレベル 3で出
したものについての開示を充実させる。目指し
ているものは，IASBも日本も同じようなこと
ということがある。

にかく早い段階から計上できるようにすべきで
あるというのが 1つと，もう 1つは，プロサイ
クリカリティを起こさない。いいときには何も
備えがないのだが，悪くなると一遍に出てくる
のを防ぐべきだという声が上がった。そういう
意味では，提案の予測損失モデルが反プロサイ
クリカリティ的になっているかは疑問である。
　FASBは，概念的には発生損失モデルを維
持する。なぜ維持するかというと，予想損失モ
デルに求められる将来キャッシュ・フローの見
込み，特に，遠い将来はどんどん予測できなく
なるので，そのような考え方が機能しないと考
えているようだ。この金融商品の基準では，
IASBと FASBが，違う方向に動いているとい
われている。現在の金融商品のお互いの基準の
差の方が，むしろ少ないのではないか，コン
バージェンスのために一緒に議論しているのに，
ダイバージェンスに向かっているのではないか
という懸念である。
　金融危機のときに，保有目的変更などアメリ
カではこうなっているが，IFRS はそうなって
いないから合わせろという声がよくあったわが，
少なくとも金融商品についてとにかく合わせて
ほしいというのが，金融当局を含め，いろいろ
な立場の人の見解である。このため，この 2つ
の基準がどこまで一致できるか非常に重要なこ
とといわれている。

7．金融商品（ASBJ の対応）
　日本では債券の保有区分の変更を IASBのタ
イミングに合わせてやったのだが，時限的な改
正であったので，これを延長するかどうか議論
しないといけない。
　それから，分類と測定，減損，ヘッジ会計を，
アメリカと同じようにまとめて出そう，先方が
基準をつくるタイミングと，こちらが公開草案
を出すタイミングを大体見合うことを考えてい
る。ただし，金融資産だけは既に IASBが確定
しているので，金融資産についてだけは，少し
先に検討状況の整理みたいなものを出そうかと
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いうことは，載せることもできるが，縮めるこ
ともできる。当初の契約を非常に短い期間にし
て，更新権を付けておくと，オペレーティン
グ・リースも載せさせようと思った瞬間に，基
準開発上，更新権についてどうしたらいいのだ
と考えざるを得ない。
　このため，更新も見積もって計上すべきとな
る。更新を見積もって立てると，債務性がない
ものを債務計上することが出てくるのではない
か。つまり，拘束性のない更新後の債務をなぜ
立てないといけないのだというような意見も出
てきて，非常に難しい話がある。
　貸し手については更に難しいことがあって，
バランス・シートに何が載ってくるのか。特に，
オペレーティング・リースの資産については，
その総額を載せるのか，或いは借手の処理の変
更に合わせ純額で載せるかという議論がある。
時間もなく課題もあるが，IASBからはとにか
く何とかするのだという話を聞いている。

Ⅴ．IASBプロジェクト　～引当金～

　引当金はMOU中長期プロジェクトではない
のでスライドで別立てとしている。この内容は
非常に悩ましい。アメリカはこの話に乗ってい
ないで IASBだけで進めているが，最大の変更
は蓋然性基準の削除である。引当金に載せるの
はある程度の蓋然性のあるもので，蓋然性のな
いものは偶発債務とする世界ではなくて，偶発
債務などというものはないとする。確率論，期
待値で 5％しか確率のないものを，100億が総
額だとすると 5億バランス・シートに載せると
いう案であって，これは，美しいのだが，期待
値がとれるほどの母集団がなく，可能性の低い
負債を計上しては取消すということへの違和感
があり，やめてくれという声が大きい。
　先日，イギリスの会計基準設定主体が来てい
て，イギリスは賛成しているのかと思ったら，
反対だというのでびっくりした。世界中どこの
設定主体でも，反対だと言っているというので，

10．退職給付
　退職給付債務は，公開草案に向けての最初の
議論は，数理計算上の差異は PL即時認識，と
いう非常に単純な結論を出そうとしていたのだ
が，イギリスで認められていてトゥイーディー
さんの好きなOCI ノンリサイクリングに方向
転換する。これになると，数理計算上の差異は
常に当期純利益の下で行われることで，マイナ
スが多いようなときは非常に好まれる可能性が
ある。私どもがやろうとしているのは，IASB
が即時認識で少しハードルが高そうであるから，
アメリカの158号にあるように，B/S 上の即時
認識をして，包括利益はそろえて，P/L は従
来どおりの遅延認識をすることで，ステップ分
けをする方向で進もうとしている。今のところ
は，IASBが OCI に変ってもそれはそれでい
いのではないかという反応を保っている。
　期間定額法という退職給付見込額の期間帰属
方法の見直しとか単純平均的な割引率の出し方
の精緻化といったあたりは，合わせておかない
と，単体日本基準，連結 IFRS になったときに，
基礎になる数値の出し方が違っているというよ
うな実務上の煩雑性という問題があるので，こ
れは直しておこうということがある。

11．リース
　リース会計も本当に頭の痛い話で，個人的に
は「こんな忙しいときに，何でリースまでやる
のか」と思うのだが，現在のリース会計はファ
イナンス・リースとオペレーティング・リース
に分かれていて，ファイナンス・リースはフ
ル・ペイアウト，ノン・キャンセラブル条件を
満たすものでオンバランスになり，オペレー
ティング・リースはバランス・シートには載ら
ないということになる。バランス・シートに何
も載らないことを何とかしたいという思いが強
かったとみられる。資産の所有権を表すのでは
なくて使用権といった無形資産的なものとして
バランス・シートに載せる。無形資産であるか
ら，細切れにできることで，細切れにできると
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　質疑応答

　【Q】　コンバージェンスは相当大変なもので
はないかと推測する。というのは，もともと日
本の会計基準は日本の法律を基に会計基準を考
えていったのではないかと推測する。アメリカ
の基準なりヨーロッパの基準になると，民法，
商法や信託法等のレベルでだいぶ違う。法的概
念，取引慣行のレベルでも相当違いがある。で
も，コンバージェンスはしなくてはいけないと
きに，取引の背後にある法律とか取引慣行につ
いては，どういうふうに手当てや割り切りをさ
れてコンバージェンスの作業を行っておられる
のか。伺いたい。

　（西川）　IASB自体の議論の中では，個々の
国ごとの異なる事情は議論の対象にしないとい
うスタンスがあるのだと思う。解釈になると，
個々の事情というのが出てくるので，
IFRIC みたいな解釈指針をつくる場では， 1
カ国に限った話でないものを取り上げていると
思われる。
　一方で，われわれのような，ある国の会計基
準設定主体になると，当然，常に日本での事情
を考えないといけない。それとコンバージェン
スを両立させるのは多分難しいものの，，常に
日本での事情を考えて会計基準をつくっている。
その結果コンバージェンスからはみ出すという
ことはあると思うが，そのときそのときで対応
するしかないだろう。

　【Q】　今の点で，ASBJ として日本の法制度
の中でコンバージェンスをどう考えるかという
問題が当然出てくる。コンバージェンスそれ自
体は金商法の下で財務諸表等規則では企業会計
基準は企業会計基準委員会とか審議会がまとめ
ることで成り立っているから，金商法の分野で
はコンバージェンスは正当化されると思うが，
当然，会社法とか，また，確定決算を経た法人

誰が賛成しているのかよくわからない。理屈は
美しいが，実際に基準になっても誰も守れない
基準ではいけないと思う。

Ⅵ．今後の展望

　2011年 6 月までにMOU中長期プロジェクト
を全部終わらせることを IASBや FASBは目
指して，今まで一緒にボードミーティングをす
るのが年 4回だったのを2010年から毎月にする
こととした。大変気合が入っている。
　2010年前半までにどれぐらい進むか。今の彼
らのプロジェクト計画表は，2011年第 2 Qで
終わる基準ばかりで，そこから少しでも後ろ倒
しになると，このコンバージェンス完了はでき
なくなるのだが，終了させるということを言い
続けている。そのためには， 1年ぐらい前には
公開草案を公表していないといけないだろうか
ら，公開草案が出そろうかどうかというところ
が今年の前半の議論でわかる。
　次がわが国の話である。非上場企業への影響
が出てきている。IFRS に対する警戒感が，ど
ういうところから出てきているのか人によって
は同じではないだろうが， 1つには時価志向で
あるとか，もう 1つには，基準を頻繁に変えて
いる不安定性と思われる。その IFRS とコン
バージェンスをしている日本の会計基準は
IFRS の影響を受け過ぎているというふうに
思っているかもしれない。そういう非上場企業
からの声を受け止めない広い範囲の企業を念頭
に会計基準の在り方を議論しないといけないか
もしれない。IFRS 対応会議という，IFRS を
どのように受け入れていくかという議論をする
場において，IFRS と関係が薄い非上場会社に
認識してもらって，安心してもらうようなこと
ができないかという検討がなされ，非上場会社
の会計基準を整理する懇談会をつくるという提
言が，IFRS 対応会議から近々に出る見通しで
ある。本文末尾掲載資料40については一部日経
新聞に掲載されていたものである。
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が認められたというのは，日本企業にとって非
常に重要な点だというふうによく聞くが，一方
で，OCI オプションを利用するリサイクリン
グは原則として認めないということで，FASB
の動向で，ご紹介のように，OCI で処理する
からといって必ずしもリサイクリングしないと
いうことは論理の帰結として導かれるわけでは
ないというふうに認識しているのだが，議論の
流れ，背景について教えていただければと思う。

　（西川）　日本とFASBは OCI はリサイクル
するものということで，OCI に持っていくと
いうこと自体，いずれリサイクルすることを前
提に基準をつくってきたと思うが，IASBはも
ともとそういう思想がない。特にイギリス的な
会計処理の，例えば固定資産の再評価であると
か，あと，退職給付会計に今度入ろうとしてい
る，OCI に行きっぱなしといった処理は前か
ら任意処理として IFRS の中には入っていて，
リサイクルしなければいけないという意識が全
くない。むしろ，逆に，リサイクルを嫌ってい
る人が，それなりに多い。
　なぜ嫌うか。ASBJ と先日協議を行ったイギ
リスの設定主体の方は嫌う方の派だったが，同
じものが 2度損益としてカウントされるという
のがけしからんという。ひとたび包括利益に認
識されたものを，もう 1回純利益というところ
に入るということを指している。われわれから
すると，そうならないようにリサイクルしてい
ると思っている。彼ら的には， 1回包括利益に
入ったものが，もう 1回純利益に入るから 2回
だと。われわれから見ると，純利益と包括利益
にはそれぞれ 1回ずつしか入っていないからど
ちらも 2回ということはない。
　彼らは損益というのは，常に資産・負債の増
減に合わせて発生するのが美しいと思っている
という気はする。

　【Q】　IFRS を例外というか，カーブアウト
するというようなことが起きてしまうと，会計

税法の法制度の中でコンバージェンスをどうい
うふうに位置付けていくか。或いは，そのコン
バージェンスに直接当たられているASBJ と
しては，どういう責任を持っているか。
　昔は，ASBJ とか企業会計審議会は金商法の
分野だけで，あとの法務分野は知らないという
ことを言っていた方もいるが，最後のご提案の
ように，非上場企業にも影響を及ぼすことにつ
いてASBJ 自体が，今，主導権を取ろうとし
ているわけで，それらについてどうお考えなの
か。

　（西川）　主導権は取ろうとしていない。ただ，
整理はあまりできていないのだが，会計基準と
いうのは 1つであるべきだという考え方がこれ
まであった。そういう考え方を成立させるため
には，中小向けの会計基準が明確にできてしま
うとなかなか難しくなるかもしれない。その一
方でも現実的には IFRS とか，或いは，それに
コンバージェンスしている日本の会計基準は，
中小企業にとっては難しすぎる，適用できない
ということが現実としてあるとする考え方があ
る。中小企業も融資を受けないと生きてはいけ
ないことから，それなりの適正な会計はしない
といけない。中小企業だったらめちゃくちゃな
会計でいいという結論には多分ならないと思う
ので，そこで何らかの整理ができないだろうか。
　階層分けみたいな話になってしまうが，階層
分けをすることの正当性は，また難しいのだが，
そこに何か全部の階層に共通する考え方が位置
付けられれば非常にいいという気がする。　現
状だと，そういう全体を包むようなもの自体が，
IFRS 的なものになってしまうのではないかと
いう懸念がでかねないと思っている。関係者を
集めて議論する場で，合意が得られるか，やっ
てみないとわからないということなのだと思う。

　【Q】　金融商品の扱いの決まる過程で行われ
た議論についてお伺いしたい。金融商品の中で，
公正価値カテゴリーにおいてOCI オプション
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　【Q】　末尾資料33に金融商品の減損の例があ
る。その「 1．予想損失モデルの概要」の 1番
目では，金利収益は契約金利から信用損失の見
込額を控除すると書かれている。 2番目では，
減損損失の認識は，信用損失の予想についてと
書かれている。この IFRS の基本的な考え方は，
資料㉓にある資産・負債アプローチが基本的な
出発点だと思うのだが，資料34だと，見込額と
か予想という概念を持ち込んできている。これ
は，資産・負債アプローチと考え方は一致して
いるのだろうか。

　（西川）　資産負債アプローチの特徴として，
資産・負債の現在の価値のようなものを測定し
ようとすることがあるが，測定のための手法と
して将来キャッシュ・フロー見積額を割り引く
というのは基本的な考え方である。予想損失モ
デルであっても見積り損失モデルであっても，
見積もりの手法を用いることに変わりはないと
思う。ただ，今回の予想損失モデルでは当初測
定から損益を出さないために，将来キャッ
シュ・フローと割引後の金額が先に決まってい
て，実効金利を決めるような計算をしている。
このやり方が資産・負債アプローチのようでは
ないということには同意できる。

　【Q】　もともと引当金という概念は予測が当
然入る。予測がないというのは債務だと思う。
当然，見積もりというものの要素は入れざるを
得ないと思う。末尾資料40で引当金というのが
あるが，これも再公開草案を見ると， 3つの構
成要素ということで，債務を履行するために見
込まれる将来のキャッシュ・フロー，貨幣の時
間的価値，そしてリスク調整と 3つ書かれてい
る。これも見積もりである。
　本質的には引当金，減損もそうだが，見積も
りが前提になるが，例えば資料34の金融商品の
場合だと，発生損失モデルから予想損失モデル
に変更すると，引当金であるとか減損という概
念からすると，かなりそれが現実的であるとい

の国際上の統一化が崩れてくると思うのだが，
IFRS の場合，カーブアウトについてどのよう
に考えられていますか。

　（西川）　IASB自体は会計基準設定主体なの
で，カーブアウトされたときに打つ手はない。
やめてほしいとか，嫌いだとか，そういうこと
を言うだけの立場であると思う。
　例えば，アメリカが，ヨーロッパの IFRS が
NY市場で使われる際に，ピュア IFRS でなく
てはいけないと言い，ヨーロッパは怒り，
IASBは喝采をしたと思う。アメリカは IASB
のために言ったわけではなくて，アメリカが外
国企業に認めようとしている IFRS は世界中ど
この国の企業がつくってもいいわけで，ヨー
ロッパ版を認めてしまうと，現実的には一部認
めたと思うが，どこの国や地域のカーブアウト
も認める話になって収拾がつかなくなるから，
ピュア IFRS でなくてはいけないというふうに
言ったのだと思う。
　それはアメリカにおける外国企業を意識して
言ったことであって，アメリカ企業が IFRS を
使うようになったときに，例えば SECがピュ
ア IFRS で我慢できるかというと，それはまた
わからない話である。ルールベースの親玉みた
いな SECが，ルールの少ない IFRS の実務が
区々となるリスクに対して黙って受け入れられ
るか注目される。
　ヨーロッパなどが一番心配しているのは，ア
メリカが IFRS を適用するところまではいいの
だが，アメリカがどんどんルールをつくってし
まって，ほかの国が追随せざるを得なくなるこ
とだ。アメリカがつくったルールというのを何
となく世界中がフォローするような事態が起き
てきて，結局 IFRS がアメリカ流のものになっ
てしまうことを恐れているという話は聞く。現
実にアメリカが適用してどうなるかというのは
見えないが，それが非常に IFRS のプラクティ
スに影響を与えるということは想像できる気は
している。
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問題ではなく，大企業であってもなくては困る
という話になるのか，それはまだ新たな場で議
論をしていく必要があると思う。

　【Q】　日本の場合は，どちらかというとルー
ルベースでどこに何が書いてあるかというので
やってきた。原則ベースというのは非常に美し
いのだけれども，本当にそれが機能しているか
というのと，若干私は危惧している。これはや
はりイギリスのような自主規制ルールみたいな
ものがある程度伝統的にあるのは別だが，日本
の場合に，そこに全然踏み込まないで企業とわ
れわれに任せておいて，うまくいくのかどうな
のか，原則ベースはどんなものかをまず会社も
あまりよく理解していないし，そこの実行可能
性というか，その辺はどんな感じでおられるの
か。

　（西川）　私自身もルールベースでやってきた
人間なので，プリンシプル・ベースになれば戸
惑うだろうなという気はしている。特に，今の
IASBのトゥイーディーさんがよく言うのだが，
各国で解釈指針をつくることはまかりならぬ。
まかりならぬと言っても取り締まる方法も何も
持っていないわけであるが。ドイツなどは公然
と解釈指針をつくり始めたようだが，どこまで
進めていくのかわからない。オーストラリアが
以前似たようなことを仕掛けて，やめたという
こともあるようだ。日本の場合，どういうふう
に進めていくかは，まだこれから議論していく
ことになる。

　【Q】　今までは適用指針でうまくやってきた
のではないのか。

　（西川）　国内基準の場合は幾らつくってもい
いということである。もちろん，その指針，解
釈が IFRS の原則から逸脱してなければいいわ
けで，各国を信用してくれれば，それでいい。
ところが，現実には各国のやり方を信じないと

う認識を前提とすれば，むしろ，発生損失モデ
ルの方が，本来，資産・負債アプローチという
ことを基本理念とするのであれば，こちらの方
がむしろ確実な負債，債務に近い見積もりとい
う意味では適当だと思う。ここは整合性という
基本理念からいうと，私はここに書かれている
ことは少し疑問があるということを申し上げた
い。

　（西川）　発生損失モデルでは，当初実効金利
の計算がなく，見積りキャッシュ・フローが減
額すれば，通常損失が発生する。今回の予想損
失モデルでも，事後のキャッシュ・フローの見
積りの変化から生じた差額は，当初実効金利で
割り引いて損失や場合によっては利益を計上す
るとしている。その意味で当初と事後で見積り
の扱いが異なることになる。このような扱いに
対して疑問を感じられることに関しては理解で
きる。

　【Q】　繰延資産について IFRS は非常に消極
的に思える。日本の企業会計と税との関係では，
税だけ繰延資産をたくさんつくって，企業会計
は，伝統的には商法はずっと消極的だったのだ
が，企業会計も繰延資産について非常に消極的
になってきている。将来の方向性はいかがか。

　（西川）　無形資産について私どもは，既存の
差異プロジェクトとしてやっている。IFRS の
方では，繰延資産で，もし仮に資産の定義を満
たすものであれば，多分，無形資産というカテ
ゴリーに入ってくるケースが多いのだろうと
思っている。日本の繰延資産の中には，そうで
はない社債とか株式発行絡みのものもあるが，
そういったものはそれぞれに金融商品会計で整
理ができて，それ以外のものは，無形資産にあ
たらなければ，結局，会計の中では費用処理さ
れ繰延資産としては出てこないことになる。い
わゆる繰延資産については中小の企業会計議論
の中で復活させるのか，それは中小企業会計の
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いる。それがいいかどうかはかなり疑問である。
　大法人しか IFRS の監査ができないなどとい
うことが本当にあるのか。また，そもそも監査
人というのは，ルールを守る立場であってつく
る立場ではないはずである。監査人ができるの
はルールの個別的な解釈であって，普遍性のあ
るルールを創設する立場にないというのは共通
した理解だと思う。

いうか，「それはローカルルールになる」と叫
んでしまっていることがあるので，そこが非常
に難しくなるわけである。アメリカが公然とや
りだせば，また全然違った情勢になるのだろう
が，アメリカがそもそもロードマップ案もまだ
出していない状況なので，日本の方が先に進め
ないといけないかもしれない。IASB的には
ビッグ 4が世界中の実務をやっているのだから，
解釈に近いようなことができるだろうと言って
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　　はしがき　　本稿は，平成22年 8 月 5 日開
催の会員懇談会における，日本公認会計士協会
租税調査会租税政策検討専門部会長 高田正昭
氏の『会計基準のコンバージェンスと確定決算
主義――日本公認会計士協会租税調査会研究報
告第20号』と題する講演内容をとりまとめたも
のである。

はじめに

　ただ今ご紹介いただきました高田でございま
す。租研様でお話しさせていただくのは今日で
2回目でして，前回は平成20年の冬に， 1月と
2月だったと思いますが，純資産の会計制度・
会社法そして法人税というテーマで， 2回シ
リーズでやらせていただきました。今回は会計
士協会の研究報告のご説明ということで，いわ
ゆる公職として来ていると認識しておりますの
で，その分，少し緊張しておりますが，どうぞ
よろしくお願いします。
　今回は，日本公認会計士協会が 6月15日に公
表した研究報告である「会計基準のコンバー
ジェンスと確定決算主義」のエッセンスをご説
明したいと思っています。この研究報告は，日
本公認会計士協会において租税の研究委員会が
ありまして，それを租税調査会と称しています
が，その分科会の 1つである租税政策検討専門

部会でまとめたものです。私がその分科会の委
員長を拝命しております。普段この租税政策検
討専門部会では何をしているかといいますと，
毎年，日本公認会計士協会としての税制改正要
望を作成しています。この研究報告は，そう
いった意味では税制改正要望の作成の上に，ま
たさらに加わったもので，ここ 1年半ほどは 2
つ並行して作業をさせていただいたということ
になります。
　今回は報告書のとりまとめ部著の委員長の職
にあることから，私が説明をさせていただきま
すが，研究報告はメンバーの合作であるという
ことを申し添えさせていただきます。
　本日は 2時間という大変限られた時間ですが，
少しでも皆様のお役に立つ話ができればいいか
と思っております。
　最初に資料のご説明をさせていただきたいと
思います。お配りした資料は 2点です。
　 1点は，ワード様式で作成されている60頁ほ
どの資料の研究報告です（以下，〈研究報告〉
と称します）。この研究報告につきましては，
日本公認会計士協会租税調査会ホームページ
（http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_
field/20_14.html）からご入手ください。本論
文に言う〈研究報告〉とは，このホームページ
上に記載されている「租税調査会研究報告第20
号」の内容を示し，頁の表記については，この
研究報告にある頁を指しております。

会計基準のコンバージェンスと
確定決算主義
─日本公認会計士協会租税調査会研究報告第20号─

日本公認会計士協会租税調査会
租税政策検討専門部会長 高田正昭
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の論調を進めてもいいのか，という疑問が生じ
たわけです。
　と申しますのは，資料②の⑴と⑵に書いてお
りますが，まず 1つは，企業の事務負担という
ものを考えているのかということです。 2つ目
は，最近というのはこの当時ですが，平成20年
の春の時点での法人税制の対応というものを，
そういう人たちは考えているのかというような
疑問があったわけです。コンバージェンススケ
ジュールは，前年の12月に明確化になったので
すが，コンバージェンス自体はそれ以前から進
められていたわけで，例えばリース会計が整備
されたり，棚卸資産の評価が決められたりして，
それに対する税制の対応も行われていたわけで
す。平成19年度改正です。
　その平成19年度改正では，リースにしても棚
卸資産についても，法人税制は，ほぼ企業会計
に歩み寄った改正を行っていました。
　そういったときに私自身の頭には，法人税は
かなり努力しているのに，分断だとか，そう
いったことをいきなり言ってもいいのかという
ような疑問があったわけです。
　私なりに過去の雑誌などを追ってみて，この
コンバージェンスと法人税制の関係について，
参考になる資料を探したところ，学者の方の論
文はいろいろあったのですが，割と概念的な話
が多く，個別具体的に，今まで会計基準のコン
バージェンスとの関連で税制がどういった対応
をしてきたのかとか，これからコンバージェン
スに対して，法人税制においてどういう問題が
想定されるのかということを具体的に説明した
ものがなかなかないのです。
　では，これはちょうどいい機会なので，会計
士協会の研究報告としてこのテーマを追ってみ
ようか考え，協会の担当常務理事の方にお話し
ました。その後私の方で基礎的な構想を立て，
メンバーに説明しました。研究メンバーは，私
も含めて 9人の会計士が執筆し，もう 1人の方
はオブザーバーの会計士です。メンバーの方々
にこういうものを作ろうと骨子を説明したとこ

　もう 1点はパワーポイントの資料で，報告書
の要点をかいつまんで載せています。この資料
は，私個人の説明の便宜のために作成したもの
でして，日本公認会計士協会の承認を得ており
ません。したがいまして，執筆責任は私に帰属
しますので，その点ご了解いただければと思い
ます。進め方としては，この18頁からなるパ
ワーポイントの資料（以下，資料①～⑱として
本文末尾に添付）をガイドリーダー的に使わせ
ていただいて，適宜，研究報告を参照するとい
うような形で進めていきたいと思います。

1．動機とアプローチ

　まず，なぜこういう研究報告をまとめようか
と思ったかということですが，きっかけは2008
年（平成20年）の春で，この時期は，翌年の平
成21年の税制改正要望を取りまとめている真っ
最中でした。ちょうど前年の平成19年 8 月に
ASBJ（企業会計基準委員会）と IASB（国際
会計基準審議会）で，いわゆる東京合意という
ものができまして，コンバージェンスのスケ
ジューリングが決められました。それを受けて，
同じ年の年末，平成19年12月にASBJ のコン
バージェンスプログラムが策定されたというよ
うな状況でした。
　この平成20年の春，ちょうど21年の税制改正
要望を取りまとめている最中に，いろいろな声
が私の方に入ってきました。というのは，今述
べましたようなコンバージェンススケジュール
がかなり強行スケジュールで実行されることが
明確になったことから，今までの税務の課税所
得計算の原則である確定決算主義を放棄するべ
きではないのか，それを税制改正要望に入れた
らどうかという声が，会計士協会の内部で一部
の意見としてあったのです。
　私はそのときに，確かにそういうことは将来
的な話としては考えられるかもしれないが，当
時の状況で，果たしてそのままストレートに会
計と税を分離して確定決算主義をなくすべきと
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　次に，コンバージェンスと確定決算主義の関
係を，どういった視点から分析していくかとい
うことをご説明します。次の 5つの視点で分析
しました（資料③）。
　⑴は，確定決算主義の歴史です。これを無視
することはできないと思います。確定決算主義
はいつから法人税制に導入されてきたのかとい
うことを，やはりまず確認しなければいけませ
ん。もう 1つは，22条 4 項の公正処理基準の創
設の背景と意義はどういったものだったのか，
明らかにするべきだろうということです。
　⑵として，損金経理要件です。損金経理要件
は確定決算主義の極めて厳しい現れ方と理解し
ておりますが，損金経理要件がなぜあるのか，
また，どういった問題点があるのかということ
です。
　⑶は，会計基準のコンバージェンスと法人税
制の対応です。これは法人税制が今まで完了し
たコンバージェンス項目に対して，どういった
対応をしてきたのか，そして今後行われるコン
バージェンスに対して，どういう接点が考えら
れるのか，明らかにするべきだろうということ
です。
　⑷は，諸外国の状況ということで，イギリス，
ドイツ，フランスのEU諸国と，アメリカの会
計基準のコンバージェンスと法人税制の対応状
況を調べました。
　⑸は，中小企業特有の問題について考察する
ということです。
　この 5つを整理・分析し，今後の確定決算主
義の在り方を検討することになりました。

2．確定決算主義

2 - 1 ．確定決算主義の意義
　今申し上げた 5つの分析に入る前に，確定決
算主義とは何なのか，定義付けをしておかない
と物事が前に進みませんので，ごく簡単にお話
します（資料④）。
　確定決算主義とは，法人税法では直接的な定

ろ，それは面白いのでぜひやりましょうとご賛
同いただきまして，今回の完成版に至ったわけ
です。
　進捗のスケジュールは，今からちょうど 2年
前の2008年 9 月に，アプローチと執筆分担を決
定しました。そして翌年，2009年 5 月に，各メ
ンバーによって第 1稿が完成しました。そして
5月から 6月にかけて，そのチェック作業と，
それをフィードバックしまして，第 2稿を完成
していただきました。そして 7月から 9月にか
けて，それを再チェックして，完成版に近いも
のを作り込み，去年の2009年10月には原案がほ
ぼ完成しました（資料②）。
　しかしながら，この完成版のスケジュールは，
ちょうど租研の税務会計研究会から，「会計基
準のコンバージェンスと法人税の対応」という
ことで研究論文が出ておりますが，併せて発表
すれば社会に対してもインパクトがあるのでは
ないかということで，租研のスケジュールに合
わせるような形で作り込んだわけです。それに
合わせた完成時期が去年の10月だったのですが，
ここから会計士協会の上層部の方で注文が入り
まして，もっとコンパクトにまとめよとの指示
がございました。そこで去年の12月から 1月く
らいにかけて，本論編と資料編に分けるという
作業が入りました。述べたい本質分は「本論
編」に集約するということになったのです。
　それが終わりまして 2月以降に会計士協会の
審議が始まりました。この論点は非常に，会計
士協会の中でも興味を示していただきました。
その結果，いろいろな注文がありまして，その
辺の調整に随分時間が割かれました。 2月から
6月まで，随分かかりました。そして， 6月15
日にすべての調整を終えて公表したわけです。
　結果として，いろいろな調整をしたのですが，
私自身としては，当初もくろんだ報告書ができ
たのではないかと思います。結論的にも，こん
な感じでいいのかなという報告書ができたと思
います。少し長くなってしまいましたが，以上
が公表までのプロセスです。
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審議会が公表した企業会計原則等の各種基準・
指針，②ASBJ の定める企業会計基準等，③
中小企業の会計に関する指針，④ IFRS を挙げ，
その他に明文化はされていないものの確立した
会計慣行のうち公正妥当と認められるものも広
く含むと論じている。しかし，これらの会計処
理基準等は決して網羅的ではなく，これらで判
断できない新しい問題が出た場合に何が公正妥
当な会計処理基準であるかを判断するのは，第
1次的に国税庁，次に国税不服審判所，最終的
に裁判所の任務であるとしている」と，「租税
研究」の2008年 8 月号に記載されています。
　なお，「申告制度の下では納税者の判断も最
大限尊重されるべきであろう」というのは私ど
もの意見です。こういった形で金子宏先生が範
囲を示しておられます。
　〈研究報告〉では，確定決算主義については，
実質と形式のどちらかというようにはしないで，
両者を統合して位置付けています。
　〈研究報告〉の 6頁をご覧いただきたいので
すが， 6頁の一番上に図が描いてあると思いま
す。これは中村利雄先生の『法人税法要論』の
図を多少変えたものですが，一番上に，株主総
会等で承認された企業利益があります。その企
業利益は，収益から原価・費用・損失を引いた
ものですが，それはそれぞれ一般に公正妥当と
認められる会計処理の基準に基づいて算定され
たものです。それから，法人税法の別段の定め
による調整をして課税所得を算定するという流
れです。その下の文，「つまり，確定決算主義
とは，一般に公正妥当と認められる会計処理の
基準で計算され，かつ株主総会の承認等を得て
確定した決算の利益を基礎とし，法人税法の別
段の定めによる一定の申告調整を行い，課税所
得を計算することと捉える」ということです。
この形式と実質を合算したものを，取りあえず
確定決算主義と定義付けたわけです。

2 - 2 ．確定決算主義の歴史
　次に，先ほどの 5つの切り口ごとにご説明を

義の規定はありません。いろいろなものを読み
解きますと，大体⑴と⑵の論点で定義付けをし
ているケースが多かったのです。
　 1つは形式的意義の確定決算主義で，これは
決算の承認という行為に焦点を当てています。
株主総会等で承認された決算書により確定申告
を行うことを確定決算主義とする考え方で，根
拠条文としては74条 1 項です。

　法人税法　第74条　確定申告
　①　内国法人は，各事業年度終了の日の
翌日から 2月以内に，税務署長に対し，確
定した決算に基づき次に掲げる事項を記載
した申告書を提出しなければならない。

　もう 1つは実質的意義の確定決算主義で，
「課税所得は一般に公正妥当な会計処理基準で
計算した利益を基礎とする」ということです。
企業の公正妥当な処理基準というところに焦点
を当て，それを基に課税所得を出します。会計
基準に焦点を当てた考え方で，実質的意義の確
定決算主義といわれています。
　根拠条文としては，〈研究報告〉の 5頁で示
している有名な法人税法22条第 4項で，ここに
根拠を当てています。

　法人税法　第22条　各事業年度の所得の
金額の計算
　④　第 2項に規定する当該事業年度の収
益の額及び前項各号に掲げる額は，一般に
公正妥当と認められる会計処理の基準に従
つて計算されるものとする。

　この中で，公正妥当な会計処理基準について
は，金子宏先生の租研での講演録の中に結構明
確な形で示されている部分があります。〈研究
報告〉の 5頁の脚注 9で，「法人税法第22条第
4項でいう『一般に公正妥当と認められる会計
処理の基準』を構成するものとして，金子宏氏
は，明文の形をとったものとして，①企業会計
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算書を課税所得の基とする，ただし事前に決算
書を税務官吏がチェックすると言っています。
それは，損益計算書が間違った場合には脱税の
恐れがあるので，事前に税務官吏がチェックし，
それに対して課税するということが草案に記載
されていたわけです。
　資料⑤に戻りまして，明治17年にこういった
草案ができ，明治20年には所得税法が施行され，
このときは個人のみの課税が行われました。草
案では法人と個人だったのですが，実際の課税
は取りあえず個人からスタートしたわけです。
　明治32年（1899年），この時点で初めて法人
課税が開始されました。ただ，法人税法という
税目はなく，所得税法の中で課税することに
なっていました。ここでは，通常総会で承認さ
れた損益計算書を税務署に提出することとされ，
これを基に賦課課税，申告納税ではなく，賦課
課税が行われていました。要は，承認された損
益計算書を基に課税をするので，形式的意義の
確定決算主義も実質的意義の確定決算主義も，
明治32年の法人課税開始時から既に存在したこ
とになるわけです。
　これについては〈研究報告〉28頁の「ｲ. 明治
32年（法人課税の開始）」の部分， 6行目から
説明があります。「具体的には， 3種に区分さ
れた所得のうちの第一種の所得が法人の所得と
され，各事業年度の総益金から総損金，前年度
繰越金を控除したものに対して所得税が課され
ることとなり，これにより納税義務のある法人
については，事業年度ごとに損益計算書を政府
に提出すべきとされた（明治32年所法 7）。
　なお，この損益計算書については，毎事業年
度の通常総会終了後 7日以内に損益計算書を所
轄税務署に提出しなければならない（明治32年
所規 3）とされているため，原則として，通常
総会により確定した損益計算書に基づき，課税
がなされていたと考えられる。ただし，この時
点では，申告納税方式ではなく賦課課税方式で
あったため，確定した損益計算書により政府
（税務署）により所得金額の決定が行われ，会

したいと思います。まず 5つのアプローチのう
ち，最初のアプローチは歴史を調べるというこ
とです。これは「要点」に書いていますが，結
論として，確定決算主義の採用は明治32年の法
人課税開始時にさかのぼることができます（資
料⑤）。
　まず，法人課税の起源は明治17年です。明治
17年（1884年），所得税の草案が作成されまし
た。この時点では，所得税は個人だけではなく，
法人の課税も含めていました。
　この草案については，〈研究報告〉の27頁を
ご覧いただきたいのですが，27頁の⑶です。①
の「ｱ. 明治20年（1887年）（所得税法の創設）」
とあります。「本年」，これは明治20年です。
「本年に法人税の前身となる所得税法が創設さ
れた。明治20年当時の租税収入の大部分は，地
租」，いわゆる土地に対する税金ですね，「地租
及び酒税等によっていたが，国費の膨張及び租
税負担の均衡を図る必要性から，外国の制度を
参酌して所得税法が創設されるに至った」とい
うことです。
　ここからが本論です。「この所得税法の創設
に先立ち，明治17年12月に所得税法の草案が作
成されており，この草案においては，『第 1条　
所得税は資産又は努力より生ずる所得高に課す
べし』として，会社と個人に対して課税するも
のとされていた。また，同草案では，商工業等
の所得については 2％～ 3％の 3段階の超過累
進税率課税とされていた。なお，会社は『損益
決算ノ日限確定セシトキハ』」，要は決算が確定
した日だと思いますが，「『其旨十日以前ニ郡役
所ニ届出ヘシ』とされ，税務職員が之を臨検す
ることがあるとされていた。これは，『諸会社
ノ所得高ヲ定ムルニハ損益決算表ニ據ルヲ法ト
ス』るが，事前の届け出は脱税防止のためのも
のであると説明されている」ということです。
「説明されている」というのは，所得税法の草
案に解説文が付いているのです。当局ベースの
説明書きのことを指しています。
　つまり草案では，法人課税については損益計
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4 項がありまして， 1項， 2項， 3項は今でも
変わっていません。ただし，40年の時点では，
公正妥当な会計処理基準の規定はまだなかった
のです。公正妥当な会計処理基準に従うという
規定は，その隣の昭和42年の改正法人税で創設
されました。
　この年に第 4項が入っていると思いますが，
「第二項に規定する当該事業年度の収益の額及
び前項各号に掲げる額は」，これは損金のこと
ですね，「一般に公正妥当と認められる会計処
理の基準に従って計算されるものとする」とさ
れ，それが現在でも引き継がれているというこ
とです。
　この42年の改正による公正処理基準の創設な
のですが，その趣旨というか，意味は，「公正
処理基準規定の創設は，税制の簡素化を目的と
したものであり，従来の課税所得計算を変更す
るものではなかった。よって，従来の税法及び
通達に含まれていた趣旨を確認的に規定したも
のと考えることもできる」（資料⑥）というこ
とで，公正処理基準は確認的規定であることが
要点です。
　それについて，武田昌輔先生の著作がありま
す。これは〈研究報告〉には載せていないので
すが，説明のために今回引いてみました。武田
昌輔先生は当時，大蔵省の主税局で法人税法の，
その前の40年改正の全文改正と，42年の公正処
理基準の創設にかかわった先生ですので，その
方の言葉として，少し長いのですが，読んでみ
ます（資料⑦）。
　「社会が複雑・多岐にわたるにつれて，さら
にその取扱いの内容を詳細に定める傾向が生じ，
いわばその複雑化は止まるところを知らずと
いった状況になりつつあった」，これは42年改
正前の状況のことです。
　「複雑化は止まるところを知らずといった状
況になりつつあった。実際問題としては，税務
行政は通達行政が中心となっていたのである。
つまり納税者の側では課税上の疑義が生ずると，
まず取扱通達を克明に調べ，その取扱いが明確

社に通知された」ということです。
　ですから，草案時から既に確定決算主義の構
想があって，実際に課税された明治32年から，
P/L を基に課税所得が算定されたと言えるわ
けです。
　その後，随分飛びますが，昭和22年に形式的
意義の確定決算主義の法文化が行われました。
〈研究報告〉の31頁です。〈研究報告〉ではずっ
と大きな改正ごとに論述化してありますので，
お帰りになってお読みいただければと思います。
ここではポイントだけ，ご説明します。
　31頁の「ク. 昭和22年」の改正のところです。
昭和22年，全法人に対して申告納税方式が採用
されたという改正ですが，そこの第 3パラグラ
フ，「そして，この申告納税方式と同時に，『納
税義務がある法人は，（中略）各事業年度終了
の日から二箇月以内にその確定した決算に基づ
き，当該事業年度の普通所得金額（中略）を記
載した申告書を政府に提出しなければならな
い』（昭和22年法法18条①）という規定が創設
され，形式的意義における確定決算主義が明文
化されることになりました。なお，この規定は
昭和40年の全文改正においても，法人税法第74
条第 1項として，現行の法人税法に引き継がれ
ている」ということです。
　先ほどの条文をご覧いただいたと思いますが，
現行の法人税法74条 1 項は，この22年の改正で
創設されたことになります。ここで形式的意義
の確定決算主義が法文化されました
　次の改正は昭和40年（1965年）で，この年に
法人税法の全文改正が行われました。このとき
に，現行の法人税法22条の原形が創設されてい
ます。〈研究報告〉の32頁と33頁にかけまして，
今の法人税法22条の改正の推移を示しています。
　課税所得の計算方法の基本原則の規定ですが，
それまで昭和39年の法人税法は 9条 1項に規定
がありました。その内容をご説明する時間はあ
りませんが，ご覧のとおりです。
　今の22条の条文は，その隣の40年の改正法人
税で創設されました。これは 1項， 2項， 3項，
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性質のものであるということです。
　以上が確定決算主義の歴史の話です。ポイン
トは，確定決算主義は明治17年の所得税法の草
案の時期から構想があって，明治32年の法人税
課税の開始時から動いていたということです。

2 - 3 ．確定決算主義と損金経理要件
　次は損金経理要件の話です。資料⑧で「損金
経理要件の本報告書での位置付け」ということ
で，損金経理要件は，実質的意義の確定決算主
義の厳密な具現形態という位置付けをしていま
す。
　〈研究報告〉の25頁をご覧いただきたいので
すが。25頁の第 2パラグラフ，「決算調整事項
とは」とありますが，そのパラグラフの 9行目，
「損金経理要件は，『法人がその確定した決算に
おいて費用又は損失として経理すること』（法
法 2二十五）を要件として，課税所得の計算上，
当該取引を損金として認めるものであるが，売
上や仕入取引など客観的事実に基づく取引とは
異なり，固定資産の減価償却費，資産の評価損
などの内部取引や法人税法上選択可能な例外的
な費用・収益の認識基準の採用といった法人の
意思決定が企業利益及び課税所得に重要な影響
を与える場合に，法人の意思決定を最終的に確
認する手段として要求されるものである。損金
経理要件は，このように実質的意義の確定決算
主義が厳密に反映される部分であるといえよ
う」というとらえ方を，〈研究報告〉ではしてい
ます。
　簡単に申し上げますと，損金経理要件は企業
会計上，費用又は損失として経理をしないと，
申告調整ではそれを一切認めないということで
すから，企業の計算と課税所得計算をリンクさ
せるという意味で，厳密な確定決算主義の現れ
方ということが言えるかと思います。
　以上，まず最初に損金経理要件の確定決算主
義における位置づけを述べました。
　 2つ目に損金経理要件の法文化について述べ
ます。これは昭和40年の法人税法の全文改正に

でない場合には，課税庁に伺いを立てるという
有様であった。このような状態であったから，
その取扱通達は益々複雑化し，他方納税者は，
逆にその発せられる多量の取扱通達をフォロー
することに汲々とするという有様であった。い
わば税務実務として崩壊寸前であったともいわ
れている。（中略）。
　法第22条 4 項は，このような背景の下に，前
記収益・費用・損失は，『一般に公正妥当と認
められる会計処理の基準』に従って計算される
ものであることを明らかにすることによって，
かかる会計基準に依存するべきことを明らかに
したのである。これはある意味においては当然
のことを明らかにしたものと解すべきであると
同時に，他方，税法独自の解釈は許さないとす
る意味で重要な規定であると考える。
　また，このように企業会計の基準に従って解
釈をするという意味において，つまり，その解
釈については企業会計に委譲することを明らか
にしたという意味において，税制の簡素化を目
的としたのである。権限の移譲こそが簡素化を
するための要諦だからである。（中略）。
　いずれにしても収益，費用・損失は企業会計
の立場から解釈されていたところであって」，
従来からそういった立場であったということで
す。「この点からみれば法第22条第 4項の規定
は，むしろそのことを明らかにした宣言規定と
解すべきである。国税庁通達もこれを機に，簡
素化されて」，この後に昭和44年の法人税の基
本通達の大改正があったのですが，その改正の
ことです。「税法固有の規定に関するものは別
として，企業会計上の一般的な定めは大幅に削
除された。いってみれば，かかる定めは，企業
会計上明確であって，なんら規定を要しないば
かりでなく，かえって，ことさらにかかる取扱
いを定めていることが奇異な感を抱かせていた
からである」。
　ということで，法人税法22条 4 項は，新しい
ものをやりなさいということではなく，従来か
らやられていたことを確認的に規定したという
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て申告するのであるから，申告に当たっては次
のようなことに注意しなければならない。」と
し，さらに⑴において，
　「⑴資産の評価損益及び減価償却の金額は，原
則として株主総会の承認又は総社員の同意を得た
金額に限るのであるから申告書においてその資産
の評価損益及び減価償却の金額を増減することは
できない」ということで，申告調整できないもの，
減価償却と資産評価損益について，それを規定し
ていた通達があったということです。
　昭和40年の改正において，さらに損金経理の
内容が恐らく増えたのではないか，今の規定に
近くなったのではないかと思います。以上，損
金経理要件の法文化について述べました。
　では現行法で，どういったものに損金経理要
件が課されているかということが資料⑧の⑶で
す。これは〈研究報告〉の36頁に詳しく書いて
おりますが，こちらの資料では，それを要約し
ていますので，こちらでご説明します。
　まず「①企業の内部取引」，これは客観的な
外部取引ではなく，企業の見積計算により計上
されるもので，代表的なものは減価償却費，そ
して資産の評価損などです。こういったものが
損金経理を要求されます。
　「②選択可能な処理」，まず長期割賦販売を採
用した場合の経理です。これは P/L に落とし
込まないと，税務上も認められません。次は長
期大規模工事以外の選択制の工事進行基準で，
これも P/L に落とさないと，税務上認められ
ません。
　「③特定の外部取引」，外部取引も，やはり損
金経理要件が要求されるものがあります。まず
利益連動の役員給与，そして少額の減価償却資
産の損金算入，これも損金経理が要求されてい
ます。
　一様に言えるのは，内部取引，いわゆる見積
もりの要素の介入するものと，あとは選択可能
な処理については，損金経理が要求されている
ことがポイントかと思います。
　資料⑨の⑷は損金経理要件の趣旨なのですが，

よって法文化されたものです。ただし，それ以
前は昭和25年の通達において類似の取り扱いが
行われていました。
　〈研究報告〉の 9頁をご覧いただきたいと思
います。 9頁の第 2パラグラフ，「『損金経理』
という用語は，昭和40年改正法人税法において
創設された用語であるが，改正前においても同
様な取扱いが行われていた。用語の創設理由に
ついては，『旧法の確定決算基準に関する規定
は必ずしも充分でない点があるので制度を存置
する以上は確定決算基準を明確化して置く必要
があると考えられます。そのため新法において
は，確定決算基準が要求されている事項につい
ては，「損金経理」という用語を用いることに
よりこの点が明らかにされています』と説明さ
れている」ということです。これは昭和40年の
「改正税法のすべて」の記述です。
　ここでは，確定決算基準イコール損金経理だ
というような，少し狭い見方といいますか，か
なり限定された範囲でのとらえ方で記述されて
いると考えられます。
　損金経理という用語は，この40年の改正で用
いられたのですが，その下の注で，それ以前の
通達の話を書かせていただいています。「昭和
40年改正前法人税法第18条及び第21条において，
『その確定した決算に基き当該事業年度の課税
標準たる所得金額及び当該所得に対する法人税
額を記載した申告書を政府に提出しなければな
らない』と規定されていた。そして，ここにい
う『確定した決算に基づく申告』については，
昭和25年 9 月25日付法人税基本通達直法 1 -100
「315」⑴において，資産の評価損益及び減価償
却費については，これを決算に反映しなければ
申告書上で調整することはできないことを意味
するものとされていた」と記述しています。さ
らにその通達（昭和25年 9 月25日付法人税基本
通達直法 1 -100「315」）を下に書いております。
　そこでは，「法第18条又は第21条の『その確
定した決算に基づく申告』とは，株主総会の承
認又は総社員の同意を得た計算書類を基礎とし
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る防止に寄与するとも考えられていること」と
いうことです。税収の安定性というのは，私自
身は少しぴんとこないのですが，粉飾の防止は
確かにそうかと思います。損金経理要件が無け
れば，利益はどんどん上げて，だけど税金は少
なくできるというのが粉飾には結び付くことは，
確かにあると思います。ただし，会計監査のな
い非上場企業等が前提です。
　「エ. 税制執行上の便宜性を図ること」。税務
当局のことですが，「法人に選択の余地が認め
られている事項については，課税庁による税制
の執行の立場から，法人の計算内容の妥当性を
逐一チェックすることは不可能に近いので，税
務行政上の困難を避けるため，これをできるだ
け画一的に規制することが必要であること」と
いうことです。
　申告調整が少なければチェックの作業も確か
に少なくなるということなのでしょう。以上の
ような趣旨については，かなり権威のある方々
から述べられているわけです。私個人的には，
なるほどそうかなという部分もあるし，個人的
にはぴんとこない部分もあるのですが，恐らく
損金経理のポイントは，確定した決算数値と課
税所得を連動させることによって，法人による
所得計算の恣意性を排除し，公平性と安定性を
確保する，そういったところにあると言いたい
のかなという感じがします。恣意性を排除し，
課税の公平性と安定性を確保するというところ
がポイントかと思います。
　煮え切らなくてすみませんが，そういった趣
旨で損金経理要件が課されているとご理解いた
だければと思います。
　損金経理要件の 4番目として，趣旨と根拠に
ついて申し上げました。次に 5番目として，損
金経理要件の問題点です（資料⑨の⑸）。かな
り大きなポイントと理解しています。
　それについては〈研究報告〉の10頁，「③損
金経理要件の問題点」において，逆基準性と税
務メリットの放棄の 2つを挙げています。10頁
の一番下です。「損金経理は②で述べたように，

これは〈研究報告〉の10頁をご覧いただきたい
のです。なぜこの損金経理要件があるのか，
〈研究報告〉の10頁の②で整理しています。
　これはいろいろな権威があるといわれている
文献をたくさん取り寄せまして，あるメンバー
が一生懸命書いたもので，うまく整理されてい
ると思います。「損金経理要件の趣旨・根拠に
ついては以下のように考えられているようです。
　「ア. 課税の安定性・公平性を図ること。法人
税法上，法人に選択の余地が認められている客
観的事実以外の企業の評価，判断ないし決算態
度に属する事項については，法人の最終的な意
思表示を申告書によってではなく，確定した決
算に明示することにより法人の恣意的な計算を
抑制して，所得計算の真実性を保証し，できる
だけ所得計算を画一的に扱って課税上の安定
性・公平性を図ること」ということです。
　選択の余地があるものについては，決算書に
表示することによって課税の安定性・公平性が
図れるのだということですが，私個人としては
何かわかったような，わからないような感じが
本音です。
　次に，「イ. 企業の内部留保を確実にすること。
損金経理を条件として損金の額に算入すること
を認めることにより，配当金が抑制され，当該
金額の内部留保を確実にし，その資金が企業目
的のために活用されることを意図すること」と
いうことで，費用が多くなるのですから，分配
可能額が減りますので，内部留保が増えるとい
うことです。それはそうかもしれませんが，配
当を抑制するのがいいのか悪いのかというのは，
また別の問題です。
　「ウ.税収の安定性を図ること」。これはアとか
ぶる部分ですが，「恣意的な計算を抑制して所得
計算の真実性を保証することにより，税収の安
定性を図ること。また，確定決算主義によらず
申告調整主義によれば，申告調整は会社の決算
利益より課税所得が減少する方法で行われるこ
とが考えられ，損金経理要件を課すことが税収
の安定性に適い，かつ，法人の粉飾決算に対す
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います。
　IFRS が連結財務諸表に対して強制適用（ア
ドプション）されると，例えば耐用年数を例に
とりますと，その企業の使用実態に沿ったもの
を，各企業で独自に耐用年数を設定しなければ
なりません。そうしますと，それを連結ベース
で修正してしまえばいいではないかという話は
もちろんあるのですが，例えば連結子会社が非
常にたくさんある場合には，それを連結上だけ
で修正するのは，なかなか難しくなります。や
はり個別に落とし込んでいくという話も出てく
るでしょうし，もう 1つは，連結財務諸表に
IFRS とのアドプションが行われると，個別は
法人税法でいいのかという話も当然出てくると
思うのです。いわゆる連結との整合性の問題で
す。
　そうすると，耐用年数が当然クローズアップ
されるわけで，税務申告は個別の財務諸表が基
礎になりますから，個別の財務諸表で，仮に企
業が採用した会計上の耐用年数が税務上の耐用
年数よりも長いということになると，P/L で
は償却費が少なく計上されるということです。
　税務上は損金経理要件が課されているので，
限度額との差額部分は損金に算入できないわけ
です。そうすると税務メリットを享受するのが
長くなる，先送りになるわけです。
　そういった税務メリットの放棄の問題と，逆
に税務メリットを受けるためには，個別財務諸
表において企業が IFRS 上の耐用年数を放棄し
なければいけないということになるので，
IFRS ベースで考えれば，それは個別の財務諸
表をゆがめることになります。
　税務メリットの放棄の問題，ないしは逆基準
性の問題が生じてくるということで，損金経理
要件はそういったデメリットを生じさせる可能
性を持っています。
　資料⑩をご覧いただきたいのですが，①と②
は今申し上げた内容です。「③対処」ですが，
「財務諸表の適正性に関して金商法等の規制を
受ける法人」，具体的には上場会社です。上場

特に課税当局にとってメリットのある制度であ
るが，納税者にとっては，逆基準性の問題ない
しは税務メリットを享受できないといった問題
がある。損金経理要件が課されている代表的な
ものとして減価償却費を例に説明する」という
ところで，少し飛びます。その11頁の第 3パラ
グラフ，真ん中より少し上，「係る損金経理要
件規定及び耐用年数，償却方法及び残存価額に
ついて具体的な規範を有しているのは，税法の
みであることから，償却費の計上については，
法人税法の償却限度額計算の規定に従うことが
企業の実務慣行として定着しており，会計上も
これを容認してきた」，これは委員会報告に示
されています。
　次が本論で，「このため，例えば企業の使用
実態に沿った固定資産の経済的耐用年数が法人
税法で定めるものよりも長い場合に，企業が税
務メリットを享受したいが故に，あえて企業会
計上も法人税法上の耐用年数で償却計算を行う
ことが考えられる。また，税務メリット享受の
ため，企業にとって，定額法が資産の経済的便
益が企業によって消費されるパターンを反映す
る方法であっても，あえて定率法を選択するこ
とも考えられる。このような場合，財務諸表の
適正性が法人税法の規定により阻害されること
になり，いわゆる逆基準性の問題があると考え
られている」ということです。
　さらに逆基準性は，19年改正による，250％
定率法の導入でさらにその傾向が強まっている
と言っています。
　その次のパラグラフ，「一方で，逆に法人が
経済的耐用年数及び適正な償却方法・残存価額
に基づき正規の減価償却を行って適正な財務諸
表を作成する場合には，償却に係る課税上の恩
典を享受できない場合が生じる。損金経理を課
さなくすれば，企業は申告調整で減価償却費を
追加で損金算入できるので，これらの問題は生
じなくなる」ということです。
　現行の企業の減価償却の実務としては，法人
税法の規定に従っている場合がほとんどだと思
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　まず「⑴短期コンバージェンスへの法人税の
対応」ということで，これは既にコンバージェ
ンスが完了しています。ここでは，資料⑪「企
業会計への歩み寄りが行われているが，会計と
法人税で基本理念が相違する部分は差異が生じ
ている」というところがポイントです。
　〈研究報告〉の38頁をご覧いただきたいので
すが，図表 7に短期コンバージェンス項目，26
項目をすべて記載しています。短期コンバー
ジェンス項目はEUの同等性評価に係り，
CESR（EU証券規制当局委員会）が平成17年
7 月に補正措置を提案した項目です。それがど
ういった内容なのかということと，去年平成21
年の12月末時点でのASBJ の対応状況という
ことで，内容的には全部終了しておりますが，
どういった会計基準に反映されているのかとい
うことを書いております。
　その中で，税制との関連があるものだけを
拾って申し上げたいと思います。まず， 1「企
業結合」，コンバージェンスは企業結合会計に
おいて持分プーリング法を廃止するということ
で，これは既に廃止が行われています。
　 2と 3は税制とは関係ないので割愛します。
　 4「ストック・オプション」は，ストック・
オプションの費用化が，企業会計で行われまし
た。従業員からのサービス提供に応じて費用化
することになります。
　 7「企業結合（負ののれん）」，負ののれんが
企業結合によって生じた場合には，それを負債
に計上しないで，発生年度に収益として計上す
るということですが，これも既に企業会計では
手当てが済んでいます。
　その下， 8「棚卸資産の評価方法」，時価評
価と，それから後入先出法の廃止の話です。
　そして10「減損会計」。
　次の40頁に行きまして，下から 3つ目，17
「工事契約」も税制と関連があります。そして
19「廃棄費用」は，いわゆる資産除去債務の話
です。これも関係があります。
　41頁に24「資産除去債務」とありますが，こ

会社については，金商法の規制，具体的には経
営者の確認書や会計監査といった制度の存在で
財務諸表の適正性は確保されるので，課税の公
平性や安定性という話は，財務諸表を操作する
ことによってそういったリスクが生じるのであ
れば，それは上場会社に対しては当てはまらな
いのではないか，或いはリスクがすごく小さい
のではないかと思うわけです。
　従って，上場会社については財務諸表の適正
性は確保される，ないしはその可能性はかなり
高いので，課税の公平性・安定性は，損金経理
要件を課さずとも損金算入の限度額の設定のみ
で対処が可能であると考えられます。このよう
な上場企業に対しては，損金経理要件について
廃止を含め弾力的な見直しが望まれます。
　中小企業において損金経理要件を外せば，会
計上は融資を引き出すために粉飾をして，減価
償却を目いっぱい受けることが，損金経理要件
を外してしまうとできることになりますが（別
表 4を見れば見抜かれますが），上場会社につ
いては会計監査も入っていますし，経営者の確
認書も当局に提出しますから，財務諸表がゆが
められる可能性はかなり低いはずです。そう
いったところについては，損金経理要件を外し
て，限度額のみ設定し，課税の公正性ないし安
定性を図ることができると言えるのではないか
と，〈報告書〉では結論付けています。以上が
損金経理要件のお話です。

3．会計基準のコンバージェンスと
税制の対応

　会計基準のコンバージェンスの内，短期のも
のは，既に2008年12月までに対応が完了しまし
た。今，コンバージェンス作業は中期に入って
いるのですが，ここでは過去に行われた短期コ
ンバージェンスに対する法人税制の対応はどう
だったのかというお話をさせていただきます。
次に中期ないしは中長期にかかわる税制との接
点のお話をいたします。
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た場合には，企業会計では負ののれんは全部一
時に収益計上（償却）しますが，税務の場合は
5年で月割り償却をすることになっています。
これは強制規定なので，この部分については会
計上の利益を調整しなければならないというこ
とです。「法人税法は，負債調整勘定の計上年
度における一括償却は認めていない」と右に書
いています。負ののれんは会計上一時償却する
のですから，このままではあるべき申告所得よ
り企業会計の利益の方が多いので，調整しなく
ても実務的には何らトラブルは生じないので
しょうが，制度上は調整しなければなりません
（申告減算）。
　 3つ目に「ストック・オプション」です。
「法人税法上，ストック・オプション付与に伴
う従業員等の役務提供の費用の額は，所得税法
の課税時期との対応からストック・オプション
の権利行使時に発行法人の損金に算入する」と
いうことです。税制適格を除きますが，一般の
ストック・オプションは，権利行使時に発行法
人の損金に算入します。
　企業会計は，権利の付与日から権利の確定日
までにわたって費用計上しますので，費用の計
上時期が異なります。
　次に，「棚卸資産の評価方法」は税制も，ご
覧のとおり，19年度改正で，正味実現可能価格
による評価と，低価法の届け出をして，その低
価の取り扱いということになるのですが，低価
法を採用した場合，企業会計と同じような時価
概念で評価損を計上するということが手当てさ
れました。また，後入先出が一定の経過措置を
踏まえて廃止されましたので，これは企業会計
と齟齬のない改正が行われています。
　一番下の「減損会計」は，減損会計により計
上された減損損失は，法人税法上は資産の評価
損ですから，通常の場合は損金に算入すること
はできません。ただし，一番右に書いてありま
すが，減損損失は償却費として損金経理をした
額と見なされるということです。
　次の15頁，「工事契約」です。工事契約の税

れは，19と一緒に手当てされていますので，こ
れは先ほどの19と同じと考えていただきます。
24は，19に含まれます。
　今，短期コンバージェンスの項目の中で税制
と関係があるものを申し上げました。次に，そ
れに対して税制がどういった対応を行ってきた
のかという話をしますと，〈研究報告〉14頁に
戻っていただきたいのですが，図表 1とありま
す。これは今申し上げた短期のコンバージェン
ス項目のうち，税制と関連する部分について，
税制の対応をまとめたものです。
　まず一番上，「企業結合（持分プーリング法
の廃止）」です。税制の対応状況として，「平成
13年に創設された組織再編税制では，再編前後
の経済的実態の継続性を軸として適格概念を導
入した。適格要件を満たす組織再編は資産・負
債の簿価引継ぎ，満たさない場合には時価譲渡
となる。この適格概念は，平成15年10月公表
『企業結合に係る会計基準』の支配の獲得を基
準とした『取得』及び『持ち分の結合』概念と
は異なるものである」ということです。これは
持分プーリングを廃止しても，しなくても，結
局，資産・負債の時価譲渡か簿価引継ぎか，に
関しては，企業結合の区分の概念が企業会計と
法人税法で異なるのです。考え方が違うという
ことで，それに対して税制は別に対応していな
いということです。企業結合の会計の基準が変
わったところで，税制はそれに合わせて何ら対
応をしていないというのが結論です。
　次に，「企業結合（負ののれん）」です。今述
べましたように，企業結合自体は考え方が違う
のですが，負ののれんに絞って考えてみますと，
法人税法上，負ののれんに類似するものとして
非適格合併等が行われた場合の，負債調整勘定
のうちの差額負債調整勘定があります。差額負
債調整勘定は，当初計上額を60カ月（ 5年間）
で月割り償却を行い，償却額は益金に算入しま
す。
　会計基準との差異なのですが，仮に企業会計
の負ののれんが税務上の負債調整勘定と一致し
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形態の区分に関して考え方が基本的に異なる部
分がある。それを合致させない限り，両者の齟
齬は解消しない。ただし，税務上ののれんであ
る資産調整勘定の償却は，損金経理要件が課さ
れていないため，逆基準性を発生させない」。
　「このように」というところがまとめで，15
頁の一番下のパラグラフです。「このように，
所得計算に関する恣意性の排除及び費用の債務
確定性などの法人税法の基本的理念ないしは所
得税法等に抵触せずに改正が可能な部分につい
ては，企業会計基準に沿った法人税法の改正が
行われているが，そうでない部分については，
対応が進んでいないか又は抵触しない範囲での
一部の対応にとどまっているのが現状である」
と言えるのではないかと思います。
　私の個人的な印象としては，税務当局はかな
り企業会計に近づいた改正を今まで行ってきて
いるのですが，どうしても税の基本的な部分に
抵触する部分については，やはりそれを守って
いるということが特徴かと思います。
　以上が短期コンバージェンスと税制の対応で，
次は中期コンバージェンス以降の話をさせてい
ただかなければいけません。中期以降について
は，〈研究報告〉の42頁をご覧いただきたいと
思います。
　中期のコンバージェンス項目は，当初の計画
では来年，2011年 6 月までに完了する，会計基
準の公表までいくというスケジュールで進んで
おりましたが，ASBJ はさらにそれを早めて，
今年の2010年12月までに会計基準の創設を終え
るというように，現在進んでいます。その項目
です。
　この表の構成は，左がコンバージェンスの項
目です。その次に内容・適用時期，真ん中は去
年12月時点のASBJ の対応状況です。そして
右がポイントで，「考え得る税制との接点」と
いう形でまとめています。上からざっとご説明
します。
　「セグメント情報」は注記情報ですから，税
制との接点は関係ありません。

制の対応は，平成20年度改正において①から③
の改正が行われています。まず①工事進行基準
の対象にソフトウエアが加わりました。②工事
進行基準が強制される長期大規模工事の範囲が
緩和され，拡大されています。そして③長期大
規模工事以外の工事請負で，工事進行基準が選
択適用できる工事請負に損失が生じると見込ま
れる工事もその対象とされたということで，平
成20年度改正で工事進行基準の対象範囲が広げ
られています。
　そういった意味では，企業会計の工事進行基
準の原則強制適用に対応して，税制の範囲で，
できるだけ企業会計に歩み寄った改正が行われ
たと言えると思います。ただし，工事損失引当
金の計上は税務上も認めていません。
　最後は資産除去債務の話で，「廃棄費用，資
産の除去債務」です。「将来の有形固定資産の
除去費用及び有害物質の除去費用は，実際の除
去行為が行われるまでは法人税法上債務が確定
していないものとされ，損金に算入することは
できない」ということで，資産除去に伴うコス
トは，除去行為が実際に行われるまでは損金に
なりません。これは企業会計と明確に異なりま
す。
　「③税制改正の特徴とまとめ」ですが，短期
コンバージェンスに関しては次のようなまとめ
方ができるのではないかということです。
　「ア. 棚卸資産の評価方法，工事契約はほぼ企
業会計基準に沿った改正が行われている事実が
ある。ただし，工事損失引当金は債務確定性の
観点から認められていない。
　イ. ストック・オプションについては，所得
税の課税時期との関連で，役務提供費用の損金
算入時期が企業会計と異なるものとなっている。
　ウ. 減損会計，資産除去債務など恣意性の排
除又は債務の確定性の問題から，企業会計に対
する対応が全く行われていない事実がある。こ
れらは法人税法の基本的理念との調整を要する
側面がある。
　エ. 企業結合と組織再編税制とは，その再編
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の対応をどうするかということに関して，コメ
ントが付されているのです。
　何が問題かというと，結局，過年度に遡及し
てしまうと，会社法上，株主総会で承認した計
算書類を，もう 1回承認を取り直さなければい
けないかどうかという問題が当然出てくるわけ
です。それについて，会社法上の立場を書いて
います。
　読むと，論拠はクリアではないのですが，結
論は取り直さなくていいということなのです。
ですから，会社法上は決算修正の株主総会をや
り直す必要はないのです。
　そうすると，税はどうなのかということにな
るわけです。法人税は，会社法上は取り直さな
くていいのだから，確定決算主義の文言に従え
ば，もう確定したものを申告してしまっている
のだから，過去のを遡及修正しても関係ないよ
（つまり申告はやり直さなくてもいい）と形式
的にはなるのかもしれないけれど，わからない
ですよね。会計を過去に遡及して修正した場合
に，修正前の申告所得が少なかったということ
になることもありますので，会社法の解釈を法
人税にそのまま当てはめることは，すんなりい
かない感じがします。ただ，これに関しては税
務当局の見解はまだ出ていないのです。どうい
う対応をするのか，わかりません。これは非常
に大きな論点だと思います。
　では，税務上も申告し直すという話になりま
すと，税額が増えれば修正申告，税額が減るの
であれば更正請求になるのですが，そうすると
時効との関連で国税通則法の改正も考えられる
という大きな問題になってくると思いますが，
税務当局の見解は今のところ出ていません。
　会社法は，先ほどの「商事法務」で立場が示
されています。ご覧になりたい方は，43頁の脚
注47に索引が出ていますので，バックナンバー
をご覧いただければと思います。
　次は「廃止事業等」で，これは表示の問題で
税務とは関係ありません。
　「無形資産」については，コンバージェンス

　次に「企業結合」です。 2つに分けています
が，下の方，「のれんの償却」です。コンバー
ジェンスの内容は，正ののれんについては規則
的な償却は行わないで，減損で対応するという
動きで今進んでいます。「税制との接点」です
が，正ののれんについては，税務上はいわゆる
組織再編税制の資産調整勘定として認識できる
場合と，それから，その内容は非常に難しいも
のがありますが，税務上の無形固定資産の営業
権として認識する場合と，両方の可能性が考え
られます。そういった区分けをしていまして，
まず⑴，資産調整勘定として認識した場合には，
税務上，資産調整勘定の償却は損金経理要件が
課されていないのです。ですから，償却につい
ては会計上償却費を認識しなくても税務メリッ
トを享受できます。
　ただし⑵，資産調整勘定の定義に該当しない
で，税務上，無形固定資産の営業権として認識
した場合には，損金経理要件は課されているの
で，企業会計上費用処理しないと，税務上も損
金にはなりません。
　その下，「過年度遡及修正」です。これは既
に会計基準は公表されておりますが，会計方針
を変更した場合，ないしは過去の誤謬の修正を
行う場合には，過去にさかのぼって遡及的に企
業会計の数字を直すことになっています。会計
上の適用時期は平成23年 4 月 1 日以降開始事業
年度からです。
　「税制との接点」は非常に深い問題がありま
す。表の中を読みます。「会社法上，会計上の
遡及処理は，確定手続という制度的制約のない
財務諸表の数値を遡及的に修正することを想定
している。よって会社法上，過去の確定した計
算書類が変更されることはない」，この部分で
切ります。これはご存じの方も多いと思います
が，去年2009年の「商事法務」の 5月号に，
「会社法における過年度事項の修正に関する若
干の整理」という論文が掲載されて，民事局の
検事の方が書いているのですが，これは今の遡
及修正の会計基準の創設にかかわって，会社法
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は既に IFRS が2005年から適用されております
が，再評価モデルを採用しているというところ
はほとんどないので，多分これは実務的には問
題にならないかと思います。
　「耐用年数」に関しては，「法人税法では，無
形資産は『無形固定資産』として価値の減少し
ないものを除き減価償却資産として，限定列挙
されている（施行令13条八）。よって，耐用年
数を確定できない減価償却資産としての無形固
定資産という考え方は法人税法では示されてい
ない。また減損に係る資産の評価損に関しては，
IAS36の減損に比べ，物損・再生案件に限られ
るため，適用範囲が限定的である」と言えます。
以上，中期コンバージェンス項目と税制との関
連について述べました。
　次は中長期のコンバージェンスの話です。
〈研究報告〉44頁の図表 9にその内容が書いて
あります。
　まず，「連結の範囲」は関係ありません。
　「財務諸表の表示」は既に会計基準が出てお
りますが，包括利益の話です。包括利益の中の，
その他の包括利益が課税所得とどのように絡ん
でくるのかが問題になるということですが，取
りあえずASBJ は，今年 6月に公表された会
計基準では，個別財務諸表は 1年間，包括利益
の適用を判断を保留するとしていますので，取
りあえず個別課税所得との関連は今までどおり
で考えていいということです。
　「収益認識」は皆さんご存じだと思いますが，
今まで，例えば物販であれば出荷基準で売上計
上して，税務上もそれでよかったのですが，そ
れがもっと後寄りになって，検収基準だとか着
荷基準になると，税務上どうなるかという話で，
その辺でどういった税務上の対応が出てくるの
か，或いは出てこないのかというところが問題
になると思っています。
　「負債と資本の区分」は，負債と資本の区分
の見直しが金融商品について行われるのですが，
「税制との接点」については，負債に区分され
るか資本に区分されるかによって，支配利息に

は 3つの切り口があって，まず一番上の「研究
開発費」と書いているところですが，これは一
定要件を満たす場合の社内研究開発費は資産計
上するということです。今までは基礎的研究費
も，基礎研究後製品化が行われるまでの開発費
も，すべて費用計上することに企業会計上は
なっていましたが，その後者の部分，基礎的研
究に該当しない具体的な製品化に結び付く開発
コストについては，資産計上して償却をすると
いう方向に進んでいます。
　「事後測定」は研究開発費を資産計上した後
の話で，決算のときに，その簿価のまま，つま
り取得原価のまま繰り越して償却をするのか，
時価で評価し直すのかという 2つのモデルがあ
るということです。
　「耐用年数」については，税法上の耐用年数
ではなく，有形固定資産と同じように企業が見
積もった，利用可能な年数を見積もって償却す
ることになります。その年数が見積もれない場
合には，償却してはいけないことになっている
ので，それについては減損で対応することにな
ります。
　それに対する「税制との接点」で，一番右で
すが，まず資産計上された開発費について述べ
ています。「法人税法上，開発費は繰延資産に
該当し，損金経理を要件として，各事業年度に
おいて開発費相当額までの償却費の損金算入が
認められている」，全部損金算入できるという
ことです。
　「したがって，企業が会計上開発費を資産に
計上し，独自の償却年数で償却することは税務
上も容認される。よって，減価償却費の認識額
について企業会計と法人税法で齟齬は生じな
い」ことになります。ただし，損金経理が要求
されているので，税務メリットの放棄の問題は
あります。
　次は「事後測定」で，「法人税法上，再評価
モデルに相当する規定はない」，時価で評価し
直すという規定はないということです。実際に
ヨーロッパの適用例とかを見ても，ヨーロッパ
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4．諸外国の状況

　最後に諸外国の話をします。取り上げた国は，
フランス，ドイツ，イギリス，アメリカです。
前半のヨーロッパ 3国については，既に上場会
社に対しては2005年から，連結ですが，IFRS
が強制適用されて，IFRS ベースで開示をして
います。それに伴って，個別の自国の会計基準
もコンバージェンスが進んでおり，今の日本の
先行的な例として見ることができます。
　まずフランスで，〈研究報告〉の46頁をご覧
いただきたいと思うのですが，図表10の一番上
に，フランスにおける会計基準の適用関係を整
理しています。EURONEXTという市場に上
場する企業については，連結財務諸表について
は IFRS が強制適用となっています。個別財務
諸表については，PCGという，フランスの
GAAP，自国の会計基準を適用することになっ
ています。右側のEURONEXTに上場してい
ない企業については，連結は IFRS もしくは
PCGの選択適用となっています。そして個別
財務諸表は PCGでやることになっています。
　税務申告については，資料⑬を見ていただき
たいのですが，「①自国のGAAPである PCG
に基づき税務申告を行う」「②基本的には損金
経理要件が要求されている」「③減価償却に関
して，従来会計は法人税法の耐用年数を利用し
ていた」「④ PCGのコンバージェンスが進行し，
減価償却費の規定を IFRS に合致させたため，
PCGと法人税法で耐用年数の乖離が生じてい
る。そのため，税務メリットの放棄・逆基準性
の問題が生じている」ということで，まさに日
本がこれから想定され得る問題の先行例として，
フランスが挙げられるかと思います。
　ここでは要点だけ書いておりますが，この辺
の詳しい話は，〈研究報告〉の46頁以降に頁を
割いてご説明していますので，後でご覧いただ
ければと思います。読んでみると結構面白いと
思います。この辺は，海外，特にEU諸国の制

なるのか，それから資本では，資本のコストは
配当ですから，配当となるのかで，損金に算入
されるのか，されないのかという問題が出てき
ます。
　「金融商品」は，国際会計基準の金融商品の
簡素化と，すべての金融商品を時価評価すると
いう 2つの流れがあるのですが，企業会計で時
価評価の内容が拡大されたときに，税務上はど
ういった対応をするのかということがポイント
になります。
　45頁の「退職給付」です。今，退職給付は一
切認められていないので，関係ないといえば関
係ないということです。損金として認めてほし
いのですが，現行法人税法上は退職給付引当金
はないので，関係ありません。
　「リース会計」は今，コンバージェンスもそ
うですが，IASBの方では，いわゆるオペレー
ティングリース，レンタルについても使用権と
して認識し，通常のファイナンスリースと同じ
ように，区別せずに借り手にて資産として計上
するという方向で議論が行われています。
　そうすると，ASBJ の会計基準も，そういっ
た流れでコンバージェンスの検討が行われてい
て，そういった場合に法人税法では，今まで会
計と同じように賃貸借処理を行っていますが，
それをどうするのかという問題が出てきます。
　あとの 3つ，「 1株当たり利益」は注記なの
で関係ありません。「引当金」については今，
法人税法は負債性引当金はすごく縮小していま
すので，企業会計が動いても法人税はどうなの
かなという感じです。「保険」は，ご覧のとお
りです。以上が中長期ということです。
　やはり今までの会計とはかなり変わる部分も
出てきますので，法人税法等の調整範囲は狭く
なることはなく，広がっていくと言えるかと思
います。もう 1つの大きな問題は，過年度遡及
修正の話で，税務はどのような対応をするのか
というところが大きな注目点かと思います。
　資料⑫のコンバージェンスとアドプション・
スケジュールについては省略します。
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ていないと，これをまとめた会計士からは聞い
ています。
　ドイツは既に損金経理要件がなくなり，今，
確定決算主義をどうするかという話になってい
るそうで，ドイツも要注目です。
　次はイギリスで，〈研究報告〉の52頁，図表
12にイギリスの会計基準の適用関係を整理して
います。まず，ロンドン証券取引所に上場して
いる企業，そしてAIMという新興市場につい
ては，連結は IFRS 強制，個別財務諸表につい
ては IFRS と，自国のGAAPである FRS の選
択適用が認められています。PULS 市場は
AIMよりもさらに小さな会社の市場らしいの
ですが，PULS 市場と非上場企業についてはご
覧のとおりで，小規模企業以外については，
IFRS・FRS の選択適用，連結・個別もです。
小規模企業については，FRSSE という中小企
業の会計基準があるそうで，その選択適用も認
められます。
　従ってイギリスは，資料⑭ですが，「①全企
業で個別財務諸表に対して IFRS を適用するこ
とが可能である」「②近年公表される自国の
GAAP（FRS）は，IFRS 又は IAS と同じ内容
のもの」「③自国のGAAP（FRS 又は FRSSE）
又は IFRS に基づき税務申告を行う」，特徴的
なのは「IFRS の基づき税務申告を行うことが
できる」というところです。「IFRS を含めた
確定決算主義が制度化されている」「④損金経
理要件は明示的な規定はなし」だそうです。
　最後にアメリカは，皆様方ご認識のとおり，
会計と税は基本的に分離しています。従って，
今は2002年のノーウォーク合意をきっかけに，
IASBと FASBの間でコンバージェンスの動き
が進んでおりますが，税制には大した影響を与
えないのではないかと〈研究報告〉の20頁で述
べています。
　まとめてみますと，資料⑬にありますように，
「確定決算主義及び損金経理要件との関係で，
今後のフランスとドイツに注目する必要があ
る」ということです。

度に強い会計士がメンバーにおりまして，その
方にまとめてもらいました。
　次にドイツです。ドイツは，研究報告の49頁
を見ていただきたいと思います。49頁の図表11
で，「ドイツにおける会計基準の適用関係」で
す。まず上場企業は，EUですので，連結は
IFRS の強制適用です。個別財務諸表は，ドイ
ツの個別のGAAPであるHGB（ドイツ商法典）
で作成します。ただし，「情報提供目的での
IFRS の任意適用は可能である」ということで
す。情報目的ということですので，IFRS で作
成しても，もう 1つ HGB基準で作らなければ
いけないということになります。
　次に非上場企業については，連結は企業の選
択権を認めて，IFRS もしくはHGBのいずれ
かが適用されます。個別は先ほどと同じです。
HGBもしくは，情報目的としては IFRS を適
用していいが，その場合でもHGB基準の財務
諸表は作らなければいけません。
　ドイツの最近の動きを，資料⑬に整理してい
ます。まず，税務申告は自国のGAAPである
HGBに基づき税務申告を行います。ドイツは
会計基準が，会計基準として定められているの
ではなく，商法の中に全部入っています。商法
の中に規定があって，商法に従うことになって
います。
　また，②日本の確定決算主義に相当する「基
準性の原則」がドイツ所得税法 5条に定められ
ているということです。法人税は所得税法の中
で規定されています。損金経理要件，「逆基準
性の原則」も，同 5条に定められています。
　問題は次で，③個別会計基準のHGBのコン
バージェンスが進み，2010年 1 月 1 日以降開始
事業年度より商法典及び所得税法において，逆
基準性の原則（損金経理要件）が廃止されたそ
うで，今は基準性の原則が論議の対象になって
いるそうです。
　以上，フランスは日本とかなり類似している
のですが，損金経理要件をなくしてほしいとか，
確定決算主義がどうだという議論にはまだ至っ
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られます。従って，申告調整の煩雑化と損金経
理要件の弊害が拡大するのではないかと認識し
ています。
　「④諸外国の状況」です。フランス，ドイツ
は，日本と類似した所得計算制度を有していま
す。特に損金経理要件に関して，日本と同様の
問題が生じています。ドイツは逆基準性の原則
（損金経理要件）を廃止しました。フランス・
ドイツは日本の先行事例として今後要注意とい
うことです。
　「⑤中小企業」です。確定決算主義を放棄す
ることは困難であるという結論が出ました。
　最後に，確定決算主義に係る提言です。資料⑰
と資料⑱になります。
　⑴確定決算主義の見直しは現段階では時期早々
であろう，所得計算の簡便性のメリットは，やは
り大きいのではないかということであり，もう一
つは損金経理要件の見直しです。
　⑵財務諸表作成目的の2極化現象と損金経理要
件ということで，ポイントは財務諸表の作成目的
の2極化です。上場企業と上場企業以外の企業と
では，作成目的が異なっているのではないかとい
うことです。
　つまり，ア上場企業では IFRS へのコンバー
ジェンスが進み，投資価値判断のための将来予
測に資する財務諸表，これが主要な作成目的に
なってきます。イ上場企業以外は，非上場でも
大きな会社がありますから，すべてではありま
せんが，大体において財務諸表の作成目的は分
配可能額の計算，ないしは課税所得計算の基礎
とする傾向があります。
　これを踏まえ，上場企業について提言をまと
めています。上場企業については，財務諸表の
作成に際して，マーケット情報及び将来予測情
報の取り込みが必要になってきます。そのため，
課税公平性の観点から，見積要素を可能な限り
制限する法人税法の理念とは相いれない方向に
進む結果，会計上の利益と課税所得のかい離が
進みます。そのため，損金経理要件による税務
メリットの放棄，ないしは逆基準性の問題が生

5．会計基準のコンバージェンスと
中小企業

　次は中小企業です（資料⑮）。皆様方は上場
企業の方々ばかりなので，中小企業はあまり接
点がないと思いますが，私どもは中小企業で仕
事をする機会もたくさんありますので，そう
いった印象も含めますと，中小企業は人員的に，
コスト的に，経理事務とかに作業のウエートを
かけることがかなり難しいのです。ですから，
そういった会社で確定決算主義を外してしまい
ますと，それは二重帳簿を作ることになり，相
当な負担になるので，確定決算主義の放棄は全
然現実的ではありません。
　また，ASBJ レベルの会計基準の受け入れは
負担が非常に重いということで，「中小企業の
会計に関する指針」など，簡便性を有する会計
基準を前提とした確定決算主義を維持すべきで
あると，〈研究報告〉で結論付けています。

6．今後の方向性

　今後の方向性ですが，今まで述べました 5つ
の視点の結論を，もう 1回整理します。資料⑯
をご覧下さい。
　まず，「①確定決算主義の歴史」です。確定
決算主義は明治17年の所得税法草案時から盛り
込まれており，明示32年の法人課税開始時から
現在まで続いています。これは，所得計算の簡
便性というメリットがあることの証左であろう
と思います。
　「②損金経理要件」です。コンバージェンス
の進展により税務メリットの放棄や逆基準性の
問題が出てきます。これは弊害が大きいと思い
ます。
　「③コンバージェンスに対する税制の対応」
です。企業会計への歩み寄りはありますが，法
人税法の基本理念に抵触する項目には歩み寄り
はありません。これは今後も同様であると考え
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じてきます。従いまして，上場企業の損金経理
要件については，廃止を含め弾力的な見直しが
必要だろうと思います。
　損金経理要件の趣旨である，会計と税をリン
クさせることによる恣意的な所得計算の排除や，
それに伴う課税の公平性・安定性への対処につ
いては，まず，ア経営者の確認書や会計監査な
ど，金融商品取引法の規制で対応が可能ではな
いかと思います。そして，イ損金経理要件を外
しても，損金算入限度額を維持することによっ

て，損金経理要件が意図する課税上の目的への
対処が可能ではないかと考えます。
　以上の理由により，上場企業については確定
決算主義を維持しながらも，損金経理要につい
てはできるだけ見直しを考えてくれということ
で，日本公認会計士協会の意見としてまとめて
います。
　以上，雑ぱくでしたが，研究報告のエッセン
スをご説明させていただきました。ご清聴どう
もありがとうございました。
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